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 日程第２ 一般質問 

 



－3－ 

───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（志関武良夫君） おはようございます。 

  平成28年第１回議会定例会９月会議を開きます。 

  議員各位を初め、町長及び執行部職員また滝口代表監査委員には、９月会議にご出席をい

ただきまして、まことにご苦労さまでございます。 

  ただいまの出席議員は10名全員です。 

  したがって、定足数に達しておりますので会議は成立します。 

  ただいまから平成28年大多喜町議会第１回定例会を再開します。 

  これより９月会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎行政報告 

○議長（志関武良夫君） 日程に先立ち、町長から行政報告があります。 

  町長。 

○町長（飯島勝美君） おはようございます。 

  平成28年第１回議会定例会９月会議の開会に当たり一言ご挨拶申し上げます。 

  本日議会定例会９月会議を再開させていただきましたところ、議長さんを初め、議員の皆

様には大変お忙しい中ご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。 

  行政報告につきましてはお手元に配付をさせていただきました報告書のとおりでございま

すのでこれによりご了承をいただきたいと思います。 

  さて、ことしはこれまで台風の発生が少なかったわけでございますが、８月中旬以降、４

つの台風が立て続けに日本に接近、上陸し、特に台風10号による大雨により、岩手県や北海

道を中心に大きな被害が発生しております。不幸にして亡くなられた方のご冥福をお祈りし

ますとともに、被災地の一日も早い復興を願っております。 

  また、本町でも米の収穫時期にぐずついた日が多く、農作業に支障が出ている方も多いの

ではないかと思います。 

  今月の25日にはお城まつりが開催されますが、ことしはＮＨＫの大河ドラマ「真田丸」で

本多忠勝を演じております藤岡弘、さんが武者行列に参加してくれることになっておりまし

て、例年にも増して盛り上がったお祭りになるものと期待しております。 
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  さて、今回の定例会の会議事件でございますが、きょうからあすにかけて一般質問が行わ

れ、その後、継続費、精算報告書に関する報告が１件、固定資産評価審査委員会委員の選任

同意に関するものが１件、条例の一部改正が２件、損害賠償の額を定めるものが１件、その

ほか一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、水道事業会計及び特別養護老人

ホーム事業会計の補正予算を提出させていただいております。そして議事日程の最終日にな

りますが、平成27年度の各会計の決算につきまして認定をいただきたく、提出をさせていた

だいているところでございます。 

  ここで平成27年度の決算の概要について若干述べさせていただきますが、主要事業といた

しまして、一般会計では町道中野大多喜線の道路改良工事、増田小土呂線の歩道整備工事、

農村コミュニティーセンターや海洋センター体育館の改修工事などの事業を実施し、ふるさ

と納税の大幅な増があったことなどから、歳出において26年度決算対比では57.8パーセント

増の71億3,349万円となりました。 

  特別会計につきましてはそれぞれの目的に沿った決算となりました。また、財政の健全化

の指標でございますが、いずれの項目も早期健全化判断比率の基準を大きく下回っており、

財政の健全化が図られているところでございますので、よろしくご審議くださるようお願い

します。 

  結びに、各議案とも可決または承認くださいますようお願いを申し上げ、冒頭のご挨拶と

させていただきます。 

○議長（志関武良夫君） これで行政報告を終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（志関武良夫君） 次に、諸般の報告でありますが、第１回議会定例会７月会議以降の

議会関係の主な事項は、お配りしました議会諸報告によりご了承いただきたいと思います。 

  なお、このうち、８月22日に夷隅郡市広域市町村圏事務組合第２回定例会が開催されまし

た。この件につきましては５番野村賢一君から報告願います。 

  ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 去る８月22日に第２回夷隅郡市広域市町村圏事務組合定例会が開催さ

れました。執行部から提出されました議案は、平成27年度夷隅郡市広域市町村圏事務組合一

般会計歳入歳出決算認定について。 

  20号、夷隅郡市広域市町村圏事務組合外房線複線化事業特別会計歳入歳出決算認定につい



－5－ 

て。 

  21号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

  22号、財産の取得について。これは高規格救急自動車の購入でございます。 

  23号、財産の取得について。もう１件は工作車の、救助工作車の取得でございます。 

  全議案とも全員賛成で可決されたところでございます。 

  なお、平成27年度の夷隅郡市広域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出決算書については皆

様のお手元に配付したとおりでございますので、後で参照してくれればありがたいと思いま

す。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまでした。 

  次に監査委員から、７月26日及び８月25日に行いました例月出納検査の結果の報告がなさ

れております。お手元に配付の報告書の写しによりご了承願います。 

  これで諸般の報告を終わります。 

  次に、本９月会議につきましては、審議期間は本日から16日までとし、本日と明日８日、

そして16日を本会議開催日とし、この間、12日と14日に総務文教・福祉経済合同常任委員会

協議会を開催する予定です。 

  なお、12日の協議会では、福祉経済常任委員会が所管する事務及び14日の協議会では総務

文教常任委員会が所管する事務について決算の内容説明を受けることとしましたので、執行

部の皆さんにはよろしくお願いいたします。 

  それでは、お配りしてございます議事日程に従って議事を進めてまいります。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（志関武良夫君） これから日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、 

   ８番 渡 邉 泰 宣 君 

   ９番 吉 野 僖 一 君 
 を指名します。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎一般質問 
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○議長（志関武良夫君） 日程第２、一般質問を行います。 

  通告順に発言を許します。 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 野 村 賢 一 君 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 通告に従って一般質問をさせていただきます。 

  先ほど町長からも話がございましたけれども、このたびの台風10号での岩手の岩泉町、北

海道の大樹町ほか被害に遭いました町の方に心からお見舞い申し上げ、またお亡くなりにな

られた方々に心からご冥福を祈ります。また、12号も復興中の最中の九州地方に上陸しまし

た。今週の地震で大きな被害があったばかりで今度の台風で精神的にもかなりまいっている

ことと存じます。 

  想定外の雨量、今回の岩手県の岩泉町は本当に想定外の雨量で川が氾濫しました。その原

因は当町にも夷隅川という川が流れておりますけれども曲がりくねった川が大きな原因だと

言われております。その曲がりくねった場所の急に出た水のおかげでその角々の土地がえぐ

られて下流のほうに流れ込んで、それでまた皆様ご存じのとおり高齢者の施設のグループホ

ーム「楽ん楽ん」で９人という大変なとうとい命が亡くなっております。このように想像も

つかない災害がことしに限ってかと思いますが、どこでも発生しているような気がします。 

  また、あしたあたりこの大多喜町に、千葉県に台風が上陸するという天気予報を見てます

とそんなような情報も入っております。大多喜町も一番の心配は川の氾濫があったとき、ま

た山等の土砂崩れが想像できます。こういう大災害のときには、何といっても自衛隊派遣で

も時間がかかるし、消防署も当てにならないし、消防団だと思います。その消防団員が統合

したり団員の減少が著しく少なくなっていることで非常に私どもは憂えているところでござ

います。 

  こんな現状を踏まえて、町民の生命、財産、身体を守るため、町当局は今後どんな対策を

とっていくのか。自然災害でもうどうしようもないという考えもあると思いますが、少しで

も対策をとっていけば、少しでも被害が少なくなるのではないかと思います。そこら辺、担

当課長、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それでは、お答えします。 

  毎年日本に限らず、世界各地で風水害や地震など、自然災害が発生して大きな被害が出て
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おります。どのような対策をとっても災害から完全に被害をなくすことは、これは不可能で

あるというようなことを思われることから、国でも、これまでの被害を出さないことに対す

る取り組みから、被害を減少させる取り組みに重点を置くようになってきております。 

  町の防災対策の基本は、防災計画にも記載しておりますが、仮に被災しても人命が失われ

ないこと、これが第一ですので、これを基本に防災対策を進めていきたいと考えております。

具体的には防災用品の備蓄、あるいは情報通信網の整備などが必要ではないかと思いますけ

れども、そのほかに今質問の中にございましたが、地域の防災力を高めること、また町民一

人一人が災害に備えて、自分の身はまず自分で守るという意識を持つことが大切だと思いま

すので、防災訓練などさまざまな機会を通じて、防災意識の向上に努めたいと思います。 

  また、そのほか、例えば広域的な消防の応援協定ですとか市町村間の応援協定、また大き

な災害になりますと自衛隊の派遣等がございますので、そういうものを通して被害をできる

だけ少なくしていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 先ほど消防団員のことも伺ったんですけれども、今現時点で消防団員

は何名いるでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 定数380ですが、現在36人欠けておりますので、344でございま

す。なお、入れかわりは若干ございます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 人口減少が大きな原因だと思いますけれども、中には団員数がいる中

での統合をしたり、そんなような傾向が見られるわけですけれども、その辺に関してはどう

お考えでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） お答えします。 

  地域によって消防団員のその団員としての年数が、ばらつきが若干ございます。これが老

川、西畑方面とかになりますと、16年とか、あるいはそれ以上の方もいらっしゃいますし、

また、これが例えば旧大多喜とかでまいりますと、例えば10年程度で退団するというような

ことで若干ばらつきもございますので、その辺は非常に統一するというのは難しいところだ
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と思いますが、役員会でもいろいろ議論になりますが、できるだけ自分の地域は自分で守る

という、そういう精神のもとで、ある程度の期間は消防団員として勤めていただければ非常

によろしいんじゃないかなというふうには考えております。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 最近の災害を見ていますと、本当に想定外の災害が非常に多いと。将

来に強いまちづくりが必要だと思いますけれども、町長、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 災害につきましては、やはり今ご質問のとおり、なかなか想定外の今

災害というのが非常に多いわけですよね。これは我々が日ごろからやっぱりいろいろな情報

を取り入れながら、やっぱり町にとってどういう対策がいいかというのは、常にやっぱり考

えていかなければいけないと思っております。 

  ただ、なかなか想定したとおりには来てくれませんので、ただ、どういう場合にでも対処

できるような形をこれからしっかりと構築していければと思っております。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） これ３項目めで質問しようと思っていたんですけれども、ここのとこ

ろの災害が非常に多いので、変更して最初にやらせていただきました。 

  次に、町の活性化、定住化等の対策はこの数年、我々にとって一番課題として何かと議論

されてきました。二元代表制の中で議会議員も一般質問等で大多喜町の活性化のためにいろ

いろな質問をしてきました。しかし、私の感覚では、一向に進んだ様子が、感じがしない、

またことしは第３次総合計画が策定されて、今度の大多喜町の活性化のためにいろいろと改

定をうたっております。しかし、この前、課長にも言いましたけれども、中身が抽象的で具

体的な説明も必要なところは入れてもよかったんではないかと思っております。 

  また、この基本事項が議決事項になっておりますので、当然我々議会にも大変な責任があ

るわけでございます。もしこのままで人口減少がとまらなくなった場合、2040年以降でした

かね、人口が5,000人の町になるんじゃないかと、例の増田レポートで発表されたところで

ございますけれども、町でも策定書の中では2025年度末には目標人口8,500人として維持し

ていくという目標を立てております。町も最近、企業誘致等、熱心に行っておりますが、そ

こら辺含めて担当課長のご意見を、また考えを聞きたいと思います。持論があったら言いに

くいと思いますけれども、そこら辺も言っていただければと思います。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 
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○企画財政課長（西郡栄一君） 総合計画の中でいろいろなご質問ということで、議員さんの

おっしゃるとおり、昨年この第３次総合計画を策定させていただきました。この基本構想で

すけれども、10年間ということで定めてございます。 

  その基本構想ではやはりいろいろと課題になっているところ、そういったものに対してど

ういうふうに対応していくかというような大まかなものを定めさせていただいたもので、そ

の基本理念でございますが、「みんなが主役。よろこびの町の創生」と定め、10年後に目指

すべき姿として将来像を「ひと まち みどり 未来に光り続けるふるさと 大多喜」とし

たものでございます。 

  さらにこの基本目標と施策項目として、６つの基本目標と35の施策項目を定めております。 

  前期基本計画、これは基本構想の前期５カ年でございますけれども、この構想に示された

将来像を実現するため、基本目標の達成に向けて取り組むべき具体的な施策を定めるととも

に、それらを推進するための指針となる施策を定めたものでございますので、総合計画に基

づくまちづくりを目標としております。 

  その中で、先ほど申しました基本理念ということでございますが、「みんなが主役。よろ

こびの町の創生」というふうに定めてございます。「みんなが主役」というのは、やはり行

政需要が増大する中で地域社会の担い手が減少する、町民が将来にわたって安全、安心、快

適に暮らしていけるような環境を保持するためには住民や各種団体、事業者など地域社会を

構成する全ての主体と行政とかが一体となってまちづくりを進めること。 

  そして、「よろこびの町の創生」というのは、昭和29年の合併以来人口減少が続いており

ます。議員さんもおっしゃるとおり、定住人口の維持という問題が非常に高くなっておりま

す。これまでさまざまな施策を講じてきましたが十分な成果を得られておらず、人口減少に

歯どめがかかっておりません。今後のまちづくりにおいては本町の歴史や伝統、文化を大切

にしながらも、既存の価値観にとらわれない柔軟な発想による真に本町の活性化に資する施

策を講じることにより、にぎわいと活力にあふれた新たな大多喜町をつくり出していくこと

を基本理念としたものでございます。 

  やはりまちづくりの主役というのは町民の皆さんだと思っております。そういう意味で、

これからまさしく地域の皆さんと一体的にいろいろな事業を進めていかなければならないと

いうことで、やはり町にとっても大きな転換期になっているんではないかなというふうに考

えております。ですから、職員ももちろんまちづくりに対する資質の向上というものも必要

でございますし、一応皆さんにいろいろな面で参加していただく、そして参画していただく
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ということが必要ではないかなというふうに思っております。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 今課長からいろいろお話ございましたけれども、これから大多喜町と

いうのは高齢化人口が非常にふえているわけです。それは現役世代が、逆に若い人がいない

ということで、このような状況の中で政策の転換が迫られていると思うんですよね。 

  いろいろ今まで今定住化、活性化いろいろなことを議論してきましたけれども、もうそろ

そろ発想の転換で何かほかに考えなきゃいけないんじゃないかと思われます。そこで政策の

転換がうまくいかなければ、当然町民から、底辺のボトムラインを保つだけでなく、もっと

ボトムアップしなければ町民は納得しないと思うんですね。そこら辺、どう思いますでしょ

うか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 時代の変化というのはやはり非常に早いというふうに感じて

おります。したがいまして、今回の計画におきましては、今まで15年だったものを10年間と

いう短いスパンで設定させていただきました。それと前期の基本計画、そして後期の基本計

画というふうに５カ年ずつ分けてございます。さらに実施計画として３年間の実施計画をつ

くって、その計画を毎年ローリングしていこうと、時代に合わせたような政策ができるよう

な柔軟な計画にしていこうということで、今回のこの総合計画を策定したものでございます。 

  ですから、いろいろな時代時代にマッチしない事業、あるいはやらなければならない事業

が発生すると思いますんで、それぞれそのときに機敏に対応できるような計画をやっていき

たいというふうに思っております。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 次に、高齢化または晩婚化が顕著に進んでいるという中で、どんな施

策を考えているか、若い人の晩婚化、基本計画の条文の中で、未婚化、晩婚化、出生数の逓

減につながっていると記載されております。 

  そこでまず、この議論をする前に、税務住民課長に大多喜町の団塊世代の人たちが占める

割合、人口の中の割合、どのぐらいなのか、また高齢化率、年代別の人口を例に同時にでき

たらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） では、まず、団塊の世代の人数割合というふうなことでござ

いますけれども、団塊の世代につきましては昭和22年から昭和24年の間にお生まれになった
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方と言われております。ことし67、68、69歳を迎えられる方だと思っておりますけれども本

町では約620名いらっしゃいます。人口に占める割合といたしまして6.4パーセントでござい

ます。また、高齢化率につきましては、ことしの28年の１月の高齢化率で申し上げさせてい

ただきますけれども37.7パーセントでございます。 

  以上でよろしいでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） この高齢化率というのは全国平均、全国の高齢化率また千葉県の高齢

化率と比べたら高いんでしょうね、これ当然ね。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） 高齢化率につきましては、ちょっと日にちがまちまちの資料

で申しわけないんですけれども、28年４月１日現在で、県の高齢化率が25.4パーセントだと

思います。大多喜町につきましては、28年４月ですと38.3パーセントというふうなことで、

県内で５番目に高いというふうな順位を占めているというふうに思います。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 団塊世代というのは昭和22年から24年ぐらいだったですかね、21年入

っていなかったですか。私が21年生まれで、そこら辺は議員の中にも21年が結構いるんで、

入っているかと思ったら入っていなかったんですか。我々中学のときは、21年生まれから急

に生徒数が５クラス、６クラスということで非常に多かったんで、そこら辺が入っているの

かと思ったんですけれども、入っていなかったですか。失礼しました、すみません。 

  そこで、今度は高齢化社会の対策のあり方について聞きたいと思います。本当に前例のな

い高齢化社会を迎え日本は速いスピードで高齢化が進行しているということでございます。

2055年には国の高齢化率が40パーセントを超え、５人に２人が高齢者になると予想されてお

ります。少子化、人口減少の進行する中で、今まで高齢者を支えてきた人たちが、将来支え

切れなくなるのは明白であると思います。 

  また、国は、平成10年代の後半から、健康増進策を高齢者の健康づくり、疾病予防をさら

に積極的に推進してきました。その結果、最近では65歳以上の高齢者は支えられる人と一律

に位置づけられていますけれども、高齢者の実態にも高齢者の意欲にもそぐわなくなってき

たと。既に高齢者の中には元気な人が多くて、全てが支えられる存在じゃなく、こういう考

え方が広く受け入れられている中で、高齢者の中には支えられる人というイメージから、乖

離しているにもかかわらず、65歳イコール高齢者、イコール支えられる人という固定観念が
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変わっていない。今の65歳は昔と違い、体力、意欲等も全然異なります。ですから、今後の

高齢者対策にも少し違った考えで取り組んでいったらどうでしょうか。今後の高齢者また医

療対策はどうしたらよいか、将来、どのように高齢社会に対応すればよいか伺いたいと思い

ます。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） ただいまのご質問に対しまして、健康福祉課のほうから高齢

化についての施策についてお答えさせていただきます。 

  先ほど住民課長が高齢化率のことを申し上げましたけれども、本年度４月１日現在で38.3

パーセント、昨年と比較しまして1.7パーセント高齢化率が上がっております。このような

ことから、本当に高齢化が顕著に進んでいっていると思われております。また、高齢者数と

要介護者数、これにつきましても平成32年までも増加する見込みでおります。 

  このようなことから高齢化が顕著に進んでいる中、どのような施策を考えているかという

ご質問でございますけれども、昨年度策定しました基本構想、前期基本計画の中に、超高齢

化社会が到来しても持続的に発展していける町を目指して、健康づくり、生きがいづくり、

地域社会、ボランティア、福祉に関する施策からなる高齢化対策プロジェクト、そういうも

のを設定し、重点的に推進していくと定められております。 

  高齢化対策プロジェクトを構成する施策といたしましては、高齢者の健康づくりの推進、

高齢者の社会参加の推進、コミュニティー意識の啓発、ボランティアとの協働による健康な

まちづくりの推進、それと高齢者保健福祉施設機能の整備、充実など、22施策載せてござい

ます。町では、基本構想前期基本計画に基づき施策を進めていくことで、高齢者が住みなれ

た地域で、健康で安心して暮らしていける環境の整備を進めていきたいと考えております。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） これだけ高齢者の時代になって、役場の職員とかそういう人だと、高

齢者のいろいろな医療とか、いろんな介護とか、いろいろやり切れないと思うんですよ。先

ほども課長が言ったとおり、ボランティアとかそういうほかの関係の人をふやしてこれから

はやっていくんだということだと思うんですけれども、現時点でそのボランティア活動のほ

うは、健康づくりとかいろいろやっていると思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） ただいまのご質問ですけれども、今それこそ議員さん言った

ように、ボランティア活動をこちらのほうでは極力勧めております。 
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  その中で、やはり一応、今現在、はつらつ支援ボランティアとか、いきいきサポーターと

か、そういうボランティアさんを、今後需要というか、ますます協力していただきたいと思

いますので、毎年そういう研修等をやって、ボランティアさんをふやしていこうと考えてお

ります。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 議長、すみません、私、何時から始めたですかね。 

○議長（志関武良夫君） 10分。 

○５番（野村賢一君） 10分。わかりました、すみません。 

  65歳というのは、あなたたちももう60歳になる人がいっぱいいて、この中で６人ですか、

定年迎える方は。いるという話を聞きましたけれども、５年後には前期高齢者の仲間に入っ

てくるわけですね。自分たちのことも含めて、課長、今後の高齢化対策というのは、ざっく

ばらんでよろしいですけれども、あなたの今住んでいる紙敷ですか、あれ中山間とまた町な

かといろいろ環境が違うんだと思うんですよ。どういう考えで、持論で結構ですから、意見

を言っていただければと思います。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） なかなか持論といいますとちょっと難しいんですけれども、

私もあと５年でやはり65になります。その中で、やはり今うちのほうで進めております事業

等をそれこそ自立、発展させていって、なるべく65歳以上、高齢者が住みなれた、そういう

地域にしていきたいと考えております。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） なかなか優等生的な答弁で、なかなかそうはいかないと思いますよ。

先ほど私が65歳以上の支えられる人になるという言葉を言ったんですけれども、今、若い人

が、その支える人を何人で支えているかわかりますか。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） ただいまのご質問ですけれども、年齢人口からいきますとゼ

ロ歳から14歳までが18パーセント、15歳から64歳が57パーセント、そういうふうになってお

ります。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） ですから、高齢者１人を支える、要するに15歳から64歳ですか、生産

年齢というのは、何なんですかね、その人たちが年々いないわけでしょう。現状だと今どの
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ぐらいなんでしょうね、大多喜町の。高齢者を１人支えるために。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） 今のちょっと申しわけありません、数字が間違っておりまし

た。占める割合なんですけれども15歳から64歳、53パーセントです、申しわけありません。

それとゼロ歳から14歳が約９パーセント、申しわけありません。支える側が1.4ぐらいです

ね、1.4人ぐらいです。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

  野村君に申し上げます。通告に沿った質問をされるようにということで。 

○５番（野村賢一君） 項目で今後の大多喜町の各担当課長にということでうたってあります。

だから高齢化時代にどうするのかと今聞いているわけです、いかがですか。 

○議長（志関武良夫君） まあ、いいでしょう、続けてください。 

○５番（野村賢一君） しつこく聞いちゃって悪いんですけれども、まだ1.何人で１人をカバ

ーできるということですね。そういうことで考えてよろしいですね。0.何人ということはあ

り得ないですね。わかりました。 

  そうしますと、まだまだ私は支え切れてないんじゃないのかなと思っていたんですけれど

も、大丈夫ですか。じゃ、この数字でよろしいということで理解してよろしいですね。はい、

わかりました。 

  次に、同じ関係で、大多喜町の将来について農業関係で質問したいと思います。 

  まず、農業関係の将来に関しては、とにかく担い手がいないということで、私の周りでも

非常に苦労している人がたくさんおります。まず、この担い手のことに関して、課長、どう

思っているんですか、担い手対策として。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 担い手対策ということでございます。担い手というところで

ございますけれども、まず後継者、同じだと思いますけれども、担い手の確保、ここの部分

がやっぱり一番重要だというふうに私も認識しておるところでございます。 

  しかしながら、先ほどから議論出ておりますけれども、町の高齢化、ここの部分が非常に

進んでおるというところで、農林業については就業者の減少、同様に高齢者、高齢化、やは

り担い手の不足がこういうところが進んでいるというところで、どうしても担い手の確保と

いうところが非常に難しいところだというふうに感じておるところでございます。 

  そうしますと、やはり新たな就農者の掘り起こし、またその就農者の技術の習得というと
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ころに、できる限りの支援的なもの、こういうものを考えていければというところで、現在

のところも青年就農給付金等もあわせて実施しておるところでございます。 

  また、後継者、担い手１人だけではなかなかやはり農業というのはできないというところ

でございますので、団体的なもの、また生産組織というところの体制の強化、こういうもの

を図れればというところでありますので、県の農業事務所ですか、あとまた農協、ＪＡとも

連携させていただきまして、技術の指導、さらに経営の指導等の支援体制をさらに強化して

まいりたいというふうに考えておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 農業経営も今一番大変なのは、やっぱり農薬とか肥料が非常に高い。

同じような農業経営で、お隣の韓国から比べたら、この前の８月29日の読売新聞で出ており

ましたけれども、本当に韓国の３倍いろんなものが高いということが出ております。これは

もう国の記事の中で何とかしなきゃいけないだろうということで、施策を打つという方針を

うたっております。一番いいのは薬と同じでジェネリック肥料とか薬品が出てくれれば一番

ありがたいですけれども、常に新しい肥料とか薬品が開発され、農機具に関しては本当に高

いと思います。 

  農業経営でも５反歩以下の人が結構大多喜町の中には多いんじゃないですかね。自分の土

地を荒らしたくない。その人たちは昔サラリーマンしてて兼業農家だった、こういう人たち

が一番、農業経営というんですかね、一番赤字が多いそうです。ということは当然町の税収

にもならないわけですね。それを考えますと、これからの農業というのは、やっぱり大規模

な農業を進めるのがよろしいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 野村賢一君に申し上げます。農業経営の問題についての質問のあれ

がちょっと違う。 

○５番（野村賢一君） 私の考えは、今後の大多喜町の政策について、大多喜町は少子高齢化

が進んで、町執行部はどのような政策を考えるのか、５年、10年後の。それをちょっといろ

いろな面で聞きたいということで、課長さんにも電話して連絡したんですけれども、ここ聞

きたいからということで。どこか違いますか。 

○議長（志関武良夫君） ちょっと内容的なものの中、質問内容の中の内容からちょっと外れ

ているんじゃないかなというふうな考えがするんだけれども。 

○５番（野村賢一君） 私自身はそう思っています。将来の農業に対してどう、担当課長の意
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見も聞きたいなと思って聞いていたんですけれども、まずいですか。 

○議長（志関武良夫君） 質問内容のあれが余り中へ細かく入っていくと、ちょっと課長たち

の答弁がちょっと難しくなってくるんじゃないかなと思って考えているんで、そこのところ

がちょっと。 

○５番（野村賢一君） 議長ね、やっぱり各担当課の課長さんが今後しっかりしなきゃ、大多

喜町の今後うまくいかないわけですよ。二千四、五十年には5,000人になる町ということを

言われていて、やっぱりそれなりに持論を持ってやっていると思うんですよ。事務的な国か

らのおろされた事務的な仕事ばかりじゃなくて、やっぱり町独自のそれなりの考えを持って

くれないといけないと思うんですよ。この一番、大多喜町の中の関係をしているのは職員で

すから、そういう意味でいろいろやっているんですけれども、まずいですか。 

○議長（志関武良夫君） 今の課長さんたち、それだけの心得を持ちながら答弁しているんで

あればいいんですけれども、いきなり農業の中に細かく入っていっちゃった場合に答弁のあ

れがスムーズにいかないというようなことになっちゃうと、ちょっとまずいかなというよう

に考えます。じゃ簡潔に、ちょっとなるべく、余り細かく突っ込んじゃうと答弁のほうが困

る。 

○５番（野村賢一君） 正直な話、将来、高齢化の中で、健康福祉課長、農業に関してもいろ

いろ、ただ晩婚化に関してはまだ答弁いただいておりませんけれども、そこら辺も聞きたい

なということで、これはもう晩婚化はもううたってありますんで、堂々と聞けると思うんで

すけれどもね。 

  いずれにしても今後の大多喜町が将来、今私もことし70やっと超えました。もう10年、80

になったらまたどうなってくるのか。もう非常にこれ、人口減少の中で興味があるわけです

よ、我々は当然、一庶民として。一議員として。その辺はやっぱり皆さんどう考えているか

というのは、毎時毎時の事務的な仕事ばっかりじゃなくて、やっぱり年寄り世代になったら

どういうことをやらなきゃいけないとか、農業も正直言って、田んぼをどんどん手放す人が

多い。それは結局、担い手がいないから。そういうことは町としてどういう対応をするか、

やっぱり聞きたかったんです。 

  余り突っ込むといけないということですけれども、でも、私はこれでいいと思ったんです

けれども、やめましょう、じゃあ。本当は産業振興課長にも持論でいいから何とか言ってく

れと俺はお願いしたんですけれども、そこがありましたらもう一回、じゃ答弁お願いします。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 
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○産業振興課長（吉野敏洋君） 貴重なご意見いただきまして、持論ということでございます

けれども、なかなか持論も、私も兼業農家やっているところでございまして、持論というも

のが出せるかどうかわかりません。 

  しかしながら、国の施策もやはり大規模化というところを私も承知しているところでござ

いますけれども、やはり中山間地、大多喜町は中山間地でございますので、関東平野のほう

の平地のところの農業を拡大できる、そういう施設的といいますか、地理的条件、やはりそ

れが非常に整っているところと、この大多喜町というところ、やはり地理的条件が非常に違

う。そういうところで農業の生産拡大を図っていくというところの後継者、担い手を確保す

るということは非常に難しいと思います。 

  しかしながら、今の農業の生産、たしか日本で中山間が担っておる生産割合とすると、た

しか４割というお話を聞いております。この４割を中山間が消滅した段階でなくなってしま

うということになってくると、やはり日本の農業というのは、その４割を海外からの輸入に

頼らなければいけない。そういう状況になってしまっていいのかという部分であれば、やは

り何が何でも、その４割を何としてでも守らなければいけないというふうに私が考えるとこ

ろでございます。 

  ただ、それが的確な施策に反映できるかどうか、これはこれからの今後の世代もございま

すけれども、的確に努力して中山間の農業を守っていくという考えで私のほうはやっていき

たいというふうに考えております。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 貴重なご意見ありがとうございました。 

  先ほど晩婚化のことで、生涯学習課長、何かありますか。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（古茶義明君） それでは、生涯学習課のほうから晩婚化について答弁させて

いただきます。 

  町では今まで、結婚活動支援を目的に、町内に住んでいる独身の男性、また女性のほうは

参加資格を限定しない女性を対象に、出会いの広場ｉｎおおたきということで、平成23年度

からことしの４月まで、10回の婚活イベントを実施してまいりました。また、昨年度から総

合戦略事業の結婚支援のための拠点づくり事業として、青年サークルというものを立ち上げ

て取り組んできたところでございます。 

  今までのイベント参加者全員がゴールインするかというと、実際のところ人一人の人生を
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左右することでございますので、なかなか全員がというような成果にはつながっていないと

ころが現状でございます。 

  町といたしましては、今後、現在実施している事業とあわせて、ある程度の年齢の方が婚

活等に参加していただけるように、その方々の希望といいますか、意見を聞けるような方法

を考えていきたいというふうには考えております。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） その婚活は、私２度ぐらい下大多喜のレンゲ祭りで来てくれたわけで

すよ、今回。そうしたら、見ていると歯がゆいですよ。なかなかカップルが話していない。

男は四、五人でまとまって話しして、女性と話をしていない。これじゃうまくいかないのは

当たり前だと思っていたんですけれども、非常に積極的な男性が少ないということで、そこ

ら辺もう少し、町でサポートするというのもおかしいですけれども、そういうことも積極的

に男性の人に声かけられたらどうですかね。おまえら積極的に女性のところに行って、いろ

いろ話ししろよと。とにかく女性がいても、男が二、三人、四、五人固まって、もう自分た

ちが話ししてたばこ吸いながらいろいろ歩いていたら、もう全然、婚活というより、何だろ

うね、ただの積極性がないということは本当にあれを見て歯がゆかったですね。 

  古茶課長はいきなり生涯学習課が今度は婚活担当して、そこら辺まだまだいろいろな情報

が入っていないから、ここら辺でひとつ今後の研究課題としてよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  続きまして、それでは本来の議題に入りたいと思いますけれども、大多喜町は５市２町と

隣接し、道路も国道も県道も交差している。この恵まれた道路の、将来町の発展のためどの

ようなビジョンを持っているのか、また町長はどういうふうなお考えを持っているのか、伺

いたいと思います。 

  品川羽田線の直行便、また東京行きの高速バスが運行しております。どうしてもこの千葉

県でも中房総がいろいろな面で発達がおくれている、発展がおくれているということは県の

職員の幹部も非常に心配しているところであります。 

  中房総の発展のためには、この297号線の道路改良は必ずしなければならないと私も思っ

ております。この前の県の道路関係の幹部の話として、中房総の発展のために、297号線の

道路改良を必ず達成しなければならないと。また、ある国会議員も同様な意見でございまし

た。 

  理由は、千葉県は、昔は京葉道路という本当に混雑した道路が１本しかない、東京に抜け
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る道が１本しかなかったと。そこで今、湾岸線とか、アクララインとか、いろいろできまし

た。内房も外房も道路整備は整いつつあるということで、残るは過疎化の進む中房総の発展

のための297号線の道路改良でございます。これがうまくいかなければ、大多喜町、また勝

浦市も本当によその地区に比べていろいろな面で格差が出てしまうんじゃないかと思います。 

  先ほど言ったように、この町は５市２町と接しており、道路も通じております。国道と県

道も交差しております。大多喜町を基点としたこの恵まれた道路網を最大限に生かし、町の

発展のために町長がどんなビジョンを描いているか、また町長独自の考えもあるようでござ

います。そこら辺をお聞きかせいただければと思います。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） ただいまのご質問でございますけれども、確かに大多喜町は国道297

号線、そしてまた465号線の交差している、非常にそういう面では、この近隣市町村の中で

は非常に道路というのは大きな大動脈が通っている町でございます。 

  また、一方で、アクアライン、また圏央道というものが本当に大多喜町に近いところまで

来ているということで、こういったものをどうやってこれから町の将来の発展のためにつな

げていくかということだと思います。 

  どちらにいたしましても、やはり総合計画、５年、５年の10年でありますが、それに沿っ

て進めていくところでございますが、その中で、この今の道路の状況、特に今お話にもあり

ましたように、297号線については羽黒坂バイパスというのが非常にネックになっておりま

す。こういったことを、これは何とかこれを解決しなければいけないことは最大の課題では

ございますが、今与えられている条件の中で、またこれは逐一進めていかなければいけませ

んが、それで大多喜町のやはり将来に向けてこの道路を生かしていくということが重要であ

ろうと思っています。 

  その中で、やっぱり私は長期的な考え方と短期的な考え方と、私は２つあると思います。

特にやはり私は、いろいろな市町村を見ておりますと、やはり交通施策といいますか、利便

性の高い町、また教育の選択肢の幅のある町、これが1,719ある市町村をいろいろ私は時間

のある中で調べております。そうしますと、やはりこの２つができている市町村というのは、

やはり活性化もあり、また繁栄しているんです。もう一方では、この面が劣っている市町村

がやはり人口減少、過疎化、また衰退しているというのがある程度顕著に出ているんだなと

思っています。 

  じゃ、大多喜町はどうかといいますと、そこの後者の部分に当たるわけです。ですから今
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の人口減少も非常に激しい。ことしの２月の県の発表の人口の減少率、本当に千葉県でも１、

２位を争う、トップを争う減少率の大多喜町なんです。ですから、これ何よりもやはり若い

方がいなくなるということでございますので、やはり若い方々の定住化というのが最大の課

題であることは間違いないわけですね。 

  ２点あると申しましたのは、長期的に考えますと、やはり利便性も含めて、交通の選択肢

というのは、そこで本当に若い方が生活ができて、完結できるようなまちづくりであればい

いわけです。しかしこれはなかなか難しい話ですね。ですから、当然、中心となるのは企業

の誘致であったり、産業に来ていただいて、いろいろなあらゆるものがそこに参画していた

だいて発展していければ、それで一つはその町として発展完結できるわけです。 

  しかしながら、これは本当に一つの企業を呼ぶにしてもなかなか大変なことなんです。そ

れで今、私どもは、既に議会でもご説明したように、今、富士通と話をしております。これ

も本当に長い時間をかけていろいろやっている中で今回決まったわけでございますけれども、

これとても、たしかに全てを皆様に満足できるものではなくて、こういたものを一つ一つ積

み重ねながら、やはり地域の皆さんがこの地に暮らし続けられるような中の産業の一つとし

て非常に大きなものだと思っています。これは長期的にやっぱり続けていかなければいけな

い話でございます。 

  もう一方で、全国市町村いろいろ条件がありますが、本町は、今お話にもありましたよう

に、道路網がある程度、近隣市町村の中では若干恵まれているかなと思っています。特に圏

央道、アクアラインというものが首都圏に１時間ちょっとで行けるという状況にありますの

で、これをいかに生かしていくか。これは短期的にはやっぱりアクセスをいかによくするか。

このことによってやっぱり首都圏には若い方が求める産業が全てあり、また学校の選択肢が

幾らでもあるわけです。だから、そこにいかに近づけていくか、距離感を縮めるかというこ

とで高速バスも走らせているわけでございます。 

  そういうことで、一つはやっぱり大多喜町の条件として、首都圏に１時間ちょっとで行け

るという条件をこの道路を生かした中で進めていく、だから長期と短期に分けてやっぱりや

っていかなければいけないなと思っています。 

  私も最近、品川の区長さん、また港区の区長さんともお話ししたときに、今、首都圏で皆

さんが通勤通学に所要する時間はどのぐらいですかとお尋ねしたら、大体１時間半が限度で

しょうというお話を伺いました。つい最近、慶應大学の学生さん、いま域学連携の中で来て

いただきまして、その学生さんともお話ししたときに、通勤通学はどのぐらいが限度ですか
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といったら、学生さんはやっぱり１時間という答えを出しているんですね。 

  ですから、ちょうど大多喜町はその本当にぎりぎりのところにあると、近隣市町村の中で

はそういう面では恵まれた位置にありますので、この短期、長期という、分けながら短期的

なものはしっかりと進めて、また長期的には長期的にその企業、産業誘致等も含めて進めて

いかなければならないと思っています。そういうことで町の発展につなげてまいりたいと思

っております。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） ありがとうございました。 

  町長はよくハブ化したいんだと、そんなような話もしています。そこの辺はどうでしょう

か。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） これは、今お話ししました短期的な話の中でございますけれども、や

はり地理的条件が近隣市町村の中で非常にある程度恵まれておりますよね、鶴間インターま

でですね。これはハブ化というのは、いわゆる交通の要衝ということになるわけです。例え

ば勝浦市、御宿町、いすみ市を考えますと、いわゆるＪＲ線が走っておりますけれども、こ

れはやはり東京まで２時間はかかります、これでも。私どもはこの高速バスというのは１時

間ちょっとでいきますので、そういう意味では、やはり大多喜町はこの近隣の交通の要衝と

いう意味でやはり進めていかなければいけないと思います。それは、この交通の要衝になる

ことによって人が大多喜町に集まってきますんで、これが将来的に大多喜町の人口減少に歯

どめをかける大きな要素になると思っています。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） ありがとうございました。 

  本当、スーパーをつくるのでも何でも、周りが海ではないので、５市２町に隣接していま

すので、集客力とかそういう面でうまくやれば、かなりあるんじゃないかと、そんなような

私の考えるところでございます。 

  最後に、また町長でございますけれども、町民の福祉向上及び生命、財産、身体を守ると

いう大変なミッションでございます。将来町民のためにどのような構想をお持ちか伺いたい

と思います。 

○議長（志関武良夫君） 野村賢一君に申し上げます。持ち時間があと５分。 

○５番（野村賢一君） これで終わりです、最後ですから。 
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○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 今ご質問のとおり、町の使命は住民福祉の増進、もちろん今ご質問の

とおりでございます。それに向けて我々はやっぱり全身全霊をかけて進めていかなければな

らないと思っています。 

  その基本となりますのは、やはり私は常々お話ししておりますように、まずは財政基盤の

安定強化ということにあります。財政基盤の安定ということは、やはり何といいましても、

やはり税収というものが決まりますよね。もちろん国からの支援金も、いわゆる交付金がご

ざいます。そういった中で収入の中で生活をしていく、あるいは入るをはかって出るを制す

るというのが私は基本であると思っています。この財政の安定をするということが住民福祉

の増進になるわけでございます。 

  やはり分以上の生活はなかなかできない。ですから、我慢するところはしなければいけま

せんし、安定をさせることがまず第一だろうと思っています。特に皆さんもご承知のように、

国のほうは、既にいわゆる国債を含めて借金が1,000兆円超えていますね。今までは地方の

自治体にお金がなければ、税収がなければ、国はお金をくれていました。しかしながら、こ

ういう状況の中で、国はこれからは減らすことはあってもふやすことはないという状況でご

ざいます。ですからやはり、より健全化に向けては入るをはかって出るを制するということ

がしっかりとやっていかなければいけないと思っております。 

  一方で、強化ということになります。これは先ほどもご質問の中でもありますけれども、

何よりも若い方がいなくなるということ、これは町の税収の原動力なんです。ですから、こ

の方々が減少するということは、いずれやはり町民福祉の増進に影響が出るわけです。財政

力がなくなってきますから、どんどんやはり収入がなくなるということは、やりたくともで

きないわけです。ですから、財政力の強化という中では、やはり何より若い方がいかに大多

喜町に定着できるか、そういう政策をしっかりやっていく。また、町みずから何らかの収入

を得られるようなこともしっかりやっていかなければならないと思っています。この両面が

あって初めて住民福祉の増進につながります。 

  この高齢化率が50パーセントを超えていったときには、やはりその税収源になるもとがな

くなりますので、やはり若い方の定住化というのは絶対やっていかなければいけないわけで

す。それをつくり上げていく、そういった施策をしっかりやっていくというのは、人材しか

ないんです。 

  ですから、今課長さんにいろいろご質問いただきましたけれども、まさに人材があって初
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めてこれができるわけで、人材の育成ということをしっかりと進めていくというということ

でございます。このことをしっかり進めていきながら、最大の課題でありますのは、やはり

若者の定住に向けていろいろな施策を進めていくところでございます。 

  特に私は、例えば事例なんですけれども、高齢者にもいろいろな施策も進めておりますが、

若い方の定住化の中には、一つはやっぱり大多喜町で生活できるようなことが必要でありま

すけれども、若い方々が生活が楽にできるような施策というものが必要でありまして、既に

皆さんからもご質問いただいておりますけれども、給食費等、こういったものも若い方々が

非常に負担の重いところでございます。もう既に前の議会でもお答えしておりますが、こう

いった給食費等の無料化等も含めて、若い方々に支援していく。これは今、一つの財源をど

うするかということで検討しておりまして、できれば29年にまずどちらかを進めて、最終的

には31年ぐらいまでには小中学校まで進めてまいりたいと思いますが、こういった一つ一つ

の施策、そういったものをしっかりとしながら、やはり若い方が大多喜町に残っていただけ

る、それが財源の強化につながりますので、ぜひ我々もこれからしっかりと進めてまいりた

いと思っています。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 本当にありがとうございます。給食費の問題だとかいろいろな面でも

いろいろ考えてくれるということで、本当にありがとうございます。 

  きょうは一般質問で議長からいろいろお叱りを受けたわけですけれども、私の考えとそれ

ぞれちょっと違った面があったということで、執行部の皆様には大変ご迷惑かけたと思いま

す。しかしながら、あなたたちが本当に一生懸命になって、事務的な仕事ばかりじゃなくて

いろいろなことを考えてくれなきゃ、大多喜町のこれからは大変だと思うんです。ぜひ頑張

ってやっていただければと思います。よろしくお願いします。 

○議長（志関武良夫君） 以上で野村賢一君の一般質問を終わります。 

  ここで10分間の休憩。11時20分から再開します。 

（午前１１時１０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時２０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 山 田 久 子 君 
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○議長（志関武良夫君） 次に、10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 10番山田久子でございます。 

  議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

  本日は、大綱２点にわたり質問をさせていただきます。 

  初めに、旧大多喜町薬草園の活用について伺います。 

  大多喜町薬草園設置管理条例が平成27年３月会議にて廃止となり、１年半が経過をいたし

ました。その後の施設の活用に向けた町の取り組みと状況はどのようになっているのか、お

伺いをいたします。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 山田議員の一般質問に、企画財政課からお答えをさせていた

だきます。 

  旧大多喜町薬草園については、活用提案者の公募を昨年度２回実施いたしました。何件か

問い合わせがあり、現地にもご案内させていただきましたけれども、応募された方はいらっ

しゃらない現状でございます。 

  そして、今年度になって５月16日から８月31日までの間、活用提案者の公募を行い、２件

の応募がございました。この後、応募された活用提案者に貸与するかどうか、提案内容の審

査を行う予定でございます。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 応募者の提案内容というのは、ある程度今お聞きして教えていただ

くというのはできるものなんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） まだ決定されておりませんので、詳細についての説明はこの

場では控えさせていただきたいと思いますが、２件のその概要についてご説明をさせていた

だきます。 

  １件は、薬草園内の植物、果実を使用した蒸留酒、香料等の製造、販売、ものづくり等で、

もう１件は、木質バイオマスペレットの製造、機能性作物、これは青パパイヤだとかマンゴ

ー等の生産、生薬、薬用作物の試験栽培などでございます。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） ありがとうございます。 

  これから審査ということでございますので、これ以上の内容は難しいかと思いますので控
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えさせていただきたいと思いますが。 

  続きまして、この薬草園の廃止の条例のときに、お話が出ていたところちょっとお聞きし

たいんですけれども、こちらの施設は普通財産として貸すお考えなのかどうか。以前、その

ときの話では、将来的に譲渡するような場合には、県の許可がないと譲渡ができないので、

そういったことも、県ともそういった話もしてみていきたいというようなお話があったんで

すけれども、この辺はどのような動きをされたのでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 今の段階でございますけれども、普通財産として貸与すると

いう方向で考えております。譲渡するとなると、土地の問題が絡んでまいりますので土地に

ついては町有地ということになります。 

  それと、県のほうとは、今回の貸与が決まった段階で、これからもし、決定すればその業

者さんの意向もあると思いますので、そういったものを踏まえながら、協議を進めていきた

いと思っております。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） わかりました。 

  もう１点お伺いしたいんですけれども、平成27年６月の会議で薬草園の管理棟の屋根から

の雨漏りに係る予算として、補正予算だったと思うんですけれども、約1,364万円の補正が

行われました。今後、建物の修繕が必要となった場合の経費の負担については、今回公募い

ただいている業者さんとの間では、どのような考え方を町としては持っていらっしゃいます

でしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 現在の建物の管理ということで、これは町のほうでやってお

りますけれども、これから先、もし、活用者が決定すれば、光熱水費、維持管理費を活用者

に負担していただくことになろうかと思います。 

  それと、修繕についてですけれども、この貸し付け期間と建物の修繕につきましては、や

はり提案内容に応じて町と協議した上で決定するというような要綱になっておりますので、

それに基づいてどのような内容で提案されるかによっても、若干こちらのほうでは配慮して

いくことも可能なんではないかなというふうに思っております。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） わかりました。建物もやはり古くなってまいりますので、今後そう
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いった部分での建物自体の維持管理費というものも大きくなってくると思います。町として

もなかなか負担としては、公共施設、これから大きな問題が出てくると思いますので、でき

るだけいい方向性でお話を進めていただけるように検討いただければと思います。 

  次なんですけれども、薬草園の現在の施設の状況と、管理方法はどのようになっているの

かお伺いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 現在の施設の清掃及び維持管理につきましては、臨時作業員

２名を雇用して実施しております。電気設備や消防設備の保守点検業務、警備保障業務につ

きましては、専門の業者に委託しております。 

  また、管理棟の屋根の雨漏りにつきましては、昨年度改修工事を実施したところでござい

ます。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） そうしますと、町としてはこの管理を公募の結果もあると思うんで

すけれども、いつごろまで続けていく予定でいらっしゃいますでしょうか。また、現在、維

持管理をしていただいていて、きちんと整えられているのであれば、その間も一般の方に公

開をしてはどうかと思うんですけれども、その辺はどのようにお考えになられますでしょう

か。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 町がいつまで管理するかということでございますけれども、

この後提案事業者の方のスケジュール等もございますので、そういった面での協議は進めて

いかなければならないというふうに思っております。 

  公開につきましても、それをそのまま薬草園として活用するかどうかという問題もござい

ますので、その辺で例えば、内部を少し改修したりとかそういうことであれば、提案者との

協議によってさまざまな人がかわると思いますので、公開するかどうかというのは、やはり

その事業者の提案内容に基づいて考えていきたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） わかりました。 

  今現在、その薬草を含めたものというのは、条例を廃止したときと同じような形で中の薬

草とかはきちんと整えられている形なんでしょうか。ちょっとゲートから見たときには、ゲ

ートの周りは草がぼうぼうみたいな感じになっているので、中へ入れないのでわからないん
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ですけれども、どうなのかしらと思っているところなんですけれども、その辺は全く問題な

く維持管理はされているということなんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 一部、ハウスの部分については、ガラスがまだ十分にはまっ

ていないところもございます。これは地震のときの関係なんですけれども、それ以降、まだ

修繕していないところがございます。それ以外のところの薬草を植えてあるところでござい

ますけれども、それについては薬草園を当時から管理している方に２名お願いしております

ので、適切に管理がされているというふうに認識しています。 

  また、中での見学する場所でございますけれど、それについてはそのまま維持しておりま

すので、特に問題はないというふうに思っております。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） わかりました。よろしくお願いします。 

  先ほど、薬草の活用に応募してくださった方がいらしたということで、本当にありがたい

ことではないかというふうに私は考えております。 

  薬草園に関します３点目の質問としまして、応募者がいない場合には、本町の風土に適し

た休耕田を活用した漢方薬栽培の可能性であるとか、薬草の６次産業化、商品化などの調査

研究、提案をしてくれるような事業者の検討をしてはどうかということを考えておりました。 

  今、課長さんのほうで２点の業者さんの提案を若干のところで触れていただきましたけれ

ども、ちょっと似たようなところでもお考えいただいている部分もあるのかなというふうに

も考えさせていただいておりますけれども、ここのところに今回触れるのは、ちょっと差し

さわりがある状況にあるのかなと思いますので、私もこんなふうに考えていたということを

一つの意見ということできょうは終わらせていただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  できるだけ、早期にいい形で活用していただけるということを決めていただきまして、い

つまでもあのままでとっておくということではなくて、生かしていただくということができ

ればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、大綱２点目、防草シートの活用と町道、基幹農道の維持管理についてお伺いをさせ

ていただきます。 

  本町は、自然が豊かで心が癒やされる地域であると思います。その半面、特に春先から秋

にかけて、田畑や庭、道路に生い茂る雑草や、道路に張り出した木や竹などの対策に係る労
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力は大変大きいものがございます。多分、皆様もご経験されているのではないかと思います。

これに対しまして、防草シートを活用し、景観対策であるとか、雑草対策、除草コストの削

減、有害鳥獣対策、交通安全対策という形に生かしていってはどうかと考えますことから、

本日はご質問をさせていただきます。 

  初めに、多面的機能支払交付金事業で水路、農道等の管理をするこの活用に、防草シート

を活用した場合に補助金は利用できるようでございます。防草シートの活用のメリットは、

耐用年数が最大10年で、多面的機能支払交付金が終了してからも、効果が持続することがで

きることもあります。また、草刈り作業の軽減や、景観の向上にもつながり、除草剤をしな

い雑草管理なので、環境にも優しい取り組みと言えるのではないかと考えます。 

  活用場所は、あぜや農用地ののり面、水路ののり面、農道の路肩やのり面、ため池のり面

など、草刈りしにくい斜面で利用されるとよいのではないかというようなお話もございます。

雑草管理と景観形成の面からも、本町でも有効ではないかと考えますが、町の見解をお伺い

いたします。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） ご質問のありました、多面的機能支払交付金事業の防草シー

トの活用というところでございます。 

  この事業の目的につきましては、議員さんのほうからお話がございましたように、地域の

活動団体が実施いたします共同作業、主に草刈りですね、あと農地並びに農業施設の保全活

動、こういうところに支援をしておるものでございます。 

  環境保全の活動につきましては、先ほど申し上げましたが、草刈りが主な活動となってお

りますけれども、議員さんからもお話がございましたように、この草刈り、非常に大変な労

力を要しているところでございます。防草シートを使用いたしますと確実に雑草の抑制、ま

た労働力の軽減が十分に図れるというところであろうかと考えております。 

  これによりまして、千葉県のほうにこの制度の活用の部分で防草シートを使っていいのか

どうかというところを再度確認いたしましたところ、施設並びに隣接の農地等に支障がない

ことを確認していただき、従来どおりの草刈りも実施していただければ使用することには特

に問題はないという回答をいただいたところでございます。 

  しかしながら、先ほどもご提案ございましたけれども、のり面、いろいろなところののり

面へ使用して草刈りの労力コスト削減というお話がございましたけれども、のり面につきま

しては雑草の根を絡み合わせて、現状の部分では、そののり面の安定を図っているというと
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ころが大きな恒常的なものでございますので、のり面に防草シートを使用しまして、その根

を枯らせてしまうという効果になろうかと思います。そうしますと、今後の農地等への影響、

各施設への崩落等によりまして、水路が閉塞する、農道へのり面が落ちて通行どめになって

しまう、そういうことも考えられることになると思います。 

  また、路肩部分でございますけれども、平らでありますので、そこに使用したらというお

話もございますけれども、使う部分によりましてはやはりどうしても、防草シートは、固定

ピンでかなりの本数を使いながら現場のほうを施工するわけでございますけれども、やはり

耐用年数また、場合によりましたらいろいろなけもの等によりまして固定ピンが抜けてしま

う場合も考えられると思います。そうしますと、そのシート自体がまくれ上がりまして、路

肩、道路への交通安全、通過交通の支障になる可能性もあろうかと思います。そういう場合

もあろうかと思いますので、使用する場所、箇所につきまして、活動される団体のほうには

適切に相談をさせていただきまして、使うことに今後とも考えていきたいというふうに考え

ております。 

  以上でございます。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） ありがとうございます。 

  今、課長がおっしゃられましたように、まずのり面といった考え方でございます。私もそ

の辺調べまして、実際にのり面に関しまして防草シートを使う場合、そういった心配をされ

るお声をよく質問としていただくということでございました。 

  その中で、あくまでも業者さんの話でございますので、どこまでそれが信用できるのかと

言われてしまうと、非常に難しい問題がございますけれども、ある程度防草シートを使いま

して、ふさいでいる間に路面のほうが固まってくるので、そんなに一気にということではな

いということではございました。ただし、傾斜角度というのでしょうか、そこにおいては非

常に課長がおっしゃられたように配慮をしていただきながら、極端な傾斜、角度の高いとこ

ろはやはりご遠慮いただいて、そういったところの選定をしながら活用をしていただくのが

よろしいのではないかという、業者のほうでもそういったお話がございました。 

  それと同時に、草刈りをしていただく中で、一番危ない、やりづらいのは斜面だと思うん

ですね、のり面というんでしょうか。足場もきちんとしない中で、草刈りをするということ

は一番危険性もありますし、難しいのかなと思いますので、この辺は、課長がおっしゃられ

ましたように、利用する場所なども考えながら選択をしていただくのも一つの考えではない
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かと思います。 

  それと、防草シートにつきましては、今、さまざまなものが出ているようでございます。

今、ここでは最高10年というものがあるというふうに伺いましたけれども、本当に二、三年

のものから、本当に10年くらいもつもの、それはお金等のそういった関係が出てくると思う

んですけれども、厚さ、材質、そういったものによってさまざまなものがあるようでござい

ます。 

  例えば家庭用の庭とかに敷くような防草シートから、田んぼや道路にも使えるようなもの、

それから駐車場専用に使えるようなもの、それから全く草が生えないようなもの、二、三年

は生えないけれども、その後はちょっと出るよ、みたいなものから10年くらいは大丈夫だよ

というようなもの、また、そういったものの施工の方法によりまして、劣化が早かったり、

劣化の速度を落とすというようなそういったものもあるようでございます。また、後ほど質

問させていただきます田んぼのあぜに電気柵をやるときに、あぜに防草シートをやったらど

うかということをちょっとご提案をさせていただくんですけれども、それにも電気柵専用の

防草シートというようなものも今、出ているようでございます。 

  そういったさまざまなものが出ておりまして、場合によっては業者さんにおいて無料で講

習会、施工の方法ですとか、設置の方法、使い方の講習会などもあるようでございますので、

そういったものも、本当に機会があれば、お気持ちのある方には見ていただいて、検討して

いただければありがたいのかなと、そういうふうに考えます。 

  この防草シートの活用が多面的機能支払交付金の中で使うことができるというのは、この

事業をされている方、もしくはそういったものを考えているんだけれども、今までは草刈り

がちょっと大変だけど、防草シートをそのお金で使っていいんだったら、ちょっと考えよう

かなと思っている人も出てきてくれるかもしれないというふうに考えたときに、これが使え

るということは事業を取り組んでくださっている方たちもご存じなんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 実際のところ、議員からこのご提案をいただいて千葉県に確

認したところが初めてでございますので、今後、各活動団体、こちらのほうにも周知を図っ

ていきたいと考えております。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） よろしくお願いいたします。 

  使える場所というのは、それぞれ活動者の皆さんがまたお考えいただける場合もあると思
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いますし、使わない場合もあるかもしれませんが、知っているのと、知っていないのとでは

考える範囲も違いますし、今は元気だからおやりになれても、またこれからどんどん、自分

や一緒にやっていらっしゃる方が、お年を召していったときに、できなくなってくるという

ことに、こういう選択肢もあるねというのを知っていただいておいてもいいのかなと思いま

すので、ぜひ、皆さんに情報提供をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 先ほども申し上げましたけれども、活動団体のほうに周知を

していきたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

  活動団体のみならず、してない人も、もし機会がありましたら場合によっては、うちのほ

うの地域もこの活動をやろうかという人も出るかもわかりませんので、情報提供だけはお願

いできればと思っております。 

  次に、有害鳥獣対策における防草シートの活用としまして、電気柵設置に伴い、防草シー

トを設置する場合に、購入費に補助金を交付してはどうかということについてお伺いをさせ

ていただきます。 

  有害鳥獣被害は、本町では大変大きな問題となっております。昨今では、その発生場所が

拡大してきているように感じているところでございます。その対応策の一つに電気柵の設置

がございますが、この電気柵は雑草が電気の線に接触をしますと、漏電をしてしまい、その

効力を生かすことができないため、除草作業が大きな負担となります。最近では、その電気

柵設置の際にあぜに防草シートを設置し、除草の労力の低減と、漏電による有害獣被害に対

応している光景も見受けられております。が、実際のところ、費用がかかるのも事実でござ

います。 

  そこで、電気柵設置に伴う防草シート購入費に、町独自として補助金を交付してはどうか

と考えますが、町の見解をお伺いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 有害鳥獣対策における電気柵設置に伴う防草シートというと

ころでございますが、有害鳥獣対策における物理柵ということでまず、金網柵というものが

ございます。さらに、もう一つありまして、先ほど議員さんが言われたように電気柵、これ

は電気が通っている、金網柵については、先に侵入できないように金網を設置しまして、侵
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入を防止するというものでございます。 

  有害獣の侵入を防止するには、やはり柵を設置するのが一番というふうに考えております

けれども、先ほど議員さんからもお話がございましたように、雑草がどうしても電気柵を設

置した場合には支障になるというお話を聞いておりますし、業者さんも、１本でも電線に触

れてしまうと、アースしてしまうため、効果が全くないというお話を聞いております。常に、

草刈りの管理をしなければならないというところでございます。 

  ご提案がありました防草シートを一番下に敷いて、その草を電線にかけない、伸ばさない

というお話でしたけれども、これは非常に効果があるというふうに私も承知をいたしました。

電気柵につきまして金網柵もそうでございますけれども、現時点で国庫補助で各集落ごとの

農地単位で設置を今、進めておるところでございますけれども、やはり長距離、かなり長い

距離を設置要望がございまして設置しておるところでございます。 

  平成24年から26年までにつきまして、約20地区を設置しておるところでございます。総距

離につきましてはおおよそでございますけれども、約28キロほど３カ年で設置しているとこ

ろでございます。さすがにこのくらいの延長を実施すると、草刈りというのは非常に手間が

かかるというものだと思います。町から独自で補助というお話でございますけれども、現時

点ではちょっとなかなか難しいかなというところがございますので、この購入に伴う補助部

分、こちらについて国または県のほうに補助対象にしていただきたいといったそういう要望

を、今後実施して強く要望してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） わかりました。国・県のほうに強く要望していただけるということ

でございましたので、ぜひお願いをしたいと思います。 

  しかしながら、ということで大変恐縮なんでございますが、今の課長からお話しいただき

ましたのは、先ほど野村議員さんのお話の中にも出てきましたけれども、大規模農業を営む

といいますか、そういった方が対象の部分が非常に大きいのかなと思っております。 

  本町では、先ほど課長もお話しされておりましたけれども、中山間で小農業といいますか、

小農家といいますか、そういう方たちが農業を営み、日々農作物が有害鳥獣に荒らされてし

まって本当に困っているんだと。では、国や県は大規模化という形の中で、柵は助成します

ので自分たちで設置してください、だけど３軒まとまらないとだめですよ、あなたのところ

はこうじゃないとできませんよって、大きな人ところには力を貸してくれているけれども、

本当に個人の農家には何も施策もない。中には１軒で100万円以上かけて自分たちで農業を
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した。だけどそれでもできないんです。何とか力を貸していただけませんかって言ったとき

に、町では電気柵があるので、それを活用してくださいとおっしゃられたというお話を伺っ

ております。 

  ぜひ、小規模農家、この大多喜町に住んで農家をこつこつやって、そこで農家をやってい

るがために、この中山間に住んでいることができる、生活を何とかつなげていくことができ

る、そういう人たちの日々の生活を守るためにも、この有害鳥獣対策、何としてももっとも

っと町として力を入れていただきたいというのが私の思いでございます。 

  その中で、もっと本当はいろいろなことをお願いしたいし、やっていただきたい思いはあ

りますけれども、今回、この町としては現在、大多喜町農地等獣害防止電気柵購入費補助金

と、大多喜町宅地等獣害防止電気柵購入費の補助金をしていただいておりますので、この補

助金と一緒に防草シートも補助金を出していただくことはできないかと、このように思うわ

けでございますが、再度お伺いいたします。いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 過去の電気柵国庫補助対象事業で実施されました箇所でござ

いますけれども、平成24年で会所、湯倉、弓木、大田代、25年は川畑から粟又でございます。

26年につきましては、笛倉、筒森、粟又が２カ所、小内、こういうところで中山間地区が12

カ所、ちょっと総延長はわかりませんけれども、19地区のうち、12地区ほとんど中山間地区、

言い方が悪くて申しわけございませんけれども、農作物をつくるのに当たりまして非常に困

難なところにもかなり手厚い柵の設置が現時点では行っているというふうに思っております。

それ以外でございますけれども、横山でもありますし、総元地区でもございます。そういう

ところにも出ておるところでございますので、特に地域指定でここをやる、やらないという

ことはございません。 

  あとは、単独の町の金網柵、電気柵の設置部分につきましては、上限が１万5,000円まで

という話でございますので、現時点ではちょっと考えてはいないというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 課長のお話を聞いておりますと、町としては、県とか国の国庫補助

金などを使いまして、有害鳥獣対策はそれなりにできているというふうに、申しわけないん

ですけれども、そのようにとらせていただいてしまったかなという感じがするんですね。 

  課長、町の皆様のところへ１軒ずつ歩いていただけますか。そんな答えは返ってこないと
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思います、私は。申しわけないんですけれども。お話を聞いていると本当に涙が出てしまう

ようなそういうような状況でございます。ましてそれで今は広がりを持っています。町なか

のほうにも広がっていて、今まで出ていなかったところにも広がっていて、何とかそれを被

害が出ないうちに少しでも手当てをしていただいて、今まで出ていたところもそうですけれ

ども、これから広がるところに対して、少しでも今まで以上にいい形で対処ができるような

形ができればありがたいのかなと、このように思います。 

  もし、今の時点でこの防草シートの補助ができないということであれば、それはそれで結

構ですけれども、担当課長として、町中の農家を歩いてもらいたい。本当にそういう思いで

ございます。現場の声をどこまでわかってくださっているのか。声が届かないから何の問題

もないということではないですよ。声を届けていないだけです。諦めちゃっているんです、

もう。我慢するしかないって。自分たちは我慢するしかないって思っているんですよ。 

  そういうのを見ていて、子供たちが町に残るわけないじゃないですか。自分の親が田畑を

つくっても農作物もとれない、住むことにも苦労している、自分の庭は掘り返されちゃって

すごいですよ。人が住むところじゃないよ、ここはって言っていますよ。そういうところの

現状を見ていて若い人たちが町に残りませんよ。申しわけないんですけれども。やっぱり、

農業だけの面から見ても、もっともっと町民の、昔からここへ住んでいる一人一人のお声に

耳を傾けていただきたい、そういうふうに思うんですけれどもいかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 貴重なご意見を頂戴いたしました。 

  私も今後、現場に出向きまして住民の皆様方、農業者の皆様方のお声を切に聞いてまいり

ます。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） ぜひ、よろしくお願いいたします。 

  次に、消防団員の除草活動軽減の観点から、防草シートの活用についてお伺いをさせてい

ただきます。 

  消防団員の皆様は、休日にもさまざまな消防活動を行ってくださっております。心より感

謝を申し上げます。その一つに、猛暑の中での草刈り作業があろうかと思います。消防団員

が減る中、消防団の統合などもされてはおりますが、消防水利等管理をしていただいている

場所は減ってはいないのではないでしょうか。地域の皆様の草刈りなどご協力をしてくださ

っているとのことでございますが、団員の皆様の草刈り作業軽減のために、消防機庫倉庫、
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貯水槽、防火水槽、自然水利、消防水利周辺の雑草対策に防草シートの活用を検討してはど

うかと考えますが、町の見解をお伺いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 防草シートを消防機械倉庫、貯水槽、自然水利周辺の雑草対策

に活用するということについて、ご質問にお答えさせていただきますけれども、消防機械器

具置き場や防火水槽、自然水利の周辺の管理は、それぞれを管轄する消防団で行っておりま

して、夏場の草刈り作業にはかなりの労力を要するものと思います。 

  質問にありましたように、防草シートを敷けば雑草は生えることは抑えられて消防団員の

負担軽減になることは事実だと思いますけれども、実際にそういうものを管理しております

のは消防団員でございますので、実際に管理している消防団員の意見を、役員会で聞いた上

で見直したいというふうに考えております。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） わかりました。課長がおっしゃるとおりだと思いますので、ぜひ、

役員会等で聞いていただければと思います。 

  つきましては、いつごろそういった役員会を持っていただくことができるのか。また要望、

うちのほうでって手を挙げていただいた場合には、いつごろからそういったものが実施とし

て可能と考えますでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 消防団の役員会は定期的に開いておりますので、直近は今のと

ころ定まっておりませんけれども、年間何回も開催しております。ですから、そのときにそ

ういう提案をして、そのときは消防団の幹部ですから、その場でなかなか結論も出ないでし

ょうから、団員の意見も聞いてもらって、それからということになりますので、いずれにし

ましても早くても今年度にやるとか、そういうことは難しいというふうに思います。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） わかりました。その際なんですけれども、もしうちのほうでやって

みたいというようなお声があった場合なんですが、その防草シートの費用につきましては町

のほうで負担をいただけるというように解釈させていただいてもよろしいでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 消防団は組織上、上の人の考えが優先しますので、それは、そ

ういう組織ですから現場で右に行く、左に行く、迷ってもそれは困りますから若干判断が少
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し誤っていても右に行くということではそういうふうになります。ですから、一般の団員が

そういう意見がいろいろあったとしても、それはまた団の決定として決めさせていただきま

すので、そのとおりにならないかもわかりませんけれども、そういう試しにやってみたいと

いうようなことがあれば、それは町のほうで試験的にやってみることも可能だというふうに

は考えております。 

  また、予算が伴うことですので、この場ではっきりとは申し上げられませんけれども、あ

る程度試験的にやることは可能ではないかなというふうに思います。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） わかりました。それでは、消防団のほうの皆様とご相談をいただき

ながら、ご検討をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、町道基幹農道の雑草対策に防草シートを活用する取り組みについてお伺いを

いたします。 

  町道等が雑草により道幅が狭められたり、ガードレールが覆い隠されてしまい、道路の確

認ができない場合が見受けられます。ある方が、旅行先で道路脇から幅１メートルくらいま

でのところに防草シートが設置されていたところをごらんになったそうです。その道路は、

走行のしやすさとともに、景観もよいものになっていたそうです。そして、道路脇が１メー

トル幅で防草シートが張られるようになってから、小動物の飛び出しも少なくなったとのお

話も聞いたそうです。本町でも、走行の安全対策、有害獣の道路への飛び出しの軽減対策と

して、防草シートを活用した道路維持管理を行ってみてはどうかと考えますが、町の見解を

お伺いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 町道の雑草対策として、防草シートを路肩部分や切り土のり面に

活用してはどうかというご質問ですが、防草シートを使う場合、一般的には勾配が45度、１

割勾配より緩くないと施工が難しいと言われております。町内の全部の道路が安定勾配にな

っているわけではありません。道路ののり勾配については改良工事などを実施した路線であ

れば、盛り土部分が１割５分から１割８分、切り土部分が１割から１割２分となっておりま

す。また、未改良道路はきつい勾配の箇所がありますが、豪雨でも比較的崩落しません。こ

れは、長年の維持管理で、根が絡み合い、自然の擁壁の役割をしていると言われております。

勾配のきつい箇所には施工はできないため、施工箇所は限られてしまうと思いますが、コス

トや耐用年数からすると、シートの活用は難しいと考えますが、本年度、道路改良工事箇所
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に試験的に施工してみたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） ありがとうございます。実は私も、全面的にすぐに使ってほしいと

いうところまでは正直、道路については難しいものがあるのかなというふうには考えており

ました。ですので、そういった部分で試験的にやっていただけるということは大変ありがた

いことだと思っております。 

  いろいろなところで国道、それから高速道などでも、こういったものを使いながら、でも

やはり試験的段階ということではあるようでございますけれども、防草シートを活用しなが

ら、除草の軽減、または防草シートを張りまして、その上に砂利を敷くことによりまして、

劣化もかなり防げ、かつ根を張らないので、万が一草が生えても取りやすいというような、

そういうような形での検討という形で、さまざまなところで今、実験がされているようでご

ざいますので、大多喜町におきましても、ぜひ、実験検証していただきまして、有効があれ

ば活用していただきたいと思います。 

  また、確かにコストはかかるのですが、やはり年に２回、３回、同じ場所を草刈りをする

というところが、長期を見た場合にはコスト面として削減できるという、そういう調査結果

が出ているところもございます。また、そこの同じ場所をしていたところが、防草シートを

張ったことによって、今度はほかのところへ草刈りの手を回すことができ、より一層景観と

してきれいに保つということができるようになったというような、そういった事例もあるよ

うでございますので、ぜひ、何カ所かいろいろなケースで実験をしていただければありがた

いかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  最後の質問に移ります。 

  大多喜町第３次総合計画の中で、道路整備計画の策定がうたわれております。計画策定の

進捗状況と、道路に張り出した木や竹の対応策として、町にてルート別の伐採計画を策定し、

所有者に協力していただく方法についてお伺いをさせていただきます。 

  初めに、道路整備計画策定の進捗状況はどのようになっているのかお伺いをいたします。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 道路整備計画策定の進捗状況ですが、道路整備計画については、

第３次総合計画の中で、平成30年度までの策定を目標としております。本年度に策定する橋

梁長寿命化修繕計画や舗装修繕計画及び昨年つくりましたのり面修繕計画、これは各計画と

の整合性を図りながら、これから道路整備計画を策定していきたいと考えております。 
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  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 確かに道路計画の策定の中で、平成30年が策定完了目標となってお

ります。その道路整備計画の策定、３の４の２では、住民からの要望も踏まえ、全町的な道

路整備計画を策定し、町内道路網の整備を計画に推進しますとございました。既に、平成28

年の半ばでございますが、住民からの要望はどのような形で吸い上げをされようとお考えに

なっていらっしゃるんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 住民からの要望ですけれども、この総合計画をつくるときに、既

に要望が上がっております。何カ所か上がっておりますので、それをもとに、特にうちのほ

うでは上がっておりますので、この要望書を使って去年つくりました実施計画、28年から32

年までの実施計画ありますので、先程もいいました修繕計画をもとにつくっていきたいと考

えております。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 要望をいただいているということで、どの程度の要望が出ているか

というのかはわからないんですけれども、以前、町では各区を、区というふうに聞いたんで

すけれども、ちょっと先輩方に聞いたもので詳しいことは違っていましたらごめんなさい。

各区を通しまして、それぞれの地域内の本当に細かいところまで道路の修繕とか穴があいて

いるとか、こうしてほしいとかってそういったものの要望を吸い上げたことがあるというふ

うに伺っております。そのときに、本当にふだんは町に大きな声で、ここ崩れちゃったから

お願いするとかということではなくて、小さいものまでも吸い上げてくれて、それが町とし

て計画的にやってもらって、非常によかったというお声を聞いているんですね。 

  できましたら、小さい、例えば穴があいちゃっているんだとか、舗装がとれちゃっている

んだとか、そういった小さいものも含めながら要望を聞いていただいて、それを計画的に修

繕をするというような形をしてもらうことというのはできないのかなと思うんですけれども、

その辺はいかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 要望をうちのほうからとるというか、要望が上がってきてますの

で、そういう舗装が壊れているとか、そういう面で、ガードレールを入れてもらいたいとか、

結構な数で上がってきておりますので、その中で処理をしていきたいと思います。特に要望
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はうちのほうからはとりません。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） わかりました。そうしますと、今までどおり、町のほうへどんどん

その都度都度、ご要望として上げさせていただいて対応をしていただくとそういった形でよ

ろしいんでしょうか。 

  実際に要望が出ているのか出ていないのかわからないんですけれども、町を歩いています

と、ここずっと穴があいちゃっているよね、舗装が傷んじゃっているよねと、何年もこのま

まだよねというようなところもあるんですけれども、こういったのは要望が出ていないのか、

町として手が回っていないのか、町としては実際、出ている要望に対してどの程度実行率と

いうか対応していただいているような状況なんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 率についてはわかりませんけれども、結構な数で要望は来てます

ので、それで対応してます。 

  それから、総合計画の中の要望でも随分細かいのが来ていますけれども、そういうのも上

がってますし、また、今年度から道路パトロールを強化してまして、その中でも舗装とかＵ

字構が詰まっているとか、その時点で軽トラで行って、舗装修繕しているというようなとこ

ろです。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） わかりました。それではそういった形で私も気がつきましたらご連

絡をさせていただくような形をとらせていただきたいと思いますし、細かいところも、本当

にまとめてぽんと行って１日で全部仕事をするようなやり方をすることによって、コストの

軽減ですとか、時間の軽減なんていうのもできる場合もありますので、できるだけよろしく

お願いいたします。 

  次に、道路に張り出した木や竹の対応策について伺います。 

  道路維持管理の中にはこの件も含まれてくると思います。町では、ホームページや回覧な

どで所有者に管理のお願いを通知しており、実際、それを受けて実施をしてくださっている

町民の方もいらっしゃいます。しかしながら、歩道2.5メートル、車道4.5メートルとの高さ

が示されておりますが、なかなか個人での対応が容易ではないと考えます。特に、高齢者世
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帯がふえている中で、気持ちがあっても対応が難しいのが現状ではないかと考えます。 

  そこで、町で町道のルート別に伐採計画を立て、その沿線上の所有者の方々に計画への協

力をお願いし、町での計画伐採という形をしていただくことで、個人で伐採をするよりは、

低コストで済むようにしてはどうかと考えます。停電を初めとする近年多発している自然災

害に対する予防的取り組みにもつながるのではないかと考えますが、町の見解をお伺いいた

します。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 道路の維持管理の関係で、道路に張り出した木や竹の対応策とし

て、ルート別伐採計画を策定し、所有者に協力いただく方法についてですが、道路脇の民地

の樹木については、原則としまして、所有者が管理すべきものと考えております。しかしな

がら、高齢化や人口減少などに伴い、管理が難しくなってきているのも現実でございます。

定期的にパトロールを行っておりますので、木や竹の張り出した箇所がありましたら、区や

個人と連絡をとり協力していただけるのであれば、協働で作業するのも一つの方法ではない

かと考えております。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） ありがとうございます。実際、個人で木を切ろうと思いますと、高

枝ばさみでは届かないんですね。高所作業車が必要になったりとかします。 

  また、道路ですと、交通誘導の方が必要であったり、場合によっては、町とか県へそうい

った届け出をしないとやれないんじゃないかなと思うようなところもございます。確かに本

当に所有者の責任だとは思いますけれども、実際今、お話しさせていただきましたように、

なかなかできないというところがございます。そういう中で、町としてもお力をおかしする

ことができれば、より一層の所有者としても少しでもよくしたい、自分のところのそれで迷

惑をかけているというのはわかっておりますので、お力をおかしいただくことができれば、

本当にありがたいと思いますので、今後の計画の中でご検討いただきまして、ぜひ、お力を

おかししていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  以上で私の一般質問を終わらせていたただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（志関武良夫君） 以上で、山田久子君の一般質問を終わります。 

  ここで、休憩に入ります。 

  この間に昼食をお願いいたしまして、午後１時からの再開とします。お願いします。 
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（午後 零時１４分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 麻 生   勇 君 

○議長（志関武良夫君） 一般質問を続けます。 

  ４番麻生勇君の一般質問を行います。 

  ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

  最初に、町の活性化についてお伺いいたします。 

  町の活性化については、過去に各議員からいろいろありましたが、私もその一人でござい

ます。活性化のためには、町外から本町に来ていただき、町のにぎわいをさせることが優先

されるべきと私は考えております。その方策として、高校野球ファンは熱狂的に各予選会球

場に押しかけています。このお客さんたちを集めるのに即役立つと思っています。 

  そこで、まず最初に、Ｂ＆Ｇのグラウンドの公式野球場化についての考えを伺います。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（古茶義明君） Ｂ＆Ｇグラウンドの公式野球場化の考えがあるのかというご

質問でございますが、昨年の３月会議において、同様のご質問をいただき、その際はご提案

として受けとめ、多額のお金がかかるので財政が許せば考えていきたいという答弁をしてい

るかと思います。 

  昨年度の野球場の利用状況からご説明いたしますと、平成27年度の野球場の稼働率は、Ｂ

＆Ｇ海洋センター開所日312日のうち、154日が利用されておりまして、日数でいいますと約

50パーセントの稼働率でございます。また、６月から８月までを夏のシーズンと仮定いたし

ますと、約80パーセントの稼働率でございます。天候不順で利用できない日を考慮したり、

予約状況から判断しますと、利用可能な日はほとんど利用されているのではないかというふ

うに推察されます。しかしながら、麻生議員さんのおっしゃるとおり、町の球場を千葉県高

等学校野球連盟や、公認野球規則の基準を満たすように整備をすれば、さらに稼働率も向上

し、町の活性化にもかなりの効果があると思われます。 

  そこで、今後、どのくらいの規模の整備が必要で、その整備が今の野球場で距離や面積的
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に可能であるかというものと、費用面とあわせて検証してまいりたいと思いますのでどうか

ご理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 公式野球ができることによって、今、県の野球の一番南が茂原の球場

が一番南側にあるんですよね。予選会が去年、夏の地区予選をＢ＆Ｇでやったんですけれど

も、あのときたまたま用があって行けなくなっちゃったんですが、結構そのときも人が集ま

っているわけですよ。この公式球場にすることによって、いろいろな人たちが町に来ます。 

  先日の慶應大学の報告会を聞いただけなんですけれども、多分、若い人も、年寄りもスタ

ンドに来るわけなんですけれども、町の活性化にはすごく役に立つと思うんですよね。ぜひ、

公式野球場化して今、大高を支援しております。町から支援しているわけなんですが、いろ

いろな面で支援しているわけなんですけれども、ぜひ、この球場を大高に使っていただいて、

大いに利用してもらって大高の活性化、町の活性化にもつながるんじゃないかなと思ってい

ます。 

  ただ、今、課長から報告がありましたけれども、規模よりも費用のほうがかかるのかな。

費用がかさむと思いますけれども、ぜひ、前回も質問したということでありましたけれども、

これは、どこの球場に行っても車がいっぱい、人がいっぱいになるわけですよ。ぜひ、実現

させていただきたいなと思っております。町長、どうでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 内容的には、課長が答弁したとおりかなと思います。要は、今のグラ

ウンドの広さもどうするか、これで間に合うのかどうか、恐らく広げなくてはいけない問題

もあるでしょう。そういったことも含めますと、費用的にどうなのかと。また、そういった

ものを試算する必要がありますよね。いろいろ高校野球連盟の規定もあるでしょうからそう

いったことを一度検証してみて、また、単費で全部やるのはなかなか難しいと思いますので、

どういう補助事業があるのか、そういったことも含めて全体的に検証させていただきたいな

と思っています。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） わかりました。ぜひ、実現してもらって、大高の活性化にも大いにつ

なげていただきたいなと思います。そのときに、多分グラウンドを使いますと大勢出入りす

る人たちがふえてくるわけなんですが、道路の改修について伺います。 
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  現在、Ｂ＆Ｇからおりてきたメーンの道路ですね、西部田方面から。それから、大多喜駅

のほうから来る交差点があるんですが、あそこは交通規則でいうとちょうど追い越し禁止区

域なんですね、上り坂で。Ｂ＆Ｇから出てきても見えない、カーブで見えない。上ってきて

見えない、坂で見えないという状況で、非常に危ないんですね。ぜひ、交通安全対策の意味

でもあそこに信号機をつけられないのかなと思います。ある人は、あんなところにつけると

混んでしようがないと言う人もいますけれども、ぜひ、その安全対策で信号機をつけられれ

ばつけていただきたいと思います。考えをお伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 海洋センター入り口交差点の信号機の取りつけについてでござい

ますけれども、信号機の設置は、警察や公安委員会の判断となります。この交差点は坂のほ

ぼ頂上にあり、仮に信号機を取りつけた場合、坂の途中で停止するようになります。また、

中央公民館や野球場で行事があった場合などはこの交差点も混雑しますが、通常は混み合う

ことはないと思います。事故が発生しているということも特に聞いていませんので、信号機

の要望は考えておりません。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 随分簡単に返事してくれますね。交通安全というのは、ポテンシャル

を減らすことが交通安全なんですよ。できれば、私今、子供がＢ＆Ｇ行かなくなったんで、

送迎しなくなっていますけれども、あそこのＢ＆Ｇの体育館を利用する人は、親たちは毎週

のように行っているわけですよ。ね、住民課長。あそこは出入りが本当に難しいんですよね。

警察に頼むくらい簡単なんじゃないんですか。ぜひ、検討してもらいたいと思うんですが、

いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 警察にも相談に伺いました。信号機設置の指針というものがあり

まして、その中には１時間当たり、主要道路、中野大多喜線ですね、中野大多喜線で１時間

当たり300台を超える交通量がないと設置ができないというような指針の中でうたってあり

ます。ご承知のように要望はできないことはないです。この間警察のほうにも行ってきまし

たし、要望はできないことはないんですけれども、あくまでも警察に要望しても、警察が公

安委員会と相談して公安委員会のほうで判断することになります。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 
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○４番（麻生 勇君） そんなことだと思うんですけれども、ただ、町道ですからね。もしも

事故が起きたとき、大変なことになろうかと思うんですよ。やっぱり安全を先に出して問題

があると思わないので、これは優先してやってもらいたいなと思います。 

  さっきもちょっと言いましたけれども、うちの子供がＢ＆Ｇに毎週２回行ったんですけれ

ども、その都度迎えに行くんですよ。出られないんですよね、あそこ。出られないというの

はよく安全を確認しないと出られない。要は見えないから、十分注意しないといけないとい

うことなんで、やっぱり、絶対必要だと思います。いろんな条件があるということなんです

が、転ばぬ先のつえということで、ぜひ、検討していただきたいと、善処していただきたい

と思います。 

  それをお願いします。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 確かに、大多喜方面から行くと、上り坂で交差点が頂上になって

いますので、右折するのは右折しづらいと。自分も走ってみたんですけれども、中央公民館

からおりてくる分には見通しはいいと思うんですね。西部田から上がってくる分にもそんな

にきつくないので、西部田から来た場合には左折するというか、直線ですので、そんなに見

通しは悪くないと思いますけれども、あくまでも警察、公安委員会の判断になりますので、

再度警察のほうに相談したいと思います。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） ぜひ、要望だけはしておいてください。絶対に役に立ちますから。よ

ろしくお願いします。 

  続きまして、定住化についてお伺いします。 

  何年も経過している婚活イベント、先ほど野村議員も婚活の話をしておりましたけれども、

人には言えないような苦労が担当者としてはあろうかと思いますが、町の人口が減少してい

る現状対策と、人口の流出を防ぐために運行している高速バスの事業の効果が思うようにい

っていないようですが、そこで伺います。 

  高速バスの利用促進計画について、現在、品川までの運行を東京駅まで延伸できないかと

いうことでございます。これは、会社の都合もあろうかと思いますけれども、この件につい

ては私ごとなんですけれども、親戚がうちに来るときに品川まで大多喜から出ているから、

それに乗ってきてくれと言うんですけれども、東京駅のほうが便利なんで、嫌だって言うん
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ですよね。そういうことで、何かうまい手がないのかなという気がするんですけれども、ど

うなんでしょうか。答弁お願いします。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 企画財政課からお答えさせていただきます。 

  品川駅の選定利用といたしましては、東京駅以外の選択肢をつくることと、それと山手線

沿線の最寄り駅であること、あるいは常磐線が品川まで乗り入れになったことがございます。 

  また、ＪＲ東日本の品川開発プロジェクトでは、田町、品川間の駅間に新駅を設置し、

2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に合わせた暫定開業を目指している状

況でございます。 

  この新駅は田町駅から1.3キロ、品川駅から0.9キロ付近の位置に設置される予定で、世界

へのゲートウエーとして、京浜急行線を利用した羽田空港へのアクセス線にもすぐれている

場所でございます。さらに、品川駅ですけれども、2027年でございますが、リニア中央新幹

線が開業する予定でおります。日本のターミナルとして日本各地へのアクセスがさらに充実

することとなります。このように、品川駅を取り巻く変化もございますので、現段階では、

東京駅の延伸という問題については考えていない状況でございます。また、先ほど議員さん

のほうもおっしゃったように、運行会社の問題等もいろいろございますので、その辺につい

てはまだ全く協議をしていないところでございます。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 電車の状況が、将来東京駅がメーンじゃなくて、品川駅がメーンにな

るのかどうかわかりませんけれども、そのときには多分便利になると思いますが、今現在は

東京駅がメーンになっておりますので、何とかできないのかなと。親戚、自分のことだけを

言って申しわけないんですけれども、できれば東京がいいなって話が出ておりまして、検討

だけでもしていただきたいなと思います。 

  利用状況は、要は何を言っているかというと、お客さんを余計乗せないと高速バスの運行

も運営も非常に厳しくなるんじゃないのかなということで、できるだけお客さんに乗っても

らうと、もらいたいということから、こういう質問をさせていただきました。 

  また、さらに若者の移住促進が必要だと私は考えております。そこで、城見ヶ丘団地の、

これもこの前、何回も私質問をしているわけなんですが、城見ヶ丘団地の未売却地の利用に

ついて、その後の進捗状況について伺いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 
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○建設課長（野村一夫君） 城見ヶ丘団地のその後の進捗状況のご質問でございますが、現在、

城見ヶ丘団地は９区画残っております。猿稲団地が１区画、大戸団地が２区画残っておりま

すので、含めますと12区画になりますが、前期基本計画では、平成32年度までに完売を目標

に掲げております。 

  現在、どのようにしたら分譲が推進できるか、建築会社などの意見をお聞きして検討して

いるところでございます。また、個人や第三者を通じて３名の方にパンフレットを送付して

います。 

  今後、スピードを持って積極的に販売していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） この売却するという話は、何回も私聞いているわけなんですけれども、

１回目のときは10区画あって、１区画売れましたということです。でも、今、そんなに購入

したいという人が多くないんじゃないかなと思うんですけれども、どうなんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 先ほども申しましたけれども、現在、仲介者を通じて２名、先週

電話で直接本人から電話がありまして、パンフレットを送って、現在３名の人にパンフレッ

トを送っている状況です。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） それは、感触的にいいんですか。売れる見込みがあるんですか。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） どうなるかはわかりせんけれども、けさもちょっと課内で話をし

ていたんですけれども、全然見込みがないということでもないということです。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 私、この前に言いましたけれども、若い人たちが来てくれることが一

番ベターなのかな。その辺だと思うんですよ。さっきもちょっと言いましたが、この慶應大

学の若い人たちが、ああいう人たちが入ってきて、どんどん、ここはいいよ、ここはいいよ

っていうようなコマーシャルをしてもらえるようなことをやれればいいのかなと思います。 

  それで、私は、多分すぐ購入相手は決まらないんじゃないかと思うんですよ。こんなこと

を言っては悪いんだけれども、今の９区画プラス２区画、11区画ですか。そこにアパートと
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いうのかな、賃貸で住めるようなところをつくって貸せるようにできないかと。それを前段

としまして、建物を町に建設会社、大工さん、大勢いると思うんですが、建物のコンペをや

って、そこで募集かけたらいいのかなと思うんですが、どうでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 今の麻生議員の考えも参考にさせてもらいまして、いろんな考え

ができると思いますので、いろんな考えを取り入れて進めていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 私は、さっき、野村議員かな、過疎化の話をしていましたけれども、

過疎で人間が減っていっちゃうと。消防の話だったのかな。過疎で消防が成り行かなくなっ

ちゃうということで、けさたまたまテレビを見ていたら、今までのことをやっても人は集ま

らないと。何をやっているかというと、車を水圧で持ち上げて見せることをやっていました。

要は、今までのことじゃなくて、ブレークスルーするということを何かで思い切ってやらな

いと集まらないのかなと。 

  私が言ったのは、今まで建物のコンペなんてやったことないでしょう。そういうことをや

れば、大多喜ってこんなことをやるのかなと。十分宣伝になるんじゃないかなと思って提案

してみたんです。いかがでしょうか、町長。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 課長の答弁したところでございますけれども、そういういろんな考え

方があると思います。課長がなかなかそこまで答え切れなかったとは思いますけれども、今、

町のほうもいろんな手法を使ってます。今、城見につきましては、どちらかというと、地元

の人よりも町外の方が買う傾向がここに来て多くなっているんですね、ここ数年ですね。 

（「町外」の声あり） 

○町長（飯島勝美君） 町外の方が。今、町がやっている分では比較的近隣の人が買っている

ことが多いんです。ですから、はっきりとその辺が最近の数字ではそういうように分かれて

おります。 

  あのままで、今までのように議員のおっしゃるとおり、従来のことをやっていては、当然

いろんなデータの中でだめですよということははっきり言われているわけです。ですからそ

れはおっしゃるとおりだと思いますので、今の分譲地にまさにいろんな建築屋さんがいます、

地元に限らず。むしろハウスメーカーなんかもっとすばらしい案を出してきますので、そう
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いった案を取り入れまして、むしろ、もうちょっと現実的に既にこういうものでやったら、

このくらいになりますよとか、提案型のものにしていくという手もあるだろうということで、

今、実はその準備も進めているところでございます。 

  ですから、従来のように、ただここにありますよということではなくて、ちょっと方向性

を提案型にしていこうと、今、準備をしているところでありまして、もう既に進めておりま

すけれども、課長はきょうはそこまで遠慮して答えなかったと思います。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） いずれにしても、前々から城見ヶ丘の件については、住民との約束等

があって、安くできなという話がありましたので、別に売らなければいいわけなんで、貸し

て、時間がたったら売ればということで計画してもいいのかなと思いまして、提案いたしま

した。 

  以上です。 

  続きまして、大多喜高校の活性化について、お伺いいたします。 

  第１回大多喜高校の活性化協議会が開催されましたが、いすみ鉄道の利便性向上について、

高校の登下校、あるいは部活の時間にダイヤの改定を提案されました。公共交通活性化協議

会でも提案がされたように思いますが、活性化については本格的にソースは違ったところに

ある気がいたします。かつては、大多喜高校に英語科の導入が図られましたが、すぐに何か

の理由で休止されました。 

  そこで、次の点についてお伺いいたします。 

  大多喜高校に通学してもらうにはどうしたらよいか。それについてお伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 大多喜高校に通学してもらうにはどうしたらいいかというご質問

でございますけれども、大多喜高校へ進学する生徒をふやすには、大多喜高校が魅力ある学

校、地域に愛される学校である必要があると思っております。 

  今年度、スタディサプリを活用し、学力向上への取り組みを行っております。スタディサ

プリは、スマートフォン、タブレットやパソコンでインターネットを通じて、いつでも、ど

こでも、何度でも小中学校の学習範囲から難関国公立大学受験対策まで、生徒のレベルにあ

った3,000講義以上の授業が受講できる学習サービスであることに加え、個々の苦手科目、

分野を的確に把握できる到達度テストをあわせて実施することで、高い学習効果が期待でき

るものでございます。 
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  また、通学の利便性も大切なことだと思います。登下校の時間、または部活動の時間にあ

わせていすみ鉄道や小湊バスの運行が行われれば、通学の利便性は確保できると考えており

ますので、いすみ鉄道や小湊バスに要望してまいりたいと思っております。 

  教育課といたしましては、大多喜高校の魅力が、本町の児童・生徒に伝わるよう、部活動

や学校行事等、小中学校と高校生との交流の機会をふやせるよう努めてまいりたいと考えて

おります。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 昔は、市原方面から、それから大原方面からも多数来ておりまして、

教育課長が在学中は高校は何クラスあったんですか。今、何クラスなんでしょうか。 

  多分、そのときの高校の状況と、今現在、すごく変わっているんじゃないかと思うんです

けれども、どうなんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 私もお世話になりまして、当時６クラスでございました。現在は

４クラスでございます。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） ６クラスが今、４クラスということは、大高、よっぽど魅力がないん

ですよね。来る人がいないということですから。その点についてはどうなんでしょうか。来

ないから４クラスになったんでしょう。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 減ってしまったということはいろいろ要因があると思いますけれ

ども、少子化の影響もあると思いますけれども、やはり学校の魅力というか、生徒が行きた

いという学校とは少し違うのかなというところもあるのかなとは思いますけれども。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 課長、さっき、教育の充実みたいな話をしていましたけれども、教育

の充実ができていないから４クラスになっちゃったのかなという、ちょっと考えるんですけ

れども、どうなんでしょうか。 

  実を言うと、私も大高に来ていたんですよ。そのときは、私は中野から通ったんですが、

２両編成だったんですね。今は１両です。何がそうなったのかわかりませんけれども、男と

女が別列車でしたね。そういうようなあれだったんですよ。大原のほうから来る列車も同じ
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ようなことがあって、２両ずつで乗ってきていました。それだけ、人を集める大高には魅力

があったのかなと思うんです。もう少し、勉強ばかり考えてもこっちに向いてこないんじゃ

ないかなと思うんですよ。要は何を言っているかというと、大原から大多喜に向かう気持ち

の子供たちがいない、少ないんだよね、と思います。 

  そこで、町で支援しているんですけれども、大多喜高校の要望というのはどんなものなん

でしょうか。どんなことを希望しているのか、伺いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 支援している町が大多喜高校の要望をどのように聞いているのか、

また、それがどんなものかということでございますけれども、大多喜高校の要望につきまし

ては、大多喜高等学校支援推進委員会において聞いているところでございます。 

  内容につきましては、今年度は先ほど申し上げましたが、学力向上を図るということで、

スタディサプリを導入したいとの要望がございましたので、学習支援として補助を行ってい

るところでございます。 

  また、平成25年３月に出されました大多喜高校支援推進プラン策定懇談会の提言を受けま

して通学環境の支援として、大多喜高校入り口付近の町道中野大多喜線、町道大多喜高校線

の整備を行っているところでございます。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） それは道路整備ですか。道路を整備をするということ。中野大多喜と

いうのは道路ですよね。車を通りやすくするということですか。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 今、言ったのは大多喜高校の入り口前後の歩道の取りつけとか、

拡幅とか右折レーンの取りつけとか、そういう道路整備だと思います。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 父兄が送迎に便利なようにしたいとそういうことですよね。今、ある

人に言わせると、新丁からここに来るまで、車で送迎するとそういう話もあるんですけれど

も、ちょっと違うんじゃないかなという気がするんだよね。 

  私が提案していいでしょうか。何かの会議で、先ほどの教育課長のように学力の向上が提

案されたことを聞いたことがあります。今現在では、学力では大高には来てくれないんじゃ

ないかなと思います。それは何かというと、私の孫が実はいまして、大多喜に来れば送迎し

てやるよと、必要なときに迎えに行ってやるという話をしたんですが、大原からこっちに来
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たくないと。さっき学力の話をしていましたけれども学力が高くなると、ますますこっちへ

来ないんですね。大多喜より学力の高い学校があるわけですから。乗りかえないで行けると

ころが。 

  そういうところを何か目指すところが違うんじゃないかという私は気がします。それで、

私は大高のＰＴＡの役員をやったときに、こんなことを言っちゃいけないんだろうけれども、

泉水の猿田さんがＰＴＡ会長をやってまして、そのときに、麻生、今から一杯飲もうよとい

うことで呼ばれてやったことがあるんですが、何で船橋のように、柔道だったら柔道、野球

だったら野球というのを強力に生徒たちを呼べないのかなという話を聞いたことがあるんで

すけれども、要は、魅力のあるものを大高の中に入れると先ほど、英語科の話をしましたけ

れども、生徒にはそぐわなかったんですよね、多分。だから大原のほうへ行っちゃったんじ

ゃないかと思います。 

  ことし、長狭高校は看護科をやりましたよね、教育長。看護科を導入したところ、生徒が

すごくふえたということです。あそこには亀田病院がすぐそばにありますから、卒業したら

そこへ就職なり、教育なり、また看護の勉強をさせてもらえるわけです。幸いに、大多喜は

いすみ医療センターがありますよね。広域でやっている医療センター、それと町で大いにつ

ながっている三育学院がありますけれども、そういうところを利用すれば看護科を入れて、

特に女生徒を募集して入れて、それに付随して男子生徒が来るような格好になってくるんじ

ゃないかなと思うんですよ。 

  要は何を言っているかというと、生徒がふえてくれば偏差値というのは自然に上がってく

るんですね。私は全然だめだったんですけれども、そういうものらしいんですよ。できれば

ある一つの魅力のある学科を導入してやったら本当に大高の活性化になるんじゃないかなと

思います。町じゃないからってこともあるかもわかりませんけれども、提案ですから県に対

してもできるんじゃないかなと思います。副町長が今度、リーダーでやるようになっていま

すよね。そういうものは検討できないんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） 今の大多喜高校への支援についてのご質問なんですけれども、こと

し新たに大多喜高校の支援ということで新しくまた委員会をつくりました。これまでも町の

ほうで大多喜高校の支援プランの策定懇談会というものをつくって、過去５回くらい会議を

やったんですが、なかなかこれといった事業もできないし、学校側からの提案事業もござま

せんでした。 
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  ということで、ことしから新たに大多喜高校の支援推進委員会というのをつくりまして、

これは、議員も２名参加していただいておりますけれども、学校長ですとか、後援会、ＰＴ

Ａ会長、また生徒も２人入っていただいて、いろんな意見を聞いております。やっぱり１回

しか会議を開いていないんですが、一番ネックとなるのがやはり高等学校へ通う通学の方法

だとか、そういったものが一応お話に出ました。１回しか会議を開催しておりませんので、

各学期ごとにその委員会を開いて、またいろんな意見を聞きながら対応できるものはやって

いきたいし、今、麻生さんからお話があった魅力ある学校、学力だけじゃないよと。スポー

ツもそうだと思います。そういったものを探りながら、これから支援活動のほうを展開して

いきたいと考えます。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 支援はお金だけじゃないと思うんで、お金はそんなに町としても予算

とれないと思いますので、どんどん意見で支援したらいいのかなと私は思います。ぜひ、そ

の辺で大高の活性化に役立てていただきたいなと思います。 

  農業の活性化について伺います。 

  先日、横山地域にランの生産拠点の計画を聞きました。きょうも新聞に出ていましたけれ

ども、1.6ヘクタール、将来は５ヘクタールだとかという記事が載っておりましたけれども、

大変喜ばしく思っております。というのは、雇用の場の確保と、さらにはそのランの工場が

規模の拡大で仕事も多様化して希望が持てます。また、人口の流出のブレーキにもなること

を期待しているところでございます。早期稼働を大いに期待していますが、その他のエリア、

1.6ヘクタールの3.4ヘクタールですか。実効性のある計画と早期立ち上げを一致協力して進

めることを期待します。 

  一方で、従来から米を中心としている農家への改革ですが、特に、中山間部の老川、西畑

地域については、ほとんど目玉となるものがございません。今後、どのような考えを持って

いるのかお伺いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 中山間地域の農業の活性化、改革はというご質問でございま

す。先ほどの野村議員さんのところにもございましたが、日本の農村、現在地理的条件で非

常に難しいところになっておるところであると思います。規模拡大をしまして、外国の農産

物と競争するにしても、一部を除きましてその条件というのはなかなか整っていないという

ふうに考えております。まして、中山間地域につきましては、国内の平地でございますけれ
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ども、関東平野とかそういう平らなところに比べましても、各段に条件が不利だというとこ

ろでございます。 

  しかしながら、中山間地域の農業、農村は、水源の涵養、洪水の防止、里山の自然保護、

多様な生物の保存、安らぎの場の保全、伝統文化の伝承などの多様な機能を保持していると

考えております。また、多くの国民もそうした機能も認めていただいていると思います。そ

の保全をなくしてはならないものとして意識されていると考えております。町としても、中

山間地域の農業農村を維持し、活性化していけるように支援をしてまいりたいと考えておる

ところでございます。 

  また、国の施策にございますけれども、多面的機能支払交付金制度、これによりまして、

地域の共同活動、地域の資源の適切な維持管理、草刈り等でございますけれども、保全管理

を推進していただき、担い手、農家への利用集積につながっていけばというふうに考えてお

ります。また、中山間地域等直接支払制度、これは民間のところもやられておると思います

が、勾配等の傾斜のきついところ、こういうところにつきましては、農業生産不利な条件で

ございますけれども、活動を維持するための助成対象組織をさらにふやしてまいりまして、

制度の利用を進めてまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） その話は、私も実際に住んでいますからよくわかっているんですが、

草刈りをやったり、景観植物を植えても、中山間地の農業には役に立たないんですよね。役

に立たないというのはちょっと言い過ぎかもわかりませんけれども、要は、上瀑に、横山に

ランの工場ができると。それだけでもう集客ができるわけですよ。その部分では活性化する

わけですよね。 

  中山間地、老川、西畑、中山間地って今の条件を満たすところは、笛倉、小内らしいんで

すけれども、ほかは今の適正化には当てはまるところはないらしいんですが、それは別とし

て、やっぱり農業の担い手が減少している。減少しているから荒廃する。山見てもわかるわ

けなんですけれども、何か違うんじゃないかなと思うんですよ。自分でもわからないんです

が、今のままだと、時間の問題で農業を続けていくことができなくなりそうです。 

  現に、私が今住んでいるところは、田んぼやっている人は４人かな。４人で十何町歩のと

ころなんですけれども、少なければ少ないほどいいのかもわかりません、所得的には。でも、

労力がないわけです。だから、そういう面を、先ほど野村議員のときに、広々としたところ、
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平野に住む人たちのところには、国は補助して集約化する、そんな方向ですよね。中山間の

集約というのはすごく難しいんですよ。だから、その難しいところに何かいいアイデアがな

いかなということで伺っているわけです。どうなんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） いいアイデアというところでございますけれども、やはり現

状の制度、さらに今後の高齢化の方向性を考えていきますと、なかなか、即解決という施策

というのは非常に難しいところがあるかと思います。しかしながら、先ほど野村議員にもお

答えしましたように、中山間地域というのは、日本の農業生産の約４割を占めているという

お答えもございますので、その４割をやはり維持堅持していかなければならないというふう

に考えます。 

  ですので、地域集落での担い手、なかなかいないという現状はわかっておるつもりでござ

います。しかしながら、１人でも２人でも農業を続けていっていただける担い手の方を探さ

なければ、この農業というのは続いていかないというふうに私も考えておりますので、でき

る限り担い手の確保、そういう制度があれば利用して、実際についていただけるように努力

してまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） そういうことかと思うんだけれども、ただ、何か違うんだよなという

気がするんだよね。結局、何か打たないとだめだと思うんですよ。横山は今度、ランの工場

ができて、すごく活性化すると思いますよ。あそこは平地、５町歩も平らなところがあるわ

けですが、もっとふやせばもっと広がる可能性を持っている横山地区ですよね。 

  中山間地で、ああいうようなアイデアが出せるようなことはないんですかという質問なん

ですよ、私は。今、田んぼやったってもう先が見えていますよ。米が上がるわけじゃないし。

だから、何か打ってもらえませんかね。機関銃でもいいから。町長、どうですか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） なかなか機関銃を撃たれては困るので、安全でいかなければいけませ

んけれども。麻生議員の今、何か違うんではないか。しかしなかなか答えがないという考え

方はよくわかります。 

  おっしゃるとおり、恐らく今度は横山中田耕地についてはこれが実現していけば、相当の

活性化になると思います。特に、今、話し合っているところは、お米の生産につきましては、
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既に上がる要素はないだろうと。これで、農業で生活することはできないだろうということ

もはっきりしているわけですね。ですから現実を見ていけばそういうことになります。 

  ただ、今、産業振興課長が答えるのは、一つの国の政策とあわせていきますと、そういう

話になるわけですね。ですから、現実論としてはそれでは今生きてはいけないわけです。そ

れから、収入のない農業では皆さんがやるはずはないわけです。ですから、皆さんが農業か

ら離れていく、そのとおりだと思います。 

  今回、このコチョウランの栽培ということを考えたときに、やはり私ども、この事業の前

に、熊本の天草の海沿いの崖っ縁のところを見に行ってきたわけです。これは、大多喜の中

山間よりもっとひどい場所ですね。そこでコチョウランを栽培して、栽培所も真っ平らじゃ

ないんですよ。段々のところにやってあります。規模的には恐らく5,000平米くらいなんで

すね。しかしながら、そこで約４億円近くの売り上げを上げているわけなんです。ですから

中山間地域といえども、別に日本全国から考えたら、まだまだこの辺は条件はいいんです。 

  今、おっしゃりますように、農業政策というのは、私も農林省の方にもお話を申し上げて

いるんですが、従来の農業政策というのは入り口のところに物すごくお金を投じて補助金を

出しております。だけど、出口のところにはお金を出さないわけです。それは何かといった

ら、出口のところはいわゆる流通のルートなんですね、販売ルート。ここは一切手を出さな

い、それは自由にやってくださいと。しかし、生産する部分についてはお金を出しますよと

いうやり方なんですね。それは生産者にとって、売ることができなければ幾らつくったって

だめなわけです。ですから、補助金が常に無駄になるという傾向があって、これは、農林省

の方にも常にその話を申し上げております。農林省の方もわかっているんです。 

  しかしながら、それはいろんな事情があってそういう方向なんですが、本町も今度コチョ

ウランの栽培ということをきっかけに、中山間地域にこういう１平米当たりの付加価値の高

められるような農業、こういったものを持ち込んでいくことによって、十分それで生活がで

きるのかなと思っております。 

  ですから、こういったことをどういう形で地域に入れ込んでいけるか。これは一つの今度

のコチョウラン事業を含めて、そういったことから、学びながら大多喜町の農業というのを

中山間地、１平米当たりの付加価値を上げるような農業というものをこれから進めていかな

ければならないと思っております。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） そういうことで、中山間地で、米じゃないものをいっぱいお茶なんか
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とんでもないところでつくっているわけですよ。田んぼじゃなくて、ランみたいなものが中

山間地に導入できないかなということです。もう少し、頭ひねって、課長、お願いしますよ。

町全体の話になると思うんですよね。だからぜひ、幹部会議で一生懸命会議をやって中山間

地に見合うものを導入していってもらいたいなと思います。 

  最後に、ランの残った3.4ヘクタールのところの有効活用を早期に立ち上げて雇用の拡大、

充実を図っていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 以上で麻生勇君の一般質問を終わります。 

  ここで、10分間の休憩をとります。２時５分からの再開とします。 

（午後 １時５７分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時０６分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 吉 野 一 男 君 

○議長（志関武良夫君） 一般質問を続けます。 

  ３番吉野一男君の一般質問を行います。 

○３番（吉野一男君） ３番吉野一男でございます。 

  通告に従いまして、議長のお許しをいただきましたので、ただいまから一般質問を行いま

す。 

  まず第１点目は、雇用対策について。第２点目は、いすみ鉄道の現状について。第３点目

は、安全・安心に配慮した利用者の輸送ほかについて。以上３点についてお伺いいたします。 

  まず最初に、雇用対策についてお伺いいたします。 

  先日、全員協議会で横山地先のコチョウラン栽培事業者誘致について説明がありました。

圏央道が開通し、東京圏から車で１時間程度という適地であり、物流もよくなり観光や製造

業、商業ですね、の振興を図り、移住や定住にもつながっていくのではないかと考えられま

す。この大規模開発が成功し順調に進めば、町の一大拠点となりすばらしい観光施設にもな

ると思います。 

  そこで、以下の点についてお伺いいたします。 

  この事業はいつごろから話があったのか、時系列でお伺いしたいと思います。 
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○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） コチョウランの誘致ということで、お話がいつごろからあっ

たのかというところでございますが、一番最初のこのコチョウランのお話につきましては、

平成27年10月富士通株式会社より、スマートアグリタウン構想の提案がなされたということ

でございます。その後、平成27年中にて、役場の内部ではございますけれども、関係土地の

利用状況調査を実施しております。 

  この後につきまして、全員協議会のほうでもお話しいたしましたが、地元説明会等になり

ます。平成28年２月22日に洋ラン栽培施設計画の説明会ということで、これを後、４回、平

成28年３月24日に２回目、平成28年４月12日に３回目、同じく28年５月11日に４回目を実施

しております。さらに、その後平成28年５月25日栽培施設予定地地権者の説明会でございま

す。これは１回目。平成28年５月30日に予定地の土地改良役員の説明会でございます。さら

に、28年６月20日、同じく土地改良組合向けの説明会を実施しております。さらに、６月30

日になります。こちらにつきましては、土地改良役員の説明会２回目を開催いたしました。

さらに、昨日でございますけれども９月７日、栽培予定地の地権者の説明会２回目を実施し

たところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 一応、前回の８月18日ですか、全員協議会において説明を受けた分に

つきましては８月以降ということで説明があったわけですけれども、その前の段階ですね、

課長のほうから話があったわけですが、この時系列を言ってもらったんですけれども、実際

にこれは大型開発ですので、やっぱりある程度、小さい開発であればそんなに細かくは説明

しなくてもいいんですけれども、実際に大型化になりますといざというときに困りますので、

一応そういうことについては、町長みずから議会報告、これをきちっとやってもらいたいと

思うんです。 

  今まではかつてそういうことで、仕事やっちゃってから議会に報告するという形が多々あ

ったと思うんですけれども、そういうことじゃなくて、二元代表制でありますので、やっぱ

りそういう大規模開発とか重要な事業につきましては、これはコチョウランについて町はや

っているわけじゃないんですけれども、実際にそれに関与を町はしますので、そうなるとや

っぱりそのものも議会に、いついつこんなのやったから実際決まらなくてもこういうことや

ってどうだっていうぐらいはちゃんと説明しないと、やっぱり議会としても住民から聞かれ
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た場合、議会のほうは何も知りませんよという、説明がなかったので、で結局地域住民のほ

うが知っていて議会が何も知らないということが多々あるわけですよ。こういうことであっ

ては、非常にまずいと思うんですよ。 

  やっぱりお互いにいろんな関係で是々非々でやるわけですけれども、切磋琢磨した中でい

いものをつくらなくちゃいけないとありますので、やっぱりそういう重要なものについては、

いろんな契約もありますけれども、後でまた質問しますけれども、契約もありますので、や

っぱり事前にこういう計画でこういうものをつくりたいからこういう契約しますからという

ことで、これは前提として、決まっていなくてもいいんですけれども、案としてこんなの出

しておかなくちゃいけないと思うんです。議会に出してですね。 

  決まった段階でこうやるということではまずいですので、決まる前に腹案としてこういう

ものがあるから、こういう点で議会のほうにこういうことで地域住民にお願いしますからと

いうことで説明をしてくれれば、議会としてもこういうものがあるということで地域住民に

説明やるからということで、いつごろになるからということで説明するからということがわ

かりますけれども、今まではそういうことがないので、今のように８月以前のものがですね、

全然ないので、どういう形でどういうふうになって何回やってどうなっているんだというこ

とが、全然今まで議会としても蚊帳の外なんですよね、実際に。そういうことでは町政はち

ょっといけないと思うんですよ。 

  これはあくまでも会社組織であれば、社長がこれやれと言えばそういう細かい説明しなく

てもそれでやるでしょうけれども、公共団体というのは違って、全員、議会も執行部もそう

ですけれども、お互いに話し合っていいものをつくっていくということが一番の前提条件な

んです、これは、あくまでも。まして、お金のかかるとかいろんな関係も出ますので、そう

いうものを含んだ中で慎重に、何々やるといってもやっぱり軽微なものであってもそうなん

ですけれども、重要なものは特にそういうことになりますので、そういったことを十分に執

行部としてもよく考えてもらって、今後においてこのようなことのないようにしていただき

たいと思うんですが、町長、お伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） いろいろ情報をというお話でございますけれども、今回の事業は町が

やる事業ではございません。実は、今回のいわゆる富士通の前にまだ、イオンアグリがもう

既にあそこには入っていまして、そういったことがあって、それが流れて今あそこに来てい

るわけです。それ以前にはカインズの話も出ておりまして、それはみんな民間で動いてきま
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した。 

  今回も最終的に、まだ決定しているわけじゃないですよ、まだ決定はしていませんのでこ

れからどうなるかはわかりませんけれども、かなり可能性が高くなったということで、議会

のほうに報告したわけでありまして、まだこれまでは本当にあそこにできるかと、これはま

だまだ未定です。これはまだ地権者の問題、それからもう一つは、来る事業者が採算性の問

題をこれから地権者との地代との問題で、これが果たして会社がそれを受理するか、こうい

った問題もあります。 

  我々が今やっているのは、地権者と事業者の間に立って何とか農地をまとめようという話

でありまして、それが、結果として、決まった段階で今度はいよいよ町は支援する、やるも

の、いわゆる地域要望等も含めてやるということなんで、私どもは決して隠しているわけで

はなくて、不確定のものをどんどん議会に出すということはなかなかできるものではありま

せんので、ある程度そろそろこれは可能性があるなという段階で報告をすることでございま

す。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 確かに町長の言うことはわかることはわかるんです、実施されていて。

実際に地権者会議をやって、結局地権者は知っているわけですよね、当然。地権者だってほ

かの人に口伝えで言いますので、それ当然知りますので。議会はそれに対して、議会はどう

なっているんだと聞かれると実際的にわからないですよ。地域住民に話せば、地権者には話

してあるわけですから、地権者が１人ずつほかの人に言ったりなんかして、口伝えでどんど

ん広がっちゃうわけですので、そういう点が一番あるんですけれども、そういう点があるか

ら、やっぱりそれで議会が余り知らないということになるといけないということで私は言っ

ているわけですよ。 

  だからそういうところを十分承知しながら対応していければ一番いいんですけれども、ど

うしても余り大っぴらにそういうのを出したらまずいということであればいいんですけれど

も、そうじゃなくて地域住民がそんなに話してある以上は、やっぱり議会にもそのものを報

告なり簡単なことでいいんですけれどもやっていただければ、当然議会とまた執行部等も結

局よくなると思いますので。結局町がよくなるのは、そういうことでよくなるわけですので、

やっぱり執行部だけ云々じゃなくて、あくまでも議会との連携をとった中で仕事を進めてい

くのが一番ベターだと思いますので、ぜひそういう点を含めた中でよろしくお願いしたいと

思います。 
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  それと、今回８月18日に全員協議会をこのランの関係でやったわけですけれども、そのと

きに町長が一応台湾のほうへランの視察にぜひどうですかということで、見に行きませんか

ということで提案されたわけですけれども、実際そうであれば、当時私が３月に一般質問し

たときに、これ職務代理の関係でやったわけですけれども、１月28日から２月１日まで４泊

５日ということで、町長がプライベートで一応台湾に行ったということを言っておりますの

で、台湾の集集鎮に行ったということで、一応ランの栽培を見に行ったということで、これ

もいいんですけれども、実際それであれば、プライベートで行ったけれどもあくまでも公費

で行っていいと思うんです。 

  私は一般質問のときには公費でぜひお願いしたいということは言ったんですけれども、行

ったのは結局民間人、職員が一名行ったんですけれども、そのほかに民間人が行っているん

ですよね。それで実際ランのあれを見に行った中で対応しているんですけれども、今回８月

18日の全員協議会のときに、町長がそういうことで台湾ではランの栽培している、大規模に

やっているからということで、どうですかという話があったわけですけれども、そうであれ

ばそのときに、実際に不確定なことなんですけれども、旅行ということは研修を兼ねた中で

一緒に議員のほうに話しかけて、ぜひそういうものも見ていったらいいんじゃないかという

ことで、話しかけて行くんなら話はわかるんですけれども、実際決まってから行くんじゃな

くて、決まる前にそういうものをやって、じゃあどのぐらいあるかっていうことでやっぱり

議会としても知っておかなくちゃいけないものですから、やっぱりそういう点が町長、今後

においてもそういう点をしっかり町長のほうも考えてもらって、やっぱりこういう方針で行

くからこういうときやりたいということであれば、そういうときに議会も一緒に行って不確

定なものがあっても、確定になるか不確定になるかわからないですけれども、それについて

はこの事業を町としてやりたいからぜひこういうことでお願いしたいとそういう形で持って

いけば一番いいんじゃないかと思います。これは答弁要りませんけれども、そういうことで、

それが一番形としてはいいんじゃないかとそういうことで思っております。今後の、そうい

うことで、町長、ぜひお願いしたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） ２月に行ったのは、もちろんランを見るのもありましたけれども、経

済団体との交流というのもあるんですけれども、ただ、あの段階では、要は大多喜でランを

栽培ということはどうですかとそういう程度の話なんですよ。ですから、大多喜で導入する

とかって話じゃなくて、あのときには大多喜でランをやったらどうですかねと、それで見に
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行っているんで、そのときは大多喜でやるとかやらないとかの話ではありません。そういう

ことで、とりあえずどちらにしても、では本当に大多喜町にランを導入するということであ

れば、やっぱり見ておく必要があると、やっぱり適当なものを皆さんに紹介できませんので。

そういうことで私は見てきているんで。あのときには全くランがどうこうという、町に導入

するという段階ではなくて、こういうものをどうですかというご提案を受けたというところ

でございます。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） では、その点についてはそれ以上深く突っ込みませんけれども、そう

いうことであればわかりました。 

  続いて、このランの関係で、地権者の人数及び土地売買契約書と賃貸借契約結ぶわけです

けれども、この割合はどのくらいになっているかちょっとお伺いします。実際的にいって、

この予定のあれだと賃貸があって売買契約書はうたっていないんですけれども、当然今の段

階では賃貸だけということもあるんですけれども、全員が賛成じゃない、賛成というか、ど

ういうふうになるかとわかんないと思うんですけれども、今後においてわからない点もある

と思いますけれども、今の時点の対応としては売買契約並びに賃貸借契約書の割合はどのく

らいか、ちょっとお答え願いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 割合というお話でございます。第１期の栽培予定地1.6ヘク

タールの予定をしているところでございますけれども、地権者の数が14名でございます。こ

れは共有の方もいらっしゃいますけれども、一応14名ということでございます。事業を実施

する事業者といたしましては、14名全ての方々から賃貸借契約として土地のほうをお借りす

る予定ということでございまして、売買契約はございません。 

  以上でございます。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 今のにちょっと補足をしておきます。ちょっと説明が足りないと思い

ます。 

  富士通さんと荒木洋蘭さんの合弁の会社というのは、事業者でありまして、農地以外では

農地を売買したらこれは事業が成り立ちませんので、これは農地は賃借以外にはこの事業は

できません。そういうことで、売買はないということを理解していただきたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 
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○３番（吉野一男君） 私もちょっと認識不足だったんですけれども、そういう点で賃貸だけ

ということでありますので、そういうことで全体が賃貸をやるってことでありますと思いま

す。その点で金額等の関係についてはこれは個人的なものになりますので、ちょっと控えさ

せていただきますが、そういうことで、14名、これは全員ということでよろしいですか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 14名全員でございます。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） ありがとうございました。 

  それと、協定書と覚書の内容についてお伺いしたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 協定書ということで、協定書につきましては産業振興課のほ

うが答弁させていただきます。 

  まず、協定の内容についてでございますけれども、現段階では富士通株式会社と協議中で

ございます。よりまして、まだ地権者との契約は済んではおりません。詳細が決まっていな

いというところでございますので、概要だけお話し申し上げます。 

  コチョウラン栽培事業に伴うハウスの建設及び事業運営につきまして、良好な地域環境の

確保及び地域の秩序ある発展を図ることを基本にいたしました努力義務、これを新会社設立

後になりますけれども、新会社と締結する予定でございます。 

  協定書の内容は以上でございます。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 覚書の内容に関しまして、企画財政課のほうからお答えさせ

ていただきます。 

  現段階では富士通株式会社と内容について協議中でございますので、内容の詳細について

はこの場では控えさせていただきたいと思いますが、目的と概要についてお答えをさせてい

ただきます。 

  この覚書の目的は、スマートアグリタウン大多喜の全体イメージ、構想の実現について基

本的な方向性を富士通株式会社と大多喜町双方で確認し、各事業の円滑な推進を図ることを

目的とするものでございます。概要といたしましては、ラン栽培棟エリアの第２期以降の着

実な推進や、ほかのエリアの推進に関する双方の努力義務などを定めようとするものでござ

います。 
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○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） その場合、賃貸借契約は一般的なものはもうそういうことで決まって

いると思うんですけれども、そうじゃなくて、これはまた大型事業でも特殊な事業でもあり

ますので、たまたま町は入ってやるわけで、本当は一般的には会社同士でやる場合には町は

入らないで当然個人同士で、個人と会社が契約を結ぶのが妥当だと思うんですけれども、こ

れは町が入るということは、結局安全性というかその後にいろいろなことが起こらないよう

な形でそういう第三者として町が入っていると思うんですけれども、その場合、こういうも

のについてはもっと実際的に大規模事業でありますので、事前に議員に対して協定書でも覚

書、これ案ということであっても、一応こういう案で地権者また会社側、富士通と契約しま

すからということを案として出してもらいたいと思うんですよ。 

  これは未定云々と言っているんですけれども、今までかつてだってそういうものも出され

ていないし、高速バスの関係だと協定書をつくって仕方なしに出したということもあるんで

すけれども、一応高速バスやる前にはそういうものも実際事前に、高速バスやるのでこれこ

れの事業をやる場合には当然そういうものを事前に議員に契約条項を出してもらいたいと思

うんです。これは決まらなくても案としてこういうものをこういうことであるから、それで、

また議員と執行部で協議した中で、ではこんなの追加したほうがいいんじゃないかと。これ

はあくまでも町もそうなんですけれども、地権者に対しても当然そうだと思うんですけれど

も、これ安心感ができるんですよ、いろんなことで。 

  地権者と会社がやるわけなんですけれども、町が入るということは当然リスクを含んだ中

で契約をするわけですので、そういうものを十分、地権者だって思っていると思いますので、

そのためにこういう大型事業に対して皆さん協力してもらってやってくれているわけですよ。

だからそれに対して報いるじゃないですけれども、あくまでも何かあった場合の対応という

のは、議会として町としてこういうふうに対応するんだということも地域住民にも話して、

いざとなった場合にこのことを、実際的にある程度条項を入れてもらった中でこういう開発

をやるっていうのが条件だと思うんです。 

  誰しも、個人的にそうですけれども、町だって当然の話でありますけれども、それで何か

あった場合にはそれをリスクというものを考えた中でリスクがないような形で契約するとい

うのが当然の話ですので。これをだから、町と個人とだけでやるということ自体がちょっと

おかしいと思うし、それはやっぱり議会にかけた中で、それと全員で話し合えば、いい知恵

も出ます、こういうものも入れたほうがいいやとかってなりますので、そういう点をやらな
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いといけないし、それは地権者の保護ということになりますけれども、そして一方また会社

側にしたって、そんなにきついことをやっちゃって入ってこないという形になろうかと思う

んですけれども、そういう点というのも含めた中でお互いに話し合いながらそういう契約条

項をつくっていくのが一番いいんじゃないかと思います。 

  だからそういう点は常にもう頭に置いた中でやってもらいたいと思うんですよ。やっぱり

議会に提示した中で町がやるということはどういうことでありますので、ぜひそういうもの

を今後において、案ができていなければ腹案でもいいですので、そういうものを提出しても

らって、皆さんにこういうことでってことでお話ししていただければありがたいと思うんで

すけれども、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 現在、協定書並びに覚書につきましては、富士通と協議中で

ございまして内容を現在詰めておるところでございます。大体の案が出てまいりましたら、

当然議会のほうにもご提示させていただき、さらに地権者また土地改良区のほうにもその旨

のご提示のほうはさせていただきたいというふうには考えております。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） どうもありがとうございました。そういうことでぜひよろしくお願い

したいと思います。 

  当初この事業は大型事業でありますので、実際にまだ案、腹案ができていないということ

自体が逆に私おかしいと思うんです。この事業は、富士通が入るということ自体が当然、大

きな会社でありますけれども、それを入るということになればそれなりに事前にこの８月前

からそういう契約条項は練っていると思うんです、実際的に言って。こういうことであるか

らここでオーケーしてくれませんかで。これから契約やったって、契約いつですか、９月で

すか、８月ですか、そういうことになるんですけれども、そのときに契約条項見せてこれで

お願いしますってことは、これちょっといかがなものかと思うし、それを検討する機会もな

いですので、これはちょっとまずいと思いますよ。 

  だからあくまでも富士通が入ったということになると、ちょっと会社が入っていますよね、

入っていますけれども、実際的に入るということはそれだけのリスクが伴ったものがないよ

うな形で会社が入ると思いますので、そういう条項が結局つくられて初めてお互いに町と、

今やっているのは町と一応そういうことで条件に出しているんでしょうけれども、それはま

だ議会のほうに報告がないんですけれども、これは決まって８月以降のあれが出ているわけ
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ですけれども、その前からそういうのは契約はどの程度このような形で協定とか覚書がある

程度腹案が出て会社側も納得するし、ラン会社も納得すると思うんです。いきなりこれをが

んがん出してぜひこれでやりましょうと言ったってそうは会社側だってやらないと思います。 

  ちょっとこれ１点については、今から云々というのは私もおかしいと思うんですよ。その

点で直後に契約しますと言ったって誰だって、個人だって同じだと思いますけれども、やっ

ぱりひな形を見た中でこういう契約でお願いしたいということで、それで後で判こ押してお

くから見ておいてくださいとこうなりますので、いきなり来て調印しますからということは

恐らくないと思いますので。それと、私ちょっとそれは腑に落ちないんでけれども、そうい

うことは一般の契約にはふさわしくないと思うし、またそれであっては困ると思うんです。

地域住民に対して非常に困りますので。いざ何かあった場合に、それが余りにもという場合

会社だって逃げられちゃう場合も出ないとは限りませんけれども、そういう点が出ちゃうと

思いますので、だから会社側にも有利になる、地権者側にも有利になるような対応を契約条

項に入れておかないと、やっぱり難しくなるんじゃないかと思いますので、そういう点もあ

りますので、今後においてまたそういう協定、覚書については、また見た中でよく精査して

いきたいと思いますので、その点またよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 吉野一男君にちょっと申し上げます。 

  先ほどから同じような質問がちょっと重複されているように思います。議員への説明も、

その経過、そういった今までの経過についても町長から説明がされたとおりであると思いま

す。そういう問題点の中で、重複しないように、ちょっと精査して質問をお願いしたいと思

います。 

  お願いします。 

  ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） わかりました。多々重複した点もあろうかと思います。それは重複し

たということは当然そこは強調している部分でありますので、それは理解していただきたい

と思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（志関武良夫君） わかるんですが、その点についても町長も説明をしていますから、

そこのところ同じことを何回も繰り返して質問はしないように心がけてください。 

  ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） だからそういうことであっても、重要なことですので、ちょっとそう

いう点も含めた中でお願いしたいと思います。 
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  だから、結局そういう、言っちゃうと、協定、覚書については議会に提出しないと議会軽

視になりますので、そういう点も十分含んだ中でお願いしたいと思います。 

  それと、横山地先のコチョウランの栽培事業誘致なんですけれども、これ実際に30町歩と

いうことで、最終的に30町歩になるわけですけれども、これは実際に成功すれば大変町とし

ても活性化とかそういうものも寄与すると思うんです。人口増にもなるものでありますので、

特にそういう点も含めた中でぜひこの事業は成功することを議会ともども思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

  それと、従業員について、町内から雇用していただきたいという要望を出しているんです

けれども、今後町においてどのような対応をするか伺いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 雇用に関してということでございます。 

  協定書及び覚書におきまして、可能な範囲で地域住民の雇用につなげることを求めてまい

りたいと考えております。また、事業実施の決定後になりますけれども、事業者と協議を行

いまして、事業者の同意が得られれば、事業の進捗状況、ハウス工事の進捗状況等を適時で

ございますけれども、求人情報等を町広報紙、またフェイスブック等によりまして町民に周

知をしてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） その場合、実際的に全員がこの事業について雇用については町内から、

町外からとかそうじゃなくて、町内の雇用ということを考えていますか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 雇用につきましては、全ての方が大多喜町から採用を要望す

るかどうか、これもわからない範囲でございますけれども、他の市町からも当然入ってくる、

採用していただきたいというふうに住民の方は考えるはずでございますが、可能な限りとい

う範囲で地域住民の大多喜町の方々の雇用につなげていただきたいということを要望してま

いりたいというふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） ぜひそういうことで、なるべくできる限り町民の従業員を雇っていた

だければありがたいと思います。ぜひよろしくお願いしたいと思います。また、そのコチョ
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ウランの事業については将来的には200人の雇用ということであると思いますけれども、議

会としても200人雇用ということになると全面的に協力していきたいと思っていますので、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  また、この事業は、大多喜町企業誘致及び雇用促進に関する条例及び大多喜町過疎地域固

定資産税課税免除条例の対象になるのかお伺いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） まず、大多喜町企業誘致及び雇用促進に関する条例につきま

して、産業振興課より答弁させていただきます。 

  まず、事業所設置奨励金の交付がございます。これにつきましては、対象施設に係る建物、

または償却設備の取得価格の合計が1,000万円以上の場合、これにつきまして納付された各

年度の固定資産税相当額以内、これが５カ年助成することができるようになります。 

  また、雇用促進奨励金がございます。この交付につきましては、次の条件でございますけ

れども、雇用促進奨励金として、新規雇用者１名につき50万円、上限が1,000万円でござい

ます。１事業者につき１回が限度でございますけれども交付されます。条件につきましては、

５年以上であること、引き続き１年以上雇用されていること、雇用された日から１年を経過

した日において６カ月以上引き続き本町の区域内に住所を有していること。事業稼働開始日

の１年前の日から雇用された日の前日までの間に対象事業者が営む事業所を離職した者でな

いことの条件がございます。この条件を満たした者でございますれば、企業誘致雇用促進に

関する条例で免除されるものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） それでは、税務住民課から過疎地域固定資産税課税免除条例

の対象についてお答えをさせていただきます。 

  過疎地域の固定資産税課税免除につきましては、製造業等の設備を新築または増築し、そ

の取得価格が2,700万円を超える場合、５年間固定資産税の課税を免除するものでございま

す。ご質問のありましたコチョウラン栽培事業につきましては、産業分類では農業部門とな

りますので、過疎地域固定資産税課税免除の対象にはならないと思われますが、今後の事業

内容を確認し、判断をしてまいりたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） その場合、課税の申請ですけれども、対象とならないということは、
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これは製造業ということで対応するんですかね。コチョウランの関係は。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） 課税免除の対象となるものが製造業というふうなことで、コ

チョウランにつきましては、ラン栽培、花卉類の栽培、鉢物等々栽培ということで、区分と

しては農業というふうな分類に入るというふうなことでございます。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 農業ということで、対象外ということなんでしょうけれども、これ何

とか、条例改正じゃないんですけれども、そういうものを含めた中で、今後やっぱりそうい

うもの、大型が大多喜町に来てくれるということは結局町に対してもメリットがありますの

で、そういう点を含んだ中で業者のメリット関係を考えてやって、ぜひその対象となるよう

な、製造業なら製造業でいいんですけれども、対象となるような名目をつくって条例改正を

して会社の負担も少なくなるような形でやっていけば、また雇用のほうもプラスになるし、

また大型事業者が来れば、そういう点もメリットがあるから、ぜひそういうことを進んでい

くと思うんですよ。 

  それはあくまでもなくなるということ、免除対象外となると、その点含んだ中でちょっと

どうかと思うし、やっぱりそういうものも業者が来る以上はプラスの面を考えてやることが

会社側にもいいし、地域住民だってよくなるわけですので、そういう点を含めた中で、でき

れば条例改正を行ってぜひお願いしたいと思うんですが、町長どうですかね。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） いろいろ援助をするというのは非常に相手にとってはいいと思います

が、農業は農業でまたいろいろな補助事業もあります。今回条例をあえて変えてまで出すと

いう考え方は持っておりませんけれども、企業、事業者はただそれだけで来るわけではなく

て、やはりいろんな立地条件、そういう条件を加味して、それと会社の置かれた状況、また

は町の状況、そういったいろんな総合で大多喜に来るか来ないかという判断をしております。

ですから、それだけで来るということはまずありませんので、今これを直ちに条例を改正し

て、そしてそれを補助をするという考え方というのは、今のところ私どもは持っておりませ

ん。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） できれば、今後もあることですので、いろんな方法があると思うんで

すけれども、そういう点で免除できるということは免除していったほうがいいんじゃないか
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と思われますので、ぜひまたその点についてはご検討をお願いしたいと思います。 

  また、このランの関係で、この事業は国の補助対象に該当すれば町と申請手続について国

のほうに申請手続を協力する考えがあるかどうか、その点をお伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 国の補助ということでございますが、さまざまなところで調

査をしたところ、対象となる補助金は現在のところないというご回答をいただきました。ま

た、該当する補助金がまた今後出てくるようであれば、積極的に協力したいというふうには

考えておりますが、補助金のほかに事業者のほうもやはり融資なり奨励金等の調査を当課の

ほうにも依頼されておりますので、それにつきましてはまた情報を今後とも提供していきま

して、事業者のほうの事業展開に協力したいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（志関武良夫君） 吉野一男君に申し上げます。 

  あとまだ幾つか残っていますので、ランの栽培にこだわらないで次の項目など考えてひと

つ質問はやっていただきたいと思います。 

  はい、どうぞ。 

○３番（吉野一男君） 続きまして、２点目のいすみ鉄道の現状についてお伺いします。 

  いすみ鉄道は、いすみ市と大多喜町の間、26.8キロメートルを結ぶ単線鉄道で、通学、通

勤等が主な生活路線であり、特定地方交通線に指定された国鉄木原線を存続するため、千葉

県及び地元自治体を主たる出資者とする第三セクターの鉄道として、昭和63年３月24日に営

業を開始いたしました。そこで、以下の点についてお伺いします。 

  現在の経営状況及び長期収支についてお伺いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 企画財政課からお答えさせていただきます。 

  まず、現在の経営状況でございますが、平成27年度では経常収益２億4,530万3,000円で、

経常費用３億9,038万7,000円、経常損失は１億4,508万4,000円でございます。国、県、２市

２町の補助金等の特別損益を差し引くと、税引き前の当期純損失は689万9,000円でございま

す。この689万9,000円の損失額は、平成25年度の2,636万3,000円、26年度の6,079万3,000円

に引き続き３年連続の損失となっております。 

  次に、長期収支見込みでございますが、平成25年度の上部での赤字を受け平成26年度に見

直しを行いました。この見直し後の見込みでは、平成27年度の純損失は1,286万4,000円です
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が、決算額は689万9,000円と596万5,000円改善した数字となっております。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） どうもありがとうございました。 

  続きまして、時間がないので、房総横断鉄道活性化協議会は今までに何回開催されたのか、

また、その内容についてお伺いしたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 初めに、房総横断鉄道活性化協議会の目的についてご説明さ

せていただきます。 

  この協議会は、小湊鉄道及びいすみ鉄道並びに沿線の各地方自治体及び地域の関係者が一

体となり、両鉄道の活性化方策について検討、実践を行うことにより、快適で暮らしやすい

地域の実現に寄与することを目的としております。 

  ご質問にございました開催回数につきましては、本年度担当者会議と活性化協議会をそれ

ぞれ１回ずつ開催しております。協議会の内容につきましては、平成27年度の事業報告及び

決算についてと、平成28年度事業計画及び予算についてでございます。本年度の事業計画は、

小湊鉄道といすみ鉄道の絵画コンクールへの補助と、ガイドブックの作成、春の関東甲信越

静観光展に参加し、両鉄道のＰＲと沿線２市１町のＰＲを行い、それぞれの活性化と房総横

断鉄道という名称のブランド化を推進する計画でございます。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） どうもありがとうございました。 

  続きまして、大原駅から五井駅までの直通列車の運行計画なんですけれども、これは小湊

鉄道との協議はどうなっているのかお伺いいたします。どの程度進んでいるのかお伺いいた

します。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） この房総横断鉄度活性化協議会に関連するご質問だと思いま

すので、そういう形でお答えさせていただきます。 

  房総横断鉄道活性化協議会では、先ほどお話ししたとおりの目的でございますので、直通

列車の運行計画をしているわけではございませんので、小湊鉄道との協議は実施していない

状況でございます。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 実際に、あくまでも大原駅から五井駅までの直通列車ということで、
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これは長年、前からそういう協議もしていると思うんですけれども、これはたまたま小湊鉄

道のほうで、うんと返事をすればもうこれは決まりだと思うんですけれども、なかなかこれ

が決まらないと思うんです。これは県を入れた中でやった経緯もあると思うんですけれども、

今後においてこういうものをぜひ進めていけば、また旅客収入も上がるし、通勤、通学、観

光面も多くなると思います。これは将来にわたって安定した運営ができて、また大多喜高校

も存続できるのではないかと思われます。今後も小湊鉄道、千葉県及び沿線自治体等で根気

よく協議を進めて行ってもらいたいと強く要望することでございます。よろしくお願いした

いと思います。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 小湊鉄道といすみ鉄道、直通列車をやる場合のやっぱり問題

点というのもございます。これについては、よくご存じだと思いますけれども、信号保安設

備の違いがございます。それらを調整しないと一緒に走らせることがなかなか難しいだろう

ということと、それと運転士の育成という面もあろうかと思います。やはりしっかりした線

路形状、起伏を含めて、やはりその走る場所になれるということも非常に必要だと思います

ので、そういった面で特に信号保安設備の違いにつきましては、かなりの相違がございます

ので、その辺の調整をいかにしていくかというのがやはり難しい問題ではないかというふう

に考えております。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） その場合、施設的なことだと思うんですけれども、これは小湊鉄道の

社長と協議をすることが一番重要だと思いますので、それはそれとして対応できるんじゃな

いかと思いますので、ぜひこの小湊鉄道といすみ鉄道が五井あたりで直通運転できるように、

ぜひお願いしたいと思いますので、町長、よろしいですかね、ちょっと。余りやっちゃうと

時間がないんだ。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 私が答弁すると長いですよ。 

（「簡単でお願いします。ちょっと」の声あり） 

○町長（飯島勝美君） 今課長が答弁したとおり、この保安設備については非常に重要な要素

なんですよ。ですからこれを恐らく統一するというのは、業者にとっても大変な重荷になり

ますので、これが解決しない限りなかなか前に進めないかなということ。また、もう一つは

運転士ですね。これは訓練すればよろしいんですが、この辺がやっぱり大きな要素になろう
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かと。協議をしていくことは、これからも進めてまいりたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 吉野一男君に申し上げます。残りあと10分。 

  ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 10分ね。ではよろしくお願いしたいと思います。 

  それと、平成28年６月15日に開催されたいすみ鉄道取締役会議の内容についてお伺いした

いと思います。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 平成28年６月15日に開催されました、第128回取締役会の議

事といたしましては、報告第１号として、平成27年度の事業状況について、第29期計算書類

及び附属明細書の承認について。議案として、取締役候補者の推薦について、監査役候補者

の推薦について、第29回株主総会の招集及び株主総会付議議案についての３件が提案され、

原案のとおり承認、可決されております。 

  なお、千葉県２市２町宛てに送付されました不正疑惑内容の書面に対する調査につきまし

て、公認会計士や弁護士など専門家を加えた調査を実施すべきということが議論され、了承

されております。 

  また、この調査結果後に監査報告がなされることが監査役から示され、監査報告後に臨時

株主総会が開催されること、決算にかかわる納税の延期に関することなどが報告されており

ます。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） その場合に、皆さんご存じかと思うんですけれども、そういういすみ

鉄道に対する一応怪文書ですか、そういうものを皆さんご存じかと思うんですね。これが出

回りました。町長もご存じだと思うんですけれども、その関係で取締役会議においてそうい

う協議がなされたものと思われますけれども、一応第三機関をつくって調査するという報告

だと思うんですけれども、調査結果はいつまでに出すのかちょっとお伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 当初はなるべく早くということで、２カ月ぐらいの間をいた

だきたいというようなお話でございました。ただ、調査をしているうちに、公認会計士や弁

護士など専門家を入れてございます。この関係で、やはり相当量の文書がなければ判断がで

きないということでございますので、いましばらくそういった調査に時間をいただきたいと

いうことで、県のほうからは連絡が入っております。 
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  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） その期限を設定されないで調査してくれるということですか。十分な

調査するんでしょうけれども。そうするとある程度期限を切って調査するということは、そ

ういう決定はしなかったかどうか、お伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 期限を切って、当初の段階では一応２カ月ということである

程度判断しましょうということでございました。ただ、あの内容も非常に膨大な内容でござ

います。全然１年で済むようなお話ではないような話でもございますし、そういったものを

個々に全て網羅していかなくてはならないということで、相当の時間をいただきたいという

ことで県のほうからは話が来ておりますが、それについてまだ詳細な説明を私どもも受けて

おりませんので、また受けた段階では明確にわかればまたその機会を持ってご報告はさせて

いただきたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） そういうことで、また結果が出たら議会のほうに報告をお願いしたい

と思います。よろしくお願いします。 

  では、３点目についてお伺いします。 

  安全・安心に配慮した利用者の輸送ほかについてお伺いします。いすみ鉄道を安全・安心

に利用するためには、乗車する利用者はもとより、踏切の安全対策や管理する施設の整備に

も配慮する必要があります。そこで、以下の点についてお伺いします。 

  黒原地先に設置の踏切、曽根町踏切について、車両の横断時にひずみが激しく危険な状態

であるので早期改修を図るべきだが、いすみ鉄道に申し入れる考えはないか、お伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 黒原地先の踏切の関係でございますけれども、これにつきま

しては口頭でございますけれどもいすみ鉄道に話は伝えてございます。このいすみ鉄道では

沿線に60カ所の踏切があって、ご指摘いただいた踏切以外にも改修を要する踏切や、あるい

は踏切以外のインフラ整備にも非常に追われているところでございます。いまだに改修に着

手していない状況だと、そのような理由からお答えが返ってきているところでございます。

町からもいすみ鉄道に引き続き依頼をしていきたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 
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○３番（吉野一男君） ぜひそうして、いすみ鉄道に要望をお願いしたいと思います。 

  ちょっと現状について説明しますと、国道465号線から黒原不動滝に入る曽根町踏切は踏

切の手前が上り坂になっておりまして、踏切自体が凹凸があり車が通過するときにがたがた

とするわけです。それで、踏切を渡ったその直後はカーブで高さ四、五メートルののり面に

なっていて、大変危険な状態でありますので、特にそういう点を含めた中でぜひよろしくお

願いしたいと思います。今のところ事故はないんですけれども、事故があってからでは遅い

ので、その前に対応をお願いしたいと思います。 

  それと、第２点目です。町道3112号線の部田上山下線に並走して走る軌道敷に絡む雨水等

の排水問題について、土地所有者に支障を来している。改善策を図る必要があるが、町の考

えをお伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 町道部田上山下線付近の排水問題ですけれども、現状は本路線終

点付近に妙典寺背後の湧水や、豪雨の際に大量の雨水がいすみ鉄道の鉄道敷に集まり、鉄道

側の側溝で50メートルほど流れ、流末が個人の宅地に設けた排水路から国道側溝に流れてい

るという状況です。排水の流末が個人の宅地に流れ込んでいるため、いすみ鉄道や土木事務

所または地元関係者と協議をして、安全を確保するためにも早目に対応したいと考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） この問題については、なかなかちょっと、地主のほうから言われてい

たんですけれども、これあくまでも青線ではなくて民地でありますので、誰が考えても民家

と民家の間を流れておりますので、結局それであって地元の地主の許可をとって流している

わけではありません。 

  地主は本当に対応に困っている状態であります。おとなしい地主ですので、その点なかな

か言えないんでしょうけれども、そういう点でありますのでこれは町としてもそういう点を

含んだ中で、ぜひこの工事についてはよろしくお願いしたいと思いますので。お伺いします

けれども、課長、結局内容については、一般質問の通告に、内容につきまして事前にいすみ

鉄道と協議をしてあるかどうかをお伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） いすみ鉄道との協議については、これから議会終了後に直ちに行
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いたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） いや、課長、議会終了後ということじゃなくて、あくまでも一般質問

の通告が出た段階で事前にこの調査をしなきゃいけないと思う。そのための調査して答弁も

つくるわけですので。結局、いすみ鉄道と町が、どういう形でやるかわかりませんけれども

当然絡んできますので、実際協議はあくまでも事前に一般質問を受けた中でその問題につい

ていすみ鉄道のほうに申し入れて、どうしたらいいかということをお伺いを立てなきゃいけ

ないと思うんですよ。 

  一般質問終わってから検討しますということじゃなくて、あくまでも一般質問出されてい

る以上はその問題についていすみ鉄道と協議して、いすみ鉄道にまたある程度の回答をもら

わなくちゃいけないと思うんですよね。それが一般質問だと思うんですよ。回答がないのに

一般質問ということはありませんのでね。やっぱりそれに対しての一般質問ということであ

りますので、あくまでも一般質問が出たらそれをちょっと各団体のところに行って協議をし

て、こういう状況だということで話しておかないといけないと思うんですよね。やっぱりこ

の議会が終わってから云々じゃなくて、事前に調査をした中で議会での答弁をお願いしたと

思いますので、よろしくお願いいたします。どうですか、課長。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 議員さんが平成24年３月ごろから、建設課に来てこの問題につい

ては話し合っているということは知っていますけれども、今回やっぱり現場をどういうふう

にしていったらいいか内部で検討していましたので、その分ちょっと時間がかかってしまい

ましたので、こういうことになったという状況です。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 一応そういうことであります。ぜひ事前にそういう調査をした中で答

弁をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  結局、土地所有者がその排水を実際とめちゃうといすみ鉄道の軌道敷が崩れちゃうわけで

す。これは故意にとめてもいいんです、民地に流れていますので。故意にとめてもいいわけ

ですので。そういうこともしないと思うんですけれども、実際に普通の一般の人はやらない

と思うんですけれども、そういう可能性もありますので、とめてもいいわけですよ、民地に

流れているんですから。そういうつもりで…… 
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○議長（志関武良夫君） 質問の途中ですが、吉野一男君に申し上げます。時間が来ましたの

で、速やかに。 

○３番（吉野一男君） そういうわけで、時間が来たということでありますので、ぜひそうい

う点を踏まえた中でお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

  どうもありがとうございました。 

○議長（志関武良夫君） 吉野一男君の一般質問を終わります。 

  ここで、10分間の休憩。３時20分からの再開とします。それまで休憩です。お願いします。 

（午後 ３時０７分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時２０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 渡 邉 泰 宣 君 

○議長（志関武良夫君） 一般質問を続けます。 

  次に、８番渡邉泰宣君の一般質問を行います。 

  ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） ８番渡邉でございます。 

  議長のお許しをいただきましたので、通告に従い、一般質問をさせていただきます。 

  前回の全員協議会において、説明がありましたが、改めてまた質問させていただきたいと

思います。 

  説明会の中では、大多喜町への進出はまだ未決定ではあるが、ほぼ決まるというようなこ

とでしたが、その後の状況として富士通さんのほうの取締役会で翌週に決定するというよう

なことを聞いた覚えがありますが、その辺についてどのような状況ですか、伺いたいと思い

ます。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 富士通さんのほうの社内決定ということですよね。それはたしか全員

協議会でお話しいたしまして、最高経営会議の中で、コチョウラン事業については、社長が

承認したということでございます。ただ、大多喜でやるとかということではなくて、富士通

としてコチョウラン事業を決定ということは出ております。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 
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○８番（渡邉泰宣君） それでは、まだ大多喜町は候補地ということで理解してよろしいんで

しょうか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） もちろん、第１候補です。ですから、先ほどもいろいろ出ております

けれども、まず何よりも、地権者と富士通、事業者の最終的な賃借が決定しないことには、

これは何も前に進みませんので、ただ今それが、相当両者で詰め寄っているところでござい

ます。ただ、最終的には金額の話ですので、これは町がとても間に入れる話じゃありません

けれども、両者で歩み寄ってもらいながら、何とかまとめたいというところに来ております。 

  ですから、夕べもその会議をやりまして、おおむね富士通さんとしては、この数字ですよ

というものを提案しました。地権者のほうから、ちょっと我々が予想したよりも安いねと、

そういうご意見でした。 

  ですから、23日にまた会議をやります。30日にまた会議をやりまして、この辺で何とかま

とめたいなと思っていますが、ちょっとまだその辺で、地権者と事業者のいわゆる賃借料の、

その辺が結論が出ないと、そういうところでございます。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） それでは、この前配られました日程表がありますが、その地権者との

協議がまとまれば、ほぼこの予定どおりということになるのかどうか、４月に一部、花の出

荷が開始するというような中身ですので、相当にハードなスケジュールになると思いますが、

その辺についてはどうでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） おっしゃるとおりなんです。本当は、地権者と事業者の賃借料が早く

決まれば一番いいんですが、これが決まらないことには、何も事業が動かないんですね。先

ほども説明もありましたけれども、でも、それはそれとして並行作業としていろいろ協定書

の問題とか、あらゆるところを今、並行して進めております。 

  それから、決まった瞬間に、ばっと動けるようにやるという状況でございます。どちらに

しても、第１候補、大多喜で今、進めておりますので、我々も何とかこれをまとめていきた

いと思っているところでございます。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） 大多喜は第１候補ということで、この前の説明会でもほぼ決定という

ような話を聞いておりますし、それを踏まえて次の質問に移らせていただきますが、当初は
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1.6ヘクタール規模ということで、先ほど来、同じような質問になると思いますが、スター

トするということで、最終的には、これ、私の通告書の数字が間違っておりまして、1.6ヘ

クタールと最終的には30ヘクタールぐらいの規模になるということを伺っておりますが、雇

用の規模も200名ぐらいというようなことで、相当の雇用になると思います。当初はまだそ

んなに、当初の計画の1.6ヘクタールの規模であれば、そんなに大人数にはならないと思い

ますが、この雇用問題につきまして、先ほど麻生議員でしたか、吉野議員の中にもありまし

たように、できるだけ、町内の人を採用するということは、我々も期待しておりますし、当

然そうなってもらいたいのが、私たちの希望であります。 

  そんな中で、当然、これは町内では、たとえ10分の１でも、町内の人が全部ということは

あり得ないと思いますので、その中でできれば、町から若い人が今、仕事を求めて外へ出て

おりますよね。その辺の人たちが、この話を聞いて戻ってきて、町の人口減少の対応ですか、

その辺に何とかできるように期待したいと思いますが、その辺について、雇用のそういう状

況を町としてはどういうようなフォローというんですかね、採用は当然、企業が採用するん

ですが、その辺の側面からの対応というのは、どのような考えを持っておられるかちょっと。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） まず一つ、全協でもちょっとお話をしたんですけれども、全体の話を

もうちょっと正確にまとめておきたいと思いますけれども、今現在進めておりますのは、コ

チョウランの第１期でございます。1.6ヘクタール。最終的には５ヘクタールの事業をやる

ということでございますので、これは目標としては2020年ですか、オリンピックまでに３期

工事まで進めたいということを全協でもお話をいたしました。 

  この、今、第１期の1.6ヘクタール、これで大体20人から30人程度でしょうと。５ヘクタ

ールで、大体200人ということのお話をしているわけでございます。ですから、残りのあと

25ヘクタールについては、これからまだ事業が決まっておりませんが、まず全体として中田

耕地につきましては、スマートアグリタウン構想という中で、あそこは農業でまとめていこ

うということでございます。それで富士通さんが５ヘクタールをやりまして、そのほかあと

残りにつきましては、富士通さんもそうなんですけれども、いろいろそういう話題が出てい

る中で、私のところに幾つか実はその一緒にやらせてくれないかという事業者も、申し出て

いるところもありますので、どちらにしても、これが決まることによって、いろいろもっと

雇用もふえると思いますが、今はっきりしていることは、５ヘクタールで200人ぐらいとい

うことでございます。ですからあと残りについては、まだ未定でございますけれども、町と
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しては全体のスマートアグリタウン構想、30ヘクタール全部を何とかまとめたいなと思って

おります。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） それでは、私も、30ヘクタールで200名というふうにちょっと認識し

ておりましたが、５ヘクタールで200名希望ということであれば、そう遠い先ではないとい

うことですね。そうなるとやはり、雇用の面についても、そんなにのんびりというか、対策

を考えておかないといけないようなことになると思います。 

  例えば、東京のほうに就職した大多喜町出身の人に対するＰＲとか、そういうものを含め

てやったほうがいいのでないかなというふうに感じておりますが、その辺を含めて帰ってく

るときも、先ほど麻生議員からありましたように子供さんに高速バスを利用してもらうとか、

そういう面も必要ではないかと思います。その辺も含めて、当初、技術指導ということで、

10名ぐらいは大多喜町に１年ぐらい来られるということですが、その辺については、住宅の

ことについてはある程度確保してあるというようなことを聞いておりますが、その辺を含め

て200名規模の人が、町内の人が全員、今住んでいる人が採用されるとは限りませんし、そ

うなった場合にはいろんな問題、特に住宅、あるいは貸し家とか、そういうものも必要では

ないかと思いますが、その辺の住宅について、どのような考えがあるか伺いたいと思います。 

（「雇用のほうが先だから」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 先ほど来から、雇用の問題の話が出ているんですが、これは労働基準

監督署の、いわゆる公募ということになりますと、大多喜の人を採用するということはでき

ませんので、一応、公募ということでは広くすることにはなりますが、先ほど、協定書、覚

書の中で、これは余り具体的なことは書き込めませんので、ただ、いわゆるそういうところ

以外で、両者で綿密な連絡の中で、できるだけやはり大多喜町の人を基本にということは両

者とも詰めていきたいと思いますが、そういう書面に残るような中でいきますと、労働基準

法というものもあり、雇用の面で非常に問題がありますので、そういったところは気をつけ

ていかなければならないと思いますが、運営の面でしっかりやっていけばと思います。 

  あとはまた、課長のほうから。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） それでは、住宅対策ということで、企画財政課のほうから、

お答えをさせていただきます。 
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  賃貸住宅、分譲地、空き家については、これは町内に不足しているのが現状だと認識して

おります。コチョウランの関係者及び町内の企業連絡協議会の要望等を踏まえ、賃貸住宅を

整備する方針でおります。今後の住宅対策につきましては、この構想、あるいは計画の進捗

状況や、関係課とも協議しながら進めていきたいというふうに思っております。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） 人を採用することに関しては、別に、採用、応募すれば人は集まると

思いますが、やはり住宅というのは一番の問題が出てくるんではないかと思います。そんな

中で、先ほど、麻生議員の質問があったように、城見ヶ丘の売れ残りの分譲地についてです

が、これについては、３名の問い合わせがあったとか、平成32年までに完売の見込みだとい

うことでありますが、今までの状況からするとなかなか余り進捗がよくないというようなふ

うに解釈しているんですが、こういうところの賃貸を含めて考えたらどうなのかなというよ

うなことで伺いたいと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 城見ヶ丘については、今、言われたこともあろうかと思いますけ

れども、一応ことしの建設課の最重要目標にしてますので、32年までに完売を目標に、完売

するんではなくて、完売を目標にやるということで、そういうことも含めていろいろなこと

が考えられますので、そういうものを含めてやっていきたいと考えております。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） その目標は、立てているのは非常に結構だと思いますが、今までの計

画からすると、なかなか難しいところも出てくるんではないかというふうに判断しているん

ですが、できれば、９戸のうちの何戸かというふうなことも、一つの考え方ではないかと思

いますが、その辺どうでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 先ほど、どなたかにお答えしたと思いますけれども、いろんな販売方

法はあります。ただ、あと城見ヶ丘については、９区画まで減ってきましたので、実は城見

ヶ丘にかかわらず、ただ土地をここにありますから、どうですかという話ではなくて、もう

ちょっと、提案型の形で今やろうということで、建設課のほうとも協議して、今いろんな業

者に来ていただいています。 

  ですから、でき上がった段階で税金から支払いから、いろんなものを全部網羅して、この

ぐらいですよというような提案型にしようということで、いろんなハウスメーカーも含めて、
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地元の業者も含めて、今話しかけておりまして、そのうち提案が上がってくると思います。

そういうことをまず先にやろうと、それで目標であります完売を目指して、やっていければ

と思っています。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） それはあくまでも分譲ということでの目標ということですか。わかり

ました。 

  それでは３番目の、施設設備の業者の対応ということでございますが、私どもの想像でき

ないような建物になるというようなふうに思っておりますが、規模として、あるいは建物の

大体の素材とかそういうものの内容について、どのような施設ができるのか、その辺をちょ

っと伺いたいと思いますが。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 規模ということでございます。ハウスの概要というところで

よろしいかと思いますが、現在、業者のほうから説明を受けておるものは、鉄骨づくりだそ

うでございます。鉄骨の硬質フィルムハウスという説明を受けております。それで、ハウス

を１つずつ、こう、つなげて、連棟という形なんだそうですけれども、12連棟というものを

１室、さらに13連棟、13個つながっている連棟のものを、これをもう１室、合計２部屋、２

室ということを伺っております。 

  ハウスの面積でございますけれども、施設、用地が1.6ヘクタールにつきまして、ハウス

面積につきましては、２部屋合わせまして、約１万3,400平方メートルを予定しておるとい

うことでございます。 

  さらに、ハウスの中のラン栽培の部分でございますけれども、ハウス内にプールベンチと

いうものを設置いたしまして、その上で栽培ということだそうでございます。結局、土は使

わずに、鉢をプール状の四角いものを並べまして、かん水栽培というんでしょうか、溶液等

を入れてかん水しながら、省力化を図り、コチョウランの栽培をしていくということだそう

でございます。 

  さらに、ハウスの床部分、床というんでしょうか、人間が歩く部分につきましては、通路

部分のみ、プールとプールの間の通路がございます。そこを作業員の方々が通行するわけで

ございますけれども、栽培、コチョウランの面倒を見るわけでございますけれども、その部

分のみ、土間のコンクリートを打つということです。プールベンチ、この下につきましては、

防草シート、草が出ないようにシートを敷いて栽培していきたいというふうに考えていると
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いうことでございます。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） どうもありがとうございました。 

  そうすると、やはり、1.6ヘクタールのうちの約８割ぐらいの建物になると思うので、相

当の規模の建物というふうに感じました。それで、ちょっと聞きなれない言葉が出たんで、

硬質のビニール、被覆するビニールとは、どういうような、保温効果とかそういうものがあ

るんじゃないかと思いますが、あと、強度とか、そういうものがあると思いますが、その辺

はどういう状態なんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 屋根面につきましては、全てが硬質フィルムだというふうに

思うんですけれども、ちょっとそこまで詳細がわからないんですけれども、暖房、やはりか

ける必要があります。冬場は暖房、夏場についてはある程度の、29度という栽培温度という

ことを聞いておりますので、夏場については温度を下げなければいけない。ということは環

境、今、夏ですとかなり温度が高くなりますので、そういうものの影響を受けない、外部の

影響を受けないような、密閉空間という状態をつくらなければいけないというふうに伺って

おりますので、硬質フィルムであればかなりの強度を有していると思われます。 

  ただ、じゃ、どのぐらいの強度という具体的な話というのは、ちょっと申しわけございま

せん、指で押して破れないとか、そういう回答でいいのかどうか、ちょっとわかりませんけ

れども、ただ、屋根材につきましては、２層構造というお話しでございます。フィルムを２

枚、上下に張りまして、空間を設ける、その空間というのは、外部からの熱の侵入を防ぐ通

常の家庭の断熱材構造と同じでございますけれども、外装と内装の間に空間、空気層を入れ

ると断熱効果が非常に高くなる、また、住宅はさらにそこに断熱材が入りますけれども、ハ

ウスの場合は、空気が断熱層部分になると、そういうお話を聞いております。 

  よろしいでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 大体内容は、今の課長の答弁したとおりなんですけれども、今、苗を

育てる段階というのは全協でも説明しましたけれども、大体30度の温度が必要だということ

になります。花を咲かせる段階で19度ということなんですね。ですから、30度で育てる段階

は、台湾のいわゆる工業団地でつくる、そこで育てて、咲かせる段階で日本に空輸して、咲

かせて売るということで、ですから、生産は年間を通してずっと流れるということでありま
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す。 

  それで、さっきのシートにつきましては、台湾のほうはもうガラスなんです、全て。なぜ

今回こっちはガラスでないかといえば、実はひょうを心配しているわけです。ひょうでいく

とガラスが割れてしまうということで、恐らくそのビニールのほうがいいだろうということ

で、たしか熊本のほうもそうであったと思いますが、こちらはひょうが降る可能性が高いも

んですから、ビニールにしたほうがいいということで、こちらはちょっと様式を変えている

ところでございます。それで、特にコチョウランについては、無菌状態ということが条件で

すから、非常に部屋の管理というのは、非常に厳しいということでございます。 

  そしてもう一つは、湿度管理が60パーセントということで、非常に室温管理が非常に厳し

い状況で栽培するということでございますので、そういったところも含めて、非常に機密性

とかいろんなところで空調も含めて、相当厳しい栽培管理になるのかなと思っています。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） 相当の設備をしないと、高級な鉢物、花ですから、それなりの準備と

いうか、建物あるいは施設も相当の準備ということで解釈したいと思います。 

  年間を通してじゃなくて、夏場の花の時期を栽培するというでしたっけ。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 夏場、冬場は全く関係ないです。 

  要するに、空調で咲かせる段階で持ってきますから、19度の温度ですから、冬場は暖房、

夏場は冷房という形になります。ですから、市場出荷のそういうものを見合わせながら、ど

んどん、年間を通して時期は問わず、常に出荷するということで、今言いましたように、温

度管理は咲かせる段階で19度の段階でこっちへ持ってきますから、ですから、常に毎月毎月、

どのぐらい出荷するかというのは、計画出荷になりますので、途中で今月は時期が終わった

とか、そういうことはないです。だから、工場生産と同じような考え方でいいかと思います。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） はい、わかりました。 

  やはり、間をあけては、採算を考えなければいけないので、そういうことになると思いま

す。ただ、硬質フィルムというのも初めて聞いたんですが、今、ビニールも相当よくなって

いて、昔だと、パイプハウスのビニールだとかって２年か３年ぐらいでだめになったようで

すが、最近のビニールは七、八年とかもつようなものであります。このフィルムについても、

相当の強度があると思います。 
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  あと、今の話によると、設備の工事の業者については、相当高度の技術というか専門の業

者でないと難しいのではないかというふうに判断せざるを得ないと思います。その、空調に

しても、何にしても、やっぱりこれは相当の専門業者でないと、無理ではないかというふう

に判断いたします。この、どのようにするかということは聞かないでもわかるような感じも

します。 

  それでは、４番目のコチョウランの企業誘致は、本町にとって非常に明るいニュースであ

りますし、町として残っている課題が、この前の説明会の後にもありましたように、統合後

の２小学校の跡地利用問題と西部田地先のダム跡地の利用問題でありますが、西部田地先の、

あのダムの跡地については、三育学院の話が余りうまくいかないということでありましたけ

れども、その辺は状況としては、もう本当に完全にだめなのでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 三育学院につきましては、ダム跡地については、難しいねと。という

のは、何かといいますと、町がお金を出すわけじゃありませんので、先方さんに全部お金を

用意していただくわけですよね。そうすると、どうも試算していきますと、20億ぐらいかか

ると、ということになりますと、寄附で集めるのはなかなか難しいということで、そこはち

ょっとなかなか、寄附を集められないだろうということで、もう少しお金のかからない方法

はないかということで、今、いろいろ検討しているところでございまして、まだこれからど

うなるかわかりませんが、ダム跡地については撤退しますよということです。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） ダム跡地のことについてなんですが、私もこの前……その前にスマー

トアグリタウンの計画の中の６に入っております、廃校再生エリアというのが、全体のイメ

ージの中にありますが、この辺については、どんな考えなのか、これは企業の考えであると

思いますが、何か話し合いの中でこんな説明でも出てきていると思いますが、どんなでしょ

うか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） この廃校再生エリアでございますけれども、旧上瀑小学校の

再生ということで、新農業プロジェクト及び新産業に係る人材育成などを行うような場所に

したらどうかということでございます。ですから、今回、このスマートアグリタウン構想と

いう中で、農業という問題を行いますので、それらの人材育成とか、そういうものをそこで

できたらということで、これはあくまで構想の中の話でございますので、これから詳細につ



－85－ 

いては、いろいろと詰めていく必要もあろうかと思います。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） それでは、上瀑小学校の再生エリアについて、今の説明でわかりまし

たけれども、大多喜町としては、この２校の予定ですか。その辺はまだまだ未定ということ

なんですか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） ２校といいますと、もう１校と、旧総元小学校ということで

よろしいでしょうか。 

  旧総元小学校につきましては、これは前からお話していますとおり、一括して貸与したい

ということで、それまでの間なのですが、地域の皆様に管理をしていただいて、地域の活性

化に活用していただこうという予定で考えております。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） ダムの跡地利用を何で私が挙げたのかというと、私個人的なイメージ

というか、そんな考えで、ちょっと先々がどういうふうになるのかということの意味から含

めて、挙げさせてもらいましたが、スマートアグリタウンの構想が実現してくると、相当の

観光客もふえると思いますよね、予定の中では観光マーケティングエリアとか、そういうも

のも２番目に入っていますが、そうすると、相当の観光客も見えるのではないかと思います。

そんなところで、自然を生かしたダムの周辺は大多喜城もあるし、その辺の遊歩道とか、そ

ういう方面の活用もできないのかなというようなこともちょっと浮かんだんですが、ちょっ

と今現在、ダムの跡地がどのような状態になっているのかわかりませんが、その辺、どうで

しょうか、今、どのような状態になっていますか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） ダム跡地につきましては、先ほど言いましたように、当初、三育学院

という話を進めておりまして、なかなかそこがうまくいかなくて、幾つか、それと２つの事

業で、一応検討したことがございます。しかし、その２つの事業もなかなかまとまらなかっ

たということで、一応私どもとしては、今回をもって、あそこの土地は県の土地であります

ので、県のほうに今回はお任せしますということで、お話はしてあります。ただ、河川課の

ほうともお話ししておりますのは、また、何か私どもが企業誘致があれば、これはまた町の

ほうにお譲りいただきたいというお話はしてあります。 

  ですから、とりあえず今、県のほうにお任せするということでやっておりますが、今お話
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ししたように、恐らくこの事業、コチョウランの事業が動き出しますと、いろんな関連の事

業者も多分入ってくるかなと思っています。そういう中で、そういうところで活用できれば

と思いますが、とりあえず今現在は、県のほうの土地でございますので、県のほうでぜひや

ってくださいということでお願いしてあります。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） それでは、次の改良土について伺いたいと思います。 

  改良土、再生土の埋め立て事業に関する条例が議会で可決され、10月１日から施行されよ

うとしている状況の中で、まさか私の地域でこのような話が起こるとは夢にも思っておりま

せんでしたが、弓木地先のゴルフ場跡地に、地元区の説明があり、２回目の説明会で地元区

の反対する条件がないからというようなことを聞いておりますが、賛同したということで、

先月の８月23日の農業委員会のほうでも書類が通ったというようなことでございますが、こ

の状況として平沢区としては、どうしても沢の水が平沢川のほうに全部流れてきちゃうとい

うようなことの中で、私たち区の人たちも大分心配をしておりました。 

  条例の中に当てはまる平沢区に対しての説明をする必要もないというような内容でありま

すし、地形上、この河川の平沢区は、先ほど言いましたように、全部流れてきてしまいます。

また、改良土、再生土の埋め立てには、条件が当てはまらないと。事業区域の賛同のみで、

農業委員会が通ったということでございます。 

  この、一番困っている私たちの平沢区は、問題はやっぱり、水の問題ですよね。改良土に

ついても再生土についても、成分的には、農地に埋めても問題ないというような内容であり

ますが、やはりこの辺の住民の一番影響のある住民の心配を残したまま、工事が先に進むと

いうようなことになる、ほぼなることです。やはりこの条例についても、もう少し、こうい

うような条件のところで、説明会とか住民の理解を求めるような機会が必要ではないかと思

いますので、その辺の条例の見直しの考えというか、その辺はないのでしょうか、伺います。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） それでは、条例内容についてのご質問ですので、環境水道課

のほうよりお答えさせていただきたいと思います。大多喜町土砂等の埋立て等による土壌の

汚染及び災害の発生の防止に関する条例は、議会定例会７月会議において議案の可決をいた

だき、10月１日の条例の施行の運びとなっております。また、条例施行規則につきましても、

８月９日に告示をさせていただいたところです。 

  ご質問の条例の中に、最も影響が心配される下流地域の説明同意がないのは、問題ではな
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いかということでございますけれども、条例の第８条では、周辺土地所有者等の承諾が必要

と定めている規定が３項目あります。 

  第１項では、事業区域から10メートル以内の土地所有者、第２項では、事業区域から500

メートル以内の区域に居住する者及び地域の区長、第３項では、埋め立て事業によって、特

に影響を受ける者として、町長が認める者としておるところです。この第３項の町長の認め

る者として、現在対象者として考えておるのが、水利権者及び水利組合。それから、500メ

ートル以内に居住がない場合ですね、こういう場合は、周辺の耕作者や道路利用者等を考え

ておりますので、地域への影響を全く考えていないというものでもありません。 

  また、条例第９条第２項では、許可申請前に埋め立て事業の事前協議が必要と規定されて

おります。その中で、住民説明会の実施を義務づけております。この水利権者等への住民説

明会での参集範囲、呼びかける範囲として、規則の第９条第５項において、小規模事業の場

合、これは3,000平米未満ですね、は、事業区域から500メートル以内。特定事業の場合、こ

れは3,000平米以上ですけれども、１キロメートル以内と定めているところです。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） 今の説明からすると、水利組合もないし、特定事業の場合には１キロ

でしたか、そうするとその辺も当たる場所がないということで、一つは町長が認める、判断

するというか、その内容ですが、この辺について町長はどう思われておりますか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 私もまだ、全体的な計画は、こちらのほうには、私のほうにはまだ上

がってきておりませんけれども、ただ、私のほうの判断は、あくまでも法に照らすというこ

とが基本だと思っています。その中で、今、平沢区域の皆さんが一番心配している水ですよ

ね。この辺については、水質検査の義務づけとか、そういったことをある程度やっていかな

ければいけないと思っています。 

  特にこういう埋め立てとか、そういうものについては、水質に出てくるのはそんなに長い

年月ではないと思うんですね。ですから、水質のところを皆さんが今心配している、そこは

ある程度考慮する必要があるのかなと思っていますが、基本的には法に照らして、法は通る

ということであれば、これは私のほうも法に逆らったような結論は出せないかなと思ってい

ます。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 
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○８番（渡邉泰宣君） 条例の中に入っている、水質検査の成分についても何にしても、私た

ちは成分がどうこうといっても本当にどんな影響があるかというのは、これはわかりません。

ですが、自然環境の中で、私の地域でも、蛍が大分繁殖しているということで、この蛍も

年々ふえてきて、ここに来てちょっと減ったりふえたりというような状況があります。 

  その辺でこういうちっちゃい環境のよいところに育つ生物、その辺について影響が出てか

らではやっぱり遅いような気もするし、ただ、埋め立てたものについては成分はクリアして

いるというようなことですが、この辺が住民としても、この辺の心配が相当に大きな問題で

あり、という意見が大半でした。その辺について、こういう生物については、すぐに結果は

出てこないと思うんですよね。徐々に徐々に出てくるか、気がついたときにはもう遅いとい

うようなことにもつながりかねます。 

  その辺で、どうなんでしょうか、今、そういう観光的なものの蛍も危惧されるんですが、

その辺のことについて町の考えとしてはどうでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 平沢地域の皆さんが心配している水ですよね、これにつきましては、

町としてもそこは考慮しなければいけないなと思っています。特に水質につきましては、あ

る程度専門的な機関にもまたいろんな意見を聞きながら、どちらにしても、水質検査はある

程度お願いするという形にしなければいけないと思います。 

  どういう水を調査するかというのは、ある程度、そういう専門的な人に聞いたほうがいい

と思いますので、それらを含めてある程度水質検査については、考慮してまいりたいと町は

考えております。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） もう一つ心配な項目としては、改良土については、普通の土とは違っ

て粒状の本当に締まりのない土を埋め立てするわけですが、このものについて、もし、今盛

んに騒がれているあの異常気象のための集中豪雨とか、大多喜町も昭和45年、３年続けてあ

った、ああいうような豪雨が来たときには、当然流れ出す可能性もあるんですが、その辺の

対応というか、業者のほうの対応は安心できるような対応はできるのかどうか、その辺、ど

うでしょうかね。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） ただいまの質問でございますけれども、いずれにしましても、

今、弓木で行われようとしている事業につきましては、今、新しい条例のもとにおいての規
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制の対象とはなっていないわけなんですけれども、平沢区のほうから、いろいろと要望等も

ございました。事業者等とも話もいたしまして、水質検査ですね、それについては毎月やる

というような言葉もいただいております。 

  それから、今言われました、大雨が降ったら崩れるんじゃないかというような話ですけれ

ども、それは当然、土質によって、のり勾配とかも決まってきますし、それは当然そういう

ふうな形に基づいてやってもらわなければいけないと思います。それでそれが流れたら、そ

れは直してもらうのは、当然事業者のほうの責務だと思っております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 渡邉君に申し上げます。 

  残り時間、あと10分です。 

  ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） この埋め立てについては、法的なものとか、いろんなことの上から、

認可せざるを得ないというか、そんなような感じに受け取りましたけれども、２番目の近隣

の市町で改良土の埋め立てによる水稲被害が発生したと聞いておりますが、その内容につい

て伺いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） ただいまの質問につきましては、茂原市内での水田の枯死の

被害のことであると思いますので、こちらのほうで承知している範囲で説明をさせていただ

きます。 

  当該水田の上流に位置する場所に、焼却灰を処理した再生砂により、約4,000平方メート

ルの土地に埋め立てを行い、資材置き場及び駐車場の整備が行われたということです。この

水田と埋立地の距離というのが50メートルだそうです。この再生砂による埋め立て後、半年

ほど経過した７月ごろから、その下流の水田で水稲の枯死が確認され、県、農業事務所です

ね、それから市の農業担当課において、調査を実施したとのことです。この調査が８月の上

旬に行われまして、原因として盛り土に使用された焼却灰を処理した再生砂の処理が不十分

であったと。こういうことが考えられるとの結論になったようでございます。 

  具体的な検査結果につきましては、埋立地からの搾り水による塩害、塩の害ですね、これ

の影響が水稲枯死の原因と推察されたとのことです。 

  なお、この、現在の状況なんですけれども、埋め立て事業者に対して県のほうでは再生砂

の撤去、それから被害に遭った水田耕作者とその下流域の耕作者、全部で12人いるそうなん
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ですけれども、事業者のほうで交渉をしているというようなことのようでございます。 

  当然、この下流域の水田は現在は耕作していないというような話を聞いております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） この埋め立ての品物については、改良土ではなく再生土ということで、

焼却灰その他の、これ成分の、だから調整の仕方が悪かったということですよね、そうなる

と。やはり、これ、人間のやることですので、改良土の成分の調整をする設備の中でつくら

れているものだと思いますが、この辺がやはり、人間がやることって心配なんですね。 

  ですから、業者もこの、そのときそのときに行った、月に一遍とか、そんな、普通で言え

ば生産はロット管理するということがありますが、その辺のサンプルをとっておくとか、そ

ういうものも、あるいはあるのかどうか、ちょっと伺いたいと思います。今ちょっと、この

説明を聞いて心配になってきたので、その辺の実証できるものというか、その辺はどうなん

でしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） それは、一般的な話でしょうか。それとも、今回、弓木のと

ころに……。 

○８番（渡邉泰宣君） いや、一般的に。心配項目をなくすためには、例えば先月埋めたもの

は、こういうものが埋まりましたよとか、その前に埋めたものはこういうものが埋め立てし

ましたよというようなことで、成分管理というか、その辺ができるのかどうか。業者に聞か

ないと、ちょっとわからないと思いますが。今無理であれば、また。 

○環境水道課長（米本和弘君） 今回の弓木に埋め立てる土については、当然、処理した事業

所内での検査はやっておるということです。ただ、それが毎月やっているのか、１年に１回

やっているのかという、そこのところまでちょっとわかりませんけれども、ただその出荷に

当たっての検査はしているというふうに聞いております。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） それでは、私たちも、住民としても相当の埋めたものに対して心配が

あります。その辺で、最後に質問した、埋めたものに対しての成分がきっちり管理されてい

るかどうかということも、業者のほうにお願いしたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

  以上で、私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 
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○議長（志関武良夫君） 渡邉泰宣君の一般質問を終わります。 

  ここで、10分間の休憩。20分の再開にします。４時20分からの再開にします。 

（午後 ４時１２分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ４時２０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 野 中 眞 弓 君 

○議長（志関武良夫君） 一般質問を続けます。 

  11番野中眞弓君の一般質問を行います。 

○１１番（野中眞弓君） 11番野中眞弓でございます。 

  私は大きい項目２点にわたって、質問させていただきます。 

  １点目は、災害時の避難所の設営・設備についてですが、質問に入る前に、先週の台風に

よる岩手県、北海道の被災者に対してのお見舞いと、犠牲者に対してのご冥福を祈りたいと

思います。 

  この件につきましては、６月議会で一般質問したのですけれども、そこで確認できたこと

が一部分でしたので、引き続き質問させていただきたいと思います。 

  ６月議会で確認できたことは、避難所については、開設は所管する部署が行うこと、その

運営については、健康福祉課になっているけれども、住民の自主運営が望ましい。そして、

避難所マニュアルはつくってあるけども内容については見直したい。住民が避難所マニュア

ルを、避難所を開設してから渡されても困るので、防災訓練や避難訓練時に自主防災組織、

消防団も含めて、訓練に入れたいというような内容だったと思います。 

  質問の要旨に入る前に、６月の議会から３カ月たちましたけれども、避難所マニュアルは

検討されているのでしょうか。先ほどもちょっと長い地震があって、このまま大きくなるの

だろうかと心配になったんですけれども、いつ、大きい地震が起きるのか、それから、この

間の台風の発生状況、規模、動き、今まで私たちが経験しないようなことになっている。こ

の避難所関係については、住民の災害時の尊厳を守るためにも何としても、快適というのも

おかしいんですけれども、ストレスの少ない状況を用意しておくのは、行政の仕事だと思い

ますので、簡潔にご答弁願いたいと思います。じゃ、もう一度、避難所マニュアルは、この

間検討されているのか伺います。 



－92－ 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 避難所マニュアルの作成について、おおよそはできております

けれども、いろいろ見直すところもあるということで、現在検討をしております。 

  この前の台風のときにも、実際には避難所は開いたんですけれども、そういうときにも名

簿等は担当の職員に渡して、避難者の名簿、そういうものは渡してあります。 

  以上です。 

○１１番（野中眞弓君） 避難するようなことが起きないのが、ベストなんですけれども。 

  １点目の質問に入ります。 

  弱者と呼ばれている、病人とか、要介護者とか、障害者、高齢者、乳幼児など、広い場所

ですと神経過敏でほかの方たちへの影響が心配される人たちが必ずいます。その人たちへの

対策は考えられているでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） お答えします。 

  要介護者、障害者、また幼児などのいわゆる弱者への対策が考えられているかということ

でございますけれども、避難が長期間にわたる場合、介護を必要とする方、あるいは障害を

持った方、また乳幼児など、一般的な避難所では生活に支障を来すというふうに考えられる

人については、例えば空き教室ですとか、特別教室、そういうものを避難所とするなどの配

慮をして、一般の方とはできるだけ分けるようにしたいというふうには考えております。 

  また、高齢者に関しましては、特別養護老人ホームを福祉避難所ということで、指定をし

ておりますけれども、そのほか、町内のグループホームなどと協定を結びまして、災害時の

高齢者の避難所としての受け入れとして協力をしていただけるよう、取り組んでまいりたい

というふうに思っております。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 基本的にはそれでいいと思いますけれども、今の答弁の中で、避難

が長期間にわたるときというふうにおっしゃいましたけれども、もう初めから例えば赤ちゃ

んを抱えているとか、自閉症ぎみの方とかというのは、大勢いるところには耐えられないっ

てあると思うんです。だから、長期間でなくても、そういう配慮というのは、していただき

たいなと思います。それは検討課題で結構です。 

  その次の２つ目、衛生面の確保は考えられているか、特にトイレはライフラインがとまっ

て、水道が断水になったとき、あるいは、ポンプアップをしているところは停電になったと
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き、トイレに水が行かないとき、今、みんな水洗トイレだと思いますので、これ、考えただ

けで悲惨です。バケツでトイレに運んで置いておくというようなことも聞いたことがありま

すけれども、一々それは、なかなかできかねることだし、上の一番の対策も大変ですけれど

も、不愉快でない避難所のためにも、トイレの水の対策というのは、不可欠だと思うんです。

水道が使えないときのために、水道以外の水源確保というのは必要だと思いますが、どうい

うふうに考えているのでしょうか。私はふだんから、井戸水やプールの水などが利用できる

ような準備、配管などをしておくべきだと思うんですけれども、どうでしょうか。それと、

大勢いるとき、トイレの数も足りないのではないかと思います。 

  ご答弁お願いします。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それではお答えします。 

  食べるものは我慢しても、なかなかトイレは我慢できないというような話は、よく避難所

で聞くことですけれども、トイレの水を井戸水あるいはプールの水を使用する場合には、今、

質問の中にもありましたが、新たにそういうものに関する専用の配管設備をする必要がある

かと思います。仮にトイレの水を井戸水やプールの水に切りかえることが必要となるときと

いうのは、地震によって既設の水道が使えなくなったときというふうに考えられますので、

この場合には、例えば井戸水などを使用するために設置した配管も壊れて使用ができなくな

ることが考えられるのではないかなというふうに思います。 

  また、地震によって井戸水がかれたりすることも想定されますので、現実的ではないので

はないかなというふうに思われます。このことから、避難所でトイレの使用ができなくなっ

た場合、使い捨てのパック型の簡易トイレというものが、備蓄してありますので、そういう

ものを使うことを考えております。 

  それとトイレの数ですけれども、現在の施設にふやすということは非常に難しいんではな

いかと思いますので、昨年防災訓練のときに展示をしましたけれども、組み立て式の簡易ト

イレというのが、これは千葉県の備蓄倉庫ですけれども、旧女子高のところに備蓄してあり

ます。これがかなりの数がございますので、そういうものも活用させていただきたいという

ふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 使い捨てトイレなんですけれども、短期決戦で避難所が解除できれ
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ばいいんですが、長期間にわたったときに、十分な数はあるのかということと、組み立て式

簡易トイレ、県のがあるということですが、もしも、広範囲の地震などで、避難所がたくさ

ん開設されたときに、足りるのでしょうか。その辺の準備は大丈夫ですか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） まず、パック型の簡易トイレというのは、これはおっしゃると

おり十分な数はまだそろえておりませんので、今後、逐次購入をしたいというふうに考えて

おります。 

  それと、県の組み立て式のトイレですが、これは60台ありますが、ただ、広域的な例えば

地震ですと、それを大多喜町だけで全部使えるというようなものでもないと思いますので、

十分かと言われれば、そうではないというふうに考えております。できるだけ、今後も逐次

そういうものをそろえるような取り組みをしていきたいというふうに思います。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 私はあくまでも、長期戦になることも想定して、想定外でしたなん

てこと言わないように、想定して恒常的に水が確保できるような、あるいはトイレの近くに

タンクを置いておいて、そこに消防でホースで水を運んで、配管を短くしておけばそんなに

地震によって壊れるということもないような、そういう工夫も考えていただきたいなと思い

ます。 

  その次にいきます。 

  あと、停電に備え、明かりやポンプの電源として、再生可能エネルギーを確保する考えが

あるか伺いますが、この再生可能エネルギーは、ふだん使わなければ、学校なんかの場合だ

ったら、売電することもできます。学校だったら昼間だけしか基本的には使いません。これ

から先、クーラーも入れてくれるというお約束ですよね、町長。昼間、ちょうどソーラー発

電だったら、学校、昼で使って、夏休みは一番民間が使うときですが、学校はお休みになる

から、それも売電できると。そういう意味で、再生可能エネルギーを避難所となる場所には

確保しておいたほうがいいと思うんです。それで、その考えはあるかどうか、伺いたいと思

います。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） お答えします。 

  再生可能エネルギーといいますと、風力発電とか、太陽光発電が考えられますが、一般的

には風力は非常に難しいというふうに言われておりますので、太陽光発電が一番いいのでは
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ないかと思いますけれども、まず、学校に設置するとした場合、その設置場所が問題になる

と思います。今の学校の建物の上には、つけることは、これは全くの耐震上、できないんで

はないかなというふうに思います。あと、そのほかに、例えば避難所として使うとすれば、

バッテリーが必要になると思います。そういうものも設備するとなると、これは金額的には

かなりの金額になるのではないかなというふうに思います。 

  こういうことから、例えば避難所で、照明等が必要になる場合、そういう場合には、今、

消防団に各分団２台、照明車がございます。合計10台の照明車を大多喜町の中で配置してお

りますので、避難所の照明としては、そういうものが使用できるんではないかなというふう

に考えております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） はい。それは是々非々で進めてください。 

  それともう一つ、長引いたとき、温かいものを食べたいという声を聞いているという記事

を、たびたび読みました。それから、熊本の震災では、つい最近、10歳の男の子が関連死で

亡くなっているというニュースも驚いたことでした。せっかく災害で助かった命なんだけれ

ども、エコノミークラス症候群とか、それから、食べるものへの不安とか、生きていること

が本当に情けなくなってくると思うんですけれども、こういう避難所生活の質の確保という

ことは、考えられていますか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 温かい食事ということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○総務課長（加曽利英男君） 避難所の数ですとか、避難者にもよりますけれども、最初から、

避難してすぐから温かい食事というのは、これはちょっと難しいんではないかなというふう

に思います。 

  また、災害から一定の期間がたって、避難所の体制が整ってくれば、関係する団体ですと

か、そういうものの協力を得て、温かい食事も提供できるのではないかなというふうに考え

ております。 

○１１番（野中眞弓君） もう一つ、エコノミークラス症候群防止対策について。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） エコノミークラス症候群対策としましては、現在、ボランティ
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アグループで介護予防教室などのメニューに、そういうエコノミークラス症候群を防止する

ための、運動を取り入れていただいて、そういう方がこれをマスターして、有事の際にはこ

れらの人たちが、避難者を指導できるようなことが一番よいんではないかなというふうに考

えておりますので、また、関係する部署と相談して、そういうものを進めていきたいという

ふうに考えております。 

○１１番（野中眞弓君） はい。じゃ、その次にいきます。 

  温かい食事がしばらくたってから、関係団体などの協力を得てということですけれども、

そこで提案があるんですが、５番目にいきます。 

  小中学生に災害対策キャンプというのを、教育計画の中に入れてもらって、瓦れきでかま

どをつくり、ご飯を炊くとか、豚汁をつくるとか、カレーをつくるとか、大量の食事の準備

ができる、そのほかにもあると思うんですけれども、そういうことを体験してもらって、災

害時に働ける人材の育成を図るということについて考えありませんか。 

  もしも自分が災害に遭ったらと思うと、私たちだったら、この先どうするんだろうか、例

えば家が壊れちゃったら、これから建てられるんだろうかって、もう本当に悲観して、なか

なか動けないと思うんですけれども、子供が中学生、小学生が、その中でご飯の支度をした

りというような記事も、報道記事を読んだこともあります。だけれど、やはりどこかで経験

しているのと、経験していないのでは、随分違うと思いますので、大多喜町の子供の標準仕

様として、いざというときでも人の役に立てる、食事の支度ができる、そういう技量を養っ

ておく必要って、これから先あると思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 例えば、災害対策キャンプ、そういうもので、もしものときに

備える、そういう技術を子供のときから身につけていく、そういうのは重要なことだと思い

ますけれども、それが、大多喜町の子供の標準仕様ということになりますと、防災という観

点よりも、例えば生涯学習ですとか、そういうものの中から進めていくほうが、効果的では

ないかなというふうに考えますので、また、教育委員会とも協議をしたいというふうに考え

ております。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 生涯学習の授業というのは、全員を対象にしているんですか。それ

とも希望者を対象としているんですか。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（古茶義明君） 生涯学習課の社会教育の中での取り組みについて、お答えさ

せていただきます。 

  生涯学習課では、災害対策だけを目的に実施しておりませんが、町内の小学校６年生を対

象に毎年実施しております、リーダー研修会では、日帰りで火おこし体験、また、ペットボ

トルを利用した水のろ過体験など、災害に備えることも研修に組み入れております。また、

同じように、災害時に役立つ訓練を組み入れたＢ＆Ｇ財団による、小学校５年生、６年生を

対象とした交流会も年１回、２泊３日で開催されておりますので、生涯学習課といたしまし

ては、今後もこのような事業に積極的に参加していただけるよう取り組むとともに、なかな

か新規に事業を起こすということも困難でありますので、今、実施している社会教育事業の

中で、親子で参加できる災害対策を来年度から取り入れてまいりたいと思います。 

○１１番（野中眞弓君） よろしくお願いします。 

  でも、それは、今、５、６年生のリーダー研修会とありましたけれども、一部の生徒です

ね。 

  やはり、誰もがどこで遭うかわからないので、一部ではなくて、標準仕様ということで、

学校教育の中に組み入れられないものでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 標準仕様、授業でということでございますけれども、なかなか授

業で行うというのは難しいのではないかと思います。まず防災訓練ですね、それが行われて

おりますので、その中で小学生ですね、参加しておりますので、その中で行うことができれ

ばいいのかなとは思いますけれども。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） それは担当の中で、検討していただいて、どの子にも技量をつけて

いただきたいと思います。できればこういうことが話題にならなくてもいい、自然災害にも

強いまちづくりをお願いしたいと思います。 

  その次にいきます。 

  子供の貧困の解決についてということで、質問させていただきます。 

  私も、子供の貧困ということは今回が初めてではないような気がしますけれども、本当に

広く言われてきています。厚生労働省が３年ごとに公表している日本の子供の貧困率は、２

回前の2006年が14.2パーセント、前回2009年の調査では15.7パーセント、そして最新値は

2012年ですが、16.3パーセントと調査のたびごとに拡大しています。16.3パーセントという
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数字は、子供が６人いたら、そのうちの１人が貧困にさらされているということです。 

  この数字は、ＯＥＣＤの作成基準に基づいています。ＯＥＣＤ加盟は34カ国あるのですが、

その中で、日本の子供の貧困率は下から10番目という悪い水準です。先進国では最低ではな

いでしょうか。さらに、ひとり親家庭の貧困率は、54.6パーセントとＯＥＣＤ内では最悪の

数値となっています。非正規雇用の増加が貧困の増大を招いていると言われています。 

  また、国や自治体による教育機関への公的支出の割合ですが、2015年11月発表のこれもＯ

ＥＣＤの調査結果ですけれども、日本は3.5パーセントしか国の予算の中で教育に出してい

ません。６年連続でＯＥＣＤ中最低という数値です。親の貧困と国の貧弱な施策が先進国で

は最低レベルの子供の貧困を生み出している。これが日本の実態だと思われます。 

  こういう中で、2013年、３年前ですが、国は子供の貧困対策推進に関する法律を制定しま

した。そして、これに対して、政府は翌年、子供の貧困に関する大綱を閣議決定し、それを

受けて千葉県は昨年、2015年の12月に子供の貧困対策についての計画を策定しました。 

  そこでお伺いします。この国の2013年に制定した子供の貧困対策の推進に関する法律のお

およその内容、どういうものでしょうか。説明ください。 

○議長（志関武良夫君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（山岸 勝君） 法の内容についての簡単な説明ということですけれども、

この法律は平成26年１月17日に施行され、子供の将来が、その生まれ育った環境によって左

右されることのないよう、貧困の状況にある子供が健やかに育成される環境を整備するとと

もに、教育の機会均等を図るため、子供の貧困対策を総合的に推進することが、目的とされ

ております。国が子供の貧困対策を総合的に推進するため、大綱を定めることとされており

ます。平成26年８月29日に、子供の貧困対策に関する大綱が閣議決定されております。都道

府県は、当該都道府県における、子供の貧困対策についての計画を定めるようにとされてお

りますので、平成27年12月に千葉県におきまして、千葉県子どもの貧困対策推進計画を策定

されております。また、関係閣僚で構成いたします、子どもの貧困対策会議が設置されまし

た。 

  以上が主な内容でございます。 

○１１番（野中眞弓君） 私もざっとですけれども、読ませていただきまして、親の経済力に

よって子供の将来が左右されることのないように、国がしっかりとやると。普通こういう貧

困なんていうのは、自助努力が足りないからとかと言って、個人のせいにされる。まず自助、

それから共助、それから公が面倒を見る公助だということが、最近ずっと言われ続けている
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のですが、この子供の貧困については、きちんと公が面倒を見るという性質を、流れが、底

辺に力強く流れている気がします。 

  ただ、閣議決定された政府の大綱では、いつまで、どのぐらいの数値まで貧困をなくすん

だという具体的な数値が明示されていません。ですから、こういう問題がある、こういう問

題がある、こういう問題があるという課題の羅列のような気がします。でも、本当にやる気

があるんだったら、今こういう数値なんだけれども、何年までにはここまで、その数値を落

としたい、あるいは引き上げたいというのがなければいけないと思うんです。そういう点で

国の大綱も県の計画も、目標が書かれていない。 

  ですから、思うんですけれども。町はやっぱり、町、もちろん法や大綱や県を受けてです

けれども、大多喜町だったらここまでは町として責任を持ちたいという町独自でやはり貧困

対策に対する条例をきちんと、基本条例みたいなものを、きちんと持って、子供の貧困対策

にしゃかりきに取り組むという考えはありませんか。 

  そしてその前に、国の貧困率は16.3パーセント、６人に１人ということですが、大多喜町

ではどのぐらいなのか、把握しているでしょうか。 

  ２つ一緒に質問しました。 

○議長（志関武良夫君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（山岸 勝君） それでは、１点目の町として子供の貧困対策条例を制定す

る考えはあるかということですけれども、千葉県において貧困対策推進計画が策定されまし

たけれども、独自の計画を策定や検討をしている団体は県内では２団体あるようでございま

す。また、市町村独自で条例を制定している市町村につきましては、また準備している市町

村につきましては、県内では今のところございません。また、本町としましても、条例を制

定する考えは今のところございません。 

  ２点目ですけれども、本町の子供の貧困の実態を把握しているかというご質問でございま

すけれども、世帯での所得が低いとされております生活保護世帯や、ひとり親の世帯につき

ましては、対象者を把握しておりますけれども、貧困者、いわゆる全国の平均的所得の半分

の所得を下回る世帯がどの程度いるかにつきましては、申しわけありませんけれども、把握

してございません。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 話は飛ぶんですけれども、国民健康保険の負担も大変高いので、滞
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納者が多い。どういう階層に滞納者がどのくらいいるのかということが、わからなければ、

具体的な実効性のある対策がとれないんじゃないか。その数値をどの階層がどのぐらい滞納

しているのか、出してほしいと以前要求したことがあります。出ませんでした。パソコンが

そういう仕様になっていて、莫大な手計算でなければ出ませんって。そのとき町長は、そう

いうのが出ないのはまずいので、次にソフトをかえるときには、そういう数値が出るような

ソフトにするとおっしゃったのを、私はしっかりと、物忘れがいいんですけれども、その弁

については、覚えております。 

  全県的にも、その当時と今では、滞納率の出ないソフトを使っている自治体、かなり減っ

ています。私が質問したときには、13か14ぐらいあったのが、去年では８ぐらいに減ってい

るんですね。やはり町民の経済というのは一番いろんな活動のもとになるわけですから、町

民の経済状況がどうなのかということを、行政はしっかりと把握する必要があると思うんで

す。そういう基礎数値をきちんと押さえるという意味では、多少高くても、標準のをよそと

同じように、ぱっと出てくるようなソフトを入れてほしいと思います。私はこのために、忙

しい職員の皆さんに手計算でまで出していただくのは申しわけないと思って、諦めたんです

けれども、その辺の考え、町長、どう思われますか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） ソフトにしましても、機器にいたしましても、大体リース契約になり

まして、やはり最低５年は契約になります。ですから、その間はなかなかそれを入れかえる

のは大変莫大な金がかかります。やはり、リース契約の切れた段階の新しいソフトの中では

十分、今、お話のとおり、多分その時点になれば、他の市町村がやっているということであ

れば、当然そういう、大体ソフト会社もほとんど同じような会社でございますから、そうい

うものが、組み入れられると思います。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会議時間の延長 

○議長（志関武良夫君） 皆さんに申し上げます。 

  もう少しで、５時になりますが、議事の都合により、時間を延長します。 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 残念ながら、うちの町の子供の貧困実態というのは、わからないん

ですけれども、貧困が子供に及ぼす影響というのは、本当に将来にかかわっていく。どなた
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かの答弁のときに、町長が、まちづくり、人材だよとおっしゃったと思いますけれども、子

供の貧困は人材育成にもろにかかってくるわけです。この一連の貧困対策法、大綱、計画の

中で、子供の貧困を支援するのに４つの柱を上げています。一つは教育の支援、一つは親の

就業支援、一つは経済的支援、もう一つ、どこかに書いといたんですが、もう一つあります。 

（「生活の支援」の声あり） 

○１１番（野中眞弓君） 生活の支援ですか、はい。その中で、大きい割合を占めるのは、や

っぱり経済的な支援だと思うんです。その経済的支援を拡充する考えがあるかどうか、伺い

たいと思います。 

  １つ目は、就学援助制度についてです。就学援助制度には、９つの項目で援助するという

のが、大多喜町の要綱には載っておりますが、実は国の援助は13項目になっています。大多

喜町が援助しない項目は何かと言うと、体育実技用具費、クラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ

会費があります。この４項目を援助の中に入れる考えはないか、そして、さらに国は援助を

しないけれども、金額のかさばるいろんな公認物質があります。例えば、卒業アルバム、今

から20年前ですら8,000円ぐらいしました。今はもっと高いのではないかと思うんです。自

転車とか、ヘルメットとか、そういうものも必要なものです。そういう必要なものに対して、

町独自の援助を追加する考えはありませんか。お伺いしたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 就学援助制度につきましては、大多喜町独自の要綱を設けて援助

しているところでございますけれども、おっしゃられたような体育実技用具費、クラブ活動

費等ですね、この項目については援助対象費目にはなっておりません。やはり、体育実技用

具費、クラブ活動費等ですね、費用にばらつきがあります。準要保護ということになります

ので、余り援助、援助ということになりますと、自立を妨げるようなことにもなりますので、

そういう就学援助対象の拡充については、考えていないところでございます。それ以外につ

いても、考えていないところでございます。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 援助、援助と援助をすると自立を妨げると言いましたけれども、親

子２人で準要保護を受けるのには、約170万円以下でなければ受けられない。170万円という

と、月にすると、13万円くらいですか、14万円か。14万円くらい。14万円で家賃も払い、光

熱費を払い、子供を育てるというのは大変なことではないでしょうか。援助、援助すると、

援助といっても大したことではないでしょう、総額にしてみれば。それで自立を妨げられる
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のでしょうか。 

  特に若いお母さんが、子供を何人か育ててらっしゃる方って、本当に大変だと思うんです。

幾ら働いたって、ワーキングプアの状況を脱出できない、そのために、この貧困対策法がつ

くられたのではないでしょうか。 

  ユネスコでしたでしょうか。貧困だといっても、今の収入の50パーセントぐらい助けてあ

げれば、余裕ができるんだと。そのぐらいの、それ以上出せとは言いません。でも、月々14

万円ぐらいで親子が暮らしていく、それってすごい厳しいことでしょう。もう少し、行政で

面倒見てあげられたら、面倒見ようよというのがこの法律なのだから、そういうことは決し

て言っていただきたくありません。 

  今、言った中で、体育実技用具費については、私はどうでもいいと思っているんです。と

いうのは、決められていて、スキーの用具代、柔道、剣道の道具代、この３つしかないんで

すね。それを実際の授業の中で使うことってほとんどなかったり、あるいは、もう学校に用

意がされていたりすると思うので、いいのですが、そのほかの項目については、やはり、子

供が肩身の狭い思いをしないように、国が半分出すと言っているのだから、入れていただき

たい、そう思います。それに、卒業アルバム、それから、まだ、眼鏡とかそういうものも、

本当に必要なものが対象になっていません。温かい配慮をお願いしたいと思います。 

  その次にいきます。 

  ２つ目、中学入学準備金を前倒し支給できませんか。これ３回目です。今までは、小中学

校でやりました。でもとりあえず、中学校ならできるだろう、６年生で就学援助を受けた階

層であれば、中学１年生でもそんなに変わらないだろうと思われます。親も自分が今度外さ

れる収入状況になったのか、ならないのか、理解できると思いますので、所得確定ができた

５月の段階まで待たなくても、かなり確実な認定ラインというのはつかめると思いますので、

中学校の入学準備金の前倒し支給、来年の４月からできないでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 中学入学準備金の前倒し支給ということはできないかということ

でございますけれども、準要保護の中学入学準備金の前倒し支給につきましては、支給する

方向で、検討していきたいと考えております。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 福岡市では、小学校も前倒しで３月に支給しているんだそうです。

まだ調べてありませんけれども、既にやっているところが小学校の場合あります。うちのほ
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うも先進地から具体的に学んで、取り組む考えはありませんか。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 小学校の入学準備金につきましては、あわせて検討をさせていた

だきたいと思います。 

○１１番（野中眞弓君） はい。ありがとうございます。 

  その次にいきます。 

  高校入学準備援助金の前倒し創設ということですけれども、県の計画を見ますと、準要保

護、就学援助の中に高校の入学準備金も含む、これから含むという表現なのか、今もう既に

行っているという表現なのか、ちょっとわかりませんけれども、その辺はどうなんでしょう

か。それが県の計画の中には述べられているんですが、中学に入学するよりももっとたくさ

んのお金がかかります。教えてください。 

  もしも、もう既に県が行っているんだとすれば、大多喜町でも就学援助の中に追加してと

いうか、入れていただきたいと思うんですけれども。２カ所にわたって書かれております。

この、県の推進計画の28ページ、就学支援の充実ということと、最後のほうの、経済的支援

のところと。 

○議長（志関武良夫君） 野中君に申し上げます。持ち時間が10分となりました。 

○１１番（野中眞弓君） どうでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 教育長。 

○教育長（石井信代君） 高校生に対しましては、大多喜町は奨学金制度というのがありまし

て、高校生以上については奨学金を、ことしも何人かのお子さんが奨学金を高校生で利用し

ております。ですから、町としては、高校生は奨学金を利用していただくのがいいと考えて

います。 

  それからちょっと、つけ加えさせていただくと、先ほど、大多喜町の子供の貧困率がどう

かということで、ちょっと子育て支援課長から答弁がありました。私の場合は小中学校の児

童生徒につきましては、ひとり親家庭がどのぐらいいるかといいますと、11.4パーセントで

す、大多喜町の小中学校全部で。その中で、国で子供の貧困率をどういう形で出したかとい

うのは、はっきりわからないんですが、準要保護と要保護家庭を考えた場合は、大多喜町は

貧困率というのは、そうないんですね。 

  かなり高い数字で、先ほど国では６人に１人が子供の貧困ということがありましたけれど

も、今、大多喜町で要保護と準要保護のお子さんは準要保護は21名、要保護が５名です。そ
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のお子さんについて全体としての割合で見ますと、大変少なくて、大多喜町は貧困率という

のは、4.何パーセントということです。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） わかりました。その件については、また後でお話しします。 

  ＯＥＣＤの基準で国は出しているはずです。要保護、準要保護ではなくて。 

○議長（志関武良夫君） 教育長。 

○教育長（石井信代君） なので、国のその算定基準がわからないので、大多喜町では全ての

子供について、小中学生ですけれども……。 

（「時間が欲しいです。失礼しました」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） もう一つ、今、教育長のおっしゃったこと、奨学金は返済しなけれ

ばいけないんです。給付制の奨学金にかわる援助金という形で、就学援助の中で、考えてい

ただきたいという要望ですので、よろしくお願いいたします。 

  それと、医療費の無料化の件です。中学生まで、特に低所得階層の場合は、今のところ就

学援助もあります、医療費の無料化もあります。でも、高校生になるとそれが全てありませ

んから、全部、もろ全額、経済的な負担が大きくなります。高校生の医療費の無料化、貧困

脱却のために必要だと思います。いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（山岸 勝君） 高校卒業時と同年齢までの医療費の無料化についてのご質

問でございますけれども、子ども医療費につきましては、平成27年４月から入・通院ともに

現物給付により、自己負担金なしで中学３年生まで引き上げを実施したところでございます。 

  県内を見ますと、助成対象を高校３年生までとしている市町村は12団体ありますが、全て

の自治体が償還払いでの給付であります。また、一部負担を徴していない団体につきまして

は、４団体にとどまっております。 

  ご質問の無料化となりますと、現状と同様の受給券による現物給付で自己負担がないこと

と判断いたしますので、現段階では高校３年生まで助成することは考えてございません。 

  今後、県内市町村の動向を注視していきたいと考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） ２つお伺いします。受給券ではない、償還払いでしたらやる考えは
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あるのかという点と、近隣では、かなりの自治体が償還払いで高校生までの無料化もどきに

踏み込んでいるということを伺っております。やっていないところ、夷隅・長生でやってい

ないところは、幾つあるのか、そしてもう一つは、償還払いなら、やるのか、この２つ、手

短にお願いします。 

○議長（志関武良夫君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（山岸 勝君） 償還払いにつきましても、現在のところ考えてはございま

せん。 

  また、夷隅・長生郡市の動向ですけれども、高校生まで無料化にしていない市町村につき

ましては、大多喜町、白子町、勝浦市、茂原市でございます。 

○１１番（野中眞弓君） という状況なんだそうです。 

  町長、なるべく早い決断をお願いいたします。 

  その次にいきます。 

  学童保育なんですけれども、学童保育には軽減がありません。所得の多い方も通常の時期

は4,800円、所得のない方も4,800円です。要綱には、町長が必要と認める場合の軽減条項が

あります。やる考えはありますか。 

○議長（志関武良夫君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（山岸 勝君） 低所得階層の学童保育の軽減についてのご質問ですけれど

も、町内２カ所で実施しております学童保育ですけれども、大多喜町放課後児童クラブの設

置及び管理に関する条例第８条の規定によりまして、７月、８月以外につきましては、入所

料を月額4,800円徴収しておりますが、夷隅郡市内では最も安い料金設定となっております。

また、同条例第10条の免除規定により、生活保護家庭については、入所料を免除としており

ます。低所得階層の免除規定でありますけれども、災害などの事由によりまして、免除に該

当する場合もございますので、所定の様式を提出していただきまして、審査を経て、決定す

ることになりますので、ご了承願いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 災害時だけではなくて、町長が必要と認める場合というのもありま

すよね。そういう、とりあえず、減免制度があるということを利用者に知らせてはあります

か。 

○議長（志関武良夫君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（山岸 勝君） 今、現段階ですと、そういう周知はしてございませんけれ
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ども、今後、学童保育につきましては、例年12月ごろにご案内を差し上げます。そのご案内

の文書の中に、そういう１目を記載しまして、入所の周知をしていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） よろしくお願いします。 

  学校給食費の無料化についてですけれども、先ほど、野村議員の一般質問の際に町長はお

やりになるということを明言なさいました。これは完全無料化でやるのか、それから具体的

にもう少し教えていただきたいと思います。 

  その次の私が質問する時間がないかもしれませんので、要望を言わせていただきますけれ

ども、こういうとき、大体、小学校の１年生からと言いますけれども、そうすると、小学校

の低学年はずっと恩恵を受けるのですが、今、在学している中学年、高学年、中学生は、特

に中学生なんか、恩恵を受けないまま、親が指をくわえたまま、卒業させてしまうことにな

るので、上のほうの学年から開始していただきたいというふうに思っております。 

  それでは、どういうふうな計画をお持ちなのか、説明していただきたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 先に給食費の無料化につきましては、お答えしてあったところでござ

いますが、これは私どもも既に前議会でもお話をしてございます。これは、間違いなく実施

したいと思いますが、その順番をどちらにするかというのは、今、野中議員が中学校のほう

からどうかというお話もいただきましたので、そういったことも一つ検討しながら、どちら

を先にするか、決めてまいりたいと思いますが、できれば、状況によりましては、29年、そ

れから最終的には31年度まで完全にしたいと思いますが、状況によっては、もっと早められ

ればと思いますけれども、とりあえず、順番はちょっとまたこれから検討したいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 早まる可能性もあると。同時にやるということは考えてられません

か。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） なかなか、同時はちょっと難しいかもしれませんが、早める可能性は

あると思います。やはりまず、どちらか先にやってみて、様子を見たいと思いますし、同時

はちょっと今現在、考えていません。 

○議長（志関武良夫君） 野中君に申し上げます。時間が来ましたので速やかにお願いします。 
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○１１番（野中眞弓君） それでは、以上をもちまして、私の一般質問は終わらせていただき

ます。 

  ありがとうございました。 

○議長（志関武良夫君） 野中眞弓君の一般質問を終わります。 

  本会議の途中ですが、ここで暫時休憩します。 

（午後 ５時２０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ５時２５分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 皆さんに申し上げます。あした台風が接近しておりましたが、大し

たことないじゃないかというようなことで、会議の途中で中断するかもわかりませんけれど

も、予定どおりの会議ということで、10時からの開会としたいと思います。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（志関武良夫君） 以上で本日の日程は全て終了しました。 

  あす８日は、今申したとおり、午前10時からの開議ということで、ご了承いただきたいと

思います。 

  本日は、どうもご苦労さまでした。お疲れさまでした。 

（午後 ５時２６分） 

 



 

 

 

 

 

 

 

第１回大多喜町議会定例会９月会議 
 

 

（ 第 ２ 号 ）  



－109－ 

平成２８年第１回大多喜町議会定例会９月会議会議録 

 

                              平成２８年９月８日（木） 

                              午前１０時００分 開議 

 

出席議員（１０名） 

     １番  根 本 年 生 君      ３番  吉 野 一 男 君 

     ４番  麻 生   勇 君      ５番  野 村 賢 一 君 

     ６番  江 澤 勝 美 君      ８番  渡 邉 泰 宣 君 

     ９番  吉 野 僖 一 君     １０番  山 田 久 子 君 

    １１番  野 中 眞 弓 君     １２番  志 関 武良夫 君 

 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定による出席説明者 

町 長 飯 島 勝 美 君 副 町 長 鈴 木 朋 美 君 

教 育 長 石 井 信 代 君 代表監査委員 滝 口 延 康 君 

総 務 課 長 加曽利 英 男 君 企画財政課長 西 郡 栄 一 君 

税務住民課長 市 原 和 男 君 健康福祉課長 永 嶋 耕 一 君 

子 育 て 支 援 
課 長 山 岸   勝 君 建 設 課 長 野 村 一 夫 君 

産業振興課長 吉 野 敏 洋 君 環境水道課長 米 本 和 弘 君 

特別養護老人 
ホ ー ム 所 長 

君 塚 道 朋 君 会 計 室 長 三 上 清 作 君 

教 育 課 長 野 口   彰 君 生涯学習課長 古 茶 義 明 君 

 

本会議に職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長 渡 辺 八寿雄 書 記 金 杉 孝 枝 

書 記 田 中 雅 人   

 

議事日程（第２号） 



－110－ 

 日程第 １ 一般質問 

 日程第 ２ 報告第 ５号 継続費精算報告書について 

 日程第 ３ 同意第 ４号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第 ４ 議案第３９号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

 日程第 ５ 議案第４０号 大多喜町都市交流センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 日程第 ６ 議案第４１号 損害賠償の額を定めることについて 

 日程第 ７ 議案第４２号 平成２８年度大多喜町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第 ８ 議案第４３号 平成２８年度大多喜町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

 日程第 ９ 議案第４４号 平成２８年度大多喜町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第１０ 議案第４５号 平成２８年度大多喜町水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第１１ 議案第４６号 平成２８年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計補正予算

（第１号） 

 日程第１２ 議案第４７号 平成２７年度大多喜町一般会計歳入歳出決算認定について（提

案説明） 

 日程第１３ 議案第４８号 平成２７年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計歳入歳出

決算認定について（提案説明） 

 日程第１４ 議案第４９号 平成２７年度大多喜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について（提案説明） 

 日程第１５ 議案第５０号 平成２７年度大多喜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について（提案説明） 

 日程第１６ 議案第５１号 平成２７年度大多喜町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて（提案説明） 

 日程第１７ 議案第５２号 平成２７年度大多喜町水道事業会計決算認定について（提案説

明） 

 日程第１８ 議案第５３号 平成２７年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計決算認定に

ついて（提案説明） 

 日程第１９ 報告第 ６号 平成２７年度決算に基づく健全化判断比率の報告について 



－111－ 

 日程第２０ 報告第 ７号 平成２７年度大多喜町水道事業会計決算に基づく資金不足比率

の報告について 

 日程第２１ 報告第 ８号 平成２７年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計決算に基づ

く資金不足比率の報告について 

 



－112－ 

───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（志関武良夫君） おはようございます。きのうに引き続き本会議ご苦労さまでござい

ます。 

  ただいまの出席議員は９名です。したがって、会議は成立しました。なお、野中議員から

所用のためおくれてくるとの連絡がありましたので、ご承知おき願いたいと思います。 

  これから、本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（志関武良夫君） 本日の議事につきましては、既に配付の議事日程第２号により進め

てまいりますので、よろしくお願いします。 

  日程に入る前に、昨日の一般質問において、野村賢一君の一般質問に対する答弁に誤りが

あり、これを訂正したい旨の申し入れがあり、これを許可しました。 

  答弁の訂正をお願いします。 

  総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 昨日、野村議員の一般質問中、答弁に誤りがありましたので訂

正をさせていただきたいと思います。 

  内容につきましては、現在の消防団員数についてお尋ねがありまして、344名というふう

にお答えをさせていただきましたが、正しくは353名ですので、訂正していただきたいと思

います。申しわけございませんでした。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまです。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎一般質問 

○議長（志関武良夫君） 日程第１、一般質問を行います。 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 根 本 年 生 君 

○議長（志関武良夫君） 通告順に発言を許します。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） １番根本です。通告に基づいて一般質問をさせていただきます。 
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  議長、私10時２分でいいですか。 

○議長（志関武良夫君） そうですね。はい、お願いします。 

○１番（根本年生君） すみません。 

  やはり大多喜町の一番の課題は人口減少、過疎化、高齢化だと思います。その面から言う

と、私、前の議会でも言ったんですけれども、とにかく大多喜高校を抜きにしての活性化は

あり得ないと。特に、少子化とかに伴って失われていくものが多数あると思いますけれども、

その中でも一番最初に守らなければいけないのは大多喜高校の存続であると。ですから、私

何回もここで質問させていただきますけれども、しつこいようですけれども、また今回も取

り上げさせていただきました。 

  それでは質問に入ります。 

  大多喜高校の入学者数が昨年度定員割れを起こしました。今年度も昨年に引き続き定員割

れになるような事態を招くと、大多喜高校の統合により、なくなってしまう危険性が一段と

高くなってきます。その件について伺いたいと思います。 

  先日、第１回高校支援推進委員会が開かれました。それはどのような内容だったのか、簡

潔に答弁願います。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 大多喜高校支援推進委員会会議の内容ということでございますが、

委員につきましては大多喜高校校長、生徒代表２名、大多喜中学校長、西中学校長、町議会

議員ほか15名で構成されております。生徒からの意見といたしましては、登下校時に合わせ

た公共交通機関の運行ができれば、海岸沿いの生徒も入学してくれるのではないかという意

見が出されました。 

  今年度の取り組みは、学力向上のためのスタディサプリを導入したいとの要望がありまし

たので、学習支援として補助を行っております。また、スタディサプリを活用している情報

を広めることにより、生徒募集に役立つものと考えております。 

  町内の中学生で大多喜高校を希望している生徒は多くおります。今年度大多喜高校の生徒

に中学校２校の学習会にボランティアとして協力していただいており、大多喜高校と各中学

校の関係を密にしていくことで、志願者数がふえていくのではないかと考えております。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 今、第１回支援会議が開かれまして、いろいろな意見が出されたもの

と思っております。 
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  それで、先日来年の募集枠が発表され、今後志願者数確定に向けて進んでいきます。ちょ

っと調べましたところ、９月の終わりから進路に対する面談が行われて、10月には保護者を

含めた面談が行われ、10月中にはほぼ進路の希望が確定されると。そして12月には私立の高

校の入試等も始まりますので、早急にやらないと再び定員割れになると思います。早急に政

策を行わないと、と思いますが、いかがですか。具体的な政策を。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 高校、学校でございますので、やはり学力向上、こういうものが

本質だと思いますね。学力向上そして偏差値が上がる。それで、勉強をやりたい生徒が集ま

ってくる。そういうことがやはり高校の魅力につながって、生徒が集まってくるのではない

かというふうに考えております。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 随分何かのんびりしているような気がしてならないんです。もうすぐ

進路ですよ。来年の３月に入試を控えて、いろんな施策をすぐにでもやらないと、去年と変

わらない状況だと思うんですよ。その中で、とにかく早急にやってもらいたい。 

  それで、第１回支援推進委員会は開かれましたけれども、第２回目の日程もまだはっきり

決まっていないというような状況の中で、果たして定員割れを防ぐような具体的な施策を実

行できるのか、非常に不安でなりません。 

  次にいきます。 

  大多喜高校の永久存続を目指すにはどのようなことを行えばよいのか。千葉県の高校再編

計画の最終報告書の中に、いろんな答えが書いてありますよね。それはよく知っていると思

います。その中に、地域と一緒に魅力ある学校づくりを進めるために何をやりなさいと、こ

ういったことが必要じゃないですかという答えが書いてあるんです。 

  まず初めに、ホームページ等、いろいろな母体を活用した積極的な情報発信、今大多喜高

校はこういった行動をしていますよ、こういった形で学校づくりを進めていますよというよ

うなことを情報発信する。一般の町民ないし内外に向けてですね。 

  次に、一般住民が生徒と一緒に受講できる講座の開設。これは大多喜高校でも生徒を対象

に、いろんなこういった講座をやっていると思います。去年なんかたしか心の教育というこ

とで、人間はこうなるべきだというような、いろんな方を招いて講座を開いています。そう

いったことも住民と一緒に受ける。あと、大多喜町の歴史とかいろんな文化を学ぶ講座も高

校生だけじゃなくて、一般町民と一緒に受けるような講座、そこで一般住民と高校生がかか
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わって、いろんなことが生まれてくるんじゃなかろうかと思います。 

  次に、生徒が地域行事、イベント、お祭りに参加してもらうために、及び部活動の発表の

場の積極的な支援。私も何回か学校に行かせてもらっていますけれども、大体必ず言われる

のが、部活動等やっていてなかなか発表の場がないんですと。それについてできるだけ発表

の場を設けていただけると、生徒も一生懸命になるんで、今、年に１回、多くても２回とか

いうような状況のようです。これ、できるだけそういった発表の場をふやしてやっていただ

きたい。 

  あと、小・中・高に大学を加えた合同演奏会の開催、これ小・中・高は毎年クリスマスコ

ンサートを大多喜中学校でやっています。しかし、三育学院さんもクリスマスコンサートと

いって中央公民館でやっているんですね。これにせっかく大学もあるんだから、一緒に何と

か工夫してできないんでしょうか。一般の町民もできるだけ参加してもらっても、大多喜中

学校に行っても来ているのは保護者だけなんですよ。もっと子供たち、一般地域の住民に呼

びかけて、こういった演奏会を開催して、そこにできるだけ来ていただいて、皆さんこうい

うふうに頑張っているんだよということを示してあげる。そういったことが必要なんじゃな

いですか。 

  それで最後に、最終報告の中に、一層積極的に情報発信を行い、地域との連携を発展させ

ることが重要であると書いてあるんです。地域の人が集い、地域に愛される新しい形の学校

像を目指していくことが求められています。こういったことはすぐにでもやろうと思えばで

きると思います。すぐやっていただきたいんですけれども、いかがですか。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 今、根本議員が言われたこと、こういうことをやれば永久存続に

つながってくるものと思います。 

  既に、実際にやっているものもございます。小・中・高につきましては、各小・中・高の

ホームページへ、各行事等情報発信を積極的に行い、大多喜高校文化祭は町広報紙、ホーム

ページへ掲載し、地域の人が集うことができたと考えております。 

  また、吹奏楽部の合同演奏会等、各部部活動の交流も積極的に行われているところでござ

います。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 積極的にやっているというけれども、それが余り形に見えてこない、

住民にはわからないんじゃないでしょうかね。また、ホームページ等の活用という面からい
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うと、大多喜町のホームページを立ち上げたときに、今リンク集というところに行かないと、

大多喜高校とか大多喜中学校とか三育さんのところに行かないんです。１面、最初にトップ

ページに来たときに、どこか右のほうでも、いろんな大河ドラマの誘致とかいすみ鉄道とか、

いろいろ載っていますよね。そこに大多喜高校と入れて、クリックすればすぐ大多喜高校に

行けるというような形にしないといけないんじゃないかと思います。 

  それとあと一般住民が生徒と一緒に受講できる講座の開設、私も去年行きましたけれども、

心の教育というのをやっています。これ聞きましたら、一般住民の方も参加オーケーだそう

です。だから私行けたんですけれども、こういったのもぜひすぐ行ってもらいたい。 

  それと、合同演奏会、これも私三育さんにも行って聞いてきました。日程が合えば別に一

緒にやることについては差し支えないという回答も得ています。あと、これは習志野高校の

吹奏楽部も毎年１回来ています。これは立派な吹奏楽部、習志野高校といえば全国的な本当

に、吹奏楽部ですね。その人たちが、小学生、中学生に教える。そのときに高校生も一緒に

なってやるとか、いろんなことがすぐできると思うけれども、なぜやらないんだろうかと、

危機感がないんじゃなかろうかと思っています。ぜひ、早急にやってもらいたいと思います。 

  次に行きます。 

  最終報告書の中で、生徒数のことについて、やはり交通アクセスも非常な重要なウエート

をおさめるよと、これもちゃんと書いてあります。それで大多喜高校の一番今直面している

困難は、交通アクセスの問題、先ほどの支援委員会の中でも一番多く出てきたのは交通アク

セスの問題です。まず、いすみ鉄道及びバスの通学定期代が、仮に大原から茂原にいるとき

は約7,000円で行けるんだけれども、大原から大多喜に来るときには１万円超えているんで

すね。それを改善しない限り、大原の生徒が茂原に行くときに7,000円で行けて、大多喜に

行くとき１万円じゃちょっと考えますよね。 

  次に、保護者の運転する車で送迎している生徒が非常に多い。これが一番多いんです。私

もそういった保護者の方に何人かに聞きました。そうしたら子供を送迎するために転勤を１

年、２年、学校の生徒が卒業するまで会社のほうに無理言って待ってもらったと、そういっ

た方も二、三人いましたよ。仮に大原の生徒が茂原に行く分には、私、茂原の高校、大原の

高校でも聞きましたけれども、車で来る方はほとんどいないそうですよ。ほとんど皆さん電

車、８割、９割電車です。やはりこれも保護者に負担をかけていますよね。これも改善しな

くちゃいけない。 

  だから通学・帰宅時に生徒の利便性を高めるために、通学バス、これも支援委員会のほう
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でも出ていたと思いますけれども、これもある程度考えていかないといけないと思います。 

  あと、いすみ鉄道と外房線の接続時間、これもたしか支援委員会の中で会議に出ていまし

た。これもいすみ鉄道任せにするんじゃなくて、町のほうで積極的にＪＲとかけ合って、何

とか接続時間を短縮して、何とか利便性を高めるようにしないといけない。 

  こういったことが一向に進んでいないような気がしてならないんです。危機感がないんで

す。大多喜高校がなくなったら大多喜町どうなるか、本当に大変だと思いますよ。仮に町に

大多喜高校がなくなった場合には、私、市町村の合併という話にもなりかねないと思います

よ。大多喜町に高校がなくて仮に大原に高校があったとしたら、そうした話も起こりかねな

い、そういった非常に危険性を含んでいます。こういった交通アクセスの問題については、

早急に対応して、来年の３月の入試までにはある程度改善する方向をつけていかないと、ま

た定員割れになります。いかがですか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） それでは、交通政策に関係する部分について、私のほうから

お答えさせていただきます。 

  昨年の12月議会でもお答えさせていただいておりますけれども、この定期券の関係につい

てですが、大多喜高校の存続のために、町外の学生の保護者にだけ補助するのは非常に難し

いというふうに思っております。通学定期代の補助については、町内の学生で町外の高校に

通学する生徒に対しても実施することが必要だというふうに認識しております。その財源を

どのようにするのか。この補助を実施するということになれば、終期のない補助になります

ので、現状では非常に難しいというふうに考えております。 

  それと、いすみ鉄道と外房線の接続時間の関係でございます。いすみ鉄道のダイヤ改正に

つきましては、主に毎年行われますＪＲのダイヤ改正の時期に合わせて行っております。改

正ダイヤの作成に当たっては、事前に大多喜高校とも協議を重ね、登下校時の時間帯と外房

線との接続に関しても検討しているということでございます。外房線との接続につきまして

は、いすみ鉄道が基本的に単線であるため、上りと下りの交換駅、これは国吉駅だとか東駅

での交換になるかと思いますが、その調整が必要になります。その調整結果を踏まえたダイ

ヤ改正になりますので、全ての便において利便性のよい接続というのは難しい状況でござい

ますが、少しでも利用される方の利便性が図れるように、いすみ鉄道にはお願いしたいと思

います。 

  また、必要であれば、町のほうから直接検討していただくように、ＪＲ等にも推進を図っ
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ていくことも可能だと思いますので、この辺については、十分いすみ鉄道と協議をしていき

たいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 先ほど、ご質問でございました２つ目ですね。保護者が車で送迎

しているので、その軽減をするためにどのようなことを考えているのかということでござい

ますけれども、車で送迎する保護者の方の負担を軽減する方法といたしましては、例えば燃

料代の補助等が考えられるわけでございますけれども、車の場合、出勤途中に送迎している

ということも考えられますので、保護者の負担を軽減する、軽減を改善する方法というのは

難しいというふうに考えております。 

  それから３つ目でありました、通学バスの導入をしたらどうかということでございますけ

れども、県立高校でもございますので、町としては通学バスの導入は考えていないところで

ございます。通学の利便性につきましては、通学で利用している主な公共交通機関であるい

すみ鉄道、小湊バスに要望していきたいと考えております。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 本当に何か、このままでは大多喜高校がなくなっちゃうんじゃないか

という、本当に危機感を持っています。今の答弁を聞いていると絶対残すんだ、何が何でも

残すんだという強い答弁がありませんでした。 

  続きまして、最後にまとめて、また大多喜高校の活性化についてはやりたいと思いますの

で。 

  まず、大多喜高校の支援のためには、先ほど企画財政課長のほうからもありましたように、

予算の措置がある程度必要になってきます。その際、ふるさと納税で寄せられた寄附金を使

うことはできないのか。これは調べてみましたら、ふるさと納税の寄附金を使って、高校の

存続に向けていろいろな手だてを打っているところもあるようです。これについてはどうで

すか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） ふるさと納税につきましては、町のふるさと感謝券を廃止し

たことにより、大きく減少しているところでございます。 

  今までのふるさと納税を、町の課題を解決するために使用することは可能だと思います。

ただ、大多喜高校後援会が実施するどのような臨時的な事業に、どのように町として支援す

るのかが、この辺が明確にならないと、なかなかその基金を充当することは難しいと思いま
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す。ただ、これからその政策さえはっきりすれば、それを加えてふるさと納税に加えるとい

うのも可能だというふうには考えております。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） ぜひふるさと納税で寄せられた寄附金を使ってもらいたいと思います。

これを仮に大多喜高校の支援のために使うことについては、町民の多くは賛成していただけ

ると思いますので、よろしくお願いします。 

  続きまして、最近やはりニュース、毎日のように出ていますよね。不審者によるいろんな

事故というんですかね。いろいろやっぱり調べてみると高校がなくなるきっかけは、やはり

どんどん生徒数が減少してきて、そろそろ統合しなくちゃいけないかなという時期に不祥事

が起こるんですね、これは学校の内外問わず。そうすると、一気にそれが加速するんです。

そういった事例が幾つかあります。ですから、やっぱり事故というんですかね、不審者によ

るいろいろなことを防ぐために、やはり通学路、特に保護者が送迎している場所、これは多

分高校を出て中央公民館のほうに行った空き地ですよね。あそこで多くの車が夕方とか暗く

なって、生徒を乗せています。あそこは本当に暗いですよ。あと駅までも暗いところは幾つ

かあります。 

  それと、バスが今度ＨＭＣから変わって小湊バスに引き継がれましたね。その結果として

大多喜駅にバスが来なくなっているんじゃないんでしょうか。そうするとまたずっと通学路

が、セブンイレブンのところからずっと暗い道を歩いてきて、それで町中の停留所に来てい

ると。 

  やはりこれも大多喜高校というか、大多喜駅にやっぱりバスが来ないとは、これも不思議

でしようがないし、そうした方面を含めて、やはり安全面、大多喜町いろんなところで暗い

ところがあるでしょう。しかし、できれば最優先で、万が一事故が起きてからでは遅いと思

うんですよ。通学路とかのところに防犯灯の設置等を考えてもらいたいけれども、いかがで

しょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） お答えします。 

  現在、大多喜高校から駅までの間に防犯灯は８基ついております。それでも暗いというよ

うな意見も寄せられているということで、今年度建設課のほうで、この区間に新たに７基の

防犯灯を設置する計画になっております。 

  あと、バス停周辺なんですけれども、確かに暗いところもあろうかと思いますけれども、
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街路灯などございますので、バス停周辺については、現在の段階では防犯灯を新設すること

は予定をしておりません。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） それと、保護者が生徒を車で迎えに来るところ、あそこの崖の下で真

っ暗なんですね。そこもぜひ考えてもらいたいと思います。 

  あと、大多喜駅にバスが来なくなった。これ私も時間がなくて確認できていないんだけれ

ども、大多喜駅に、小湊バスになってからバスが来ていないんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） いろいろ大多喜高校の支援につきましては、今議員のほうからもいろ

いろご提言もいただき、何とか残さなきゃいけないというのは皆さん同じ考えだと思います。 

  まず一つ、バスにつきましては、私も毎朝いすみ鉄道に乗って、必ず駅舎に寄り、本陣に

寄ります。すると、勝浦から来るバス、また茂原から来るバス、朝駅でおります。大体どち

らも10人ずつぐらい、10人から11人ぐらいがどちらのバスからもおりてくるということで、

大多喜の駅でとまることは間違いないです。ただ、発車は大多喜駅ではなくなったというこ

とでありますので、朝は間違いなく大多喜駅に来ていると。これは私が毎日見ています。 

  もう一つは、いろいろご提言いただいてあるんですけれども、ただ根本的に大多喜高校と

いうのはどうなんだということになったときに、この28年度の大多喜町の出生者数は多分40

名切ります。三十五、六名なんです。そうしますと、大多喜高校の１学年で大体150人です

よね。そうすると１クラスが難しい。大多喜町の生徒全部が行っても１クラスが難しいとい

うことの現実があるということですね、これからね。 

  それからもう一つ、夷隅郡全体の、夷隅郡２市２町ですね。これの全体の生徒数が、25年

ごろの数字ですからあれなんですけれども、800人ぐらいです。でもこれ多分10年もしない

うちに、そのときは10年後ですから、もうあと10年しないうちに、多分500人ぐらいになる

はずだと。そうしますと、これ自体も、夷隅郡全体で大多喜高校に来る生徒数も非常に厳し

いという状況があることも事実なんです。 

  ですから、そういうこともあるんですが、またもう一つは、私毎日いすみ鉄道に乗ってい

ましてわかるんですが、大原のほうか来るのが２両編制です。大体ほとんど２両満杯なんで

す。で、城見ヶ丘から乗るのは私一人です。実は中野から大多喜まで来る列車には、生徒が、

２便あるんですが、それは10人だと。そういうことの現実があるということ、こういったこ
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とらを踏まえていったときに、本当に小手先ではなくて、全体的にどうするかというのは根

本的に考えなければいけないなと思っています。 

  そういうことで、私は毎日乗っていますので、実態がよく見えているんですが、根本的な

ものは、もっと深いところから考えていかなければいけないなとは感じているところでござ

います。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 本当に根本的に考えていかなければならないんですれども、その反面

早急にもう手を打たないと、たしか去年定員割れになった県立の高校が10校くらいでしたか

ね。私、学校教育課、県のほうにお聞きました。やはり注目しているんですよ。去年定員割

れのところがことしはどうなのか。非常に注視していますよ。これが２年、３年連続で定員

割れになれば、何回も私言うように、大多喜高校は統合というテーブルの上にのってきちゃ

うんですよ。のってきたらもうどうしようもない。勝浦高校にしても岬高校にしても、のっ

てからいろいろ騒いでいろいろやったけれども、全然もうだめですよ。のる前に何とかしな

くちゃいけない。 

  あと、大多喜高校がなくなったときの活性化、大多喜町の活性化については、非常に暗い

ものがあると思うんですよ。私は前も言いましたけれども、小学校・中学校、大多喜にある

けれども、高校が大多喜になく茂原だと、仮に大原だとした場合に、保護者は大原、茂原に

住んじゃいますよ。どっちみちないんで、高校も茂原なら茂原のほうがいいやと思って。や

はり危機感を持って、ぜひやってもらわないといけないと思います。 

  大多喜高校がなくなった際の、大多喜町の活性化については、もしなくなった場合、活性

化をどのように図っていくのかという、具体的な政策は見えてこないと思いますよ。大多喜

高校がなくなったときの危険性については、どのようにお考えですか、町長。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） これは、私、議会で何度もお話ししておりますが、町を活性化してい

る、あるいは発展している町というのは、交通施策と教育にあると。私は何度も、今回の議

会でもお話ししました。まさに交通施策と教育というのは根幹にあるわけです。町が存続す

るのにはね。ですから、それの一番の原因は、若い方がこの地を離れるということなんです。 

  ですから、今議会でもお答えしておりますけれども、ことしの２月の県の発表の54市町村

の中で、人口減少率の一、二位を争うのがこの勝浦、大多喜なんですね。特に、今回18歳以

上の選挙人の、いわゆるふえていますよね、全体で。千葉県54市町村の中で、実はそれでも
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減ったのは大多喜なんです。ですから、県の町村課の中でもこの数字は間違いではないかと

いう問い合わせも来ているぐらいでね、本当に私どもが常々言っているのは、ですから何と

してもこの若い人の定住化、若い人がここに住んでもらう、そのことによって少子化は防げ

ますんで、ですからここが私どもの最大の課題でありますので、短期的な施策も含めて、ま

た長期的なことも含めまして、やっぱり何よりも若い方の定住化に向けて、我々が努力して

いく、その施策については財源はやっぱり投じていく。このことが私は重要であると思って

います。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） できるだけ本当に必死になってやってもらいたいと思います。 

  先ほど財政課長のほうから、大多喜町の町民にはＪＲの定期代とかバス代とか補助できる

けれども、他の市町村の生徒に補助することはできないという答弁がありました。大多喜町

の活性化を考えたときに、町外の人たちにＪＲの定期券とかを補助することによって、仮に

大多喜高校が残るんであれば、それは大多喜町の活性化という大きな立場からすれば、私は

そんな無駄な金じゃないと思いますよ。私、今そういった状況を言っている場合ではないと

思っています。 

  ぜひ、今一番の問題は、やはり交通アクセスだと思いますんで、これについては、あらゆ

ることを、財源も含めてあらゆることをやっていただきたいと思いますけれども、いかがで

すか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 先ほどお答えさせていただいた話ですけれども、大多喜高校

だけに限ってやるのは難しいですよというお答えをさせていただいたんであって、やるんで

あれば全て対象となる、町内から例えばバスを使って茂原に行っている方もいらっしゃいま

す。そういう方についても行わなければ、均衡が図れないんじゃないだろうかというお話で

ございます。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） じゃ大多喜高校はこれで最後にしはますけれども、このままで来年度

定員割れを防げるという確信はありますか。このままの状況で、今の状況で、絶対に防がな

くちゃいけないんですよ。今のままだったら、私定員割れの危険性は大いにあると思います

よ。どうですか、来年度定員割れを絶対起こさないという確信がありますか。どなたでも結

構ですので。 
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○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 絶対に定員割れを起こさないかという質問ですけれども、これは誰に

もそれはわからないですよ。ただ、努力をすることが必要なんですけれども、逆に根本さん

にお聞きしたいんですけれども、じゃ、起こさないためには、絶対に起こさないためにはど

ういう政策があると思いますか。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） だから、まず一番最初に交通アクセスの問題、これは非常に大事です

よね。これは予算が必要になると思いますが、これはぜひやってもらいたい。 

  あともう一つ、やはり最終報告にも書いてあるように、地域に愛される高校、仮に今４学

級は何とかいいんだけれども、３学級になったら統合の対象になると。これもはっきり書い

てあるんです。ですけれども、恐らく３学級になるでしょう、何年後かには。その際、県の

ほうに３学級でも残してくれというためには、町が一生懸命やっているんだよと。町民を挙

げて一生懸命やっているんだよと、そういった姿勢を示すことが非常に大事であると思って

いるんです。 

  今、高校と地域住民のつながりって、私そんなに濃くないと思っている。薄いと思ってい

ます。これも本当に一体化して行動すると、これが非常に大切であると。それを早急にやっ

ていかないと、町民を巻き込んで。これが非常に大切なことであると、それで努力している

んだと。町を挙げてやっているんだということを、県内外、県のほうに示すことが非常に大

切だと。これを早急にやってもらいたいと、私は思っています。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 根本議員のお考えをお聞きしました。 

  まさに今、学校支援のいわゆるチームを立ち上げておりますのは、やはり県のほうへアピ

ールというのも一つあります。ただ、根本議員から見るようにまだまだ足りないではないか、

それはそのとおりだと思います。ですから、これから学校は県立高校ということもあります

けれども、そういったことをどう乗り越えていくか。そういったことを含めて、高校支援に

向けては、今根本議員のおっしゃるように、町民を挙げてやることが重要であると思います。 

  そういう皆さんの気持ちをそこに持っていく方向性ですかね、そういったことも重要であ

ろうかと思っていますので、十分そういうことを踏まえながら、また今既に支援委員会があ

りますんで、そういったことを軸に、さらにまた進めていけばと思っています。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 
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○１番（根本年生君） 本当によろしくお願いします。本当に大多喜町にとって高校は非常に

大事なものです。これはまた私、随時一般質問の中で、大多喜高校のことについては、次回

も取り上げていきますので、本当に危機感を持ってやっていただきたいと思います。 

  続きまして、やはりこれも大多喜町の活性化に向けて非常に大事なことです。品川行きの

高速バスの運行。私これは本当に黒字になって、本当に人がどんどん来てくれれば、大多喜

町の活性化は十分図れると、非常に大切な事業だと思っています。しかし、今のままだと何

かとても難しいんじゃないかという大変な危惧を抱いています。 

  先だって５年間、４年とちょっとですかね、１億5,000万円という基金を、お金を使って

黒字化するということでしたけれども、このままで行くと、多分１億5,000万円使い切りま

した、でも、どうしても黒字にならない、赤字額はどんどんふえていって、とてもじゃない

けれども町の財政上もやっていけないと。そうなったら廃止になっちゃうんじゃないかと思

って、非常に危惧しているんです。ですから、その辺について、いま一度質問させていただ

きます。 

  それで、28年８月までの利用客数、これは資料の中に入っていましたので、それはそれで

結構です。 

  あと、毎月の赤字の補塡額、これも多分１日幾らという、人が何人乗れば幾らという金額

が出ているでしょうから、これは、じゃ、７月に幾らの赤字なんだ、６月幾らの赤字なんだ、

これ、乗る人によっては半額の補助をしている可能性がありますから、単純に乗客人数だけ

では割り切れないものがある。これも同時に発表してください。 

  続いて、利用客数の内訳です。これもやはりゴルフ場のお客は何人なんだ、観光客は何人

なんだ、一般の人が何人なんだ、会社関係何人だとか、その辺の実態の数がわからないと、

どのように手を打っていいかわからないと思うんですよ。仮にゴルフ場がゼロだとしたら、

ゴルフ場にもっと積極的にいろんなことをアプローチしなくちゃいけない。観光客が少なか

ったら観光客に来てもらうまでにどうするのか、一般のお客が少ないときにはどうするのか。

やっぱり実態がないといろんな施策は打てないと思いますけれども、この数字については出

ているんでしょうか。それと計画どおり順調に進んでいるんでしょうか。その辺をお聞かせ

ください。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） それでは、３点のご質問ということで、まず赤字補塡額につ

きましてお答えさせていただきます。 
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  これにつきましては、バス事業者からまだ平成27年度分の経費の内訳が提出されておりま

せん。そのため、平成26年度分の経費、計画上の数値を使用させていただきますのでご了解

ください。 

  12月から３月までの赤字補塡額というのは、こちらから示したとおり、2,170万3,000円と

いうことでございます。４月分につきましては553万4,000円、５月分は581万9,000円、６月

分は573万4,000円、７月分は576万5,000円で、４月から７月までで2,285万4,000円の赤字補

塡の見込みでございます。昨年12月からの累積額といたしましては、4,455万7,000円でござ

います。 

  次に利用者数の内訳でございます。これにつきましては、８月に実施しましたアンケート

結果では、観光、趣味、娯楽、帰省、買い物、出張、オープンキャンパス、通勤、ゴルフ、

通院、通学の順でございます。 

  では、根本議員さんが調査していただいた資料とあわせて考えられますのは、やはり時期

によって利用者というのはかなり異なっている現状があるのかなということでございます。

観光客を含む一般の方、あるいは会社関係者、学生の順になっているのではないかというこ

とで考えております。全て１便１便確認することができないので、こういう節々に行ったも

のを推計したものでございます。 

  それと、計画上の位置づけということでございますが、４月から７月までの間に計画した

乗車人員というのは3,872人でございます。乗車された実績は3,810人と、計画より62人減少

している状況でございます。 

  それと、収入だけの比較でございますけれども、12月から３月までの収入額というのは

415万円ということでご報告させていただいているとおりでございます。４月から７月の計

画上の収入見込み額でございますが、618万8,238円で、実際の収入額でごさいますが、これ

は回数券の販売も含んでいるということで、これにつきましては643万7,815円ということで

ございます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 今発表した数字は、後で何か書類にして議員のほうに配ることは可能

でしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） いずれいろいろな機会もあると思いますし、そういう機会で
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はこちらから提示するようなことは可能だと思いますけれども、乗車人員を当面早急に出し

てもらいたいということだったので、それについては議会の前に提示させていただいており

ます。ですので、こちらのほうは最終的に数値が固まるのが若干タイムラグがあるものです

から、それについては出た段階で、こういう議論を議会の皆さんとされるときには提示をし

ていきたいというふうに思いますけれども。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） お願いします。 

  それと、２番目として再三再四５年で黒字にするという答弁が行政側からなされています。

やっぱりこれは本当に５年間で黒字にしてもらえれば非常に助かりますけれども、運行から

５年後に黒字になる見通し、いろんな施策は打っています。いろんな忙しいほかの業務に追

われながらいろんなことを一生懸命やっていると思うけれども、５年後黒字になる今のとこ

ろの確信ですね。先ほど努力するしかないという答弁もあるかと思いますけれども、やはり

確信を持てる施策を打たないと、努力するだけじゃだめだと思うんですよ。 

  こうなってこうなれば必ず黒字になるんだと確信の持てる施策に基づいてやる、努力する

ということでなければならないと思いますけれども、５年後黒字になる見通し、確信はござ

いますか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 高速バスのこの運行計画では、５年後の平成31年度の黒字化

を目指しております。 

  これは黒字化を目指すという説明は、何回もさせていただいておりますけれども、この黒

字化の目標というのは、非常に高い目標でございます。これは、町の第３次総合計画の基本

構想では、定住促進やにぎわいづくり、高齢化対策、交通利便性の向上等の施策をより充実

させ、平成37年の目標人口を8,500人として、町の活性、活力を将来にわたって維持してい

くことを目指しているものでございます。 

  この高速バスの運行は町の課題であります、人口の流出抑制、定住・交流人口の流入促進

を図ることなどを目的としております。国全体で人口が減少する中、若者が高校卒業と同時

に進学や就職により都市部へ転出してしまう。10年後の推計人口は8,005人、高齢化率は

45.5パーセントになる見込みでございます。町としてできる限りの方策を推進するため、高

速バスの利便性の向上を図ったものでございます。 

  品川行き高速バスの収支計画につきましては、４年後の黒字化を目標として計画したもの
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でございます。今後さらに乗車人員をふやし、町の負担を少なくすることを目標にしており

ます。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） その件についてはまた後でまとめてやりたいと思います。 

  続きまして、品川駅周辺の再開発事業と品川行きの高速バスの利用者の関係について。こ

れ、先だって品川駅が開発されるよ、品川駅がこれから立派になるよなど、きのうの答弁の

中でもリニアモーターカーとか新駅とか、いろいろな答弁がありました。そういったことが

大多喜の町民の中に知れわたっていないんです。 

  私、先だって仲間を募って、声かけて20人ぐらいで、私もその一員で、町は言っているん

だけれども、全然情報が流れてこないからということで、ＪＲのほうに視察に行かせていた

だきました。やっぱり多くの町民はなぜ東京じゃないんだ、なぜ品川なんだと。やっぱり不

安に思っているところがあるんですよ。こういったところはぜひ町民にその辺情報を伝えて、

それで私が視察に行ったときには大体ＪＲと京急が主に開発事業者だそうです。港区とか品

川区、東京都はあくまでも計画をつくる団体であって、実際にやるのは京急さんとＪＲさん

でほとんどの開発事業を行うということでした。 

  だから、その辺でＪＲにも行って聞きましたら、千葉支社がＪＲもあるんで、そちらのほ

うを通して大多喜町と結びつきを深めていくことが必要じゃないですかと。やっぱり千葉支

社に行って、そこでいろんな会議を開いて、要請して、それで本社のほうに上げてくると。

そういうような形をとったらどうですかとアドバイスを受けました。 

  ですから、これは品川駅の再開発事業については、多くの町民に知ってもらって多くの町

民の不安を少しでも和らげていただければと思います。これはちょっと時間がないんで答弁

は結構です。ぜひやってください。お願いします。 

  続いて、大多喜町の活性化のためには、品川行きと東京行きと両方の利用者の増加が望ま

しい。これは当たり前のことですよね。東京駅行きのバスはこの間バスの運転手さんとも話

をさせていただいたんですけれども、この夏、たけゆらの里で満杯になって、そこで乗車を

断ったことが何回かあるそうです。要は高速バスですから立っていけないんで、シートベル

トを締めなくちゃいけないから、座席がいっぱいになればそこでお客さんを乗せられないわ

けですね。そこのオリブのところからもやはり聞きました。ほとんど相席はできないですね。

ほとんど片方の席で、２人で行った場合にも前と後ろとか離れて座るような状況です。 

  東京行きはなぜそんなに混むのか。やっぱりその辺は当然理由があると思うんですね。当



－128－ 

然品川行きは大多喜から向こうに直通ですから、時間は速くなる。だけど東京行きは鶴舞に

寄って、金田に寄って、それで行けば当然15分、20分時間がかかるんです。かかっても乗る

ということなんですよね。だからその辺も含めて、ぜひ検討してもらいたいと、東京行きが

乗客数がふえていることを参考に、品川行きの乗客数もいかにしてふやすかということを考

えてもらいたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 高速バスの利用者ですけれども、やはり年々増加していると

いうふうには思っております。これは先ほど議員さん言われたように、一つは目的地まで座

っていけるということがあろうかと思います。 

  このご質問の東京駅・浜松町行きの高速バスの利用者の増加について、これは小湊鉄道株

式会社にちょっと確認してみたんですけれども、これは一つは鶴舞バスターミナルを経由し

ている茂原東京線の減便に伴い、東京駅・浜松町行きを利用する方が増加しているというこ

とが推定されること。それと、東京駅・浜松町行きの高速バスは金田バスターミナル、東京

駅以外に、平成25年４月から鶴舞バスターミナルにも乗り入れたことにより、利用範囲が広

がったことや、利用者への浸透も進んでいることが推測されます。また、多くの停留所にと

まることや、先ほど言われたように、夏の海水浴客の利用なども考えられるということで増

加につながっていると思っております。 

  これにつきましては、６月議会でも吉野議員からバスターミナルに寄ったらどうかという

ようなご質問をいただいております。そのときに、やはりバスターミナルに寄ることなども

一つの選択肢であるということでお答えをさせていただいております。これは、これから先

に考えてはいきたいと思います。視野に入れながら方策というものを考えていきたいという

ふうに思っております。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 続いて５番目、私が調査した結果については、これちょっと時間がな

いので、これ見ていただいて、これまた私独自になるかもわからないけれども、ちょっとま

た私も何回か、今回ちょっと時間がなくてできなかったんですけれども、また調査はしてみ

たいと思いますんで、この内容についてはぜひ参考にしていただければと思います。 

  続きまして、６番の養老渓谷及び中野駅周辺等を訪れる観光客の増加、活性化のために、

やはり高速バスを全便じゃなくてもいいけれども、老川地区、中野地区にも走らせてもらい

たいという声があるのはご存じだと思います。やはり老川もこの夏の間は非常にお客が多か
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ったんです。しかし一番困っているのがアクセスなんですね。これを何とかしてもらいたい

というのは、観光客もそうですし、老川地区の人たちの声もそうです。やはりこれは何とし

ても養老渓谷から中野から高速バスが行けるように、何とか工夫してもらいたいと思います

けれども、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） これにつきましては、秋の紅葉のシーズンなんですけれども、

オリブから老川十字路までを送迎するバス、これを午前中オリブから老川十字路までの送迎

バスを１台。それと夕方老川十字路からオリブまで送迎するバスを１台借り上げ、16日間と

いう期間限定ではございますが、運行する予定で、今回の補正予算に計上させていただいた

ところでございます。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） ぜひやっぱり養老渓谷、中野方面のほうの利便性を高めてもらいたい

と思います。それと同時に、高速バス、向こうから来ることによって、老川地区、西畑地区

の定住化にやっぱり役立つと思うんですね。これもぜひ実現してもらいたいと思います。 

  続きまして、品川行きのバスにはある一定の条件を満たすと補助を出しています。しかし、

東京行きを利用する町民には、今のところ補助が出ていないと記憶しています。やはり大学

生にしても、通勤する方にしても、東京行きで行っている方が結構多いんです。同じ町民で

ありながら、高速バスを走らせる目的に合致して、いろんな通勤したり、大学に行っている

町民がいるわけですから、その方にもやはりある程度補助をしてやらないと、不公平じゃな

いんですか。そういった声があることもご存じだと思いますけれども、やはり東京行きの人

にもある一定の補助を出すべきだと思いますけれども、いかがですか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 町の現状の課題といたしまして、やはり人口の減少だとか、

就学時や就職時の若者の転出、町内の従業場所が少ないことなどが、今までもお話ししたと

おりでございます。 

  品川行き高速バスの目的は、高校卒業後の進学時に、自宅からの通学が可能になったり、

就職先企業を東京圏に拡大したりすることにより、若者の定住化、移住者の増加、観光客の

増加、さらには人口交流による活性化等を推進すること。現状の高速バス以外にも目的地を

ふやし、高速バスの利便性の向上を図ることが目的でございます。 

  町の補助金につきましては、この目的を達成するために学生が通学等で利用する場合や、
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一定の回数以上利用する法人などに補助しているもので、全ての利用者の方に補助している

わけではございせん。同じ品川行きの高速バスに乗っても、一般に乗る方についての補助は

ないのが現状でございます。品川行き高速バスの利用増大に関する補助金につきましては、

受益の機会も開かれているというふうには考えております。 

  また、もう一つの問題といたしましては、東京行きのバスにつきましては、やはり回数券、

定期券というものが存在しないということで、その利用の実績をどのように捉えるか、そう

いった問題もありますので、現状では品川行きだけということに限らせていただいておりま

す。 

○議長（志関武良夫君） １番根本君に申し上げます。持ち時間５分、お願いします。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） いろんな問題はあるでしょうけれども、やはりこれ、町民が不平に思

っている方も、東京行きで通学、通勤している方は思っていますのでね。その辺をやっぱり

十分検討していただいて、何らかの形を打っていただければと思います。 

  続きまして、協定書の中に期日が明示されていない点、これはその後どうなっているのか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） この協定書の関係につきましては、うちのほうから同意書の

案を事業者のほうに示して、現在協議しているところでございます。 

  内容の概要といたしましては、協定書を締結した日から、平成29年３月31日までとし、期

間満了の３カ月前までに三者のいずれかから申し出がない場合については、１年間継続し、

平成32年３月31日まで同様とするような内容でございます。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 時間がないんで突っ込みませんけれども、本当にこれは早急にやって

いただきたいと思います。 

  続きまして、品川バス、最後になりますけれども、やはり町民の理解と協力を得なければ、

品川行きの高速バス事業は成功しません。今、私が見ていると、町と担当課のみでやってい

て、何か一般町民は置き去りになっているような気がするんですよ。一般町民もぜひこれは

成功させてもらいたいと思っている方は山ほどいますよ。それを何か情報が全然流れてこな

くて、一般町民のほうも協力しようと思ってもどのように協力していいのかさっぱりわから

ない。 

  さっきの大多喜高校もそうですけれども、協働のまちづくりと言っておきながら、大多喜
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町の重大な政策について町民が置き去りになっています。これはぜひ町民を巻き込んで、町

のほうも町民のほうに働きかけて、一体とやっていかないと、何か本当に行政だけでやって

いるような気がして、じゃ、町民は何もしなくていいんだというようなことになっています。

これはぜひ町民を巻き込んだ形で、ぜひいろんな施策を打ってもらいたいと思います。時間

がないので答弁いいです。すみません、時間がないので、ぜひ…… 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） これは議員さんのおっしゃるとおりだというふうに思ってお

ります。 

  ただ、町も高速バスの利用促進の懇談会というのを８月に開催しております。これは限ら

れた人の中でやったわけですけれども、やはりこういう地域の人たちの直接の意見を聞きな

がら、現在実施しているということでご理解いただければと思います。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 今の件で、もう少し突っ込んで、町民の中で高速バス促進委員会じゃ

ないけれども、そういった形ができるのかはわからないけれども、町民が中心になってやっ

ていくような形をとるべきだと思います。 

  引き続きまして最後になります。観光客へのアンケート調査、これ前回の答弁でやるやる

と言って、議長のほうからも早急にやれというご指示が出たものと思います。これはいつや

るんですか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 実施時期につきましてでございますけれども、この秋、一番

観光客が多くなる時期でございますけれども、この時期を約１カ月間程度、期間につきまし

てはその前後あるかもしれませんけれども、紅葉シーズンを狙いまして実施したいというふ

うに考えております。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） ぜひやっていただいて、観光客等のリピーターをふやしてもらいたい

と思います。本当に大多喜町のことについて心配していますので、本当にぜひよろしくお願

いしたいと思います。 

  以上で終わります。 

○議長（志関武良夫君） 以上で、根本年生君の一般質問を終わります。 

  ここで10分間の休憩をとります。11時10分からの再開とします。 
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（午前１１時０１分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 吉 野 僖 一 君 

○議長（志関武良夫君） 次に、９番吉野僖一君、一般質問をお願いします。 

  ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

  先ほどの根本議員の大多喜地元の活性化ということで、大高の存続等いろいろ出ました。

そういう中で、道路アクセスとかいろいろありましたし、そのことで私も調べさせて、去年

の12月にまた一般質問でダブっているところは多々あるかと思いますけれども、その辺の将

来的な町の道路アクセスということで、確認の意味で一般質問させていただきます。 

  まず初めに、国道297号線、羽黒坂のその後についてお伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 国道297号線、その後ということですが、国道、県道は千葉県で

管理しておりますが、質問に答えさせていただきます。 

  国道297号線羽黒坂のその後ですが、今年度市原市に向かって最後のカーブを曲がり切っ

たところのブロック積みと、最後のカーブのところのＵ字溝の敷設がえ約400メートルを予

定しているようです。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） これも昔は圏央道開通と同時に幹線道路ということで、297羽黒坂は

トンネルということで話が進んでいたんですけれども、地元地主さんとのあれでなかなか、

現在に至っているのが現況でございます。 

  やはりそういう夷隅郡市、大多喜町を含めて夷隅郡市、297号線は大動脈でございまして、

あそこが一昨年の大雪のときなんかは、西畑、老川のほうから君津、市原方面へ通勤・通学

している人が、ほかは全部通行どめであって木更津のほうへ勤めている人は、牛久まで来て、

牛久から297で大多喜へ向かっては通行どめではなくて帰れたんですけれども、羽黒坂でや

はり大渋滞で、あそこを通過するのに３時間、でも通行どめにはならなかったんですよね。 
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  それが、皆さん老川の人が多いと思いますけれども、筒森のトンネルが465できています。

あれは長期計画で当然計画であったと思うんですけれども、１分足らずであっという間に行

っちゃうんですよね。やはりこれからの夷隅郡市、大多喜地元ですね、あれがやはり計画ど

おりにトンネルであればあっという間に行っちゃうんですよね。 

  そういう交通安全対策ということも考えて、やはりこれは常に国・県に要望しないといけ

ないと思うし、先だって、ある国会議員が来まして、その前にちょっと私も根回しというか、

そういうことをしたら、トンネルだトンネルだトンネルだと言ってくれたんですけれども、

そのときにたまたま町長さんがトンネルは80年先だということなんですけれども、それに関

して町長さん、どういう根拠で80年先なんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 別にその根拠がどうこうじゃなくて、今の現実を見たときに、やはり

まず何よりも用地がもうできませんよね。ですから、ただ何度もお話をしておりますが、今

の、現在の道路は改良工事ということで、とりあえずトンネルができるまでの間の改良工事

ですよということで、これは従来なかなか考えにくい工事なんです。県としても異例の工事

をやっていただいております。ですから、それなりの金額でいわゆるカーブを直していただ

くということなんですが、最終的には計画どおり、やっぱり羽黒坂トンネルということにな

るわけです。 

  ただ、今言いましたように、だからといって何も手をこまねいているわけじゃなくて、水

面下では今、やはり土地交渉もしております。これは県のほうも承知しております。ただ、

それは地権者に権利があるものですから、これは千葉県にも収用ということもありますが、

やはりそれは一つの条件があって、やはり90パーセント以上の用地を既に取得している、あ

るいはそれを収用するだけの条件がそろってなければなかなかできないということで、まず

とりあえずはそういう90パーセントを目指した中で、今水面下の中でやっておりますが、ト

ンネルを待っている自治体というのは千葉県いっぱいあるわけですよ。それは既に土地が取

得できているところでもなかなかいかないわけですよ。まして土地のできていないところな

んていうのは、全然蚊帳の外ですからね。 

  ですから、県は何よりもまず土地の取得ができてから土俵にのるわけですね。ですからま

ずそこが課題になるわけです。ですから、別に80年というのは一つの象徴的な話でありまし

て、それがどうこうという話ではありませんが、そのくらいになってしまいますよという話

ですよね。 



－134－ 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 町長が今説明ありました。確かに当初大多喜のほうで１人ですかね。

私も調べましたら、大野から横浜のほうに何か養子に入って、その人も結婚しなくて、その

養子に入った両親も亡くなっちゃって、その人も今ひとりらしいですね。 

  そういうことで、やはり誰かが、地元議員さんもいますけれども、お願いに上がるとか、

やはりお百度を踏まないとなかなか前に進まないと思うんで、この件に関しましては、２市

２町夷隅郡市今後の発展にすごく重要な問題なので、先ほども言いました高速バスの件とか、

そういうのも老川のほうからも言われまして、何で養老渓谷駅、それと老川と西畑と総元と

オリブという感じでやらないんだとか。 

  たまたま29年４月に西中の統合合併、第一に統合ということで話が進んでいますけれども、

そういう足の便も考えると、じゃ、それを有効活用して、だから朝と昼と夜とか、３本ぐら

い通学と下校時の、登校・下校時のあれに合わせるとか、それも観光と通学と、そういうの

を有効活用。 

  それと後でまた国吉病院の話もあると思うんですけれども、そういう病院と御宿とか、そ

の辺のあれも、高速バスの延長というか、そういううまく活用したほうがいいかと思う。こ

れはちょっと今の質問に外れますけれども、その辺も絡めて、やはり大動脈ということで、

今後も一生懸命皆さんでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  続きまして、よろしいですか。 

  国道297に関しては、今言ったように勝浦のほうも松野のバイパスとかいろいろあります

し、２市２町で頑張っていきたいと思います。 

  続きまして、２の465と県道32号、大多喜君津線の市川交差点の信号の設置要望について、

前から要望してあるんですけれども、その後の経過報告をお願いします。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 中野の信号機の設置の件ですけれども、国道と県道の交差点は、

千葉県の管轄となりますが答えさせていただきます。 

  国道465号線と県道大多喜君津線、中野地先の市川交差点、国道465号線と町道中野大多喜

線、中野駐在所の交差点、また国道465号線と県道勝浦上野大多喜線、弓木に行くところの

交差点、３カ所の信号機の設置についてですが、警察に話を伺いましたが、信号機の設置に

つきましては、交通量や交差点の状況、事故の発生状況などにより、公安委員会が判断する

ということです。 
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  いずれの交差点も設置審議に該当しないため、設置はできないという回答を得てあるよう

ですが、市川の交差点と駐在所の交差点につきましては、見通しがよくないということで、

今後の警察で公安委員会に要望していくということでございます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） たまたま議事録の古いやつを調べまして、平成19年の８月25日の広報

おおたきに、藤平美智子議員からやはり駐在所のところの信号機の設置ということで、一般

質問が出ています。やっぱり長年皆さん、確かにふだんはそんなに通行量ないんですけれど

も、シーズンとなると抜け道で相当な交通量があるんですよね。それでやはり感知式的な信

号でもいいですから、そういう面でやっていただければと思う。 

  市川の交差点は、今移転のところの橋の工事が大分進んでいまして、クレーンの大きいの

が来て、橋桁がつながると、やはり抜け道で結構通ると思うし、板谷の先の２つの踏切もち

ょっと狭いところがあるので、その辺も今後の課題と思うんですけれども、やはりちょっと

見通しが悪い。そこでどうしても市川の交差点を先にやっていただければなという感じ、順

序的にはね。その辺は皆さん朝晩、通勤・通学に、会社の勤めのときに使っている道ですか

らよくわかると思いますが。 

  それとたまたま、ちょっと質問のあれにはあれなんですけれども、秋の交通安全旬間が始

まります。市川の踏切ですね、あそこを皆さん朝通ってきてどう思いますか。今、竹がぼう

ぼう、両側見通しが悪くて、すごく危ないと思いませんか。ちょっとお願いします。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 多分それは、老川のほうから来て養老渓谷側の竹が出ていて、見

通しがないということですね。それは最近刈ったようですけれども、それは感じていました。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） まだ刈っていないと思うんで、できるだけその辺は確認して、また連

絡をお願いします。 

  そういうことで、長年やはり中野に信号がないというのは七不思議で、できるだけ感知式

でもいいですから、交通安全対策ということで、安全協会会長さんが今度、渡邉さんですか。

安全協会の会長さんは江澤さんから渡邉さんになったんですか。その辺はあとは安全協会の

ほうでよろしく運動をお願いします。 
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  続きまして、３番目の県道178号線、小田代勝浦線の小沢又地先と養老茶屋間の道路が狭

くて危険なために、安全対策として、道路幅員改良工事が緊急対応として必要と思いますが、

その辺についてお伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） この県道も当然道路は県の管理となります。県道小田代勝浦線の

安全対策ですが、小沢又地先から展望台の間の改良工事については、道路の構造物の工法基

準が変更になったため、本年度追加用地買収を行う予定と聞いております。 

  また、滝の上の極小区間については、小沢又との進捗状況を見ながら検討するということ

ですが、現況はカーブで幅員が狭く危険なため、当面は草刈りや枝切りなどを行い、通行に

支障のないようにしていきたいということでした。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） この件につきましては、滝見苑さんと、滝のところですか、その辺も

地主の滝見苑さんの社長さんと土木の所長さんと、車の中から電話で申しわけないんだけれ

ども、お互いに電話で協力するからということで、地主さんの滝見苑さん、観光協会の会長

でもありますので、土木の所長さんと電話では一応オーケーになっていますので、その辺町

も間に入って、できるだけ早目に、やっぱり県・国のあれはきょう行ってあしたというわけ

にはいかないんで、そういう根回しはしてありますので、できるだけ要望を早目早目に手を

打っていただきたいと思います。 

  確かに観光で遊歩道の整備もいいんですけれども、やっぱり交通、そういうアクセス、安

全ということで、やはり町もそういう観光地の一番危ないところを、国・県にどんどん言わ

ないといけないと思うんで、その辺よろしくお願いしたいと思います。 

  またまたこの件について、ことしの県議会で、小高県議が老川から粟又、会所、上野です

か、その線の道路拡幅工事で、県議会でも一般質問をやっておりますので、タイミング的に

はちょうどいいと思うんですよね。それやっぱりせっかく県議さんが一般質問で取り上げて

くれていますので、その辺に、やっぱり地元大多喜も県議の一般質問に同調して、早目にそ

ういう海と山、養老渓谷を結ぶ道路ということで、幹線道路でありますので、町長さんもそ

の辺は知っていると思うんです。ちょっとお願いします。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 老川のその小沢又周辺と滝見苑さんの周辺につきましては、既に計画
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の中には入っておりますけれども、なかなか今言いましたように手前の極小部分につきまし

ては、今課長の答弁でしたように、計画変更というような、地権者との交渉がうまくいかな

いということがあって、計画変更になっているわけですね。 

  もう一つは、滝見苑さんのほうの部分につきましては、なかなか電話ではご了解という話

になるかもしれませんが、実際に削る部分がないんですよ。ですから、川に張り出すという

のはなかなか土木の所長とも話をしましたけれども、川に張り出すことはできませんので、

そうなるとなかなかそこも厳しい話なんで、建物を壊して、じゃ、道路ができるかといった

ら、それはなかなか厳しい話だと思うんですよ。 

  だから、そういったことはこれから恐らく土木のほうで地道に計画に沿って進めてまいる

と思いますので、我々が常々国道465号線、国道297号線とか、またあるいは私どもの県道に

つきましては、毎年毎年県のほうに要望活動を行っておりますし、またその後、国のほうに

も要望活動に行っています。ですから、毎年度２市２町も含めていろいろ関係市町村で、毎

年、国また県のほうに要望活動はやっておりますので、これらをまたしっかりと進めてまい

りたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） ありがとうございました。 

  その県に関しては、町長さんも重々ご理解いただいておりますので、今後ともよろしくお

願いしたいと思います。 

  続きまして、４番の町道について。今は県道、国道についてやりましたけれども、肝心な

町道ですね。少子高齢化に伴い、緊急車両や今後の福祉タクシーやデマンド交通運行、乗り

合いタクシーの導入に伴う整備状況は、住民懇談会での意見、要望等を踏まえ、どのように

考えているかお伺いします。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 町道の整備ですが、住民懇談会などでは、こういった意見や要望

は出なかったということです。 

  緊急車両や福祉タクシーなどが走行する際に、支障を来す極小箇所のある道路でございま

すが、各区内に入りますと、若干そういう箇所があると思います。そういう場合、用地につ

いては地元で交渉していただくような形で、確保でき次第、町で計画を立て、予算を確保し

実行するよう努めております。 

  以上です。 
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○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 実は、今回の一般質問で、皆さんすばらしい意見を述べておるんです

が、その中でやはり町道の維持管理ということで、後で草刈りやっていて小石がはねて賠償

問題とか、後でまた出るらしいんですけれども、というのは、ここにいる副町長初め、課長

は、10人近く、毎日中野、湯倉ね、紙敷通って、湯倉通って、西畑、町道通ってきますよね。 

  そうすると、相当枝木、雑木が垂れ下がっていて、本当に危ない状態なんです。けさも雨

が降った後だから相当垂れ下がっていてね。それは今まで一般質問でやると、民法で地主が

やらなくちゃいけないということなんだけれども、地主さんにそれを、町はこういうふうに

言っていたよというと、吉野さん、それはあんまり、年寄りには、下を車が通っているのに、

それは俺は切れない、危ないよ、それは町でやってくれよというのが答えなんですよね。 

  残土条例も県条例をああやって変えて、町条例で一括でやるということなんで、法的な町

条例でやはり地主さんとそういう交通安全対策でやる、そういう町条例で一々地主さんに断

りなくても、交通安全対策でそういう木が切れるか、雑木が切れるかどうか、その辺はどう

なんでしょうかね。町長どうですか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） まず、いわゆる民有地というのは、民有地と私どもの公共用地があり

ますけれども、民有地には民有地の人の権利があるわけですよね。ですから民有地の方のと

ころに公共が踏み入れるということはできないわけですよね。ですから、やっぱり個人の権

利のというのはそこにあるわけで、ただ、きのうからも質問がありますけれども、何とか両

者で協力した形の中でできれば、やはり道路は安全で通行できるということは重要でござい

ます。ただ、どちらにしてもこれは協力してできるならば、それはそれで一つの考え方かな

ということは、きのう答弁しているわけですよね。 

  やはりいろんな事例がありまして、区長がこれ、この道路をかぶっているから邪魔だから

切ってほしいと区長からわざわざ言われて切りましたら、今度は地権者が冗談じゃないと、

これは俺の土地だと、俺の木を切って何だと、損害賠償出せと言われているわけですね。で

すから、こういうことは幾らでも事例としてあるわけです。 

  ですから、これはやっぱり権利というのはなかなか犯すことができません。法律上で決ま

っていますのでね。そういったことをいかにクリアするかというのは、町条例でできる話で

はありませんので、あくまでも町条例の上に国の法律がありますから、そういったものはや

っぱりどうやって、また地域の皆さんと話し合って、そういうことに協力するという形でな
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ければ、なかなか難しいと思っています。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 今町長から、短い時間で、なかなか難しい面があると、だけど実際に

事故があった場合、結局覆いかぶさっています。枯れ木とか。実際にそれが通行した車に当

たった場合、損害賠償出ますよね。そうするとそれは法的には道路管理者がやられる、地主

じゃないんだよね。道路管理者が、というのは事例がここにあるんですよ。倒木でトヨタ

2000ＧＴ大破で提訴、道路管理者の県に3,900万円の賠償を求めるという事例が出てきてい

る。 

  こういうことを考えると、やはり協働のまちづくりということで、地権者を集めて町道の

そういう近辺の雑木、それは基本的には町長が言ったように地主さんが切らなくちゃいけな

いんだけれども、その辺は話し合いで区長通じてやるか、その辺の町条例どうしても、町条

例をつくったほうがいいんじゃないかと私は思うんだけれども、その辺は相互理解で話を進

めないと、実際こういう事例が出てきちゃうと、これだからトヨタ2000ＧＴというのはすご

い何か3,500万円で買ったのか結局3,900万円の補償になっちゃっているんだよね、裁判で。

それは町が管理者で今度やられちゃっているんだよね。だからそういうことを考えると、す

ごくおっかないんでね。 

  実際、西畑の坂なんか、地元議員もいるけれども、もう雑木がいっぱい出て、ああいうア

ルミ板のライトバンですか、通っているから、角刈りになっているんですよね。毎日車が通

るからこすれて、そこら辺は課長さん皆さん朝通ってきて見ていますよね。見ていますよね。

運転していて見ていますよね。わからないですか。答弁できない。 

  だからそこら辺なんですよ。だからそれでいいのかなと。とにかくだから、そういう張り

出したあれは、昔はうちのおやじも、私も交通指導員で地元の警察と役場の職員もいたかな、

こさ切りというので安全協会で毎年春と秋やっていたんだけれども、最近はそれがなくなっ

ちゃったみたいなんで、なかなかそういう切れないんで、現況の状態だと思うんだよね。 

  その辺をやはり協働のまちづくりということであれば、地権者に、こういう事例があるん

で、その辺は本当は地主さんがやらなくちゃいけないんだけれどもということで、実際地主

さんに話ししても、俺のほうは年寄りだからできないよというのが、これが本音なんですよ

ね。だからそういうことを考えた場合には、やはり行政が生命、財産を守るということであ

れば、やはり町条例でやっても、私はいいと思うんだよね。 

  だからその辺はやはり住民と地主さんと協議しないといけないと思うんで、その辺でちょ
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っとやる気があるかどうか、もう一回、町長に。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） あくまでもさっき申しましたように、法律があるわけですよね。です

からそれを乗り越えることはできませんけれども、ただ、先ほど事例というのは実際に内容

がどういうものか見てみなければわかりませんけれども、町でも道路上に、いわゆる倒木が

あった場合、これは道路管理者として、それはいわゆる道路に倒れちゃったものね、これは

すぐ撤去していますよ。これは道路管理者として道路にそういう障害物があれば、それは誰

のものであったとしても、それは緊急避難的に道路管理者としての責任としてやっておりま

して、通常そういうことでない限りは、町はそれを管理するものではないわけですよね。 

  ですから、これは条例をつくるような話ではないと思っています。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） ちょっと残念で申しわけない。後でこれ資料を見せますんで。じゃ、

この件に関しては保留というか、できるだけ対処してもらいたい。 

  続きまして、その後の地籍調査の経過報告をお願いします。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） その後の地籍調査についてですが、平成５年度の事業開始以来、

23年が経過し、町全体の要調査面積に対して、平成27年度末現在で14.2パーセント調査が完

了しております。事業の完了の目標を37年間に設定し、本年度から新たに事業を取り組んで

いるところです。 

  本年度は、去年に引き続き小沢又工区と新たに森宮、船子、新丁の一部の現地立ち会いか

ら一筆測量まで実施する予定でありましたが、国庫補助金が予定より少なかったため、森宮、

船子、新丁の一部については現地立ち会いまでとし、一筆測量は森宮の一部を除いて来年に

送ることといたしました。以上が新しい計画の１年目の状況です。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 今説明がありましたけれども、平成23年ぐらいだったかな、再開発ち

ば５カ年計画で、２年間勉強して、沼田知事のときですね。県庁の知事室の中で全総連とい

うことで説明を受けました。全国総合開発計画、向こう20年で全国の地籍調査を終わらせる

という計画だったんだけれども、この辺だと一宮が終わっているんですよね。 

  ただ、こういう町のことを思って私も何回かしつこく質問しているんですけれども、その
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ときの予算配分は、国・県がやって、地元市町村は５パーセントの負担金ということですけ

れども、その辺の負担金の割合は変わっていませんか。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 現在の負担割合は、国が50、県が25、町が25でございます。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 国が50、県が25、町が25、大分変わっちゃったね。これじゃ、きつい

な。 

  一応こういう上瀑なんかはもう終わっちゃっていいんですけれども、というのは、今、中

野駅周辺検討委員会ということで、小さな拠点づくり計画ということでやっておりまして、

プロポーザルで応募した会社が２者ですか。その中でランドブレインという会社が、今、契

約会社で間違いないですか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） はい、そのとおりでございます。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） この事業は来年の３月までですか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 今回の繰り越し事業で行っているのは、来年の３月まででご

ざいます。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） それでほとんど、じゃ、計画どおりということで、経過報告を全然私

も知らないんだけれども、中野駅を起点ということになると、そういう今まで中野駅周辺は

小湊さんの土地といすみ鉄道と、地元の大きな建設会社さんと、あともう一軒ぐらいかな、

３軒か４軒ぐらいの地権者はかかわっておるんですが、その辺も地籍調査を中野、三条、田

代、弓木の県道175号線の歩道整備と絡めて、中野は何か17年先の予定らしいんですよね。

そんなこんなでせっかくこれ計画しても、その境がはっきりしないと絵に描いた餅になっち

ゃうと思うんですけれども、その辺はどう思いますか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 町内の各地に、いろいろなところでやはり町の計画というも

のが推進していると思っております。それについて、この地籍調査自体を、そこで先に最優

先でやるんだというのは今のところないのではないかなと思っています。ですから、いろい
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ろな町内の町道も整備しておりますけれども、やはり測量というのはいろいろな箇所で必要

になってまいりますし、この地籍調査というのは、一つの地籍調査ということで計画された

ものに基づいて実施するべきものなのかなというふうには考えております。 

  ですから、中野駅が今回の開発というか、中野駅周辺の地域の人たちに集まっていただい

て、いろいろなものをつくるから、そこを先に地籍調査をやるんだというのは、なかなかう

ちのほうとして難しいのかなと思います。必要であれば、その段階で用地測量とか、必要な

ものを行うべきものではないかなというふうには考えています。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 今、企画財政課長から答弁があったんですけれども、やはり当初中野

駅更地にされて、そのときにたまたま湯倉のコミュニティセンターが、今湯倉にできていま

すけれども、そのときにまだ私は若かったです。中野の区長と商工会の会長と私と３人で、

小湊の本社に行きました。できれば公的なものであれば中野駅を使っていいですよという回

答を得たんですよね。でもそのときに町の方は湯倉の土地は県の土地収用委員会に諮って手

に入れた土地だから、今さら返せないと。町の信用問題だから、吉野さん余り動かないでく

れと、そういうふうに言われて、それは宍倉町長の最後のときだったんですけれども、湯倉

ができ上がりましたら、さすがに町長が湯倉は失敗したと。これちょっと言っちゃいけない

のかもしれないけれども、実際そうだったんですよね。言われましたよ。 

  中野駅につくれば体育館も２面の大きな体育館ができたし、それは小湊鉄道、いすみ鉄道

を擁して、あそこで大会もろもろできたし、そういうことで本当はそうしてくれればよかっ

たかなと、結果論ですけれどもね。もう二十何年たっちゃいましたけれども、何も今なくな

っちゃって、今、小さな拠点づくり、それに期待していますけれども、それに参画できない

というのはえらい残念で申しわけないんだけれども。その結果を待ってどういうふうなあれ

になるか。 

  とにかく中野も先ほど大高もあるかないかで大多喜町がおかしくなっちゃうと、中野も中

学校は大中と統合ということになるというと、中野に何もなくなっちゃう。これじゃ本当に

通過道路だけでシャッター通りになっちゃう。だからあと本当に先のことを考えたら、ぞっ

としていますよ。 

  さすがに駅周辺にガス水、ガスが出ていて、天然ガスが出ていて、それを有効活用という

ことで一時営林署の跡地に町長もいろいろプランニングがあったみたいなんだけれども、そ

れがちょっと表に出てこなかった。その辺もそれができていれば、また違ったのかもしれな
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いし、結果論で申しわけないけれども、中野も昔は本当ににぎやかで、パチンコ屋もいっぱ

いあったし、映画館もあったし、飯島さんも中野で育って、その辺見ておるんですけれども、

ただ、中野駅にコンビニ、コンビニをやっている人に、町がこういうふうだから、中野の駅

でコンビニやるあれあるかと言ったら、中野だとちょっと今無理だと言うんだよね。やっぱ

り通行量とかいろいろ調べると、難しいということで、その辺が小さな拠点づくりの人たち

がどういうプランニングをするか、それが楽しみでありますし、不安でもあるし、確かにそ

うですね。 

  先だっての３日に慶応大学のあれに私は出られなくて、岬のほうへ行ってしまったんです

けれども、やはりふるさと創生に失敗したら、やっぱり、ちょっと…… 

○議長（志関武良夫君） 吉野君に申し上げます。 

○９番（吉野僖一君） 脱線しちゃった。 

○議長（志関武良夫君） 持論についてはいいんですけれども、一般質問の内容について、次

の質問にかえてください。 

○９番（吉野僖一君） そういうことで、中野駅、いすみ鉄道と小湊鉄道が絡んでいますし、

房総横断鉄道、前も一般質問しましたし、石破さんも大分、ちょっとずれましたけれども、

ローカル線にすごくやはり期待をしているということで、たびたびすみませんですね。ロー

カル線は地方の宝だということでありますんで、いずれにしてもいろいろ事情があるみたい

ですけれども、地籍調査、中野駅、中野全体的な地籍調査を、17年先じゃなくて、この際で

きれば早目にしてほしいのは、地元の議員としての私の意見です。町長さん、ちょっと一言、

その辺どうしても。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） この地籍調査につきましては、先ほど企画財政課長が答弁したとおり

でありまして、やはり一つの地籍調査に基づく事業で進めておりますので、それが今、途中

で変更というのはなかなか難しいと思います。それで、もう一つ、中野駅の拠点につきまし

ては、個別の事業として測量をして出せるものでありますので、特にそれを早めなければい

けないということではないと思いますので、それは個別対応してまいりたいと思っています。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） ありがとうございました。 

  以上で終わります。 

○議長（志関武良夫君） 以上で、吉野僖一君の一般質問を終わります。 
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  これをもちまして一般質問を終了します。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎報告第５号の上程、説明 

○議長（志関武良夫君） 日程第２、報告第５号 継続費精算報告書についてを議題とします。 

  本件について説明を願います。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） それでは、報告第５号についてご説明させていただきます。 

  議案つづりの１ページをお開きください。 

  平成27年度大多喜町一般会計予算の継続費に係る継続年度が終了したので、地方自治法施

行令第145条第２項の規定により報告します。 

  次のページをお開きください。 

  平成27年度大多喜町一般会計継続費精算報告書。 

  款２総務費、項１総務管理費、事業名、総合計画策定事業。 

  この事業は平成28年度から始まる、町の第３次総合計画の策定について、その一部を専門

業者に委託したものでございます。 

  表内の全体計画の年割額でございますが、平成26年度432万円、平成27年度540万円、計

972万円、財源は全て一般財源でございます。実額の支出済額及び財源内訳につきましても、

全体計画の年割額及び一般財源と同額でございます。 

  以上で、報告第５号 継続費精算報告書についての説明を終わらせていただきます。 

○議長（志関武良夫君） 報告が終わりました。 

  本件について確認したいことがあれば、発言を許します。どうぞ。 

  ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） なしということでございますので、以上で継続費精算報告書につい

ては終了します。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎同意第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第３、同意第４号 固定資産評価審査委員会委員の選任につい

てを議題とします。 

  本案について提出者の説明を求めます。 
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  町長。 

○町長（飯島勝美君） それでは、５ページのほうをお願いしたいと思います。 

  同意第４号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。この選任につい

てご説明申し上げます。 

  次の者を、大多喜町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法第423条第

３項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

  住所につきましては、大多喜町大戸105番地。 

  お名前は、渡辺太佳男氏。 

  生年月日は、昭和21年11月８日。 

  提案理由でございますが、現委員であります、渡辺太佳男氏が平成28年10月31日をもちま

して任期満了となりますので、再任として推薦をお願いするものでございます。 

  渡辺氏におかれましては、経験も豊富で人格識見ともにすぐれ、税務の実情にも精通して

おりますので、再度委員をお願いしたいと考えております。ぜひ議員皆様の同意を賜りたい

と存じますので、よろしくお願いを申し上げます。 

  以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから同意第４号を採決します。 

  お諮りします。 

  本件はこれに同意することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（志関武良夫君） 挙手全員です。 
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  したがって、同意第４号は同意することに決定しました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第３９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第４、議案第39号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） それでは、議案つづり７ページをお開きください。 

  議案第39号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてご説明申し上げます。 

  本文に入る前に、提案理由の説明を申し上げます。 

  第６期介護保険事業計画に基づき、平成29年度に整備を予定しております小規模多機能型

居宅介護施設の整備事業者を選定するため、整備事業者選定委員会を設置する予定でござい

ます。この委員の委嘱に当たり、委員の報酬を規定する必要があるため、現行の条例の一部

をする改正するものでございます。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  議案第39号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例を次のように制定する。 

  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年条例第95号）の

一部を次のように改正する。 

  別表、地域包括支援センター運営協議会委員の項の次に、次のように加える。 

  公的介護施設等整備事業者選定委員会委員、3,500円。これは半日額となります。 

  附則。この条例は、公布の日から施行する。 

  以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） この委員会は何名で構成されるんですか。そして、これ平成29年か

ら設置ということなんですけれども、現実的には希望する業者などは名乗り出ているんです
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か。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） ただいまの質問ですけれども、まず委員の構成ですけれども、

７名以内を予定しております。 

  それと、希望事業者があるかということですけれども、これをつくるに当たりまして、何

社かは参加したいということでは聞いております。 

○議長（志関武良夫君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第39号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（志関武良夫君） 挙手全員です。 

  したがって、議案第39号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第４０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第５、議案第40号 大多喜町都市交流センターの設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） ９ページをお開きください。 

  議案第40号 大多喜町都市交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定について。 

  初めに提案理由の説明をさせていただきます。 
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  この条例の一部改正は、大多喜町都市交流センターが実施する事業について、一部改正す

るものでございます。 

  当センターに設置された、乳製品等の加工コーナーについては、製造並びにその見学、体

験と、乳製品等の研究及び開発に関することを行ってまいりました。しかし、当センターは

平成８年の建築後、20年がたち、設備の老朽化が進み、修理するための部品も製造されてい

ない状況であります。また、乳製品を製造する職員も退職したため、技術の継承ができず、

現在稼働していない状況であり、今後の乳製品設備としての有効活用の見込みがない状況で

あります。このため、乳製品等の製造並びにその見学、体験と乳製品等の研究及び開発に関

する項目を削るものでございます。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  大多喜町都市交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。 

  大多喜町都市交流センターの設置及び管理に関する条例（平成８年条例第23号）の一部を

次のように改正する。 

  第３条第２項第１号を次のように改める。 

  （１）農林漁業体験施設。 

  第４条中第７号及び第８号を削り、第９号を第７号とし、第10号から第12号までを２号ず

つ繰り上げる。 

  附則。この条例は、公布の日から施行する。 

  以上で、大多喜町都市交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定についての説明を終わります。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ６番江澤勝美君。 

○６番（江澤勝美君） ちょっとお聞きしたいんですけれども、この体験施設を壊して、この

後、何に使用する予定ですか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） じゃ、私のほうから、私、社長になっていますので、その辺をお答え

したいと思います。 
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  実は乳製品のアイスクリームをつくったり、何かする機械があったんですが、20年という

経過の中で、毎年毎年修理が多額なお金をかけて修理します。最近はメーカーのほうから部

品の調達が難しいということで、なかなかこの運営が難しいなということでございます。 

  また、そのほかに、このつくる製造者がどうしてもやめられちゃいますと、今度その技術

の伝承ができないんですね。製造は毎日やっているわけじゃなくて、２カ月に一遍とか、今

まではふるさと納税をやめる前は、半年に１回しか製造していないもんですから、技術の伝

承が非常に難しいということがあるんです。今は２カ月から３カ月に一遍になったんですが、

もうここ１年製造をやめております。そして、今アイスクリーム等につきましては、委託事

業でもう既にやっておりまして、もう機械は使っていないわけですね。ですから、それをそ

のまま放置しておくのもなかなかもったいないんで、そこは撤去いたしまして、倉庫も足り

ませんし、今、加工場のほうも大分雨漏りがして、建てかえしなきゃいけないこともありま

すので、そういったところに移転をして、それを活用できればなと思っているところでござ

います。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） あそこの道の駅はたしか農村都市交流センターというような位置づけ

で当初始まったものだと思っています。それで、この辺の体験施設等がなくなって、その辺

の都市との交流のそういった事業というんですかね、そういったものに支障が出ないのか。

やっぱり都市と農村の交流は非常に大事だと思いますので、その辺はもっと充実を図るよう

な形になるのか。その体験施設を壊すことによってですね。その辺はどのような判断ですか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 今まで、その施設は実際はアイスクリームとかそれを製造するだけで

あって、交流というのはほとんどございませんでした。ですから、そういったことをそこを、

施設がもったいないですから、できれば本当にそういう意味で、大多喜町でいろいろできる

食材ですよね、そういったものを活用した中で、体験コーナーか何かにできればなと思って

います。ですから、そういうことで、今のところをそのまま放置しておくんではなくて、そ

ういった形で都市との交流、地元の食材を使った食の交流か何かができればいいなと思って

います。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第40号を採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（志関武良夫君） 挙手全員です。 

  したがって、議案第40号は原案のとおり可決されました。 

  会議の途中ですが、ここでしばらく休憩します。 

  その間に昼食をとっていただき、１時からの再開とします。お願いします。 

（午後 零時０７分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第４１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第６、議案第41号 損害賠償の額を定めることについてを議題

とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 議案第41号 損害賠償の額を定めることについて。 

  11ページをお願いいたします。 

  初めに、議案の提案理由を説明させていただきます。 

  この損害賠償の額を定めることについては、平成28年６月24日午後３時ごろ、町道田代越

口線において、町道の草刈り作業を実施していたところ、石が飛びはね通行していた車両に

当たり、その車両に損害を与えたもので、修理に要する費用19万182円を損害賠償額とする

ために、地方自治法第96条第１項第13号の規定により、議会の議決を求めるものです。 
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  それでは、本文に入らせていただきます。 

  １、相手方、茂原市下永吉在住。所有者、男性。使用者、女性。 

  ２、事故の概要、平成28年６月24日午後３時ごろ、町道田代越口線において、町道の草刈

り作業を実施していたところ、石が飛びはね、通行していた車両に当たり、相手方の車両に

損害を与えたものです。 

  損害賠償額、19万182円です。 

  以上で、損害賠償の額を定めることについての説明を終わります。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） この事故のことで建設課長から説明がございましたけれども、損害賠

償というのは総務課が担当するんじゃないでしょうか。このままでいいんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） お答えします。 

  いろいろ考え方はあろうかと思いますけれども、これまで何回か出していただいておりま

すけれども、予算上、その賠償額を定める原因となった課の予算に計上させていただいてお

りますので、それぞれの課でこれまで対応していただいております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） じゃ、これからも、各課で事故があった場合、そういう対応をすると

いうことで、理解してよろしいですね。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） できればそういうふうな形で、今後もしていきたいというふう

に考えております。 

（「わかりました」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） これは多分作業中の職員というのは、臨時職員のことを言っているん
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でしょうか、臨時職員というと建設課にもいますし、同じ人が建設課の仕事をしたり、庁舎

の草刈りしたり、そのほかの仕事もしていると思います。担当課によってそれぞれ。そうす

ると、事故があった際は、それぞれ当日何課の仕事を何人でしていたかと、それによってに

んな所属の課が違ってくるということなんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） たまたまこの班は、例えば町の庁舎を草刈りする班で、連絡する

町道20路線ほどありますけれども、そこを頼んでいる草刈りの班です。それで、下大多喜田

代地先のところで草刈りの歯がコンクリートが当たって、たまたま来た車に、後ろのところ

に当たって、四、五センチぐらいの傷が固まって３本ぐらいついたということです。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 同じ人が、建設課の仕事をしている場合と、企画財政課の所有してい

る財産の草刈りをしている場合とか、総務課の仕事をしている場合があるのかわからないけ

れども、同じ人が仕事をしていますよね。建設課の仕事だけではないですよね。 

  そうすると、同じ人がたまたま事故を起こした日が企画財政課の担当の場所の草刈りをし

ていたら、それは企画財政課の担当になると。それだと随分面倒くさくないですか。何かそ

ういったところは一元化して、何かやったほうがお互いに事務処理上楽なんじゃないんでし

ょうか。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 同じ職員を、継続して同じところでやっているということでは

ないんですね。たまたまこのときは、臨時職員は重複していたかもわかりませんけれども、

建設課で雇用していたということですね。ですから総務課で雇用していたときであれば、ま

た総務課になりますけれども、この件に関して、町道の草刈りですから建設課で雇用伺いを

して、本人を雇用していたと。そういうときの事故ということでございます。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 草刈り作業なんですけれども、これ１人作業でやっていたわけですか。 

  私が前草刈り作業を行ったときには、道路でやるときには２人作業なんですよ。というの

は、さっき言った歯が飛んだとかといったけれども、石が飛んだんでしょう。ベニヤ板か何

かで１人が持って、あとは刈ると、そういう作業になると思うんですよ。それをやらないと、

こういうところでもしもやった場合、こんなでっかいガラスが割れちゃうんでよね。だから
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カバーしたほうがいいのかなと思ったんで。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） その辺について、事故があった後、すぐ打ち合わせまして、やっ

ぱりそういうベニヤ板等で１人が持って、１人がやるというような方法も、現場によっては

とってくださいということで話してあります。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 草刈りで石が跳ねたということで、こういう案件が出てきたと思うん

ですけれども、これも先ほど私も一般質問でやったんですけれども、その前に山田さんも計

画的にそういうこさ切りというか、やらなくちゃいけないということで、仮に、それ今たま

たま作業でやったからそういうあれでわかるんだけれども、こういう台風とかなんとかで風

が強風でもって、枯れ木がおっこって、先ほど町長さんには資料を渡したんだけれども、事

故があった場合に、これはどういうふうになりますか。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） その件について調べてはいないんですけれども、多分、所有者の

責任になると思います。 

  それでうちのほうで６月に回覧を回しましたけれども、4.5メートル2.5メートルという、

歩道は2.5メートル、車道が4.5メートルのところの範囲内でこさ切りをお願いしますという

ようなことが、回覧を回しましたけれども、多分所有者の責任になると思います。 

  それで、うちのほうはそういうのを周知しないと、例えば見ていて見ているだけじゃなく

て、出ていますよと地主に対して言わないと、また問題が出てくるというようなことじゃな

いかと思います。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） これはすごく難しいですね。 

  先ほど町長さんに資料渡したんだけれども、やはり道路管理者というのが最後出てくるん

だよね。裁判やると。そこら辺、今後町のほうはどういうふうに対応するか、この草刈りの

石の跳ねたことでちょっとあれかもしれない、野村さんがちょっと違うんじゃないかと言わ

れたんだけれども、実際こういう事故がやはり伴うということになると、やはりそこら辺を

慎重に今後対応しないといけないと思うんで、これ判例が出ていますのでね、そこら辺を山

田さんも計画的に道路管理者、整備、枝をこさ切りするとかということで、言ってくれたん
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だけれども、その辺今後どういうふうにするか。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） きのう山田議員のときに、所有者と一緒にやったらどうかという

ことで、それも一つの方法ですというふうに回答しましたけれども、これからやっぱり道路

は生活に密着していますので、道路が通れなくなると生活に大きく影響を与えますので、き

のう言ったとおり、その辺の地元とか町でできる、地元でできるというようなことを、一つ

の方法と話しましたので、その辺はどういうふうにやれるか、個人のものを構いますので、

その辺は考えていきたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） 今、麻生議員のほうの質問と同じことになると思いますが、通常道路

でやっている草刈りは、やっぱり２人かそこらで、最低２人でやっていると思うので、これ

をもっと徹底しないと、またこういう事故が起きると思いますので、その辺を徹底してもら

いたいと思いますが。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 打ち合わせの中では、全ての道路に対してベニヤ板を持ってやっ

てくれとは言いませんでしたけれども、その道路の場所や状況によって、ベニヤも使ってく

ださいということで話しております。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第41号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 
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○議長（志関武良夫君） 挙手全員です。 

  したがって、議案第41号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第４２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第７、議案第42号 平成28年度大多喜町一般会計補正予算（第

３号）を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 議案第42号の説明をさせていただきます。 

  13ページをお開きください。 

  平成28年度大多喜町一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。第１条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億1,997万

2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ63億6,065万3,000円とするもの

でございます。 

  第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によることを定めるものでございます。 

  それでは、事項別明細書により歳入予算の説明をさせていただきます。 

  18ページ、19ページをお開きください。 

  ２、歳入。 

  款12分担金及び負担金、項１負担金…… 

○議長（志関武良夫君） 課長、座っていいですよ。 

○企画財政課長（西郡栄一君） ありがとうございます。 

  それでは、議長のお許しが出ましたので、座ったまま説明させていただきます。 

  款12分担金及び負担金、項１負担金、目１農林水産業費負担金19万4,000円の増額補正は、

小土呂寺の谷ため池の整備補修工事に係る地元負担金でございます。 

  款14国庫支出金、項１国庫負担金、目１民生費国庫負担金296万4,000円の増額補正は、障

害児通所給付費等の増額に伴う国の負担分でございます。 

  次の項２国庫補助金、目１総務費国庫補助金９万7,000円の増額補正は、個人番号カード

交付事務費補助金で、目２民生費国庫補助金45万円の増額補正は、臨時福祉給付金の支給対

象者の増加によるものでございます。 
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  次の款15県支出金、項１県負担金、目２民生費負担金148万1,000円の増額補正は、障害児

通所給付費等の増額に伴う県の負担分でございます。 

  項２県補助金、目５商工費県補助金24万6,000円の増額補正は、補助対象事業費の増加に

伴うものでございます。 

  次の款17寄附金、項１寄附金、目１指定寄附金6,600万円の増額補正は、今年度７月末現

在でふるさと寄附金が３億4,800万円を超過しましたので、今後の推移を見込み計上させて

いただきました。 

  次の款18繰入金、項１基金繰入金、目６ふるさと基金繰入金３億9,928万円の増額補正は、

当初予算では昨年度のふるさと納税額を12億円と見込みましたが、実績として18億5,000万

円を超えるふるさと納税額となりましたので、その差額と今年度の増額を見込み、返礼品等

の事務費に充てさせていただくものと、大多喜中学校の楽器の購入に充てるものでございま

す。 

  款19繰越金、項１繰越金、目１繰越金4,309万7,000円の増額補正は、収支の均衡を図るた

め計上させていただきました。 

  款20諸収入、項５雑入、目２雑入の616万3,000円の増額補正は、広域ごみ処理施設整備事

業費返還金等、説明欄記載のとおりでございます。 

  次に、今回の補正予算では、職員の人事異動に伴い増減がございますので、初めに給与費

明細書でご説明させていただきます。 

  40ページ、41ページのほうをお開きください。 

  給与費明細書の１、特別職の表の左側の区分の欄、一番下の比較の款、議員の項は１名分

の減額でございます。その他特別職の項、報酬１万4,000円の増額は、環境対策審議会委員

の報酬の増額で、共済費14万6,000円の増額は、地域おこし協力隊員の社会保険料でござい

ます。 

  次のページをお開きください。 

  ２、一般職の１号、総括の表の区分の欄、比較の項、給料832万5,000円の減額、職員手当

217万5,000円の減額、共済費41万8,000円の増額で、合計で1,008万2,000円の減額でござい

ます。 

  職員手当は、次の職員手当の内訳の表のとおりで、時間外勤務手当の増額は戸籍関係職員

人件費と町道改良事業で増額となっております。その他の手当につきましては、対象職員の

増減等によるものでございます。 
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  以降の表については、説明を割愛させていただきます。 

  次に、事項別明細書の歳出を説明させていただきますので、22、23ページのほうをお開き

ください。 

  ３、歳出、款１議会費、項１議会費、目１議会費305万4,000円の減額補正は、人件費の減

額でございます。 

  款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費379万4,000円の増額補正は、人件費の増減

のほかに、一般事務費の公債費は奉仕活動災害見舞金の増額とストレスチェックの実施の義

務化と人事給与管理システムの更新に伴う増額、人事評価研修に係る増額でございます。 

  次の目５財産管理費67万7,000円の増額補正は、旧総元小学校を地元で管理していただく

ための環境美化及び施設管理活動に関する補助金でございます。庁舎管理費は、中庁舎と第

３庁舎の通路にあるＵ字溝に鋼板を敷設する費用でございます。 

  次の目６企画費４億6,548万2,000円の増額補正の主な内容は、ふるさと基金への積み立て

と、ふるさと納税事業の返礼品、管理システムの導入及び保守委託料と、次のページの公共

交通政策事業は、臨時職員の賃金と品川線高速バスのオリブ停留所から老川十字路までの臨

時バスを16日間、１日１往復の運行業務の委託でございます。地域おこし協力隊事業は、10

月から３月までの社会保険料を見込み計上しました。 

  目８諸費39万3,000円の増額補正は、説明欄のそれぞれの国庫支出金の還付金でございま

す。 

  次の項２徴税費、目１税務総務費80万5,000円の減額補正は人件費の減額で、目２賦課徴

収費251万7,000円の増額補正は、地図情報システムのクラウド化等に係る改修とシステム使

用料でございます。 

  項３戸籍住民基本台帳費、目１戸籍住民基本台帳費282万6,000円の減額補正と、次の項５

統計調査費の目１統計調査総務費123万9,000円の減額補正は人件費の減額でございます。 

  次の款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費415万円の増額補正は、人件費の

減額と、次のページの障害者福祉事業は障害児通所給付費と補装具費の増額及び国民健康保

険特別会計操出金の減額、臨時福祉給付金15名分でございます。 

  次の目２国民年金費9,000円の増額補正は人件費の増額で、目５介護保険事業費248万

7,000円の減額補正は、介護保険特別会計操出金の減額でございます。 

  次の項２児童福祉費の目１児童福祉総務費181万5,000円の増額補正は、人件費の増額で、

目４児童福祉施設費167万1,000円の減額補正は、人件費の減額と医療機器等借上料は、２保
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育園にＡＥＤを設置する借上料で、施設改修工事はみつば保育園の階段の床の張りかえ工事、

つぐみの森保育園のトイレ改修工事でございます。 

  次のページをお開きください。 

  款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生総務費384万4,000円の減額補正と、目３環境

衛生費354万円の減額補正は、人件費の減額が主な内容でございます。 

  目５火葬場費１万5,000円の増額補正は、危険物取り扱い者試験の受講者講習等の費用で

ございます。 

  次の項２清掃費、目１清掃総務費565万1,000円の増額補正は、人件費の増額、除草作業の

賃金と、広域ごみ処理施設整備事業費返還金を一般廃棄物処理施設建設基金に積み立てるも

のでございます。 

  目２塵芥処理費110万1,000円の増額補正は、説明欄記載のとおりでごさいます。 

  次の款５農林水産業費、項１農業費、目１農業委員会費７万8,000円の増額補正と、次の

目２農業総務費135万8,000円の増額補正は、人件費の増額で、次の目３農業振興費34万円の

増額補正は、峯之越区に委託している梅園の管理委託料でございます。 

  次の目５農地費26万円の増額補正は、次のページの小土呂寺の谷ため池整備補修工事に係

る設計業務委託料でございます。 

  目６農業施設費25万8,000円の増額補正の主なものは、味の研修館の消化器の購入、積み

かえと、非常警報器具及び設備のバッテリーの交換、汚泥の収集手数料でございます。 

  次の項２林業費、目１林業総務費145万2,000円の減額補正は、人件費の減額と、有害獣一

斉駆除実施中の表示マグネットの購入、目３大多喜県民の森運営費108万7,000円の減額補正

は、人件費の減額と汚泥の収集手数料でございます。 

  款６商工費、項１商工費、目１商工総務費230万9,000円の減額補正は、人件費の減額で、

目２商工業振興費４万2,000円の増額補正は、商い資料館の障子の張りかえでございます。 

  次の、目３観光費89万7,000円の増額補正は、粟又駐車場公衆トイレのベビーチェアの修

繕、中野駅構内の観光看板修繕工事の増額、旅費は村上市や上田市への視察経費でございま

す。委託料は次のページに続きますが、小沢又駐車場予定地の用地測量委託料でございます。 

  次、32ページの款７土木費、項１土木管理費、目１土木総務費４万1,000円の増額補正は

人件費の増額で、目２登記費149万5,000円の増額補正は人件費の増額と未登記道路に係る用

地測量委託料でございます。 

  目３国土調査費157万6,000円の主な内容は、地元の地籍調査協力員の増員と、賃金を報償
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費に組み替えるものでございます。 

  項２道路橋梁費、目１道路維持費1,104万6,000円の増額補正は、３トンユニックやユンボ

の修繕料、アスカーバーのリース料、田代寺下線の舗装打ちかえ工事、塚越トンネルの補修

工事、損害賠償金などでございます。 

  目２道路新設改良費2,879万5,000円の増額補正は、人件費の増額と、町道泉水住宅線の地

形測量、横山南越城前線の路線測量業務のほか、町道中野大多喜線の道路排水整備工事でご

ざいます。 

  次のページをお開きください。 

  項４住宅費、目１住宅管理費４万9,000円の増額補正は、町営住宅船子団地の滑り台の修

繕料でございます。 

  目２宅地造成費11万6,000円の増額補正は、船子、城見ヶ丘団地のシーソーとブランコの

修繕料でございます。 

  款８消防費、項１消防費、目３消防施設費234万5,000円の増額補正は、第２分団第４部の

機械器具置き場の新設に伴い、旧置き場の撤去に係る補助金と、下大多喜の峯之越と中野の

市川交差点の給水管布設工事に伴う消火栓工事の負担金と、消防車の照明器具の修繕、それ

と給水管の購入費でございます。 

  次の目４災害対策費140万4,000円の補正は、防災行政無線運用管理装置の更新でございま

す。 

  款９教育費、項１教育総務費、目２事務局費53万2,000円の増額補正は、人件費の増額で

ございます。 

  次の項２小学校費の目１学校管理費150万5,000円の増額補正の主なものは、会所区児童の

送迎業務委託料と西小学校プール附属棟改築工事の設計変更委託料、大多喜小学校の照明器

具の修繕料でございます。 

  次の項３中学校費、目１学校管理費35万7,000円の増額補正は、大多喜中学校自転車置き

場の立木の伐採手数料でございます。 

  次のページをお開きください。 

  目２教育振興費119万8,000円の増額補正は、西中学校生徒の遠距離通学費と幕張総合高等

学校合唱部の合唱講習会とミニコンサートの実施に係る昼食とバス借上料、大多喜中学校の

楽器、トロンボーンとピッコロの購入と、大多喜中学校柔道部の県大会出場に伴う増額でご

ざいます。 
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  次の項４社会教育費、目１社会教育総務費530万3,000円の増額補正は、人件費の増額でご

ざいます。 

  目２公民館費29万8,000円の増額補正は、封筒の印刷代、公用車と公民館バスの修繕料で

ございます。 

  目３図書館費17万1,000円の増額補正は、図書館システム業務の再リース料でございます。 

  項５保健体育費、目１保健体育総務費190万4,000円の減額補正は、人件費の減額と講師謝

礼。 

  目２体育施設費４万2,000円の増額補正は、乗用芝刈り機の修繕。 

  目３学校給食費108万円の増額補正は、人件費の減額と排水処理施設ブロアーの交換工事、

ストレージタンク検査準備工事でございます。 

  以上で、平成28年度大多喜町一般会計補正予算（第３号）の提案説明とさせていただきま

す。 

  よろしくご審議くださるようお願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） すみません、ふるさと納税の基金の関係で、この４月でしたでしょう

か、感謝券を取りやめて、その後の寄附金の状況がどうなのかというと、ちょっとホームペ

ージを見てもまだ最近のが出ていないような気がするんですけれども、その後はどのような

形になっていますか。どのくらい集まっていますか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） ５月で終了して、現実的には６月にもかなり入ってきていま

すけれども、７月分の純粋なお金といたしましては、359万2,010円でございます。 

（「その前はどのくらいですか」の声あり） 

○企画財政課長（西郡栄一君） ４月分からお答えさせていただきます。 

  ４月分が6,754万2,000円、５月が２億5,891万5,200円、６月が1,828万1,500円、７月は

359万2,010円、合計で３億4,833万710円でございます。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ３番吉野一男君。 
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○３番（吉野一男君） 31ページ、味の研修館管理運営事業なんですけれども、これも需用費、

役務費があるんですけれども、役務費というのは全体的にちょっとあれなんですけれども、

浄化槽ですか。浄化槽の関係は入っていますか、これ。入ってないかね。 

  というのは、今まで、たまたま去年か、ちょっと聞いたことがあるんですけれども、観光

客が結局国道にちょっととめてトイレに入ってくるらしいんですよ。一般の人がですね。大

型バスが何かで来て、何も言わないで味の研修館に来てトイレ借りるという形になっている

んですけれども、これ前に産業課のほうに行って話をしたんですけれども、対応として味の

研修館のほうにあると、町を通した中でトイレ借りるからということを申し出ているところ

もあるんですけれども、一般的に指定していないときもあるんですけれども、その対策なん

ですけれどもね、そういう対策に関係して増加になっているか、結局トイレ使うから増加に

なっているかと思うんですけれども、その点どうなんですか。その点は内容を把握していま

すか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 観光客の受け入れというところでいいでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 結局トイレ使うから。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） トイレに観光客が入ってきて、その分がふえているかという

ご質問かなというふうに思うんですけれども、この今回の汚泥の引き抜きという案件でござ

いますけれども、これは通常の年１回の点検に伴う引き抜き部分ということで、通常分でご

ざいます。 

  今回これがふえたかどうかというところは、現時点ではわかりません。通常の点検報告、

毎月毎月やっておりますけれども、その中でどうしてもこれは行っていく定期的なものとい

うところで報告を受け、年１回引き抜きを行うものです。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 増加になっているということは、はっきりわからないと思うんですけ

れども、その点、今まで産業振興課のほうとして、結局観光客が来てとめてトイレ借りるか

らと申し出とか、そういうあれは、規約というかそういうあれはあるんですかね。内容的に。

これ申し出て、公共機関だから使っていいという形になるかと思うんですけれども、その点

はどうなんですかね。そういう点では。 
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○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 観光客が使ってはいけないという規定も多分ないと思うんで

すけれども、逆に町に来ていただいた方々は、やはり公共施設でございますので、トイレを

お借りする、それはどこの施設でも結局同じ話になろうかと思いますので、特に規定という

ところはないはずです。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 35ページ、小学校の施設管理事業でお伺いさせていただきます。 

  委託料、設計業務委託料、西小学校の更衣室ということでご説明をいただきました。以前

に更衣室のお話が出たときに、2,000万円ぐらいかかってしまうのでという話をちょっと伺

ったような気がするんですが、これはどのような形で見直しをされた中で、今回また設計業

務が上がってきているのか。どこをどんなふうに変えていく考えなのか、また幾らぐらいに

なる予定なのか、お願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） ただいまの小学校施設管理事業設計業務委託料50万円でございま

すけれども、西小学校のプールの更衣室の改築工事の設計変更の委託料でございます。この

プールの更衣室の改築工事につきましては、西小学校の統合のときにＰＴＡの方からの要望

事項でございます。 

  その着がえについては、校舎の１階は使えないということで、２階の空き教室を使ってや

っております。 

  プールは開放しております。開放の際には校舎の昇降口、それから体育館の更衣室を使っ

たりしております。そのプールの開放時について、地域の方々も出ていただいて、子供たち、

楽しくやられているということでございます。 

  当初、89.43平米、約2,000万円の設計でおりましたけれども、ＰＴＡの方とか、学校と相

談させていただきまして、縮小、見直しをさせていただきまして、約30平米、500万円ぐら

いの工事費ということで、そのプールの更衣室の改築工事ということで考えております。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） ありがとうございます。 

  そうしますと、今回の設計業務委託ということなんですが、来年の夏ぐらいには使えるよ

うな形で建設とか、そちらのほうもお考えいただいているということなんでしょうか。 
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○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 工事につきましては、今年度中に行いまして、できれば来年度に

は使用したいというような考えでおりますけれども。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 一、二点質問したいんですけれども、先ほど課長からの説明の中で、

コチョウランの関係の具体的な話がなかったんですけれども、そのコチョウラン関係の予算、

どこの、多分道路の関係と違うと思うんですけれども、その金額、教えていただきたいんで

すけれども。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 33ページの一番下の町道改良費の13の測量、設計委託料、この中

で路線用地測量町道分が633万3,120円、町道分の土質調査が158万8,680円、道路詳細設計が

110万1,600円、あと県道の路線測量部分、交差点協議の関係の路線測量業務が345万3,840円、

その道路詳細設計は372万9,260円、合わせまして1,620万6,480円が、この1,780万7,000円の

中にコチョウランの関係が1,620万6,480円入っています。 

  以上です。 

（「もう１回、トータルは」の声あり） 

○建設課長（野村一夫君） トータルで1,620万6,480円です。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 町長、この今金額なんですけれども、金額には別にどうということは

ありませんけれども、町の一番重要課題である企業誘致ですよね。この企業誘致を目か何か

で項目をつくって、これで対応したほうが、我々議会にも説明がきちんとできるし、これか

らもまだまだ町長の考えだとあると思うんですよ。企業誘致とか何か。そうしたほうがよろ

しいんではないかと、私思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） わかりました。またその辺はちょっと検討させていただきたいと思い

ます。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 次の29ページ、農業振興事業、公園管理委託料とありますね。先ほど

の説明で峯之越地区の梅園の話をしていましたけれども、参考意見で聞かせてもらいたいん
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ですけれども、多分多面的機能交付金も一緒にもらっていると思うんです。これは両方とも

一緒にもらえるということでよろしいですか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） この梅園管理部分の土地ということでよろしいでしょうか。 

○５番（野村賢一君） 要するに梅園の、多面的機能交付金の中であるでしょう。花とかいろ

んな、それも一緒に含めて使っているような気がするんだけれども、両方、要するに、だか

ら。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） ちょっと手元のほうに、多面のほうの資料がございませんの

で、いま一度調べさせていただいて、お答えさせていただきたいと思います。 

○５番（野村賢一君） 参考意見ですから、そうなれば我々も、それを両方もらえるようなあ

れを考えなければいけないと思っているんですよ。だから明確なところをひとつよろしくお

願いしたいと思います。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） ちょっと調べさせていただきまして、申しわけございません。 

○議長（志関武良夫君） ほかに。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） ２点あります。 

  １点目は、ふるさと納税事業の報奨金ですが、今までの報償費で返礼品に使った総額で、

大きなくくりでいいんですけれども、どういう分野にこのくらい使った、農業関係でどのく

らい返礼品を使ったというのを教えていただきたいと思います。特に、地元に落ちたお金と、

大多喜から大多喜以外のところに落ちたお金がはっきりわかるように教えていただきたいん

ですが。 

  ２点目は、25ページの地域おこし協力隊、どんな仕事をしてもらうのか、内容について説

明していただきたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 今までの換金の大まかなくくりということでございます。こ

れにつきましては、換金済の感謝券のほうから先にお話をさせていただきます。 

  分類として泊まるということで登録されている店舗の合計でございますが、3,039万円で

ございます。遊ぶということで登録されている店舗で使われたものが4,524万円、食べると

いう分類でございますが220万3,000円、買うという分類になっておりますが３億6,284万

1,000円、その他ということで431万4,000円、合計で４億4,498万8,000円でございます。こ
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れはあくまでも感謝券ということで、７月31日現在でございます。そのほかに観光協会、た

けゆらの里おおたき、あるいはいすみ鉄道というものが入っております。合計では４億

5,590万1,612円でございます。 

  あと、大多喜と大多喜以外ということですけれども、全ての事業者が一応大多喜というこ

とで登録をされておりますので、全て町内ということでは解釈しているところでございます。 

  それと地域おこし協力隊の関係でございますけれども、地域おこし協力隊のほうは、要綱

の中で新規移住者の誘致促進、産業、これは農業、観光、商工業の活性化支援、地域コミュ

ニティーの活性化支援、地域資源、これは特産品、歴史、文化の発掘、町の重要施策の推進

支援、それと、それらに係る継続的情報発信ということで、要綱のほうは定めてございます。 

  全て１人で行うというのは非常に厳しいお話だと思っておりますので、今回の方につきま

しては、10月１日から委嘱する予定でおりますけれども、産業の活性化支援あるいは地域資

源の発掘、継続的な情報発信というような分野で活躍をしていただこうというふうに考えて

おります。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 今の地域おこし協力隊の職員というんですか、職員というのかはっき

りわかりませんけれども、隊員ね。何らかの形であれですか、議会のほうにこういった方が

なるよという、その人というんですかね、そういった人の紹介をしていただけるのかという

ことと、あともう一つ、たしかこのときに地方創生の関係だと思うんですが、各区というん

ですか、地元と何か役場のパイプ役みたいな形で、何か地域の人を、協力隊とは別に何かそ

ういった話がありませんでしたか、何か。 

  地元と役場をつなぐという何か、その辺の話はその後どのようになったんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 議会の皆さんに紹介するのは、10月１日に委嘱が終わった後、

機会があればご紹介したいというふうに考えております。 

  また、それに伴って町民の皆さんにももちろん知っていただかなくてはいけないというふ

うには思っておりますので、広報とかそういうものを使いながら、ご紹介をさせていただこ

うというふうには考えております。 

  それと、集落支援は今回の議案には直接関係していないんですけれども、よろしいですか。 

○議長（志関武良夫君） はい、いいですよ。 
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○企画財政課長（西郡栄一君） それについては、集落支援員については、これとは別に、ま

た現在いろいろな地域の区長さんと協議を進めているところでございます。 

○議長（志関武良夫君） ほかに質疑ありますか。 

  ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） 33ページですね。登記推進事業なんですけれども、委託料で14万

1,000円ということなんですが、この内訳をお願いしたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） これについては、以前に土地改良事業で改良した道路が町道にな

りまして、その宅地にブロック、コンクリート擁壁を積んだんですけれども、その部分が未

登記であって、その部分の面積を測量するための用地測量業務です。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） その土地改良費でやったということなんですけれども、それはいいと

しても、この登記測量委託料なんですけれども、これは公共嘱託を使っているんですか。そ

れともほかの測量でやっているのか。 

  それと同時に、この未登記処理というのは大変な額で、今、大多喜町も結構未登記処理大

分残っていると思うんですけれども、これは一番重要なことですね。前からやっているんで

すが、登記促進システムを使ってやった件があると思うんですけれども、それで今登記促進

システムもない関係で、登記推進事業というのは、１名か２名でやっているんでしょうけれ

ども、これはやっぱりどんどん残っていくわけですよ。未登記処理ですね。 

  こういう未登記処理をどんどん進めていかないと、どんどんたまって相続なんかが発生し

ちゃいますので、そういう点が一番重要だと思うんですけれども、これについても、国土調

査でやるとかという、そういう話になるかと思うんですけれども、そうじゃなくて、未登記

処理は未登記処理でそういうものをやっていかないと、いつまでこれ未登記処理が大分進ん

でいないんですよね、実際ずっと。これは14万ぐらい、とてもじゃないけれども、こういう

金額じゃとても追いつかないと思うし、これどんどん進めていって、もっと大きい金額で公

共嘱託で出すんでしょうけれども、でもそういうもので出して利用したほうがいいと思うん

ですよ。それじゃないと、どんどん残っちゃって、ずっと残っちゃう話ですので、これはち

ょっと登記の促進のほうも重要なことですので、ぜひ予算をつけてもらって、もっと大きい

金額を出してもらって、進めてもらいたいと思うので、その点どうでしょうか。 
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○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 未登記処理については、何カ所というか残っているんですけれど

も、今現在はなるべく未登記処理にならないように、今残らないようには努力していますけ

れども、過去に残ったものはありますけれども、これから進めていかなければいけないと思

います。 

  この14万1,000円については、宅地の一筆の測量費でございます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ３番吉野一男君。 

○３番（吉野一男君） ですから、これは14万円ということだけれども、その宅地の土地改良

やっているところなんですけれども、そうじゃなくて今後予算計上する場合であっても、新

年度予算計上する場合であっても、金額をもう少し大きい金額を出してもらって、なるべく

それが早く進めるような形で推進してもらいたいと思うんです。そうじゃないと、14万円ぐ

らいじゃとてもじゃないけれども、スズメの涙で何やっているかわからない話ですので、そ

ういう点も、特に推進をお願いしたいと思います。 

  この問題について、追ってまたやりたいと思いますけれども、よろしくお願いします。 

○議長（志関武良夫君） ほかに質疑ありますか。 

  ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 25ページ、オリブから養老渓谷のバスの臨時便の話がございました。 

  １日１往復ということですね、説明は。１往復でよろしいでしょうか。乗りおくれたらも

うないということですよね。２往復ぐらいの、予算をとったほうがにぎやかしくてよろしい

んじゃないですか。どうでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） ご意見ありがとうございます。 

  今回は、とりあえず試験的ということで行わせていただきたいと思っておりますので、要

望が多い、逆に利用する方が多いとか、ご意見があれば、これはもちろん増発してもいいん

ではないかなというふうに思っております。ですから…… 

○５番（野村賢一君） 乗りおくれた場合かわいそうじゃないですか。あんな山の中からこっ

ちまで。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 来られた方が必ずこのバスで帰るというような保証もないで

しょうし、バス自体におくれても小湊鉄道とかほかに代替する交通機関もございますので、
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そういう中で今回はこの高速バスのオリブのバス停とつなぐのは１回にしようということで

考えているところでございます。ですから、帰りについては、いすみ鉄道をもちろん利用し

ていただいても結構ですし、小湊鉄道で帰られるという方法もあろうかと思いますので、そ

の辺はいろいろ選択肢を広くしたほうがいいのかなとも考えておりましたので、今回は当面

１往復でやらせていただこうということでございます。 

○議長（志関武良夫君） ５番野村賢一君。 

○５番（野村賢一君） 午前中の根本君の一般質問で、オリブのいろんな件があるから、直通

バスの話が出ていましたんで、ぜひダイヤに合わせたようなバスの運行とか、それこそ大多

喜町広い中で、あそこからまた小湊鉄道に乗るのも大変だし、そこら辺は試験的にどうのこ

うのと言っていますけれども、そこら辺もよく鑑みてやっていただければと思います。よろ

しくお願いします。 

○議長（志関武良夫君） ほかに質疑ありますか。 

  ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） ページが37ページ、教育振興費、この中で負担金の補助及び交付金で、

中学校の遠距離通学費補助金ということで、この内容説明、距離とか何人対象としているか。

それともう一つ、仮に大中と統合になった場合に、どのくらいふえるか、その辺教えてくだ

さい。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 中学校の遠距離通学費補助金でございますけれども、西中学校の

10名の生徒の後期分でございます。 

（「後期分、半年分ということですか」の声あり） 

○教育課長（野口 彰君） 半年分、後期分ですね。 

（「キロ数というのは基準というのはあるの」の声あり） 

○教育課長（野口 彰君） 遠距離通学につきましては、６キロ以上の生徒につきましては補

助金が出ておりますので、その分ということでございます。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） これ、じゃ、仮に29年４月から大中とということになると、相当これ

は既存の交通機関、それとも老川の人は当然今やっていることで延長になると思うんですけ

れども、そうすると相当な金額になると思うんです。大体予想は。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 
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○教育課長（野口 彰君） 中学校の統合につきましては、30年４月１日を目標に、今進めさ

せていただいております。その交通費でございますけれども、通学方法につきましては、今

保護者の方と協議をさせていただいておりますので、どういう方法で通学するのかというこ

とを、今詰めておりますので、それによってまた変わってくるのではないかと思います。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 二、三日前かな、１週間になるかな、小学校で何か説明会があったの

と、今までの説明の内容が大分変わってきて、自己負担でどうのこうのという説明があった

ということで、その辺がちょっと私たちも現場にいなかったんで、そういう話をしたんです

か。 

○議長（志関武良夫君） 教育課長。 

○教育課長（野口 彰君） 今お話がございました、個人負担というお話はしておりません。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 先ほどの野村議員の関連なんですけれども、以前たしか観光、本陣か

ら町内の巡回バス、去年出しました。これ非常に、私も二、三回乗りましたけれども、人は

乗らない、周知が徹底されていない、また決算のとき言おうと思っていましたけれども、非

常に無駄遣いでありました、あのやり方では。 

  今回これ走らせることについて、本当に周知を徹底しないといけないということと、あと

どこにとまるとか、それもまるっきり行ってみないとわからないような状況で、これもやっ

ぱりしっかりと計画を立てて、停車場所がどこなんだと、多分オリブから老川に行くにして

も直通じゃないでしょうから、何カ所かいろんな停留所も考えているんじゃなかろうかと思

いますけれども、その辺の周知徹底と、前回のようなことのないように、ぜひやっていただ

きたいと思います。 

  それともう一点、すみません、35ページの消防の施設ですね。先ほどちょっと忘れちゃっ

たんですが、場所が第２分団とかということでしたけれども、第２分団って船子のほうじゃ

ないですよね。船子とか、あそこの女子高の反対側の船子の置き場、あれも非常に崖の近く

で、いつ崖崩れであの消防庫が壊れてもおかしくないような状況だと思います。 

  これは前々から協議をなさっているということですけれども、その後あそこの件について

はまだ予算化されないですかね、新しいところに。それ２点、お聞かせください。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 
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○総務課長（加曽利英男君） 補正予算の分は、これは笛倉の機庫が宇筒原に新築しましたの

で不用になったものを取り壊すための補助金です。 

  船子に関しましては、３区の区長さんから要望がございまして、場所をここにしようとい

うようなことで、具体的には高速バスのために駐車場にしてあるところの、その端だったわ

けですけれども、そこでということで、ある程度建設課のほうで図面もつくって、そこにし

ようとしたんですが、その矢先に、県のほうから土砂災害警戒区域の指定のための調査が入

って、どうも建設をしようとしたところが土砂災害警戒区域の中に入るというようなことに

なってしまいまして、それでまだそれは公告とかされていませんので、はっきりそういうこ

とになったということではないんですが、ただそれが指定されようとするところに消防の機

庫ですから、それはちょっとまずいんではないかなというようなことで、内部で協議をして、

そこは候補地から外すというようなことで、近くに空き地がありますので、そこを所有者の

方と、今交渉中ですが、やはり所有者もいろいろ考えがございますので、まだ決定には至っ

ておりません。なかなかそのハードルは高いかなというふうには感じております。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 先ほどの件ですけれども、あそこご存じのように、地震があればすぐ

にでも崩れて、消防車自体も壊れてしまう、そういったところだと思いますので、これは早

急にやっていただきたいと思います。 

  それとあと、もう一つ、さっきのバスの関係は、ぜひ周知徹底して、前回のようなことが

ないように、十分やってもらいたいんですけれども、その辺の決意を。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） これについては、やはり周知の徹底というのが不可欠なもの

だと思っております。 

  ですから、利用される方、特に東京方面のほうですね。この紅葉へ利用される方、港区、

あるいは品川区とか、周辺の場所に幅広く周知をしていきたいというふうには思っておりま

す。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 私も今のバスの件で確認ということで伺わせていただきたいんです

けれども、この臨時バスというのは、高速バスがそのまま老川まで行くということではなく

て、オリブで乗りかえて、別のバスが老川まで行くということなんでしょうか。 
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○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 高速バスがそのまま行くんではなくて、高速バスの行程は変

えずに、こちらで臨時バスを借り上げて、それで運行するという形になります。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） この運行は、たしかオリブから老川までは無料でということで伺っ

ています。観光客の方が乗るということもあると思いますけれども、町民の方も無料で使わ

せていただくことができるということでよろしいでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 現在は無料で運行する予定で考えております。町民の方もも

ちろん利用される方がいらっしゃれば、ぜひご利用していただきたいというふうには思って

おります。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） そうしますと、町民の方の場合、朝ですから、向こうへずっと地元

から向こうに行く。例えば老川とか西畑の方の場合ですと、逆に走れば買い物とかという部

分でも使えた、病院に行ったりとかと使えるという可能性もあるんですけれども、逆に言う

と奥へ入っていくわけなんですが、もしこれをある意味機会として、町民の皆様にも老川の

ほうへ遊びに行っていただいたり、その間で乗っていただいて、ちょっと近隣でおりて、ま

た帰りに乗ってもらうというようにことも使い方としてはできるのかなと思うんですね。 

  ですから、先ほどありましたように、やはり町内も何カ所かとまっていただくということ

と、町民の皆様にもそういうバスが走るので、乗っていただくことが可能ですよということ

を、やはり知らせていただけるとありがたいのかなというような気持ち。 

  例えば今ですと、結構健康に気をつけていただいて歩いている方なんかも多いので、この

機会に地元から老川までこのバスに乗っていただいて、老川を散策していただくというよう

な使い方もできると思いますので、この辺も周知をしていただけたらありがたいと思うんで

すが、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 町内の皆さんにもちろん周知するというのも必要だと思って

います。これは口伝えでいろいろな方がご利用されるという可能性がもちろんあると思って

おりますし、町民の皆さんがそのまま使われるというのも、もちろん歓迎でございます。 

  そういう意味で、今現在決定しているのは、起点と終点だけ、ある程度決定しているだけ



－172－ 

でございます。予算が可決された後、詳細については決定していこうということになってお

りますので、ただいまいただいたご意見を参考にさせていただきたいというように思います。 

○議長（志関武良夫君） ほかに質疑ありますか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 期間はどのくらい考えているんですか。それと、コースとか停留所

についてはわからないけれども、運行する時間帯はどういうことを考えているのか、今わか

る範囲で答えていただきたい。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 一応、これは16日間ということで予算措置をさせていただい

ております。ですから、紅葉の時期ということですので、一応今では、予定では11月19日の

土曜日から12月４日の日曜日にかけて実施しようというふうになっております。 

  時間につきましては、もちろん東京のほうから来られる方ということがございますので、

午前中に１便、それに合わせたものを出すと。そして帰りについては、帰りの高速バスに乗

れる時間に合わせたものを運行しようということで、今考えております。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） さっき野村議員から梅園の借り上げの話で、調べてみないとという話

なんで、ちょっと確認なんですれども、これはここの地域で借りている。それでその借りた

ところを管理しているということでいいんですか。 

  それと、多面的交付金とダブっているんじゃないかという話なんですが、景観植物という

ことで、それの管理でどこで借りているかわからないんだけれども、その借りているところ

がやっていたら、ちょっとまずいかなという気がするんですよね。 

  というのは二重なんで、私が経験したことでは、フェンスやったんですね、フェンス。猪、

鹿のフェンス、それを設置するのに、私のところは中山間直接支払の対象になっていて、そ

の交付金を使おうとしたらだめだという話だったんで、これはちょっと考えてもらわなくち

ゃいけないのかなという気がしましたんで、ちょっと確認の意味で。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） その面も含めまして、大変申しわけありません、ちょっと手

持ちがございませんでしたので、ダブるということ自体は確かに、これはまずいはずです。

片方は国費、片方は町補助という形になろうかと思いますので、それは原則的に国費はダブ
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りは、二重補助ですね、これはあり得ないという話になっておりますので。 

  この地区につきましはては、峯之越地区の組織にこの補助金を出すものです。地区が借り

上げをしております。 

○議長（志関武良夫君） ほかに質疑ありますか。 

  ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 先ほど笛倉の消防機庫の撤去という話がありましたけれども、あそこ

は今まで消防機庫があったおかげで、防犯灯が要らなかったんですよ。で、きょう一般質問

の中で、大高の生徒のために、今８基あるところを、また７つ追加するよという話が出てい

たんですけれども、１基あの辺につけてもらいたいなと思うんですけれども、検討してもら

えませんかね。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 大多喜高校の通学路は、それは建設課の予算で、防犯灯といい

ましても道路照明もある程度兼ねるというような形になるかと思いますが、防犯灯、今、年

間余りつけていないんですね。ですからある程度基準を設けてつけなくちゃいけないと思い

ますので、またその辺はいろいろ検討はさせていただいて、該当するようであれば、また考

えてみたいというふう思います。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 今こんなところでやっちゃいけないという話なんですけれども、要は

撤去費用が発生するわけですよ。そのところにかわりにつけてほしいということなんで、別

に大高のやつを持ってきてくれという話じゃないわけで、ぜひお願いしますよ。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 撤去費用というのは、全額、今回町の補助金の中で賄えるとい

うふうに思っています。 

○議長（志関武良夫君） ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） それは承知しているんですけれども、撤去費用のうちで、つけられま

せんかという話です。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） 撤去費用は、当初そういうものを見込んでおりませんので、そ

の中でつけるというのは、補助金の中でつけるというのはちょっと無理だというふうに思い

ます。 
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○議長（志関武良夫君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第42号を採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（志関武良夫君） 挙手全員です。 

  したがって、議案第42号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第４３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第８、議案第43号 平成28年度大多喜町国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） 議案第43号の説明をさせていただきます。 

  51ページをお願いいたします。 

  平成28年度大多喜町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

  歳入歳出予算の補正。第１条第１項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ642万4,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億8,756万6,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  なお、詳細につきましては、事項別明細書によりご説明いたしますので、56、57ページを

お願いいたします。 

  それでは、歳入からご説明申し上げます。 
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  款４国庫支出金、項２国庫補助金、目２国民健康保険制度関係準備事業費補助金、補正額

54万円は、国保広域化に伴う納付金等算定システム改修補助金でございます。 

  款９繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金、補正額166万円の減額補正は、人

事異動による職員給与費等繰入金の減額でございます。 

  款10繰越金、項１繰越金、目１療養給付費交付金繰越金、補正額280万2,000円は、前年度

療養給付費交付金の償還金として、目２その他繰越金の補正額471万2,000円は、介護納付金

の確定に伴い歳出予算に不足が生じたことにより、補正財源として前年度繰越金を充てるも

のでございます。 

  款11諸収入、項２雑入、目６雑入の補正額３万円は、一般被保険者指定公費分の歳入増を

見込むものでございます。 

  続きまして、次のページをお願いいたします。 

  歳出でございますけれども、款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、補正額112

万円の減額補正でございますが、説明欄記載のとおり、人事異動に伴います人件費で166万

円の減額、及び事務費としてパソコン要ソフト修正委託料54万円は、広域化に向けての国保

納付金等算定システム改修費でございます。 

  款２保険給付費、項１療養諸費、目３一般被保険者療養費３万円の増額補正は、70歳以上

で１割負担の方の軽減特例療養費の予算が不足が見込まれることによるものでございます。 

  款６項１介護納付金、目１介護納付金471万2,000円の増額補正は、納付金の確定に伴い、

予算不足が生じたことによるものでございます。 

  款９諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目３償還金280万2,000円の増額補正は、平成

27年度療養給付費交付金の確定に伴い、返還金が生じたことによるものでございます。 

  以上で、国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の説明を終了させていただきます。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 保険給付費の中の一般被保険者軽減特例療養費というのは、どうい

う内容の費用でしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 
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○税務住民課長（市原和男君） 一般被保険者軽減特例療養費ということでございますけれど

も、70歳以上75歳未満の方につきましては、今現在は２割負担というふうなことで行ってお

ります。平成26年12月までは70歳以上の方は１割負担というふうな医療費でございました。

制度改正によりまして、１割から２割というふうなことで、負担率が増加になったわけです

けれども、その当時制度改正のときに70歳を迎えている方については、75歳になるまで１割

負担が継続されるというふうな制度でございます。その１割負担分は国のほうで補塡してい

ただけるというふうなことで、この分の療養費につきましては、本人が立てかえ払いした、

償還払いの分の医療費でございます。その分を一旦ここで支払の区分を分けるというふうな

ことでございます。 

○議長（志関武良夫君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第43号を採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（志関武良夫君） 挙手全員です。 

  したがって、議案第43号は原案のとおり可決されました。 

  審議中ですが、ここでしばらくの間休憩します。２時30分の再開とします。 

（午後 ２時１８分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時３０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第４４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第９、議案第44号 平成28年度大多喜町介護保険特別会計補正
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予算（第１号）を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） それでは、議案つづり69ページをお開きください。 

  議案第44号についてご説明いたします。 

  平成28年度大多喜町介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ199万4,000円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億7,374万5,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  それでは、事項別明細書によりご説明させていただきますので、74ページをお開きくださ

い。 

  まず歳入でございますが、款４国庫支出金、項２国庫補助金、目３地域支援事業交付金

（包括的支援事業・任意事業）７万2,000円の増額補正は、職員人件費の増に伴う国の法定

負担金でございます。 

  目４地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）１万6,000円の増額補正は、

地域支援事業費の増に伴う国の法定負担金でございます。 

  款５支払基金交付金、項１支払基金交付金、目２地域支援事業支援交付金２万3,000円の

増額補正は、地域支援事業費の増に伴う法定交付金でございます。 

  款６県支出金、項２県補助金、目１地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）３

万6,000円の増額補正は、職員人件費の増に伴う県の法定負担金でございます。 

  目２地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）１万円の増額補正は、地域

支援事業費の増に伴う県の法定負担金でございます。 

  款７繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金、節２地域支援事業繰入金（包括的

支援事業・任意事業）３万6,000円の増額補正は、地域包括支援センター職員人件費に伴う

町の法定負担金でございます。 

  節３職員給与費等繰入金256万1,000円の減額補正は、人事異動等に伴う減でございます。 

  節４事務費繰入金２万8,000の増額補正は、事務費増による一般会計からの繰入金でござ

います。 

  節６地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）１万円の増額補正は、地域
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支援事業費の増に伴う町の法定負担金でございます。 

  項２基金繰入金、目１介護給付費準備基金繰入金６万8,000円の増額補正は、地域支援事

業費の増による準備基金からの繰入金でございます。 

  款８繰越金、項１繰越金、目１繰越金26万8,000円の増額補正は、前年度支払基金地域支

援事業交付金返還金について繰越金を充てるものでございます。 

  歳入は以上でございます。 

  次に、歳出についてご説明いたします。 

  76ページをお開きください。 

  款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費256万1,000円の減額補正は、職員の育児休

暇の取得及び人事異動に伴います人件費の減額でございます。 

  項５選定委員会費、目１選定委員会費２万8,000円の増額補正は、小規模多機能型施設整

備に係る業者選定委員会の委員の報酬でございます。 

  款３地域支援事業費、項２包括的支援事業・任意事業費、目２包括的支援事業18万7,000

円の増額補正は、地域包括支援センター職員の昇格に伴う人件費の増額でございます。 

  項５一般介護予防費、目１一般介護予防事業費８万4,000円の増額補正は、住民主体の介

護予防活動グループへのリハビリテーション専門職の職員を派遣する経費でございます。 

  款５諸支出金、項１償還金及び還付金、目１償還金及び還付金26万8,000円の増額補正は、

支払基金に対する平成27年度精算に伴う返還金でございます。 

  以上で、平成28年度大多喜町介護保険特別会計補正予算（第１号）の説明を終わらせてい

ただきます。 

  よろしくご審議くたざいますようお願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 地域支援事業費の項目として、地域リハビリテーション活動支援事

業とありますが、具体的にはどういう事業が行われているんですか。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） 具体的には、理学療法士が住民主体の自主活動グループであ

るおおたき元気いきいき体操を実施している地区、４カ所ありますが、その４カ所に出向い
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て、安全に効果的に運動が行われるよう、体力測定とか身体機能の評価、それと測定結果の

返却時の運動指導等、参加者に指導するものでございます。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第44号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（志関武良夫君） 挙手全員です。 

  したがって、議案第44号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第４５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第10、議案第45号 平成28年度大多喜町水道事業会計補正予算

（第２号）を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） 議案第45号 平成28年度大多喜町水道事業会計補正予算（第

２号）について説明をさせていただきます。 

  89ページをお開きください。 

  総則。第１条、平成28年度大多喜町水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

  収益的収入及び支出。第２条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次の

とおり補正する。 

  収入。第１款水道事業収益、既決予定額４億9,721万4,000円、補正予定額６万円、計４億



－180－ 

9,727万4,000円。 

  第１項営業収益、既決予定額３億1,554万2,000円、補正予定額６万円、計３億1,560万

2,000円。 

  支出。第１款水道事業費用、既決予定額４億8,959万3,000円、補正予定額217万4,000円、

計４億9,176万7,000円。 

  第１項営業費用、既決予定額４億5,527万4,000円、補正予定額217万4,000円、計４億

5,744万8,000円。 

  資本的収入及び支出。第３条、予算第４条本文括弧書き中１億6,348万3,000円を１億

8,942万7,000円に、647万円を3,241万4,000円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次の

とおり補正する。 

  収入。第１款資本的収入、既決予定額5,456万2,000円、補正予定額151万5,000円、計

5,607万7,000円。 

  第１項負担金、既決予定額255万1,000円、補正予定額1,515万円、計406万6,000円。 

  次のページになります。 

  支出。第１款資本的支出、既決予定額２億1,804万5,000円、補正予定額2,745万9,000円、

計２億4,550万4,000円。 

  第１項建設改良費、既決予定額１億3,320万6,000円、補正予定額2,745万9,000円、計１億

6,066万5,000円。 

  議会の議決を経なければ流用することができない経費。第４条、予算第７条中5,148万

1,000円を5,417万5,000円に改める。この経費は、給与費合計額の変更となっております。 

  詳細につきましては、92、93ページの水道事業会計補正予算積算基礎資料により説明をさ

せていただきます。 

  初めに、収益的収入及び支出の収入ですが、目２その他営業収益の補正予定額６万円は、

節雑収益の中野地先の消火栓修繕工事負担金６万円の増額によるものです。 

  次に、支出ですが、目１原水及び浄水費の補正予定額194万6,000円の内訳は、職員給与費

で３万7,000円の減額、節４賃金165万6,000円の増額は、臨時職員勤務日数の増によるもの

です。節６備消耗品費５万円の増額は、浄水場用消耗品です。節16保険料27万7,000円の増

額は、臨時職員２名分の雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料でございます。 

  目２配水及び給水費の補正予定額34万9,000円の内訳は、職員給与費で13万7,000円の減額、

節４賃金23万7,000円の増額は、臨時職員勤務日数の増によるものです。節６備消耗品費11
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万円の増額は、配水・給水施設用消耗品です。節14保険料13万9,000円の増額は、臨時職員

１名分の雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料です。 

  目３総係費の補正予定額12万1,000円の減額の内訳は、職員給与費の減によるものです。 

  次のページになります。 

  資本的収入及び支出の収入ですが、目２工事負担金の補正予定額151万5,000円は、中野地

先及び下大多喜地先の消火栓設置工事負担金の増額によるものです。 

  支出ですが、目３配水施設費の補正予定額445万3,000円の内訳は、職員１名増に伴う職員

給与費で298万9,000円の増額。節８材料費146万4,000の増額は、中野地先配水管布設替工事

用材料費です。 

  目４固定資産取得費の補正予定額39万5,000円は、浄水場用水質関連機器購入費です。 

  目５施設拡張費の補正予算額2,261万1,000円は、面白浄水場導水管布設替工事に伴う、節

２工事請負費1,704万3,000円と、節３材料費556万8,000円の増額によるものです。 

  以上で、議案第45号 水道事業会計補正予算（第２号）の説明を終わります。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 93ページの支出のところで、節のところで賃金とかずっとあって、こ

れ同じ項目が原水及び浄水費、配水費及び給水費、総務費で臨時職員ということで経費が上

がっていますけれども、これは別々の人なんですか、同じ人なんですか。それぞれの人とい

うのは。 

○議長（志関武良夫君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） これは、目別に原水及び浄水費というのは、浄水場とか配水

場勤務の、今臨時職員６名の方にやっていただいておるわけなんですが、そこの増員による

ものです。ふえています。それぞれ別々になりますので。 

○１番（根本年生君） 別の職員という、臨時職員ということですね。わかりました。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 
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  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第45号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（志関武良夫君） 挙手全員です。 

  したがって、議案第45号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第４６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 日程第11、議案第46号 平成28年度大多喜町特別養護老人ホーム事

業会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  特別養護老人ホーム所長。 

○特別養護老人ホーム所長（君塚道朋君） 議案第46号 平成28年度大多喜町特別養護老人ホ

ーム事業会計補正予算（第１号）について説明させていただきます。 

  105ページをお開きください。 

  本文に入らせていただきます。 

  総則。第１条、平成28年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計の補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。 

  収益的収入及び支出。第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次の

とおり補正する。 

  支出。科目、第１款特別養護老人ホーム事業費用、補正予定額1,247万円の減、計２億

7,947万2,000円。 

  科目、第１項営業費用、補正予定額1,247万円の減、計２億7,847万1,000円。 

  議会の議決を経なければ流用することができない経費。第３条、予算第７条中２億1,179

万4,000円を１億9,932万4,000円に改める。 
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  続きまして、詳細につきましては積算資料により説明をさせていただきます。 

  108ページ、109ページをお開きください。 

  第１款第１項第１目総務管理費、補正予定額1,247万円の減額。第２節給料818万9,000円

の減。第３節手当199万2,000円の減。第４節法定福利費228万9,000円の減です。補正の理由

としましては、人事異動に伴う減額補正で、退職者４名、新規採用者３名、差し引きまして

１名の減による減額と、職員１名が育児休暇を取得したことによる減額でございます。 

  110ページから117ページまでの給与費明細書は記載のとおりですので、省略をさせていた

だきます。 

  以上で、大多喜町特別養護老人ホーム事業会計補正予算の説明を終わらせていただきます。 

  ご承認くださいますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第46号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（志関武良夫君） 挙手全員です。 

  したがって、議案第46号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第４７号～議案第５３号、報告第６号～報告第８号の一括上程、

説明 

○議長（志関武良夫君） 日程第12、議案第47号 平成27年度大多喜町一般会計歳入歳出決算



－184－ 

認定についてから日程第18、議案第53号 平成27年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計

決算認定について及び日程第19、報告第６号から日程第21、報告第８号までの各会計の決算

認定並びに健全化判断比率等の報告までを一括議題とします。 

  なお、決算認定については日程にお示ししたとおり、本日は各会計決算の提案説明までと

します。 

  これより順次説明並びに報告を願います。なお、着席にて説明することを許します。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） それでは、議案第47号の一般会計歳入歳出決算について、企

画財政課及び会計室からご説明させていただきます。 

  初めに、企画財政課から平成27年度主要施策の成果説明書を説明させていただきますので、

主要施策の成果説明書の２ページのほうをお開きください。 

  それでは、普通会計の歳入歳出総括表で、大多喜町の普通会計は一般会計と鉄道経営対策

事業基金特別会計を合わせた会計になりますので、普通会計を性質別に前年度決算額と比較

し分析をしたものでございます。次の３ページは、一般会計を性質別に前年度決算額との比

較分析をしたものでございます。財政的な数値は普通会計の数値を使用いたしますが、一般

会計の決算説明のため、３ページの一般会計の表で説明させていただきます。 

  まず、歳入状況でございますが、平成27年度は前年度より増額した主なものは、６地方消

費税交付金、10地方交付税、この地方交付税は普通交付税の基準財政需要額の変動に伴う増

額でございます。17寄附金と、18繰入金の増額はふるさと納税の増額に伴うもので、20諸収

入は総合賠償補償保険金の増額が主な要因でございます。 

  次に、減額した主なものとして、１町税の減少は個人町民税は納税義務者数の減少、法人

町民税は制度改正による減少、固定資産税は評価替えなどによる減少があり、12分担金・負

担金は学校給食費のいすみ市負担金の減額、15県支出金は雪害被害に対する農林水産業費補

助金などの減、16財産収入は分譲地の売却件数が少なく減少しております。 

  歳入合計は74億1,742万4,000円で、前年度より25億1,184万4,000円の増額となり、対前年

度で51.2パーセントの増でございます。 

  次に、歳出状況でございますが、歳出合計は71億3,349万円で前年度と比較すると26億

1,374万8,000円の増額で、対前年度比57.8パーセントの増でございます。歳出の区分の欄で

前年度と比較すると、増額している主なものは、４物件比と８積立金で、この増額はふるさ

と納税の増額に伴うものが大きな要因でございます。 
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  次に、４ページのほうをお開きください。 

  本表は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、地方公共団体の財政の健全

性に関する比率を算出したもので、町の財政の健全化判断比率は、いずれも基準の範囲内で

ございます。別途ご報告させていただきます。 

  次の５ページからは、各会計での予算科目ごとの主要施策の成果説明でございますが、決

算書の説明と重複しますので、ここでの説明は割愛させていただきます。 

  なお、決算書につきましては、地方自治法の規定により、会計管理者が調製しましたので、

会計室長から説明いたします。 

○議長（志関武良夫君） 会計室長。 

○会計室長（三上清作君） 決算書の説明につきましては、会計室のほうでさせていただきま

す。 

  最初に、財産に関する調書についてご説明させていただきますので、決算書の最後のほう

ですが、262ページ、263ページをお開きください。 

  財産に関する調書は、決算年度中に増減のあったものを説明させていただきます。 

  １項公有財産の１号土地及び建物の土地の増減の内容につきましては、区分の欄の公共用

財産の学校の土地３万4,380平米の減少は、旧総元小及び上瀑小の区分の変更による減少で

ございます。その他の施設の土地１万483平米の増は、小沢又地先駐車場用地の取得、宇筒

原地先の消防団機械器具置き場の用地を公衆用道路から公共用財産に変更した増でございま

す。旧総元小学校の体育館分と旧上瀑小学校の土地をその他の土地に変更した増と、旧薬草

園の跡地をその他の区分に変更する減を合計したものでございます。 

  下の欄になりますが、その他の区分の土地２万8,563平米の増は、学校からの区分の移動

と、役場本庁舎の入り口の土地の取得と、旧薬草園跡地の増加を加えたものでございます。 

  次に、学校の建物の増減につきましては、木造建物156平米の減少と非木造建物の6,883平

米の減少は、旧総元小学校と旧上瀑小学校の建物の減少分でございます。 

  次に、その他の施設の建物の木造建物の168平米と非木造建物の3,589平米の増は、旧総元

小及び上瀑小学校の建物の区分の変更と、宇筒原地先の消防団機械器具置き場の増に、旧薬

草園の木造建物と非木造建物の減少でございます。 

  その他の区分の木造建物177平米の増と非木造建物の3,293平米の増は、役場本庁舎入り口

の建物の取得と、学校及び旧薬草園の建物の区分の変更に伴う増加でございます。 

  次に、２号の山林は決算年度中の面積の増減はありませんが、立木の推定蓄積量といたし
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まして、決算年度中の移動が960立方メートル、決算年度末現在高で５万2,893立方メートル

となります。 

  次のページをお開きください。 

  ３号の無体財産権は、商標登録しているおたっきーの分の１点でございます。４号の有価

証券は、いすみ鉄道、たけゆらの里、みずほフィナンシャルグループなどの６社の株券で、

決算年度中の増減はなく、決算年度末高は7,630万6,000円でございます。次の５号の出資に

よる権利は県畜産協会ほか、14団体等の出資による権利で、決算年度中は南房総広域水道企

業団への出資金が2,074万3,000円の増額となっております。 

  次のページ、265ページになりますが、２の物品の表の自動車の区分中、ローラーが１台

減少し、その他特殊車両は防犯パトロール車、消防車の増減は、５分団４部の車両ポンプ車

から小型動力ポンプ積載車に変更になりましたので、それぞれ増減しております。次に自動

カーバが１台減少しております。 

  次のページをお開きください。 

  次のページの圧力殺菌釜を新規に購入しましたので、１台増となっております。 

  次のページの３基金につきましては予算に基づき増減しておりますが、ふるさと基金につ

いては寄附金の27年度中決算は18億5,520万5,000円でございますが、出納整理期間の関係で

基金への積立金は18億4,198万円でございます。基金からの操出金６億609万5,000円を減少

しますと、決算年度中の増減額は12億3,588万6,000円でございます。 

  その他の基金の説明につきましては省略させていただきます。 

  基金の決算年度中の増減高の合計は、一番に下になりますが、15億1,229万1,000円の増額

で、年度末現在高は40億3,027万5,000円でございます。 

  次に一般会計の歳入歳出決算につきまして、歳入歳出決算書事項別明細書により説明させ

ていただきます。18ページ、19ページをお開きください。 

  歳入につきましては右側のページの収入済額、不納欠損額及び収入未済額について申し上

げます。 

  款１町税の収入済額は10億9,190万2,367円、不納欠損額は835万3,354円、収入未済額は１

億1,193万3,154円、収納率は90.1パーセントでございます。各項目別には、項１町民税の収

入済額は３億9,572万6,924円、不納欠損額は289万8,954円、収入未済額は2,472万9,242円、

収納率93.5パーセントでございます。 

  次の項２固定資産税の収入済額は５億7,334万660円、不納欠損額は516万4,200円、収入未
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済額は8,303万8,412円です。収納率は86.7パーセントです。 

  次の項３軽自動車の収入済額は2,671万6,800円、不納欠損額は29万200円、収入未済額は

175万4,700円、収納率は92.9パーセントです。 

  次の項４たばこ税の収入未済額は8,682万3,383円でございます。 

  次の項５鉱産税の収入済額は233万5,100円でございます。 

  次の項６特別土地保有税の収入済額はなく、収入未済額は241万800円でございます。 

  次の項７入湯税の収入済額は696万5,500円でございます。 

  款２地方譲与税の収入済額は6,089万8,000円で、項１地方揮発油譲与税の収入済額は

1,848万円、項２自動車重量譲与税の収入済額は4,240万円でございます。 

  次の款３利子割交付金の収入済額は145万5,000円でございます。 

  次のページをお開きください。 

  款４配当割交付金の収入済額は531万6,000円でございます。 

  款５株式等譲渡所得割交付金の収入済額は556万6,000円でございます。 

  款６消費税交付金の収入済額は２億72万3,000円でございます。 

  款７ゴルフ場利用税の交付金の収入済額は１億743万919円でございます。 

  款８自動車取得税交付金の収入済額は1,619万円でございます。 

  款９地方特例交付金の収入済額は238万1,000円で、減収補てん特例交付金として交付され

るものでございます。 

  次の款10地方交付税の収入済額は17億3,724万8,000円で、普通交付税、特別交付税の内訳

は備考欄の記載のとおりでございます。 

  款11交通安全対策特別交付金の収入済額は209万2,000円でございます。 

  次のページをお開きください。 

  款12分担金及び負担金の項１負担金は、収入済額9,779万8,031円、不納欠損額17万100円

でございます。収入未済額446万7,360円、収納率は95.5パーセントで、内容につきましては

目１の民生費負担金から目５給食費負担金までの、それぞれの事務事業実施に伴う受益者負

担、あるいは関係団体の負担金でございます。 

  款13使用料及び手数料の項１使用料の収入済額は6,223万363円、収入未済額は115万520円、

収納率は98.2パーセントで、目１衛生使用料から次のページの目６教育使用料までの施設等

の使用料でございます。 

  項２手数料の収入済額は2,578万1,830円で、目１総務手数料から次のページの目５土木手
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数料までの各種の手数料でございます。 

  次の款14国庫支出金の収入済額は３億3,902万4,629円、項１国庫負担金の収入済額は１億

8,372万2,293円で、目１民生費国庫負担金と目２衛生費国庫負担金でございます。 

  項２国庫補助金の収入済額は１億5,218万6,000円で、目１総務費国庫補助金から30ページ

の目５教育費国庫補助金までの各種事務事業に対する国の補助金でございます。 

  次に、30ページの項３国庫委託金の収入済額は311万6,336円で、目１総務費委託金と目２

民生費委託金でございます。 

  次に款15県支出金の収入済額は２億9,442万2,088円でございます。 

  項１県負担金の収入済額は１億4,211万3,573円でございます。目１総務費県負担金から次

のページ、32ページですね、目５教育費県負担金まで事務事業に対する県からの負担金でご

ざいます。 

  項２県補助金の収入済額は9,499万1,960円で、目１総務費県補助金から38、39ページまで

の目７消防費県補助金までの各事務事業に対する県からの補助金でございます。 

  38、39ページの項３県委託金の収入済額は5,731万6,555円で、目１総務費委託金から目５

消防費委託金までの各事務事業に係る県の委託金でございます。 

  次の40ページをお開きください。 

  款16財産収入の収入済額は3,783万5,674円でございます。 

  項１財産運用収入の収入済額は2,090万2,674円で、備考欄のとおり自動車学校用地など、

土地建物の貸付収入及び町が設置した光ファイバーをＮＴＴに貸し付けした収入で、目２利

子及び配当金は所有している株の配当金でございます。 

  次の項２財産売払収入の収入済額は1,693万3,000円でございます。 

  次に款17寄附金の収入済額は18億5,540万7,364円で、指定寄附金はふるさと納税が１万

6,691件、ほかは備考欄のとおりでございます。 

  次の款18繰入金の収入済額は６億3,064万595円で、項１基金繰入金は基金からの事業に充

当するために取り崩したもので、収入済額は６億3,050万4,000円でございます。 

  次のページをお開きください。 

  項２の特別会計繰入金の収入済額は13万6,595円で、国民健康保険特別会計からの繰入金

でございます。 

  次の款19繰越金の収入済額は３億8,583万8,167円でございます。 

  次の款20諸収入の収入済額は１億754万2,796円、不納欠損額は1,000円、収入未済額とし
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て251万9,065円、収納率は97.7パーセントでございます。 

  項１延滞金、加算金及び過料の収入済額は76万5,358円。次の項２町預金利子の収入済額

は30万9,970円。次の項３受託事業収入の収入済額は262万9,786円でございます。 

  次のページをお開きください。 

  項４雑入の収入済額は１億383万7,682円、不納欠損額が1,000円、収入未済額は251万

9,065円で、収納率は97.6パーセントでございます。 

  目３雑入の内訳は、93ページまでの備考欄の記載のとおりでございます。 

  48ページの款21町債、項１町債の収入済額は３億4,970万円で、目１総務債から目５臨時

特例対策債まで各種事業の財源に充当するために起債したものでございます。なお、前年度

からの繰越事業充当財源として3,430万円を含んでおります。 

  以上、収入合計の予算現額は、一番下の欄になりますが、予算現額81億3,520万2,000円、

調定額が75億4,601万8,376円、収入済額が74億1,742万3,823円、不納欠損額が852万4,454円、

収入未済額が１億2,007万99円でございます。 

  続きまして、一般会計の歳出決算の説明をさせていただきます。 

  次の50ページ、51ページをお開きください。 

  各款または項の支出済額及び各項の主要な事務事業の概要についてご説明させていただき

ます。 

  初めに、款１議会費、項１議会費の支出済額は7,906万2,744円で、議員及び議会事務局職

員の人件費、議会活動に要する事務的経費、会議録作成委託料、町村議会議長会負担金でご

ざいます。 

  次の、款２総務費の支出済額は32億9,743万7,903円で、翌年度繰越金は3,112万5,000円で

ございます。 

  項１総務管理費の支出済額は31億5,515万2,782円で、目１一般管理費は特別職の人件費に、

次のページの職員の人件費、行政手続整備支援等業務委託料や職員の健康診断委託料、各種

団体への負担金補助金や、次のページの一般事務費では、事務用備品等、机の購入、職員研

修事業や電子調達管理事業などでございます。 

  次のページをお開きください。 

  目２文書広報費の主な事務事業は、例規集のデータ更新や法制ソフト支援業務の委託料等

で、広報おおたきの発行事業年12回の発行と、町長への手紙を年２回発行しております。 

  次の目３財政管理費は、予算書、決算書の印刷製本費や、次のページの財務会計システム
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用のパソコンソフトの保守委託や、ソフトの借上料が主な経費でございます。 

  目４会計管理費は会計事務経費でございます。 

  目５財産管理費の主なものは、公有財産管理事業の町有の建物及び公用車の保険料、薬草

園跡地の管理棟屋根改修工事や、もみの郷会所の消防設備の設置工事、本庁舎入り口土地建

物の購入等でございます。 

  次のページをお開きください。 

  庁舎管理費は庁舎管理のための光熱水費、各種保守委託料など、町有林の維持管理事業、

庁舎管理基金等、財政調整基金の積み立て事業が主な事業でございます。 

  目６企画費の主な事業は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合負担金、定住化対策事業として

プロモーション動画の作成、地域情報通信基盤維持管理事業は光ファイバー網の保守経費、

大多喜ダム対策事業は大多喜ダム跡地の管理事業補助金、結婚活動支援事業などでございま

す。それと、ふるさと納税を基金への積み立て、総合計画策定業務委託料、町内４路線及び

一宮線の補助をしている地域バス路線対策補助金、いすみ鉄道の下部を補助する基盤維持費

の補助金、地域公共交通活性化協議会補助金、鉄道運送対策事業費補助金、ふるさと納税事

業等返礼品等に関する経費でございます。 

  66ページになります。 

  66ページの目７電子計算費は、町のコンピューター業務に係る経費で、電子計算機器の保

守委託やサーバー14台、パソコン180台の賃借料など主なもので、電子計算業務費の前年繰

越分は、国の番号制度の事務に係るシステムの改修委託料でございます。 

  次の目８諸費の主な内容といたしましては、次のページの交通安全対策事務費、交通安全

対策費は防犯灯の電気料金など。コミュニティ育成業務は上原区の集会施設の改修補助金。

地方創生先行型交付金を活用した26年度からの繰越事業として、総合戦略策定事業ほか10事

業を実施しました。また、73ページの土地利用計画図策定事業として地籍図を作成し活用し

ております。さらに地方創生事業の上乗せ交付金事業として、大多喜の冊子発行事業など、

２事業を実施しました。 

  次のページ、74ページですね。 

  項２徴税費の支出済額は8,819万3,156円で、目１税務総務費の主な内容は、職員人件費や

関係団体への補助金でございます。 

  目２賦課徴収費の主な内容は、基幹系システムの大量一括処理委託料や、次のページの住

民税電子申告サービス利用料や、地図情報データの作成委託料が主なものでございます。 



－191－ 

  次の項３戸籍住民基本台帳費の支出済額は3,952万9,468円です。戸籍関係職員の人件費や

出張所の臨時職員の賃金、戸籍システムに係る保守委託料と、次のページの借上料と住民基

本台帳ネットワークシステムの事業などでございます。 

  次の項４選挙費の支出済額は99万5,329円です。目１選挙管理委員会費は、選挙管理委員

会の委員報酬や事務的管理経費及び団体の負担金でございます。 

  目２千葉県議会議員選挙費は無投票になりましたが、平成27年４月12日執行に係る選挙経

費でございます。 

  項５統計調査費の支出済額は1,318万8,961円で、職員の人件費のほか、各種団体等への負

担金、各統計調査費は国勢調査を初め、各主統計調査に係る統計調査員への報酬や事務的経

費でございます。 

  次のページの項６監査委員費の支出済額は37万8,207円で、監査委員の報酬及び事務経費

でございます。 

  次の款３民生費の支出済額は13億1,613万3,788円でございます。 

  項１社会福祉費の支出済額は９億1,524万7,563円でございます。 

  目１社会福祉総務費の主なものは、職員の人件費、事務費のほか、次のページになります

が、社会福祉関係団体助成事業と障害者福祉事業で、町社会福祉協議会への補助金、地域生

活支援事業委託料が14事業所分です。扶助費は介護給付費1,081件分、重度心身障害者医療

費補助金は4,964名分、自立支援医療給付費は13名分などで、次の民生委員会活動事業につ

いては、次の87ページになりますが、国民健康保険特別会計への操出金、少子化対策事業と

して54件分の出産祝金及び臨時福祉給付金1,730名分でございます。 

  次の目２国民年金費は、職員の人件費と国民年金事務に係る経費でございます。 

  88ページの目３老人福祉費の主な内容につきましては、緊急通報システム業務は454件分、

外出支援サービスは6,783件分で、扶助費は福祉タクシー利用助成金でございます。敬老祝

事業費の報償費は167人分で、敬老祝金は201人分の祝い品でございます。その他老人クラブ

活動に対する補助金は地域ボランティア事業補助金でございます。 

  次のページをお開きください。 

  目４青少年女性対策費は、青少年相談員の報酬及び活動に係る経費で、目５介護保険事業

費は介護保険事業の推進に係る経費で、主なものは地域包括支援センターの運営経費、介護

保険特別会計への操出金などでございます。 

  次の92、93ページをお開きください。 



－192－ 

  目６後期高齢者医療費の主なものは、後期高齢者医療広域連合負担金、療養給付費及び後

期高齢者医療特別会計への操出金でございます。 

  次の項２児童福祉費の支出済額は４億88万6,225円でございます。 

  目１児童福祉総務費は職員の人件費のほか、子ども医療対策事業の扶助費は、乳幼児医療

費、児童医療費の小学生分と中学生入院・通院の助成でございます。子ども・子育て支援事

業と、次の子育て世帯臨時特例給付金事業は、給付支給に係る経費でございます。 

  次のページをお開きください。 

  目２児童措置費の主な内容は、扶助費の児童手当及びその支給事務に要した経費でござい

ます。 

  目３母子福祉費はひとり親家庭等医療費等で入院・通院、調剤の助成でございます。 

  次の目４児童福祉施設費は職員の人件費、保育園管理運営事業は保育園嘱託医の報酬、臨

時保育士、臨時調理員の賃金のほか、保育園児213名の保育に係る消耗品、光熱水費、給食

用材料費と、次のページでございますが、保育園の管理運営に係る施設警備や保守点検や送

迎バス等運営経費でございます。 

  次の款４衛生費の支出済額は６億809万4,014円で、項１保健衛生費の支出済額は２億

3,277万6,739円でございます。 

  目１保健衛生総務費の主なものは、職員の人件費と国保国吉病院の負担金でございます。 

  目２予防費は、次のページにわたりますが、各種がん検診業務と各種予防接種事業や健康

相談、健康教育、健康づくり教室、高齢者の肺炎球菌ワクチンの助成等に係るものが主なも

のでございます。 

  102ページ、103ページになります。 

  目３環境衛生費は、職員人件費と環境対策審議会の委員さんの報酬及び不法投棄監視員10

名分の報償費です。夷隅環境衛生組合負担金等があります。次のページの合併処理浄化槽11

基分の補助金、小水力発電所の管理運営経費が主なものでございます。 

  104ページになります。 

  目４母子保健事業は次のページにわたりますが、母子保健事業の運営に係る協力医の報酬、

健康診断に当たり必要な消耗品や健康診査の委託料でございます。 

  106ページ、107ページになります。 

  目５火葬場費は、運営委員会の委員報酬のほか、火葬場の燃料費、施設修繕料、管理経費、

設備の点検管理、火葬炉の運転業務などの委託料や、火葬炉改修工事が主なものでございま
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す。 

  目６地域し尿処理施設管理費は、船子城見ヶ丘団地の55戸の利用するコミュニティプラン

トの維持管理経費でございます。 

  次の項２清掃費の支出済額は２億7,866万4,275円でございます。 

  次の108ページ、109ページになりますが、106ページの一番下の欄ですが、目１清掃総務

費でございます。すぐ108、109ページになってしまいますが、職員の人件費、臨時職員の賃

金、夷隅郡市広域市町村圏事務組合負担金が主な内容でございます。 

  目２塵芥処理費は環境センターの管理運営に係る経費で、ごみ収集委託料や粗大ごみの処

理委託料、ごみ袋の作成や販売委託料、それと一般廃棄物処分業務委託料でございます。そ

れと次のページのいすみクリーンセンター塵芥処理負担金等がございます。 

  項３上水道費の支出済額は9,665万3,000円でございます。水道企業会計に対する上水道高

料金対策補助金と南房総広域水道企業団に対する補助金と出資金でございます。 

  款５農林水産業費の支出済額は２億227万6,494円で、項１農業費の支出済額は１億3,504

万5,979円でございます。 

  目１農業委員会費は、職員の人件費及び農業委員会委員の報酬、事務経費のほか、関係機

関への負担金が主な内容でございます。 

  次の112ページ、113ページをお開きください。 

  目２農業総務費は、職員の人件費及び農家組合長100人分の報償費が主な内容でございま

す。 

  次の３農業振興費は、農業再生協議会補助金、青年就農者確保育成給付金事業補助金５件、

経営体育成支援事業補助金が２件、次のページの中山間地域等直接支払交付金４件等でござ

います。 

  次の４畜産業費は、関係する各種団体に対する補助金、負担金でございます。 

  次の目５農地費の主なものは、平沢ダム管理委託料や、次のページの多面的機能支払交付

金の事業でございます。 

  目６農業施設費は、次のページの農業関係の各施設の維持管理経費を計上したものでござ

います。 

  項２林業費の支出済額は6,723万515円で、目１林業総務費は職員の人件費や事務経費、関

係機関への負担金、次のページの有害鳥獣の捕獲報奨金、有害鳥獣の駆除委託料や、次のペ

ージになりますが、有害獣被害防止の物理柵、電気柵等に係る補助金が主なものでございま
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す。 

  目２林業振興費でございますが、森林の機能を維持していくための伐採や下刈り、枝打ち

等を行う森林整備事業委託料でございます。 

  目３大多喜県民の森運営費は、職員の人件費、次のページになりますが、臨時職員及び臨

時作業員の賃金、竹細工や各種講座等の講師謝礼、光熱水費などの施設管理運営経費でござ

います。 

  次のページになりますが、款６商工費と項１商工費の支出済額は同額の１億145万9,097円

でございます。 

  目１商工総務費は、職員の人件費のほか、商工関係の事務及び管理経費でございます。 

  目２商工業振興費は、次のページになりますが、商工会への補助金、中小企業経営改善資

金等利子補給金、商い資料館の管理経費で施設経費でございます。それと施設管理業務委託

料、プレミアム商品券発行事業などでございます。 

  目３観光費は、公衆トイレや公園の維持管理、町営駐車場の管理業務委託料、大多喜駅前

の観光センターの維持管理経費でございます。 

  次に127ページから129ページにわたりますが、観光振興事業は城まつり実行委員会、町観

光協会や関係団体への補助金、負担金が主なものでございます。それと遊歩道整備事業の環

境調査委託料は面白峡遊歩道周辺の調査委託料でございます。 

  次の款７土木費の支出済額は３億6,259万6,092円で、項１土木管理費の支出済額は9,765

万3,916円でございます。 

  目１土木総務費の主なものは、職員の人件費と、次のページになりますが、臨時職員の賃

金、道路照明32カ所分の電気使用料、道路台帳更新業務委託料、パソコン用ソフト保守委託

料や借上料、各種団体への負担金や補助金でございます。 

  目２登記費は、職員の人件費のほか、次のページになりますが、用地測量委託料、測量機

器の保守委託料や使用料が主なもので、登記実績は所有権移転登記または地目変更登記など、

154件でございます。 

  次の目３国土調査費は、地籍調査に係る臨時職員の賃金のほか、事務経費や地籍調査委託

料が主なものでございます。 

  目４道の駅の管理費は、次のページになりますが、石神地先の道の駅の維持管理費等で、

トイレの水道使用料や清掃管理業務委託料が主なものでございます。 

  項２道路橋梁費の支出済額は２億1,913万3,370円で、目１道路維持費は町道の保守員４名
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と草刈り等の際に雇用する臨時作業員に係る経費と、公用車の燃料費、道路補修用材料など

でございます。 

  目２道路新設改良費は、職員の人件費と、測量と設計委託料は、増田小土呂線のほか４路

線でございます。次のページの工事請負費は、増田小土呂線の歩道整備工事、中野大多喜線

の道路改良工事等でございます。 

  目３橋梁維持費は、設計業務委託料は、橋梁86橋の定期点検業務でございます。橋梁補修

工事は橋梁長寿命化のための塩渕橋補修工事でございます。 

  目４交通安全対策費の区画線工事は、町道黒原上野線のほか、交通安全対策用材料は、カ

ーブミラー等の購入が主なものでございます。 

  項３都市計画費の支出済額は306万6,960円で、目１街路事業費は町並み整備助成事業補助

金でございます。 

  項４住宅費の支出済額は4,274万1,846円でございます。 

  次のページにわたりますが、目１住宅費は、町営住宅９団地111戸分の管理に関する経費

で、黒原団地の改修に係る工事請負費等が主な経費でございます。 

  目２宅地造成費は、城見ヶ丘団地の障害物撤去工事と横山分譲地の給水設備工事、城見ヶ

丘団地の定住化補助金１件が主なものでございます。 

  目３住宅助成費は、住宅取得奨励金20件、住宅リフォーム補助金25件、次のページになり

ますが、住宅用太陽光発電設備導入促進補助金８件分でございます。 

  款８消防費、項１消防費の支出済額３億643万890円でございます。 

  目１常備消防費は、夷隅郡市広域常備消防負担金で、目２非常備消防費は、消防団員346

名分の報酬と消防団員の健康診断、退職金の支給事務負担金等でございます。 

  目３消防施設費の消防用施設整備事業の主なものは、次のページの船子、下大多喜、弓木、

田代、紺屋の防火水槽等の改修工事、それと宇筒原地先の消防機械器具置き場の新築工事等

でございます。消防機械器具整備事業は、各分団における消防車の燃料、車両の点検や整備

費用、小型動力ポンプ積載車の購入が主なものでございます。 

  目４災害対策費の地域防災対策事業は、災害の発生が懸念される場所の職員の時間外手当

や、排水機場管理委託料と防災行政無線施設の修繕費と保守委託料が主な内容でございます。 

  次のページになります。 

  款９教育費でございます。教育費の支出済額は４億634万5,996円で、項１教育総務費の支

出済額は9,011万6,419円でございます。 
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  目１教育委員会費は、教育委員の報酬や教育委員会活動に要する事務費、関係団体負担金

等でございます。 

  目２事務局費は、教育長人件費や職員の人件費、次のページの教育委員会事務事業は、特

別支援教育支援員の賃金、関係団体への負担金や補助金、損害賠償金、奨学基金積立金等が

主な経費でございます。 

  次のページになります。148ページですね。 

  項２小学校費の支出済額は5,164万9,127円でございます。 

  目１学校管理費の小学校管理事務事業は、学校医、薬剤師の報酬のほか、西小学校の送迎

バス委託料等が主な経費で、小学校施設管理事業は光熱水費、教育用パソコン等のリース料

が主な経費でございます。 

  151ページになりますが、学校管理事業は町内２小学校の管理事務経費や学校施設管理経

費でございます。 

  目２教育振興費は、２小学校の教材備品等の購入費、クラブ活動助成補助金や遠距離通学

費の補助金等が主な内容でございます。 

  153ページになりますが、小学校教育振興事業は、英語教室と低学年の外国語活動委託料

で、扶助費は、準要保護児童22名分の学用品等の就学支援と、７名分の特別支援教育就学奨

励費でごさいます。 

  次の項３中学校費の支出済額は3,023万2,567円でございます。 

  目１学校管理費は、中学校管理事務事業の学校医、薬剤師の報酬のほか、中学校施設管理

事業の光熱水費や、次のページのパソコン借上料、２中学校の管理事務経費や学校施設管理

費でございます。 

  目２教育振興費は、次のページにわたりますが、２中学校の教材備品等購入費、クラブ活

動や各種大会への生徒派遣費の補助金、あるいは遠距離通学生徒の通学費補助金等が主な内

容でございます。 

  中学校教育振興事業の委託料は、中学校外国語指導助手委託料で、扶助費は、準要保護生

徒６名分の学用品等の就学支援と４名分の特別支援教育就学奨励金でございます。 

  次の項４社会教育費の支出済額は6,165万8,749円でございます。 

  目１社会教育総務費は、職員の人件費のほか、社会教育委員の報酬、生涯学習の推進事業

報酬、それと生涯学習の推進事業は次のページにわたりますが、推進事業の開催経費と旧田

代分校の管理費、社会教育関係団体への負担金や補助金でございます。 
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  次のページになりますが、目２公民館費は、公民館運営審議会委員報酬のほか、公民館運

営のための維持管理経費でございます。主なものとしては、光熱水費、施設や設備の管理委

託料、次のページになりますが、公民館バスの管理経費でございます。 

  目３図書館費は、図書館（天賞文庫）の管理運営経費及び図書の購入経費、各種活動に要

した経費でございます。 

  次の目４文化財保護費は、次の163ページの文化財審議会委員報酬や負担金補助及び交付

金が主なものでございます。 

  次の目５視聴覚教育費は、夷隅郡視聴覚教材センターの負担金でございます。 

  項５保健体育費の支出済額は１億7,268万9,134円でございます。 

  目１保健体育総務費は、職員の人件費、スポーツ推進委員の報酬や、次の165ページのキ

ンボール教室などの主要事業に係る経費と、町体育協会への補助金が主なものでございます。 

  目２学校給食費は、職員の人件費のほか、臨時調理員の共済費や賃金、給食センターの施

設管理用消耗品、光熱水費、賄い材料費等、次のページになりますが、給食配送委託料、調

理場の設備改修工事が主なものでございます。 

  次の目３体育施設費は、次のページにわたりますが、海洋センターの野球場、テニスコー

ト、総合運動公園の管理運営経費で、工事請負費は体育館改修工事が主なものでございます。 

  款10災害復旧費でございます。災害復旧費の支出額はありませんでした。 

  次のページをお開きください。170ページになります。 

  款11公債費の支出済額は４億5,365万3,073円でございます。これらの支出は、今まで借り

入れた起債129件分の元金及び利子でございます。 

  款12予備費の当初予算額は500万円で、予備費を充当した額は77万6,000円でございます。 

  歳出合計の支出済額は、一番下の欄になりますが、支出済額は71億3,349万91円、翌年度

繰越金の繰越明許費は7,236万2,000円、不用額は９億2,934万9,909円でございます。 

  以上が一般会計歳出決算の事項別明細の状況でございます。 

  次のページをお開きください。 

  実質収支に関する調書でございますが、この表は、会計年度の実施的な収入支出の額を示

したものでございます。区分及び金額でございますが、１、歳入総額74億1,742万4,000円、

２、歳出総額71億3,349万円、３、歳入歳出差引額２億8,393万4,000円、４、翌年度へ繰り

越しすべき財源、繰越明許費繰越額が1,029万3,000円、５、実質収支額は繰越額を差し引い

た２億7,364万1,000円となります。 
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  以上が、平成27年度の―すみません、ちょっと訂正を。支出合計の支出済額の不用額の

欄で、６億と読んだみたいで訂正させていただきます。不用額は９億2,934万9,909円でござ

います。 

  以上で、平成27年度の大多喜町一般会計歳入歳出決算の説明を終わらせていただきます。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまでしたでした。 

  一般会計決算の説明が終了しました。 

  ここで10分間の休憩をとります。20分から再開します。 

（午後 ４時０７分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ４時２０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 次に、議案第48号 平成27年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別

会計歳入歳出決算認定について説明願います。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 議案第48号についてご説明させていただきます。 

  事項別明細書により決算内容をご説明させていただきますので、決算書の180、181ページ

をお開きください。 

  款１財産収入、項１財産運用収入、目１利子及び配当金の収入済額は32万円で、鉄道経営

対策事業基金を運用した利子でございます。 

  款２繰入金、項１繰入金、目１繰入金4,007万6,674円は、基金からの繰入金で、歳入合計

額は4,039万6,674円でございます。 

  次のページをお開きください。 

  次に歳出、款１鉄道経営対策事業費、項１鉄道経営対策事業費、目１事業費、節25積立金

32万円は、鉄道経営対策事業基金の利子を基金へ積み立てたものでございます。 

  目２助成費、節19負担金補助及び交付金4,007万6,674円は、いすみ鉄道車両更新等交付金

でございます。 

  歳出合計額は4,039万6,674円でございます。 

  次のページをお開きください。 
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  実質収支に関する調書は、歳入総額と歳出総額がそれぞれ4,039万7,000円のため、３、歳

入歳出差引額以降の行はゼロ円となっております。 

  以上で、簡単ですが説明を終わらせていただきます。 

  よろしくご審議くださるようお願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 次に、議案第49号 平成27年度大多喜町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算について説明願います。 

  税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） それでは、議案第49号についてご説明を申し上げます。 

  事項別明細書によりご説明させていただきますので、196、197ページをお願いいたします。 

  初めに歳入でございますが、説明に当たりまして款の２一部負担金以降は、科目及び収入

済額を読み上げさせていただきますので、ご了承お願いいたします。 

  初めに、款１国民健康保険税、右のページになりますが、調定額４億2,004万6,192円、収

入済額３億390万6,778円、不納欠損額1,480万5,194円、収入未済額１億133万4,220円、収納

率は現年度分93.3パーセント、滞納繰越分11.9パーセント、合計で72.4パーセントでござい

ます。不納欠損につきましては、地方税法の規定による時効成立等によるもので142件、納

税義務者の死亡、相続放棄、生活困窮、生活保護受給等によるものでございます。 

  国民健康保険税の内訳といたしまして、目１一般被保険者国民健康保険税、収入済額２億

9,158万8,408円、目２退職被保険者等国民健康保険税、収入済額1,231万8,370円でございま

す。 

  款の２項１目１一部負担金につきましては収入はございませんでした。 

  款３使用料及び手数料、項１手数料、目１督促手数料、右のページ収入済額11万2,500円

でございます。 

  款４国庫支出金、項１国庫負担金、次のページをお願いいたします。目１療養給付費等負

担金２億5,561万7,270円、これにつきましては、医療費及び後期高齢者支援金、介護納付金

等の国庫負担金でございます。 

  目２高額療養費共同事業負担金815万8,016円、高額療養費共同事業拠出金の４分の１を国

が負担するものでございます。 

  目３特定健康診査負担金137万2,000円、補助率は国基準額の３分の１でございます。 

  項２国庫補助金、目１財政調整交付金7,746万7,000円、市町村間の財政の均衡を図るため

交付されるものでございます。 
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  款５項１目１療養給付費交付金3,998万7,000円、退職被保険者等の医療費に係る交付金で

ございます。 

  款６項１目１前期高齢者交付金２億9,805万7,914円、65歳から75歳未満の医療費の負担を

軽減するための交付金でございます。 

  款７県支出金、項１県負担金、目１高額医療費共同事業負担金815万8,016円、高額療養費

共同事業拠出金の４分の１を県が負担するものでございます。 

  目２特定健康診査負担金140万円、特定健康診査の県負担分でございます。 

  項２県補助金、目１財政調整交付金7,303万7,000円、国保財政の平準化を図るための補助

金でございます。 

  款８項１目１共同事業交付金３億6,129万9,725円、内訳といたしまして、節１高額医療費

共同事業交付金は、レセプト１件当たり80万円を超えるもの、次のページをお願いいたしま

す。節の２保険財政共同安定化事業交付金は、レセプト１件当たり80万円未満の医療費に対

しての交付金でございます。 

  款９繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金１億5,447万1,817円でございます。

内訳といたしまして、節１保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）は、県及び町からの繰入金

で、負担率は県４分の３、町４分の１でございます。節２保健基盤安定繰入金（保険者支援

分）は、国・県及び町からの繰入金で、負担率は国が２分の１、県４分の１、町４分の１で

ごさいます。節３職員給与費等繰入金は、人件費及び事務費に対する繰入金。節４助産費等

繰入金は、出産育児一時金の３分の２相当の繰入金。節５財政安定化支援事業繰入金は、国

保財政の健全化及び保険税の負担の平準化に対する繰入金。節６財政調整繰入金は、一般会

計からの法定外繰入金。節７特定健康診査等事業費繰入金は、特定健康診査の追加健診項目

に対する繰入金でございます。 

  款10項１繰越金7,868万1,466円、前年度繰越金でございます。 

  款11諸収入107万2,271円は、項１延滞金及び過料15万8,771円。 

  項の２雑入91万3,500円は、次のページの下段になりますけれども、目６雑入の節１特定

健康診査徴収金、40歳以上70歳未満の受診者１人当たり500円の徴収金でございます。節６

特定健康診査負担金精算金は、平成26年度特定健康診査負担金の確定に伴う国及び県の追加

交付分でございます。 

  歳入合計でございますけれども、予算現額16億2,280万6,000円、調定額17億7,893万8,187

円、収入済額16億6,279万8,773円、不納欠損額1,480万5,194円、収入未済額１億133万4,220
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円でございます。 

  続きまして、歳出のご説明を申し上げますので、次のページをお願いいたします。なお、

説明に当たりまして、科目及び支出済額について読み上げさせていただきます。 

  款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、右のページになりますが、支出済額

3,481万7,453円、備考欄記載のとおり、職員４名分の人件費及び事務費並びに県国保連合会

への負担金等でございます。国民健康保険事務費の主な支出は、13節委託料として基幹系シ

ステム大量一括処理委託料、レセプト電算処理委託料、パソコン用ソフト修正委託料、14節

の使用料及び賃借料として、パソコンソフト使用料等でございます。 

  項２目１運営協議会費５万6,000円、国民健康保険運営協議会２回分の委員報酬でござい

ます。 

  款２保険給付費、項１療養諸費７億7,825万6,585円、前年度と比較いたしまして3.5パー

セント、2,836万4,976円減少をしております。内訳といたしまして、目１一般被保険者療養

給付費７億4,189万2,336円は一般分の医療費、次のページをお願いいたします。 

  目２退職被保険者等療養給付費2,760万8,953円は、厚生年金あるいは共済組合年金など受

給者で、65歳未満の方の医療費でございます。 

  目３一般被保険者療養費702万4,457円、補装具等医療費で償還払い分でございます。 

  目４退職被保険者等療養費21万2,453円、退職被保険者等の償還払い分でございます。 

  目５審査及び支払手数料151万8,386円は、レセプト審査手数料等でございます。 

  項２高額療養費１億1,037万5,082円、前年度と比較いたしますと2.1パーセント、234万

7,317円減少をしております。内訳といたしまして、目の１一般被保険者高額療養費１億559

万3,007円、目２退職被保険者等高額療養費478万2,075円でございます。 

  目の３一般被保険者高額介護合算療養費及び、次のページになりますけれども、目４退職

被保険者等高額介護合算療養費は支出がございません。 

  項の３移送費につきましても支出はございません。 

  項４目１出産育児一時金629万3,700円、支給件数15件、１件当たり限度額42万円を支給す

るものでございます。 

  項５目１葬祭費120万円、支給件数24件、１件当たり５万円を支給するものでございます。 

  款３項１目１後期高齢者支援金１億7,346万745円、後期高齢者医療制度を支えるため、国

保加入者全員が負担する支援金でございます。次のページにわたりますけれども、支援金の

ほかに事務拠出金がございます。 



－202－ 

  款４項１前期高齢者納付金等、目１前期高齢者関係事務費拠出金11万7,079円、65歳から

75歳未満の国保加入者数に応じて納付するものでございます。 

  款５項１老人保健拠出金、目１老人保健事務費拠出金7,441円は、老人保険制度の精算事

務費となります。 

  款６項１目１介護納付金7,614万5,152円、40歳から65歳未満の国保加入者が負担する介護

給付費納付金でございます。 

  款７項１共同事業拠出金、目１高額療養費共同事業拠出金3,263万2,067円は、レセプト１

件当たり80万円を超える医療費に係る共同事業拠出金。 

  次のページをお願いいたします。 

  目の２保険財政共同安定化事業拠出金３億127万3,159円は、レセプト１件当たり80万円未

満の医療費に係る共同事業拠出金でございます。 

  目３その他共同事業拠出金324円でございます。 

  款８項１目１保健事業費352万3,659円は、備考欄記載のとおり、国保総合健康づくり支援

事業として、19節の負担金補助及び交付金、人間ドック経費補助金、受診者数76名分でござ

います。 

  項２目１特定健康診査等事業費1,028万3,273円は、備考欄記載のとおり、13節委託料、特

定健康診査委託料839万9,306円、及び特定保健指導委託料117万6,233円が主な支出でござい

ます。なお、特定健康診査の受診者数は859名、受診率35.4パーセントでございます。 

  款９諸支出金1,136万7,894円は、次のページをお願いいたします。目１一般被保険者保険

税還付金として353万9,700円、目３償還金782万8,194円は、平成26年度国庫負担金等確定に

伴います返還金でございます。 

  款10予備費につきましては、備考欄記載のとおり、９款諸支出金還付金に34万円を充当い

たしました。 

  歳出合計、予算現額16億2,280万6,000円、支出済額15億3,980万9,613円、不用額8,299万

6,387円でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  実質収支に関する調書で、単位は千円でございます。 

  １、歳入総額16億6,279万9,000円、２、歳出総額15億3,981万円、３、歳入歳出差引額１

億2,298万9,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源はございません。５、実質収支額１億

2,298万9,000円でございます。 
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  以上で、平成27年度大多喜町国民健康保険特別会計の決算の説明を終わらせていただきま

す。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまです。 

  次に、議案第50号 平成27年度大多喜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て説明願います。 

  税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） 議案第50号についてご説明申し上げます。 

  事項別明細書によりご説明させていただきますので、決算書224、225ページをお願いいた

します。また、説明に当たりましては、款の２の使用料及び手数料以降は、科目及び収入済

額を読み上げさせていただきます。 

  初めに、歳入でございますけれども、款の１後期高齢者医療保険料、右のページになりま

すが、調定額6,924万4,100円、収入済額6,890万4,800円、不納欠損額３万5,500円、収入未

済額30万3,800円でございます。収納率につきましては現年度分99.6パーセント、滞納繰越

分62.1パーセント、合計で99.5パーセントでございます。また、不納欠損につきましては、

平成25年度保険料で２名分、いずれも生活困窮によるものでございます。 

  保険料の内訳といたしまして、目１特別徴収保険料、収入済額4,834万1,500円、年金から

の特別徴収分となり、収納率は100パーセントでございます。 

  目２普通徴収保険料、現年度分と滞納繰越分合わせまして収入済額2,056万3,300円、収納

率は98.4パーセントでございます。現金納付あるいは口座振替納付によるものでございます。 

  款２使用料及び手数料、項１手数料、目１督促手数料、右のページになりますが、収入済

額１万8,500円でございます。 

  款３繰入金、項１一般会計繰入金、目１事務費繰入金71万7,202円は、事務費相当の繰入

金、目２保険基盤安定繰入金3,542万1,765円は、保険料の軽減対象者分の繰入金で、負担割

合は県４分の３、町４分の１となります。 

  款４項１目１繰越金74万3,190円、前年度からの繰越金でございます。 

  款５諸収入14万1,000円は、保険料還付金でございます。 

  歳入合計でございますが、予算現額１億1,026万7,000円、調定額１億628万5,757円、収入

済額１億594万6,457円、不納欠損額３万5,500円、収入未済額30万3,800円でございます。 

  次に、歳出のご説明を申し上げます。 



－204－ 

  次のページをお願いいたします。やはり科目及び支出済額の読み上げとさせていただきま

す。 

  款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、右のページになりますが、支出済額58万

6,358円、備考欄記載のとおり、需用費、役務費、委託料等事務的経費で、13節委託料、基

幹系システム大量一括処理委託料が主な支出でございます。 

  項２目１徴収費14万9,344円、備考欄記載のとおり、保険料の徴収経費で需用費、役務費

でございます。 

  款２項１目１後期高齢者医療広域連合納付金１億123万7,955円、被保険者から納付されま

した保険料及び保険基盤安定繰入金を、保険者であります後期広域連合へ納付するものでご

ざいます。 

  款３諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目１保険料還付金14万1,000円、転出等によ

る保険料還付金でございます。 

  項２操出金については支出はございません。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳出合計、予算現額１億1,026万7,000円、支出済額１億211万4,657円、不用額815万2,343

円でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  実質収支に関する調書でございます。単位は千円でございます。 

  １、歳入総額１億594万6,000円、２、歳出総額１億211万5,000円、３、歳入歳出差引額

383万1,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源はございません。５、実質収支額383万1,000

円でございます。 

  以上で、平成27年度大多喜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出の決算の説明を終わらせて

いただきます。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまです。 

  次に、議案第51号 平成27年度大多喜町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について説明

願います。 

  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） それでは、議案第51号 平成27年度大多喜町介護保険特別会

計歳入歳出決算についてご説明いたします。 
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  決算書の232、233ページをお開きください。 

  歳入の合計ですが、予算現額11億3,805万9,000円、調定額11億3,039万9,701円、収入済額

11億2,551万6,401円、不納欠損額68万9,600円、収入済額419万3,700円でございます。 

  次に歳出の合計ですが、236、237ページをお願いいたします。 

  予算現額11億3,805万9,000円、支出済額10億7,827万5,479円となっており、歳入歳出差引

額4,724万922円でございます。 

  決算の明細につきましては、事項別明細書でご説明いたしますので、240、241ページをお

開きください。 

  まず歳入でございますが、款１保険料、調定額１億9,207万4,300円、収入済額１億8,719

万1,000円、収納率97.46パーセント。内容につきましては、65歳以上の第１号被保険者

3,704名分の保険料でございます。対前年度と比較いたしまして68人の増でございます。不

納欠損額68万9,600円は、法的時効成立による24名分の処理でございます。 

  以下につきましては、収入済額を主に説明させていただきます。 

  款２分担金及び負担金、項１負担金、目１介護予防教室事業参加者負担金23万2,500円、

これにつきましては、いきいき塾参加者負担金、認知症予防教室参加者負担金でございます。 

  款３使用料及び手数料、収入済額８万9,300円。 

  目１督促手数料４万1,900円、目２事務手数料４万7,400円、これは認定情報の情報公開に

伴う手数料でございます。 

  款４国庫支出金、収入済額２億5,371万6,067円。 

  項１国庫負担金、目１介護給付費負担金１億7,133万3,588円、介護給付に係る国の法定負

担金でございます。 

  項２国庫補助金、収入済額8,238万2,479円、目１調整交付金、収入済額7,813万4,000円に

つきましては、介護保険の財政調整を図るため、第１号被保険者の年齢別、階層別分布状況、

所得の分布状況を考慮して、市町村に交付されるものでございます。 

  目２地域支援事業交付金（介護予防事業）、収入済額93万8,909円、介護予防事業に係る

国の法定負担金でございます。 

  目３地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）、収入済額291万7,370円、包括的

支援事業・任意事業費に係る国の法定負担金でございます。 

  目５介護保険事務費補助金、収入済額30万円は、介護保険制度改正に伴うシステム改修の

補助金でございます。 
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  242、243ページをお開きください。 

  目６地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）、収入済額９万2,200円、

総合事業に係る国の法定負担金でございます。 

  款５支払基金交付金、収入済額２億6,953万３円。 

  項１支払基金交付金、目１介護給付費交付金、収入済額２億6,826万3,003円、介護給付費

に係る第２号被保険者分の法定交付金及び平成26年度精算に伴う追加交付金でございます。 

  目２地域支援事業支援交付金、収入済額126万7,000円、地域支援事業に係る第２号被保険

者分の法定交付金でございます。 

  款６県支出金、収入済額１億5,543万2,014円。 

  項１県負担金、目１介護給付費県負担金、収入済額１億5,347万5,000円、介護給付に係る

県の法定負担金でございます。 

  項２県補助金、目１地域支援事業交付金（介護予防事業）、収入済額46万9,454円、目２

地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）、収入済額145万8,685円、目３地域支援

事業（介護予防・日常生活支援総合事業）、収入済額２万8,875円につきましては、それぞ

れ地域支援事業に係る県の法定負担金でございます。 

  款７繰入金、収入済額１億9,441万6,398円。 

  項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金、収入済額１億7,235万4,398円、介護給付費に係

る町の法定負担金でございます。 

  それと、地域支援事業に係る町の法定負担金及び職員人件費、事務費等の繰入金でござい

ます。 

  次のページをお願いいたします。 

  項２基金繰入金、目１介護給付費準備基金繰入金、収入済額2,206万2,000円は、介護給付

費の被保険者負担分の不足を補うため繰り入れたものでございます。 

  款８繰越金、項１繰越金、目１繰越金、収入済額6,428万6,959円、これは前年度の繰越金

でございます。 

  款９諸収入、項１延滞金加算金及び過料につきましては実績がございませんでした。 

  項２及び目１雑入、収入済額62万2,160円、生活保護者認定調査等手数料、予防給付介護

負担金、運動教室等の参加者負担金でございます。 

  次に、歳出のご説明を申し上げます。 

  246、247ページをお開きください。 
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  歳出につきましては、支出済額を主に説明させていただきます。なお、支出のない科目は

割愛させていただきたいと思います。 

  款１総務費、支出済額4,200万2,885円。 

  項１総務管理費、目１一般管理費、支出済額3,212万4,105円、職員の人件費及び介護保険

事業の事務的経費でございます。 

  項２徴収費、目１賦課徴収費、支出済額147万6,796円、第１号被保険者に対します保険料

の徴収事務費、基幹系システム業務委託料及び法改正に伴うシステム改修費でございます。 

  項３介護認定審査会費、目１介護認定審査等費、支出済額497万338円、認定調査に従事す

る保健師、看護師の臨時職員賃金、主治医意見書作成手数料及び遠隔地入所者等の認定調査

委託料でございます。 

  248ページ、249ページをお開きください。 

  目２介護認定審査会共同設置負担金、支出済額340万96円、２市２町による審査会共同設

置に係る負担金でございます。 

  項４及び目１運営協議会費、支出済額３万1,500円、介護保険運営協議会委員の報酬でご

ざいます。 

  款２保険給付費、支出済額９億6,183万1,549円。 

  項１介護サービス等諸費、目１居宅介護サービス給付費、支出済額２億8,336万2,995円、

訪問系サービス、通所系サービス及び短期入所等に係る給付費でございます。 

  目２地域密着型介護サービス給付費、支出済額4,339万786円、認知症対応型共同生活介護

グループホーム等の給付費でございます。 

  目３施設介護サービス給付費、支出済額４億9,486万5,397円、介護老人福祉施設、介護老

人保健施設、介護療養型医療施設等の入所に係る給付費でござでございます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会議時間の延長 

○議長（志関武良夫君） 説明の途中ですが、まもなく５時になりますが、議事の都合により、

会議時間を延長したいと思います。よろしくどうぞ。 

───────────────────────────────────────────────── 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） 目４居宅介護福祉用具購入費、支出済額69万256円、入浴あ

るいは排泄等に使用する補助用具の購入について、対象額10万円を限度に支給するものでご

ざいます。 



－208－ 

  目５居宅介護住宅改修費、支出済額205万7,174円、手すりの取りつけや、段差解消などの

改修をした際、対象額20万円を上限に費用を支出するものでございます。 

  250、251ページをお開きください。 

  目６居宅介護サービス計画給付費、支出済額3,863万6,102円、介護支援専門医による居宅

介護サービス計画ケアプランの作成費でございます。 

  項２介護予防サービス等諸費、目１介護予防サービス給付費、支出済額2,419万5,475円、

要支援１、２の方に対する介護予防サービスに係る経費でございます。 

  目３介護予防福祉用具購入費、支出済額９万8,766円、要支援１、要支援２の方に対する

福祉用具の購入経費でございます。 

  目４介護予防住宅改修費、支出済額45万4,306円、これも要支援１、２の方に対する住宅

改修に係る経費でございます。 

  目５介護予防サービス計画給付費、支出済額358万8,348円、介護予防ケアプランの作成費

でございます。 

  252、253ページをお開きください。 

  項３その他諸費、目１審査支払手数料、支出済額66万3,468円、国保連合会への介護給付

費審査支払手数料でございます。 

  項４高額介護サービス等費、目１高額介護サービス費、支出済額1,936万3,879円、月額の

利用者負担額が一定額を超えた場合に支給するものでございます。 

  項５高額医療合算介護サービス等費、目１高額医療合算介護サービス費、支出済額154万

7,037円、介護保険と医療保険を利用したときの自己負担額が、合算して年額の限度額を超

えた分を支給するものでございます。 

  項６特定入所者介護サービス等費、目１特定入所者介護サービス費、支出済額4,886万

9,450円、低所得者の施設利用が困難とならないよう、食事、居住費について所得に応じた

負担限度額と基準費用額との差額を給付するものでございます。 

  254、255ページをお開きください。 

  目２特定入所者介護予防サービス費、支出済額４万8,110円、要支援１及び要支援２の方

が対象となります。 

  款３基金積立金、項１基金積立金、目１介護給付費準備基金積立金、支出済額4,395万

2,988円、前年度保険料の繰り越し分及び支払基金負担金の精算に伴う過年度交付分の積み

立てでございます。 
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  款４地域支援事業費、支出済額2,024万2,083円、項１介護予防事業費、目１二次予防事業

費、支出済額46万9,371円、介護が必要となるおそれのある人に対し、運動機能向上、栄養

改善、口腔機能向上等の内容で実施しております、通所型の介護予防事業の経費でございま

す。 

  目２一次予防事業費、支出済額353万8,378円、一般高齢者等を対象とした介護予防普及啓

発事業等の経費でございます。 

  256、257ページをお開きください。 

  項２包括的支援事業・任意事業費、目１任意事業費、支出済額259万1,019円、介護保険事

業の安定的な運営及び地域の実情に応じ、必要な支援を行う事業で、本町では介護給付費通

知、家族介護支援等の事業の経費でございます。 

  目２包括的支援事業、支出済額1,352万5,174円、地域包括支援センター関係職員の人件費

及び事務的経費でございます。 

  258ページ、259ページをお開きください。 

  項３介護予防・日常生活支援サービス事業費、目１介護予防日常生活支援サービス事業費、

支出済額11万7,881円、総合事業に移行した要支援１、要支援２の方の訪問型サービス、通

所型サービス及び介護予防ケアプラン作成の経費でございます。 

  項４その他諸費、目１審査支払手数料、支出済額260円、国保連合会への総合事業費に係

る審査支払手数料でございます。 

  款５諸支出金、支出済額1,024万5,974円、過年度分の精算に伴う国・県への返還及び過年

度分の保険料の還付金でございます。 

  実質収支に関する調書につきましては、260ページのとおりでございます。 

  以上で、平成27年度大多喜町介護保険特別会計の決算の説明を終わりにします。 

  よろしくご審議くださいますようお願いします。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまでした。 

  次に、議案第52号 平成27年度大多喜町水道事業会計決算認定について説明を願います。 

  環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） 議案第52号 平成27年度大多喜町水道事業会計決算の認定に

ついて説明をいたします。 

  別冊の水道事業会計決算書１ページをごらんください。 

  平成27年度大多喜町水道事業決算報告書。 
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  （１）収益的収入及び支出。 

  収入。第１款水道事収益の決算額は５億235万3,146円、第１項営業収益３億1,913万5,231

円、第２項営業外収益１億8,321万7,915円です。 

  支出。第１款水道事業費用の決算額は４億9,422万7,314円、第１項営業費用４億5,467万

3,126円、第２項営業外費用3,955万4,188円、第３項特別損失及び第４項予備費については

ありませんでした。 

  次に２ページの（２）資本的収入及び支出。 

  収入。第１款資本的収入の決算額は2,788万3,295円、第１項負担金488万3,295円、第２項

企業債2,300万円、第３項固定資産売却代金はありませんでした。 

  支出。第１款資本的支出の決算額は１億4,669万3,452円、第１項建設改良費6,442万1,061

円、第２項企業債償還金8,227万2,391円です。 

  資本的収入及び支出において、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億1,881万157

円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額384万936円及び過年度分損益勘定留

保資金１億1,496万9,221円で補塡をいたしました。 

  次に３ページをごらんください。 

  平成27年度大多喜町水道事業損益計算書になります。 

  １、営業収益。（１）給水収益２億9,289万6,820円、（２）その他営業収益265万8,625円。

営業収益の合計額は２億9,555万5,445円です。 

  ２、営業費用は、（１）原水及び浄水費から（６）その他営業費用までの合計額は、４億

3,656万6,990円です。この結果、営業損失として１億4,101万1,545円となりました。 

  ３、営業外収益。（１）受取利息及び配当金から（５）雑収益までの合計は１億8,319万

362円です。 

  営業外費用。（１）支払利息3,298万7,227円、（２）雑支出258万9,161円で、営業外費用

の合計額は3,557万6,388円です。この結果、営業外利益として１億4,761万3,974円となりま

した。このため、水道事業としての経常利益が660万2,429円となりました。 

  ５、特別損失についてはありません。 

  これにより、当年度純利益は660万2,429円となり、前年度繰越利益剰余金はありませんで

したので、最終的に当年度未処分利益剰余金として660万2,429円となります。 

  次、４ページをごらんください。 

  平成27年度大多喜町水道事業剰余金計算書、中段部分の当年度変動額の行をごらんくださ
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い。 

  資本金及び資本剰余金について、当年との変動額はありませんでした。 

  利益剰余金については、当年度純利益660万2,429円の発生に伴い、利益剰余金の年度末残

高が１億754万3,397円となり、資本合計は12億5,084万1,020円となります。 

  次に５ページをごらんください。 

  上段部分の平成27年度大多喜町水道事業会計剰余金処分計算書、先ほど説明いたしました

損益計算書において、当年度未処分利益剰余金としました660万2,429円の処分方法について、

全額を未処分利益剰余金として翌年度へ繰り越すものです。 

  続きまして、平成27年度大多喜町水道事業会計貸借対照表ですが、これは水道事業の平成

28年３月31日現在、27年度末の財政状態を示した表になりますが、内容については割愛をさ

せていただきます。 

  次に７ページ、８ページでは、重要な会計方針について、引当金の計上方法、また減価償

却の方法、それから引当金の取り崩し状況を注記しております。 

  次に、決算附属書類の10ページになります。 

  平成27年度大多喜町水道事業報告書になります。 

  １、概況。（１）総括事項、イ、業務の状況。本年度の給水状況は、給水戸数3,772戸、

前年度に比べ11戸の減です。給水人口は8,668人で、前年度に比べ224人の減となりました。

年間総給水量は117万6,546立方で、前年度に比べ２万9,756立方の減、年間総有収水量は105

万4,156立方で、前年度に比べ１万1,856立方の減となり、これに伴う有収率は89.60パーセ

ントで、前年度に比べ1.23パーセントの増となり、過去10年間で最も高い有収率となりまし

た。 

  ロ、建設改良状況。改良工事では、緊急性のあるものを優先し、老朽化した配水管の布設

がえ工事６カ所614メートル行い、安定供給の向上に努めました。拡張工事では、配水管の

布設工事２カ所911メートル、橋梁添架工事１カ所60メートルを行いました。 

  ハ、経理状況。この経理状況につきましては、決算報告及び損益計算書と内容が重複しま

すので、割愛をさせていただきます。 

  11ページをごらんください。 

  （２）議会議決事項ですが、議案７件、報告１件、全て記載のとおり可決をされておりま

す。 

  12ページの（３）規程規則等改正事項ですが、規則の制定を１件、規程の制定を１件、規
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程の一部改正を２件実施いたしました。 

  （４）行政官庁認可事項は、平成27年度起債同意申請及び市町村の水道総合対策事業補助

金交付申請となっております。 

  （５）職員に関する事項ですが、期間中の増減はなく、前年度と同様です。また、給料等

につきましては下表のとおりとなっております。 

  13ページをごらんください。 

  ２、工事等。（１）建設改良工事の概況ですが、橋梁添架工事、町道保庭線、保庭橋、ほ

か12件の改良工事を実施し、内容につきましては記載のとおりです。 

  次に14ページになります。 

  （２）主な修繕工事では、横山浄水場計装装置修繕工事ほか４件を実施し、内容につきま

しては記載のとおりです。 

  （３）保存工事の概況は、量水器の検定満了に伴う量水器交換工事として629個を実施い

たしました。 

  15ページ、16ページにつきましては、業務に関する事項を、前年度と比較したものとなっ

ておりますので、後ほどごらんいただきたいと思いますので、割愛をさせていただきます。 

  17ページの４、会計。（１）契約では、建設工事請負契約５件、業務委託契約２件を実施

し、内容については記載のとおりです。 

  （２）企業債の状況ですが、前年度末残高14億8,196万2,054円、今年度借入額は2,300万

円で、今年度償還額は8,227万2,391円、今年度末残高は14億2,268万9,663円です。この借入

残高の件数は59件、内容につきましては、22、23ページの企業債明細書のとおりとなってお

ります。 

  （３）その他会計経理に関する重要事項につきましては、消費税に係る特定収入等の使途

の特定状況を記載したものとなっております。 

  18ページの平成27年度大多喜町水道事業キャッシュ・フロー計算書ですが、このキャッシ

ュ・フロー計算書は、平成27年度会計期間の現金預金の流れを事業活動別に記載したものと

なっております。計算書中段部分の業務活動によるキャッシュ・フロー①とありますが、こ

の部分が収益的収支に該当する現金の収支となり、１億2,634万6,384円のプラスとなります。 

  投資活動によるキャッシュ・フロー②では、資本的収支に該当する現金の収支となり、

8,569万6,830円のマイナスになります。 

  財務活動によるキャッシュ・フロー③では、企業債の借り入れによる収入及び企業債償還
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金による支出となり、5,927万2,391円のマイナスになります。 

  平成27年度中の現金預金の増減額は、マイナス1,862万2,837円となり、現金預金の期末残

高は２億5,941万9,521円となります。この額につきましては、５ページの貸借対照表に流動

資産（１）現金預金の金額と一致するものとなっております。 

  次に、19、20ページの収益費用明細書については割愛をさせていただきます。 

  21ページの固定資産明細書について説明をいたします。 

  （１）有形固定資産明細書中、資産の取得に伴う当年度増加額の合計が１億887万5,637円、

資産の除却に伴う当年度減少額が１億6,613万4,755円となり、年度末現在高は61億950万

5,225円となります。 

  減価償却累計額につきましては、当年度増加額１億3,201万2,033円、当年度減少額が

9,618万5,597円、償却累計額は29億2,031万8,358円で、有形固定資産の年度末償却未済額は

31億8,918万6,867円となりました。 

  （２）無形固定資産明細書については、増減額はありませんでした。 

  （３）投資明細書については、資金運用のための投資有価証券を購入したため、3,000万

円が増加し、年度末現在高が１億1,087万3,800円となりました。 

  次に、22、23ページの企業債明細書につきましては、先ほど説明しました企業債の状況の

内訳59件分となっております。 

  以上で、27年度大多喜町水道事業会計決算の説明を終わります。 

  ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまでした。 

  次に、議案第53号 平成27年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計決算認定について説

明願います。 

  特別養護老人ホーム所長。 

○特別養護老人ホーム所長（君塚道朋君） 議案第53号 平成27年度大多喜町特別養護老人ホ

ーム事業会計決算認定について説明させていただきます。 

  別冊の決算書の１ページ、２ページをお開きください。 

  （１）収益的収入及び支出。 

  まず収入でございます。 

  第１款特別養護老人ホーム事業収益、予算額の合計は２億9,053万1,000円、決算額は２億

7,666万1,175円となり、決算額は予算額と比べ1,386万9,825円の減額となります。 
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  次に支出ですが、第１款特別養護老人ホーム事業費用、予算額の合計は２億9,099万2,000

円、決算額は２億7,916万9,078円となり、不用額は1,182万2,922円となります。 

  続きまして、（２）資本的収入及び支出でございます。 

  まず収入でございます。 

  第１款資本的収入、予算額及び決算額ともにゼロでございます。 

  次に支出ですが、第１款資本的支出、予算額の合計は567万1,000円、決算額は420万3,824

円となり、不用額は146万7,176円となります。 

  資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額420万3,824円については、過年度分損益

勘定留保資金で補塡いたしました。 

  続いて３ページをお開きください。 

  損益計算書でございます。１の営業収益２億6,569万1,530円から２の営業費用２億7,916

万9,078円を差し引きますと、1,347万7,548円の営業損失となり、３の営業外収益1,096万

9,645円を加えた事業の経常損失は250万7,903円となりました。 

  前年度繰越利益剰余金4,954万147円から当年度損失を差し引きますと、当年度未処分利益

剰余金は4,703万2,244円となります。 

  続いて、４ページは剰余金計算書でございます。今年度は処分する剰余金はございません。 

  続いて５ページ、６ページをお開きください。 

  貸借対照表でございます。これにつきましては、記載のとおりですので省略をさせていた

だきたいと思います。 

  続きまして、決算附属書類でございます。 

  ７ページをお開きください。 

  １の概況、総括事項、業務です。枠の中をごらんください。 

  初めに施設入所ですが、27年度の年間利用者数は２万6,277人で、１日の平均利用者数は

72人となります。 

  続いて短期入所ですが、27年度の年間利用者数は955人で、１日の平均利用者数は2.6人と

なります。 

  次の施設から12ページの４、会計までは、記載のとおりですので省略をさせていただきた

いと思います。 

  続いて13ページをお願いします。 

  キャッシュフロー計算書でございます。キャッシュフロー計算書は、１年間の資金の流れ
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を示したもので、今年度は国債の売却等により、資金が１億91万2,061円増加して資金期末

残高は３億1,560万3,092円となりました。 

  続いて14ページをお開きください。 

  特別養護老人ホーム事業会計収益費用明細書でございます。 

  （１）事業収益。 

  第１款事業収益は２億7,666万1,175円となります。 

  第１項営業収益は２億6,569万1,530円でございます。内訳として、第１目介護報酬収益が

２億1,883万3,681円でございます。第２目の介護負担金収益は4,735万7,849円となります。 

  第２項営業外収益は1,096万9,645円となります。内訳としまして、第１目受取利息14万

6,341円、第２目寄附金は12万円でございます。第３目長期前受金戻し入れ944万9,730円、

第４目その他営業外収益は125万3,574円でございます。 

  続いて（２）事業費用でございます。 

  第１款事業費用、第１項営業費用２億7,916万9,078円、第１目総務管理費１億6,106万553

円。内訳でございます。第１節報酬１万4,000円、こちらは運営委員さん４名分の報酬でご

ざいます。第２節給料7,755万842円、第３節手当2,687万6,169円、第４節賞与引当金1,179

万9,413円、第５節法定福利費3,884万6,515円につきましては、職員28名分の人件費でござ

います。第６節旅費3,360円、第８節備消耗品費24万9,583円、第９節燃料費18万5,836円に

つきましては、備考欄説明のとおりでございます。 

  続いて15ページとなります。 

  第10節手数料27万985円は、細菌検査手数料と口座振替の手数料でございます。第11節印

刷製本費１万6,200円につきましては、封筒の印刷費でございます。第13節通信運搬費41万

125円、第14節委託料86万2,565円、第15節広告料２万736円につきましては、備考欄説明の

とおりでございます。第16節使用料312万6,028円につきましては、企業会計のシステムリー

ス料、パソコンの借り上げ料、福祉総合情報システムの借上料、インターネットサービスの

使用料等でございます。第17節負担金22万5,345円、第18節保険料53万9,251円、第19節公課

費６万3,600円につきましては、備考欄説明のとおりでございます。 

  第２目施設管理費2,468万2,650円、第８節備消耗品費604万5,594円、第９節燃料費296万

5,950円、第10節手数料149万918円につきましては、備考欄説明のとおりでございます。第

12節修繕料146万7,651円につきましては、公用車の車検時修繕料、その他備品の修繕料でご

ざいます。第14節委託料310万2,224円につきましては、エレベーター、電気保安業務、庁舎
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の清掃業務などの委託料でございます。第20節光熱水費961万313円につきましては、電気、

ガス、水道の料金でございます。 

  第３目居宅介護事業費267万2,437円、こちらは短期入所に関する事業費でございます。第

４節法定福利費34万2,642円、第６節賃金227万6,073円、こちらは臨時職員１名分の人件費

と、第８節備消耗品費５万3,722円でございます。 

  第４目施設介護事業費7,253万6,992円、第１節報酬123万1,200円、定期往診３病院分でご

ざいます。第４節法定福利費513万2,208円、第６節賃金3,203万1,477円、こちらは臨時職員

23名分の人件費でございます。第８節備消耗品費88万8,823円、第10節手数料211万4,917円

につきましては、備考欄説明のとおりでございます。第14節委託料885万8,858円につきまし

ては、協力医といすみ医療センターの定期往診、そしていすみ医療センターのリハビリ訓練

士に対する委託料と、派遣看護師の委託料でございます。第16節使用料232万364円、第21節

賄い材料費1,995万9,145円につきましては、備考欄説明のとおりでございます。 

  第５目減価償却費、第１節有形固定資産減価償却費1,821万6,446円。 

  第６目資産減耗費、第１節固定資産除却費はゼロ円でございます。 

  16ページの固定資産明細書及び17ページの注記につきましては、記載のとおりですので、

省略をさせていただきます。 

  以上で、説明を終わらせていただきます。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまです。 

  ここで時間が経過しましたけれども、ここで10分間休憩をとりたいと思います。45分の再

開とします。 

（午後 ５時３５分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ５時４５分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 説明の前に、先ほどの議案第42号 大多喜町一般会計補正予算の審

議中、野村議員の質疑に対し答弁が保留となっており、答弁をしたい旨の申し入れがありま

したので、これを許可しました。 

  答弁をお願いいたします。 
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  産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 野村議員の先ほどのご質問でございますけれども、現在まだ

詳細については調査をかけておるところでございます。県のほうに内容の確認をしておると

ころでございますけれども、もし仮に補助、多面的交付の部分とこの委託の部分で二重にな

るようなところがもし発覚すれば、その部分につきましては、支払いについては考えさせて

いただく、とりあえずとめさせていただくと。今後の調査次第によりまして、そのような手

段をとりたいというふうに考えております。 

（「なかったことにするんじゃない、その内容がどうも怒られちゃう

よ」「内容は別だからさ」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） よろしいですか。 

  次に、報告第６号 平成27年度決算に基づく健全化判断比率について報告願います。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） それでは、報告第６号を説明させていただきます。 

  133ページをお開きください。議案書です。議案書の133ページです。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、健全化判断比率を

報告いたします。 

  平成27年度決算に基づく健全化判断比率、表内の項目の実質赤字比率は、一般会計、鉄道

経営対策事業基金特別会計を合わせた普通会計の実質収支が赤字の場合、その額の標準財政

規模に対する割合を示すもので、平成27年度は黒字のため該当ありませんでした。 

  次に、連結実質赤字比率は、普通会計に加え国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療等

の特別会計の収支、さらに公営企業における資金不足額など、町のあらゆる会計の収支の合

計から判断するもので、27年度の連結実質収支は黒字のため該当ありませんでした。 

  次に、実質公債費比率は、地方債の元利償還金に加え、一部事務組合等への負担金や他会

計操出金のうち、公債費に準ずる経費の標準財政規模に対する割合を示すもので、平成27年

度決算は前年度より0.7ポイント減少し5.8パーセントとなり、早期健全化基準を下回ってお

ります。 

  最後に将来負担比率は、地方債現在高や一部事務組合等の地方債の償還に対する将来の負

担見込み額、退職手当負担見込み額等から、これらに充当可能な基金現在高、基準財政需要

額、算入見込み額等を控除した額の、標準財政規模に対する割合を示したもので、平成27年

度決算は前年度より30.5ポイント減少し、33.7パーセントとなり、早期健全化基準を下回っ
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ております。 

  以上のとおり、平成27年度決算に基づく健全化判断比率は、いずれも基準の範囲内であり

ますことをご報告させていただきます。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまです。 

  次に、報告第７号 平成27年度大多喜町水道事業会計決算に基づく資金不足比率について

報告願います。 

  環境水道課長。 

○環境水道課長（米本和弘君） 報告第７号 平成27年度大多喜町水道事業会計決算に基づく

資金不足比率の報告について説明させていただきます。 

  135ページをお願いいたします。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定による資金不足比率を報告

させていただきます。 

  経営健全化に関する指標につきましては、平成27年度における資金不足比率はマイナス

88.77パーセントとなり、資金不足はなく、国の基準である20.0パーセントを下回っており、

経営状況は健全の範囲となっておりますので、報告をさせていただきます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまです。 

  次に、報告第８号 平成27年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計決算に基づく資金不

足比率について報告願います。 

  特別養護老人ホーム所長。 

○特別養護老人ホーム所長（君塚道朋君） 報告第８号 平成27年度大多喜町特別養護老人ホ

ーム事業会計決算に基づく資金不足比率の報告について説明をさせていただきます。 

  137ページをお開きください。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定による、経営健全化に関す

る指標につきましては、マイナス131.67パーセントで資金不足は生じておりません。国の経

営健全化基準の20パーセントを下回っており、経営状況は健全の範囲内となっております。 

  以上で報告させていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまです。 

  それでは、議案第47号から議案第53号までの各会計決算認定についての提案理由の説明、

並びに報告第６号、７号、８号の地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化
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判断比率及び資金不足比率についての報告が終わりましたので、本件に関する監査委員の決

算審査意見及び財政健全化審査意見、経営健全化審査意見の報告を求めます。 

  滝口代表監査委員。 

○代表監査委員（滝口延康君） 皆さん遅くまでご苦労さまでございます。 

  ただいま議長のほうからご指名がございましたので、平成27年度大多喜町一般会計、特別

会計、事業会計の決算及び基金の運用状況と、財政健全化、経営健全化に係る審査につきま

して、野村監査委員とともに慎重に審査した結果についてご報告いたします。 

  事業会計につきましては、去る７月８日に、また一般会計、特別会計につきましては８月

18日に、それぞれ決算審査を実施いたしました。 

  まず初めに、一般会計、特別会計ですが、各会計の歳入歳出決算書及びその他政令で定め

る附属書類等が関係法令に準拠して作成されているか、また、予算は地方自治法に規定する

原則、すなわち公共の福祉の増進のため適正に執行されたか、計数は正確であるか、そうい

うことに主眼を置きまして、担当職員の説明を聴取しながら審査を行いました。なお、今回

は、当初予算編成時に、その基本方針としていた内容、その内容について、その執行におい

て適正に配慮されていたかということについても、あわせて説明をお伺いしまして審査を行

いました。 

  その結果なんですけれども、一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算書及び関係書類等は、

いずれも法令に準拠して作成されておりまして、また、予算の執行は適法かつ適正に執行さ

れており、計数も正確でありました。 

  続いて、基金の運用ですけれども、基金は総数で23種類ございます。年度末の総額は、不

動産も含めて40億3,027万4,010円であります。40億円の大台を超えたということですけれど

も、昨年度に対しましてふるさと基金が12億7,264万7,000円と、大幅な伸びを示していまし

て、寄金の総額を本当に大きく押し上げた要因になっております。 

  基金の運用状況を見ますと、積極的に運用されている基金もありますけれども、全く異動

のない基金も見受けられます。昨年も話したと思いますけれども、基金の持つ目的に従いま

して、有効に活用されることを希望します。 

  また、現在１つの課で多くの基金を抱えておりますけれども、管理等移管できるものは、

別の部署に移管するなどして、業務の配分を検討されることも必要ではないかなというふう

に思っております。 

  以上、詳細につきましては、平成27年度大多喜町一般会計、特別会計歳入歳出決算審査意



－220－ 

見、及び基金の運用状況審査意見についてをごらんいただきたいと思います。 

  次に、水道事業会計及び特別養護老人ホーム事業会計の決算について申し上げます。 

  これも審査に付されました大多喜町水道事業会計及び特別養護老人ホーム事業会計の決算

書及び附属書類が、関係法令に準拠して作成されているか、また、経営活動が地方公営企業

法に規定する基本原則に基づいて、目的どおりに執行されているか、また、計数は正確であ

るかなどに主眼を置きまして、担当職員の方の説明も聴取し審査を行いました。 

  その結果でありますが、両事業会計ともに、決算書及び附属書類は、いずれも法令に準拠

して作成されておりました。しかも適正な表示の上、経営活動は基本原則に基づいて、目的

どおり執行され、計数も正確で決算は適正なものと認められました。 

  ただ、その中で、特別養護老人ホーム事業会計におきましては、赤字幅は減少したものの、

残念ながら平成26年度に引き続きまして赤字となりました。利用者数は増加していますけれ

ども、介護報酬の引き下げの改定や報酬加算の解除などが赤字の要因の一つというふうに説

明を受けました。今後とも、本当に大変だと思いますけれども、黒字化のためなお一層のご

努力をお願いしたいと思います。 

  詳細につきましては、平成27年度大多喜町水道事業及び特別養護老人ホーム事業会計決算

審査意見の提出についてというものをごらんください。 

  続きまして、今いろいろ説明がありましたけれども、地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律第３条第１項及び同法第22条第１項の規定によります、大多喜町財政健全化審査及び

経営健全化審査を実施しましたのでご報告いたします。 

  初めに、財政健全化審査について申し上げます。 

  審査に付されました健全化判断比率及びその算定となる事項を記載した書類が、適正に作

成されているかどうかについて、担当職員の説明を聴取しながら審査を行いました。その結

果、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成

されているものと認められました。 

  次に、水道事業会計及び特別養護老人ホーム事業会計の、これは経営健全化審査について

なんですけれども、審査に付されました資金不足比率、その算定の基礎となる事項を記載し

た書類が適正に作成されているかどうか確認をいたしましたけれども、確認しながら担当職

員の説明を聴取して審査を実施いたしました。その結果は、先ほど説明がありましたけれど

も、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載する書類は、いずれも適正に作成さ

れておりまして、全く問題ないというふうに認められました。 
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  詳細につきましては、平成27年度大多喜町財政健全化及び水道事業、特別養護老人ホーム

事業経営健全化審査意見についてをごらんいただきたいと思います。 

  以上をもちまして、平成27年度大多喜町一般会計、各特別会計及び各事業会計の決算、そ

して基金運用状況並びに財政健全化等に係る審査結果についての報告にかえさせていただき

ます。 

  以上でございます。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまでした。 

  これをもちまして、監査報告を終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（志関武良夫君） 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

  12日月曜日と14日水曜日は、総務文教・福祉経済の合同委員会協議会が予定されています。

時間はいずれも午前９時から、会場は本庁舎２階、第１・第２会議室となりますので、ご参

集願います。 

  なお、常任委員会協議会につきましては、今回合同の委員会協議会として初めて開催する

ものであります。できるだけ質疑の時間を設けたいと考えていますので、説明は要所要所簡

潔にお願いをいたします。 

  また、９月16日は午前10時から本会議を開きますので、ご参集を願いたいと思います。 

  本日は、これにて散会といたします。 

  大変長時間にわたりお疲れさまでございました。ご苦労さまでした。 

（午後 ６時０１分） 

 



 

 

 

 

 

 

 

第１回大多喜町議会定例会９月会議 
 

 

（ 第 ３ 号 ）  



－223－ 

平成２８年第１回大多喜町議会定例会会議録 

 

                             平成２８年９月１６日（金） 

                             午前１０時００分 開議 

 

出席議員（１０名） 

     １番  根 本 年 生 君      ３番  吉 野 一 男 君 

     ４番  麻 生   勇 君      ５番  野 村 賢 一 君 

     ６番  江 澤 勝 美 君      ８番  渡 邉 泰 宣 君 

     ９番  吉 野 僖 一 君     １０番  山 田 久 子 君 

    １１番  野 中 眞 弓 君     １２番  志 関 武良夫 君 

 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定による出席説明者 

町 長 飯 島 勝 美 君 副 町 長 鈴 木 朋 美 君 

教 育 長 石 井 信 代 君 代表監査委員 滝 口 延 康 君 

総 務 課 長 加曽利 英 男 君 企画財政課長 西 郡 栄 一 君 

税務住民課長 市 原 和 男 君 健康福祉課長 永 嶋 耕 一 君 

子 育 て 支 援 
課 長 山 岸   勝 君 建 設 課 長 野 村 一 夫 君 

産業振興課長 吉 野 敏 洋 君 環境水道課長 米 本 和 弘 君 

特別養護老人 
ホ ー ム 所 長 

君 塚 道 朋 君 会 計 室 長 三 上 清 作 君 

教 育 課 長 野 口   彰 君 生涯学習課長 古 茶 義 明 君 

 

本会議に職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長 渡 辺 八寿雄 書 記 田 中 雅 人 

 

議事日程（第３号） 

 日程第 １ 議案第４７号 平成２７年度大多喜町一般会計歳入歳出決算認定について（質 



－224－ 

              疑～採決） 

 日程第 ２ 議案第４８号 平成２７年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計歳入歳出 

              決算認定について（質疑～採決） 

 日程第 ３ 議案第４９号 平成２７年度大多喜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 

              について（質疑～採決） 

 日程第 ４ 議案第５０号 平成２７年度大多喜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認 

              定について（質疑～採決） 

 日程第 ５ 議案第５１号 平成２７年度大多喜町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ 

              いて（質疑～採決） 

 日程第 ６ 議案第５２号 平成２７年度大多喜町水道事業会計決算認定について（質疑～ 

              採決） 

 日程第 ７ 議案第５３号 平成２７年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計決算認定に 

              ついて（質疑～採決） 

 追加日程第１ 議案第５４号 平成２８年度大多喜町一般会計補正予算（第４号） 

 追加日程第２ 発議第 ３号 指定難病以外の難病・疾病対策の充実を求める意見書の提出 

               について 



－225－ 

───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（志関武良夫君） 皆さん、おはようございます。 

  会議の前に申し上げます。 

  本日の会議は、平成27年度大多喜町一般会計のほか、各特別会計４会計及び２事業会計の

決算に関する質疑、討論及び採決を予定しております。 

  なお、委員会協議会を開催しておりますので、質疑に際しましては重複する部分について

はご遠慮いただき、違う角度からの質疑をされますよう、議事進行につきましてのご協力を

いただきますようお願い申し上げます。 

  ただいまの出席議員は10名全員です。したがって、定足数に達しておりますので、会議は

成立しました。 

（午前１０時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎行政報告 

○議長（志関武良夫君） 日程に先立ち、町長から行政報告があります。 

  町長。 

○町長（飯島勝美君） 議会定例会９月会議の最終日に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

  本日は、議会定例会９月会議の最終日でございますが、議長を初め議員の皆様方には、大

変忙しい中をご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

  行政報告につきましては、本定例会初日以降の行事でございますので、お手元に配付させ

ていただきました報告書によりご了承いただきたいと思います。 

  今週は、秋雨前線の影響により曇りや雨のぐずついた天気が続いており、また、来週は台

風の接近も予想されますが、災害などにより町民の生活に大きな支障が出ないよう取り組ん

でまいりたいと思います。 

  さて、本日の定例会９月会議最終日の会議事件は、平成27年度の一般会計のほか４つの特

別会計並びに２つの事業会計の決算認定でございます。決算の内容につきましては既に本会

議で提案説明をさせていただき、その後、常任委員会協議会で詳細な説明をさせていただい

ているところですが、いずれの会計においても経常的な経費が増加する中で、創意工夫に努

め事業を推進してまいりました。この結果、健全な財政運営に配慮しつつ、一定の成果を上

げることができたものと考えておりますので、よろしくご審議をいただきご了承くださいま
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すようお願いを申し上げ、行政報告とさせていただきます。 

○議長（志関武良夫君） これで行政報告を終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（志関武良夫君） 次に、諸般の報告でありますが、９月７日以降の議会関係の主な事

項は、お配りした議会諸報告によりご了承いただきたいと思います。 

  なお、本日会議終了後に、議員全員協議会を予定しておりますので、ご承知おきお願い申

し上げます。 

  また、本日の傍聴の関係ですが、職員研修の一環として、役場職員補佐級の方々の傍聴が

予定されておりますので、あわせてご承知おき願います。 

  これで諸般の報告を終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第４７号から議案第５３号の質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） これより日程に入ります。 

  日程第１、議案第47号から、日程第７、議案第53号までの平成27年度大多喜町一般会計歳

入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算及び各事業会計の決算については、既に一括議題とし

て提案説明が終わっておりますので、９月８日の会議に引き続き、これより各会計ごとに質

疑、討論、採決を行います。 

  次に、質疑要領についてですが、特に一般会計決算について、歳入については全般にわた

り、また、歳出につきましては款ごとに行いますので、よろしくお願いします。 

  また、質疑の際は決算書記載のページを必ずお示しいただくとともに、質疑に当たっては、

議題外にわたり、またその範囲を超えることのないようにお願いいたします。 

  それから、事前に配付されている平成27年度主要施策の成果説明書ですが、これは自治法

の規定に基づき、決算書類とあわせて議会に提出する書類ではありますが、質疑に当たりま

しては、できるだけ決算書から質疑されますようにお願い申し上げます。 

  また、質疑は１項目について３回までとしますので、よろしくご協力のほどお願い申し上

げます。 

  日程第１、議案第47号 平成27年度大多喜町一般会計歳入歳出決算認定についての質疑を

行います。 

  歳入については全般です。 
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  歳出については、初めに款１議会費、款２総務費の質疑から行います。 

  質疑ありませんか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） ページ18、19、町税についてお伺いいたします。 

  町民税は町民の皆さんの収入を反映しているものです。27年度町民税の現年度分は、個人、

法人ともに前年度よりも減額になっています。ただ、人口もこの間減っておりますので、町

民個々の傾向というのは平均値みたいなものがないとつかみづらいと思いますので、平均値、

それからそこから見られる洞察、どういうふうにこの数字の変化を考えているのかというこ

とについて説明していただきたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） 平均値というのは所得の平均値ということでよろしいでしょ

うか。 

（「はい」の声あり） 

○税務住民課長（市原和男君） では、平成27年度の平均所得というようなことで、まずお答

えさせていただきます。 

  １人当たり190万3,982円です。 

（「もう一度おっしゃってください」の声あり） 

○税務住民課長（市原和男君） 平成27年度平均所得、190万3,982円です。 

  前年度と比較しますと、99.4パーセント、約１万334円減少をしております。 

  所得の内容を見ますと、給与所得については若干、１パーセント程度ですけれども、前年

度と比較し上昇しておるというふうな傾向が見られます。ただ、年金収入あるいは営業、不

動産、農業所得については前年を下回っているというふうな傾向がございます。 

  動向というふうなことでございますけれども、これは収入の動向というふうなことでよろ

しいですか。 

（「町民の経済状況を含めていうとという、そんな感じ」の声あり） 

○税務住民課長（市原和男君） 経済状況は、この所得税額への課税資料だけを見ると、今の

数字でも物語っているように、所得自体は落ち込んでおるというふうな傾向です。ですから、

生活状況と申しますかそういうものが改善されているというふうなことは、この数字だけで

は見受けられないのかなというふうに感じております。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 
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  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 決算書のページ67ページの上から６行目ぐらい、13番のデザイン制作

委託料３万円、これはふるさと感謝券の印刷のデザイン料だと思うんですけれども、どうい

った形でどなたに発注してやっているものなのか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） このデザイン制作委託料につきましては、新たにホログラム

を入れるときにつくり直すときに委託したものでございます。これについては、町で今推奨

しております「まけしらず」のものをもとにしてつくりたいということで、その制作をしま

した福田氏にお願いをいたしまして、見積もりをいただき支出したものでございます。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 福田先生に委託しているというと、福田先生はいろんな面で町のデザ

インについてかかわって一生懸命やってくださっている先生ではないかと思いますし、著書

もたくさん出ていると思われます。いつも本当にもうからないというんですか、本当にもう

サービス精神で非常に一生懸命やってくださっている先生ですので、予算のないときには当

然それなりの本当に安い金額でもやってくれる先生なので、それはそれでいいと思うんです

けれども、ふるさと感謝券とかこういった結構な収入がある段階で、予算上多少余裕がある

ときはそれなりの金額をお支払いしてやらないと、多分この３万円というのも本当に低価格

の本当にサービスでやっているような金額だと思うんですけれども、今後は予算上措置が出

ているものであれば、それなりの金額をお支払いしてやったほうがいいんじゃないかと思う

んですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） これにつきましては、特に見積もりを徴して本人から提出さ

れたものということで支出をしております。ですから、出されたものをこちらのほうで予算

がないから減額したとか、そういう事実はございませんので、適正な支出ではないかなとい

うふうには思っておりますけれども、ただ、その積算の根拠的なものがいろいろな見方があ

ると思いますので、ただ、今回についてはあくまでも見積もりを依頼してそれを提出してい

ただいて、この金額でやりましょうということで受けたので、適法な支出なのかなというふ

うには考えています。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） そうですね、一般的にデザイン料というとそれにかかった日数、先生
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がその５日間、７日間かかかるのであれば、単価が当然あるわけですから、それ掛ける何日

ということで出されてですね、内訳を出して見積もりを出すべきものではないかと思います。

ただ単純に出されたものが、それがそれでいいのか悪いのか当然検討してもらわなくてはい

けないと思いますので、今後は明細をとってですね、精査してしっかりした単価でやってい

ただくようにしたほうがいいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） これについてはいろいろな見方もあるかと思いますけれども、

本人にお願いして、今まで使っているものをもとにデザインということで提出していただい

たというふうに思っております。ですから、全く新しいものをつくる場合と、今あるものを

そのままちょっと加工するだけというのは、かなりイメージとして違うのかなというふうに

思いますけれども、新規にお願いする場合にはやはりそういったものが必要だというふうに

は思います。 

○議長（志関武良夫君） ほかに質疑はありますか。 

  ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） ページ63の備考欄のちょうど真ん中辺ですか、定住化対策事業につい

てなんですが、これはいろいろ話を聞くと、定住化のために移住されている方がおると聞い

ておりますが、この辺の、どの程度の人が入ってこられているのか、あるいはその事業内容

というかやっている事業はどういうことをやっているのか伺いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） この定住化対策事業はですね、プロモーション動画の作成と

いうことで、特にこれによってどれぐらい増加したかという実績は今のところうちのほうで

は把握していない状況でございます。国が一括してこの全国移住ナビというのをつくりまし

たので、それに各自治体で上げてくださいと、動画を上げるのに３分間程度のものを提出し

てくれと、それをその全国移住ナビで掲載しますということで作成したもので、直接これに

よってどのぐらいの増加があったかというのは、今のところまだ資料としては持っておりま

せん。 

○議長（志関武良夫君） ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） この事業の予算内容ですけれども、今、移住者は何組かあると思うん

ですが、それのことでちょっと伺いたいんですが、その人たちの事業はどういう事業をやっ

ているのか、また地元の人との、住んでしっくりとやっておられるのかどうか、その辺がち
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ょっと気になるので伺いたい。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 町のほうでは、空き家の関係、空き家バンクへの登録という

ものを実施しております。これについては、全体で昨年度の実績としては７件成立しており

ます。ただ、移住された方全員が町のほうを経由して来ているかというと、転入される方は

やはりかなり多くの方がいらっしゃいますので、全てがこの企画財政で受けている窓口の中

に来られるということではございませんけれども、来られた方には、その地域の方に、なる

べくご案内していくような形を現在はとっているところでございます。 

○議長（志関武良夫君） ほかはございますか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 全ての課にかかわることだと思います。あるいは総務課かもしれま

せん。例えば59ページの公有財産管理事業で、賃金という項目があります。この臨時職員の

賃金について伺いたいと思います。 

  各課ともそれなりに臨時職員を雇う事業をしていると思います。今回初めてではないので

すが、ワーキングプアが年々ふえている。それから、参議院選挙でも問題になりましたけれ

ども、最低賃金1,500円を目指して当面は1,000円にしようよ、緊急に1,000円にしよう、こ

れは野党も与党も言っておりました。もうけ優先の民間ならいざ知らず、住民の幸せを願う

べくサービスをしなければならない役所が、官製ワーキングプアということで、低賃金で臨

時職員を雇っているという実情がありました。27年度はそれを解決するどのような施策をと

られたのでしょうか、伺いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それでは、臨時職員全般にわたりますので総務課のほうからお

答えさせていただきたいと思いますけれども、まず臨時職員の賃金につきましては統一した

ものを定めておりますが、特殊なものに関しましてはいろいろ協議して定めますけれども、

一般的な臨時職員につきましては賃金の基準表というものがございまして、それで定めてお

ります。 

  平成27年度でございますけれども、増額の改正をした職種につきましては、一般事務職と

看護師、それに保育士がこれは見直しも含めましたけれども、今まで三段階に分かれていた

ものを二段階に分かれて、これも若干上げさせていただきました。あと軽作業員、そのほか

施設の管理人ということで、その方につきましては日額6,200円から6,400円というようなこ
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とで200円の増額をさせていただきました。また、保育士に関しましては200円から700円程

度上げさせていただきました。 

  こういうことで、率にしますと３パーセント程度上げさせていただいたということで、そ

のほかに据え置きという職種もございます。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 多少改善したことによって、正職員との格差というのは確実に目に

見えるように改善されているのでしょうか。安倍さんは最低賃金1,000円にするよと確かに

おっしゃいました。７年掛かりだそうです。ことしも一桁単位の値上げしかしていないんだ

ろうと思うんです。改善するといってもやはり今例えば1,000円にするって早急の問題だと

思うんですね。今が27年度の過去の決算ですけれども、要望はしませんけれども、最低賃金

はあくまでも最低賃金であって、それ以下にしてはならないということであって、それを超

えて支払ってはならぬということではないので、きちんと対処すべきだと思うのですけれど

もどうかということと、もう一つは、賃金のほかに手当があると思うんです。例えばボーナ

スです。近隣の自治体でも臨時の職員に対してボーナスを支給している自治体は、全ての臨

時職員かどうかはわかりませんけれども聞いております。でも、本町においてはそういうボ

ーナスで多少の手当をするということは行われたのでしょうか。この件について、私は過去

に一般質問でお願いしてありますけれども。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それではまず、職員との差ということでよろしいでしょうか。 

  職員との差は、比較するのはこれはいろんな方法があるかと思いますが、非常に難しいも

のとは思いますが、例えば平成27年度給与改定がございましたときのもので試算しますと、

ざっくりな数字ですけれども、職員に関して平成27年度に約１パーセント、一般行政職です

が１パーセント、給与の年額で上昇をしております。これに対しまして臨時職員ですが、先

ほど申し上げました200円上げさせていただいた臨時職員で換算をしますと、これもざっく

りした数字ですが、約3.2パーセント年収で上がっているということで、職員が１パーセン

トに対しまして、増額した臨時職員は3.2パーセント上がっているということで、ただ、年

収の総額にしますとこれは当然ですがかなりの差がございます。 

  それとあと、平成28年度にさらにまた200円を上げさせていただきまして、今、町の臨時

職員の中で、日額で一番低い方でも6,600円支給をさせていただいております。これは時給
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に直しますと851円ということで、またこの10月から県の最低賃金が変わりますが、これは

842円だと思いますので、町としましてはもう既に４月から851円支給させていただいており

ますので、それなりの措置はしているものというふうには考えております。 

  あとボーナスの支給でございますけれども、現在臨時職員にはボーナスは支給しておりま

せん。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） パーセントでいうと確かに臨時職員の方は３パーセント、一般職員

の方は１パーセントですけれども、この１パーセントと３パーセントの数字でいいですので、

１パーセントが幾らに当たりますか、３パーセントが幾らに当たるか教えてください。 

○議長（志関武良夫君） 総務課長。 

○総務課長（加曽利英男君） それではお答えします。 

  積算した数字ですと、またざっくりですが、職員が平均ですけれども、１パーセントです

ので440万に対して４万4,000円、年収で上がったというようなことです。臨時職員に関しま

しては、大体年額が20日勤務したとして148万8,000円ということで４万8,000円程度ですか、

年収で上がったというふうな試算でございます。 

  いずれにしましても、ざっくりした数字だということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 262ページの、財産に関する調書が、261ページですかね。その中でよ

くわからない部分があるので。ちょっと調べさせていただきましたら、行政財産には公用財

産と普通財産とがあるよと。それで、行政財産の中に公用財産と公共用財産があるよと。公

共用財産とは、町が事務または事業を執行するのに直接使用する、目的とする財産、庁舎と

か消防施設。公共用財産というのは、一般的に住民と共同利用することを目的とする財産、

学校、図書館、公民館、公営住宅、公園などとあります。この表の中で、普通財産とこの公

有財産、また公有財産の中の公用財産と公共用財産の内訳がよくわかりません。もう少し細

かく説明していただけると。 

○議長（志関武良夫君） 会計室長。 

○会計室長（三上清作君） この土地及び建物の中の公有財産と行政財産ということですか。 
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○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 公有財産のうちの公用財産と公共用財産、この内訳を。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） それでは、財務規則上で公有財産に関する管理の事務を総括

するということで、企画財政課のほうがなっておりますので、私のほうからお答えさせてい

ただきたいと思います。 

  公有財産には、先ほど議員さんのほうからお話のあったとおり、行政財産そして普通財産

と分かれます。さらに、行政財産につきましては公用財産そして公共用財産というふうに分

かれるということでございます。 

  この262ページでございますけれども、一番上の本庁舎、そしてその他の行政機関、ここ

のところが行政財産のうちの公用財産という位置づけでございます。次に、公共用財産と記

載しておりますのはそのまま公共用財産で、ここまでが行政財産ということでございます。

山林については、一部行政財産もございますけれども、山林ということで一括してこの面積

を計上させていただいております。それと普通財産につきましては、一番下のその他という

ところで区分しているということでご理解いただければと思います。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 道路、水路、大多喜町は道路、水路もたくさん保有していると思いま

す。面積的にはかなりの面積になるかと思いますけれども、これはどこに入っているんでし

ょうか、道路、水路は。 

○議長（志関武良夫君） 会計室長。 

○会計室長（三上清作君） 道路、水路につきましては、地方自治法の中で、公有財産のこの

表の中には記載を含めないでいいということになっていますので記載してございません。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） それでは、当然道路、水路も町の財産ですから、面積がどのくらいあ

るとか延長がどのくらいあるとか、総体的なものは当然把握していると思われます。その数

字を教えてください。 

○議長（志関武良夫君） 建設課長。 

○建設課長（野村一夫君） 道路、水路ですけれども、町道に関しましては518路線で、道路

敷の面積にして114万7,000平方メートルです。それから赤道とか青道については、境界が確

定していませんので、面積についてはちょっとわかりません。 
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  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） ページでいうと69ページ、品川行き急行バスのところだと思います。

公共交通政策事業、この品川行きの急行バスを走らせるに当たって、今走っているんですけ

れども、胸につかえている疑問があります。この計画、立案はどんな形で行われていたのか。

１億5,000万もの赤字を初めから見込み、それを解消する手だても十分でないまま、とにか

く非常に焦ってというか、事業が進められたように思われます。みんなで考える、私が今こ

こでしゃべったことが、野中、あのときは早とちりだったねと言われて成功すればいいんで

すけれども、私には今のところ成功するようには思えないのであえて聞かせていただきたい

んですけれども、大勢の知恵で考えれば、もしかしたら１億5,000万なんていう計画がもう

ちょっと緩和されている可能性だってあるのではないかと思うんです。 

  議員に対して説明があって、その説明にしても何だかよくわからないまま、それから事の

大きさが議員にはわからないまま事が進んでいって、もしもこれから先も同様の、初めから

もう赤字が見込まれる事業が組まれるようなことがあったときに、この品川行きバスと同じ

ような経過をたどったら嫌だなという思いで、この品川行きバスが導入されるに当たった手

続とかそういう経過とか知りたいと思います。 

  まずは、例えば課長クラスの合同といいますか、そういうようなところで検討されたりし

たこともあるのかどうか、そういうのも含めてお答え願いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 69ページの公共交通の施策事業でございます。これについて

どのような形で今まで行われてきたかというようなご質問だと思いますけれども、これにつ

きましては前年度繰越分ということで、これは地方創生の前倒し分で一番最初に計上させて

いただいております。そのときに、平成27年３月の議会だと思いますが、補正予算を計上さ

せていただいて、一応ご説明をさせていただいているというふうに解釈しておりました。 

  その後、総合計画も今現在立案中のちょうど経過時期だったので、総合計画の中で人員を、

将来人口の推計の中でもこのお話をさせていただいております。それと、この総合戦略につ

きましても、推進委員だとかいろいろ本部の中でも検討しておりますので、そういう中でや

はり事業、そして将来人口を推計するときにこのお話をさせていただいております。全員協

議会でお話しさせていただいたのは、多分３月に補正予算を上げる前段で一度事業の概略の
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ご説明をさせていただいているのと、その後に一度全員協議会の中でこの高速バスについて

のご説明をさせていただいているというふうに解釈しております。 

  一番最初にこの地方創生ができた段階で、庁内でもその検討する委員会をつくっておりま

す。その中でいろいろな事業をそれぞれの所管するところから提出していただいて、今回の

この総合戦略の前倒し分、基礎交付分ですね、これについては実施しているということでご

ざいます。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 同じく69ページで、今の公共交通施策事業の19負担金及び補助金及び

交付金についてお伺いします。 

  高速バスの運行補助金48万6,000円とその下の通学補助金４万5,000円、それと団体の利用

補助金４万400円、この人数とかわかりましたら教えてください。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 補助金のところでございますが、高速バス運行補助金につき

ましては、これは２業者に対してということで支出した分でございます。羽田の電光表示の

修正ということでございます。 

  高速バスの通学費の補助金でございますが、補助対象者は３人でございます。それと、次

のページになりますが、高速バスの団体利用補助金でございますが、これは１件で101人の

方が利用してございます。 

○議長（志関武良夫君） ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 今これ大多喜発の高速、羽田と品川のバスだと思うんですけれども、

既存の小湊、勝浦、大多喜、鶴舞、金田、羽田、八重洲のほうのバス路線のほうは、一般町

民が不審に思っていることは、片方は補助金を出して片方は補助金を出さないかということ

なんですけれども、今後町はどのように今の件に関して対応するかお伺いします。 

（「今後の話に……」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） この決算書の中でのことで質疑を行っていただきたいというような

ことで、今後のことについてのことについてはちょっと外れているので。 

  ９番吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 趣旨はわかりました。わかったんですけれども、ちょっとこの辺お願

いなんだけれども、やはり行政というのは公平にやらなくてはいけない。そこら辺を踏まえ
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て慎重審議、議会にも諮らないでいろいろ物事を進んできたということがこういう結果にな

っているということなので、今後よく議会と慎重審議してから物事に当たっていただきたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 65ページ、真ん中辺のいすみ鉄道事業増大対策事業補助金、これはた

しか保育園とか小学校の生徒がいすみ鉄道を使って何か授業をやるときに補助を出すのと、

いすみ鉄道さんが集客のためにいろいろなことをやると、そのとき町のほうで補助金を出し

ているということですけれども、ここで27年度の予算計上が413万円、今回310万円。保育園

の生徒とか小学生の生徒が使った分と、あと残りはいすみ鉄道がイベントをやるときに補助

したお金だと思うんですけれども、その辺はどういった形で内訳というんですかね、１回イ

ベントをやると幾らいすみ鉄道にどういった形で入るのか、その辺を詳しく。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） このいすみ鉄道の利用増大対策事業補助金でございますけれ

ども、議員さんおっしゃったとおり、保育園とか小学校で使った分、それが59万9,210円ご

ざいます。それと、いすみ鉄道の利用増大対策事業補助金ということで、いすみ鉄道が実施

したもの、これについては、ほたるの観賞ツアーですね、そのバスの委託料、それとクリス

マスイルミネーションに係る材料代及び電気料金を負担しております。それと、イベント列

車で配布するフリー乗車券、これについても助成していただきたいということでございまし

たので、それを27年度は補助しております。いすみ鉄道に対するものが250万2,174円になろ

うかと思います。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） ほたる観賞列車とか何回か走っていると思うんですけれども、それが

１回走ると幾らという積算になっているのか、それともやれば幾らということになっている

のか。あとイベントの列車のですね、１回やれば幾らということになっているのか全体で幾

らということになっているのか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） バス料金のほうですけれども、１台分ということで、それを

９台使ったということで、それについて補助しております。それと、イベント列車の配分の
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ほうですが、参加した人数分に対しての補助ということで、１人当たり1,000円で197万

1,000円でございます。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 今の事業をやることによっていすみ鉄道の利用増大が十分図られたと、

ほかにもこの金額を出すのであればですね、ほかの項目というんですか、何かいろんなやり

方もあると思うんですけれども、これが一番よかったという判断でございますか。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） これは町からももちろん提案させていただいております。い

すみ鉄道からの要望もございまして、その中でいすみ鉄道が一番この要望が強かったという

ことで実施しております。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） ないようですので、これで款１議会費、款２総務費の質疑を終わり

ます。 

  次に、款３民生費、款４衛生費の質疑を行います。なお、関連する歳入についても質疑を

許します。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） なしということでございますので、以上で款３民生費、款４衛生費

の質疑を終わります。 

  次に、款５農林水産費、款６商工費、款７土木費の質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 115ページの都市交流事業、決算22万円、予算書ですと189万円。都市

交流事業、非常に大切な事業ということは皆さんも十分認識していると思います。今後、定

住化に向けてとか高速バスを走らせるに当たっても、高速バスで来てもらって大多喜町の人

たちと都市の人たちが交流する事業というのは非常に大切なことだと思っています。また、

お試し居住ですか、住まいも今年度からやっているようなというところでございまして、こ

れは非常にやっぱり重要な施策なのに当初189万予算計上していただいて、私はこれでも足
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りないんじゃないかと思っているところ22万しか支出していなくて、この事業がほとんど行

われていない状況にあります。これは予算をとったからにはこれなりの事業を行って町の活

性化につなげるべきではなかったかと思っています。なぜこれだけしか使わなかったのか、

もっと活発にやるべきじゃなかったんですか。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 現在の都市交流事業というところでございますけれども、こ

の支出につきましては、道の駅事業がございまして、福島、栃木、千葉県の大多喜町都市交

流でございますけれども、駅事業、３駅についても交流事業、平成17年から行っているとこ

ろの部分につきまして、主要道の中の通行料、車両借り上げ料、こちらのほうの部分につい

て執行したものでございます。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 今、22万円の内訳は聞きました。私が言っているのは、予算で189万

円計上して都市交流事業を活発に推進しますよという当初の計画であったのにもかかわらず

ですね、22万円しか執行されないで事業が行われていない。これは、都市交流事業は大変重

要な事業であるという認識のもとに189万円を計上して、それなりの事業をやるということ

で出発したにもかかわらず22万円しか執行していないで、事業がほとんど行われていない、

これはなぜですかということを聞いているんです。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） この中に、都市農村交流事業でございますけれども、前年は

ＮＰＯの都市農村交流推進委託料というのを予定していたところでございます。これについ

て100万円を予定していたんですけれども、いろいろと交渉していく中でですね、やはり今

の段階では一緒に協力はできないというような話の中でですね、これについてはやむを得ず

できなかったということでございます。ですから、一番大きなのはその都市農村交流推進委

託料ということで、今までＮＰＯ法人に委託していたものができなかったということでござ

います。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） ＮＰＯ法人に頼んだけれどもできなかったと。それならほかのことも

考えてですね、大変重要な事業だと思っているんです。いろんな手だてがあると思いますが、

ＮＰＯ法人に頼むことだけが決して都市交流事業をやるための手段ではないと思っています。

いろんな形があるにもかかわらず、非常に重要な施策でもあるのにかかわらずやっていない。
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これはなぜですかということ、理由を聞いている。必要ないと、当初は必要だと思ったけれ

ども都市交流事業は必要ないのでやらなかったんだということなのか、その辺を聞かせてく

ださい。 

○議長（志関武良夫君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 都市交流事業の必要性というのは十分理解しているところで

議員のおっしゃるとおりだと思いますけれども、これについてはやはりＮＰＯが都市交流で

都会からの人を呼んでいただけるということでですね、その辺のものをうちのほうも大分一

緒になってやった結果、残が非常に多かったということでございます。執行ができなかった

ということでございますけれども、今現在も、都市農村交流事業ではありませんけれども、

町と都内とのそういうシティーセールスとか、いろいろなものをやりながらやっていかなき

ゃいけないということでですね、この年度につきましてはたまたまそれができなかったとい

うことでございますので、ご理解いただければと思います。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  ８番渡邉泰宣君。 

○８番（渡邉泰宣君） 111ページの備考の一番右の上のところの、いすみクリーンセンター

への塵芥処理負担金、27年度が5,847万幾らとかとありますが、26年度は6,552万ということ

で大分、約700万減少しているんですが、これについては何か変化があると思うんですが、

その辺のことをちょっと伺いたい。 

○議長（志関武良夫君） 渡邉君に申し上げます。 

  衛生費の質疑についてはもう終わってしまっているので、質疑を変えてもらいたい。質疑

の内容をよく把握してもらって。 

（「はい」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 115ページに中山間地等直接支払交付金、117ページに多面的機能支

払交付金が載っておりますけれども、この２つの事業は農地管理への大支援政策だというこ

とが常任委員会の説明の中でわかりました。まちおこしでこういう農村部が成功している例

が農業雑誌なんかに時々出ているんですけれども、地域の、要するによそから資本を持って

きてというんじゃなくて、地域の資源、農村だったら農業、林業、そこのところをしっかり

とどういうふうに守り立てるかということを根幹に据えて、そこに取り組んでいるところが
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地力をつけて、おもしろいまちづくりになっているということをよく書いてあります。 

  今、大多喜町はどう考えても商工業の町だとは思えません、サラリーマンのベッドタウン

とも思えません。どこが基盤かというと、やはり農林業をどうやって力強く守っていけるか

に将来はかかっているんじゃないかと私は思うんです。そういうときにこの２つの事業が、

今農家が少しでも農作業をしたときに経済的に支えてもらえる、地力を養う手助けになる事

業になるという印象を持っています。多面的機能支払交付金は26年度と27年度では飛躍的に

交付金の額がふえていて、単純に平均値を出すと１地域当たり130万くらいのお金が出てい

ることになるんですね。国からこれだけのお金が来るとすれば、町としてきちんともっと前

面に押し出して農家を助けていく、農村地域を、地域を守り立てていくということが必要だ

と思うんですけれども、27年度はどのように取り組んだのか伺いたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 中山間等直接支払事業と多面的機能支払交付金ということで、

議員さんの言われるように大多喜町の農業、一般質問にもございましたように、中山間につ

きましては今後も日本の生産の担い手というところで、やはりどうしても切っても切れない

場所になってくるかと思います。 

  そのようなところでですね、国のほうも耕作条件の不利地域、これにつきましては直接支

払い、農地の勾配等があって管理がなかなか行き届かない、そういう部分については直接支

払交付金、これも勾配という要件がございますので、大多喜町については該当地域がなかな

か発生していないかというふうには思っております。また、地区の増加というところもなか

なかございません。しかしながら、多面的機能支払事業につきましては、これは地域の合意、

計画をつくっていただければ通常の維持管理、草刈り等の維持管理で１反歩当たりある程度

の交付金がいただける。地域の合意が必要でございますけれども、今後の大多喜町につきま

してもやはりこういう底力を入れていただける交付金、活用を今後もしていかなければいけ

ないかというふうに考えております。 

  26年から行っておりますけれども、もうちょっと前だと思います、すみません、町の広報

紙、こちらのほうを利用させていただいて、なおかつ募集をしております。なおかつ地域の

集落で取り組みたいというお話がございましたら、その集落に出向く、また役場のほうに相

談をしていただいたところにつきましては、職員が親身になりまして指導させていただいて

いるところでございます。また、26年につきましては、５集落だったところが、27年につき

ましては３集落ふえまして８集落という形になっておるところでございます。また、参考ま
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ででございますけれども、今年度28年度につきましては、さらに４集落ふえまして12集落と

いうところになっておるところでございます。 

  また今後も周知は図ってまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 広報紙に載せたというんですけれども、このくらいの面積で、地味

というか非常に地味で、農家を本当に応援するということであれば、広報紙にこれだけでは

なくて、例えば農家組合だとかあるいは年に一遍、多分新しい区長さんが決まったときには

区長会の総会みたいなそういうのをやると思うんですけれども、そういうところでもきちん

と宣伝して、特に農村部はこちらよりももっと過疎化が進んでいるわけだから、そこのとこ

ろで大勢の手が挙がるような工夫もすべきだと思うんです。私もこれ要望になっちゃったね。

返事は要りませんけれども、要望でもいいですか。 

（「つながらない」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑内容をよく理解して質疑を行ってください。 

  産業振興課長。 

○産業振興課長（吉野敏洋君） 要望というお話でございますけれども、一応議員のご指摘の

とおり、区長会並びに農家組合長さん、さすがに情報提供がやはり少ないというご指摘でご

ざいますので、今後そのような形で情報を広く周知していくようにしたいと思います。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 以上で、款５農林水産業費、款６商工費、款７土木費の質疑を終わ

ります。 

  次に、款８消防費、款９教育費、款10災害復旧費、款11公債費、款12予備費の質疑を行う

前に、ここで10分間の休憩をとります。 

  11時10分からの再開にします。 

（午前１１時０１分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１１分） 
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───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 款８消防費、款９教育費、款10災害復旧費、款11公債費、款12予備

費の質疑を行います。 

  どうぞ質疑。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 169ページの真ん中辺、プール監視業務委託料233万2,800円、これは

海洋センターのプールの夏休みとかのプールの監視業務を委託しているものだと思っていま

すけれども、これが何人ぐらいの体制でどういった形でやられているのか、その内訳を教え

てください。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（古茶義明君） このプールの監視業務については、管理体制は、日本赤十字

社水上安全法救助員等の資格または警備業法に沿って教育が行われた者を業者に委託してお

りますが、７月から８月のプール開業期間についてのみ委託で、平日は統括責任者１人、監

視員１名で、土日祝日については統括責任者１名、監視員２名の体制で行っております。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） たまにプールとかで結構な事故が起きることがあると思いますけれど

も、このままの監視体制で、多分大勢の中を２人の監視員でですね、十分見切れるものなの

か、これで万が一事故が起きますとこれはまた大変なことになりますので、今の監視体制、

27年度これで十分だったのかという認識はどのように考えていますか。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（古茶義明君） これは規定がありまして、その規定に沿って監視業務員の配

置をしておりますので、仮に事故があった場合についてはですね、委託元である施設の管理

者として業務責任は問われる可能性は出てくると思われます。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） じゃ、万が一事故があったときは業者の責任になると。町の責任も当

然問われるんじゃないかと思いますけれども、だからその辺を全て業者の責任で対応できる

のであればそれはいいかもわからないけれども、町の責任が問われるようなことであるので

あれば、この辺は十分吟味してやっていかないといけないと思いますけれども、いかがでし

ょうか。 
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○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（古茶義明君） この件につきましては、プールに限らずですね、町の施設に

ついては委託に限らず管理上不備があれば、業務委託先の業者だけではなく町としても管理

責任は問われる可能性はありますので、今のそういうことも考慮して今後プールの監視業務

等については指定管理制度というものがありますので、そういうものも今後検討していけれ

ばというふうに考えています。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

  これで、一般会計歳入歳出決算の質疑を終了とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 私は、平成27年度大多喜町一般会計決算に反対の立場から討論させ

ていただきます。 

  先ほど税務住民課長から、本町の税収から見える住民の経済状況について改善されていな

いという見解が述べられました。列島的にも５年間連続して実質賃金が下がっているという

中で、住民の経済的な生活がだんだんしんどいものになっていくというのが実態だと思いま

す。その中で、今、町の行政にとってどういう観点が必要かというと、自治法にも述べられ

ています、地方自治体は住民の福祉を増進することだ、福祉の増進とは住民を幸せにするこ

とだ、この町で暮らす安心感、安全感というものを住民が十分に感じるという政治だろうと、

私はそう思います。経済がやっぱり人の生活の一番の基盤になることですから、そこのとこ

ろをどう支えてきたか、町民の生活をどう支えてきたか、こういう経済的に厳しい中では非

常に大事だろうと私は思います。 

  もう一つ、税金というのは集めたお金を豊かな階層に回すことではなくて、所得の再配分、

普通に働いていて所得の多い人と少ない人と差がある、そこから税金を集めてきて所得の少

ない人たちのところに埋めていこうというのが税金の大きい、最も根幹的な意義がそこにあ

ると思います。だから、大多喜町がどうやって生活に困っている人の困難を解消してあげる

かということに町政の基本を置いてもらいたいし、置くべきだと思います。そういう点で、

臨時職員の方、数はそんなに多くはないと思いますけれども、本当に臨時の方と、もう恒常
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的に臨時の方といらっしゃると思います。もう何年も何年も臨時で働いていて正職員になれ

ない、この悔しさ等、理解していただけるでしょうか。それに対して手だてが27年度もとら

れていない。最低賃金のことでは、臨時の方も正職員の方も大体賃上げで、額にしてみれば

４万円強のお金が上積みされたけれども、もともと１年間に臨時の方は148万、最低の部類

で、そこが少し上げられても150万、１年間200万が貧困層かどうかというラインだと言われ

ていますけれども、はるかに貧困層、役場の仕事をしていても貧困層というのはやはり問題

ではないか。臨時で働いていらっしゃる方のほとんどは町民だと思います。ここのところに

手をほとんどつけていないことに対して残念だと言わざるを得ません。 

  それともう一つ、品川行きの急行バスの取り組みについては、私たちに説明があった限り

において大変計画立案がずさんだったこと。それと、吉野議員からも質問があったんですけ

れども、同じ通勤・通学者に対して、品川バスなら補助金が出るけれども、今までの路線バ

スだったら出ない。定住化促進という意味でもこれはおかしいのではないか。もし品川バス、

もうちょっと待っていたら東京行きの路線バスを使っている人たちにこそまず補助金が出た

であろうと思われる、それは私の勝手な思いですけれども、不公平さを招くような行政は私

は正しいやり方ではないと思います。答弁の中でも改善の意見は出なかったように思います。 

  それともう一つあります。まちづくりなんですけれども、先ほど質疑の中でも述べさせて

いただきました。地域の資源をどう生かすか。この間、地域創生のお金の使い方を見ると、

よそから人を呼ぶこと、定住化、空き家対策、そういうものに大きな力が注がれているよう

に思われます。この地域をどうするの、微々たるお金で中野方面の小さな拠点に手付金が払

われていましたけれども、大きな企業を呼んでももうからないとわかれば撤退するというこ

とがよその自治体で見られて、全国版の新聞でも大量の失業者が出てというようなことが

度々報道されます。地域の資源に基づいた産業は引っ越すわけにいきません。ですから、そ

このところをきちんと捉えて、今地域を守っている人たちが誇りを持ってこの町に住み続け、

生きていけるような施策を望んでいます。その点で、移住者もよその例ではその地域になじ

もうとしない方がいらっしゃったり、あるいはいつの間にかまた引っ越していかれたりとい

うことで、ここで定着をしてしっかりとここで骨を埋めよう、地域の土台になろうという人

はなかなか大変です。この土地に生まれた人がよそに出ていかないようなそういう施策をす

るべきだと思うのですが、27年度の事業の中には、そういう地域を出ていかないための施策

は弱かったように思います。 

  それと、国政の地域創生に振り回された感がありますけれども、国が予算を出したからと
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いって、やっぱり取捨選択して、今まで継続した仕事も手抜きにならないよう、職員の健康

も損なわれないよう、国がおいしそうな施策を出したからといって単純に飛びつくようなこ

とは考慮したほうがいいのではないかということを27年度決算書から感じました。 

  人口がけたたましいスピードで減っています。去年とことしは１年間に200人を超えて減

りました。その前の５年間は150人前後で、強ですね、前後というよりか、で減っていまし

た。この人口減、日本列島中が人口減なので、ここだけふえるということはまず考えられま

せんけれども、人口の奪い合いに心を奪われるのではなく、地道に心豊かな立派な農村にし

ていく施策を心の底から要望して反対討論といたします。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 反対者の発言がありました。 

  次に、賛成者の発言を許します。 

  ６番江澤勝美君。 

○６番（江澤勝美君） それでは私から、平成27年度大多喜町一般会計歳入歳出決算について

賛成の立場から意見を言わせていただきます。 

  まずは平成27年度の予算編成ですけれども、そのときには基本方針とした内容で財政状況

を十分に理解し、町税収入を初めとする財源確保並びに全庁を挙げての事務事業の必要性と

効率性、そういうものを職員一人一人が認識しての予算編成ということで私は認識しており

ます。 

  それに対して27年度の一般会計歳入歳出決算では、歳入総額が74億1,742万3,823円、歳出

総額で71億3,349万91円で、前年度に対して歳入では25億1,184万3,000円の増、また歳出に

ついては26億1,374万8,000円の増、いずれにいたしましても平成27年度では、ごらんのとお

りふるさと納税が好調な伸びを示しまして、歳入歳出決算額を大きく押し上げてきたという

形になりました。財政が大変厳しい中でありますけれども、ふるさと納税は町財政の健全化

に大きく貢献をし、しかしながら予算執行においては費用対効果を重視し、福祉の後退をす

ることなく社会保障の充実を期すための予算支出は、将来財政安定のため財政調整基金積立

金として9,600万円、それに福祉基金として6,806万4,000円の積立金や、国や県の補助金等

を最大限に有効利用し、事業執行などあらゆる面においてその努力が見られております。毎

年増加する多種多様な住民ニーズを十分に満たすことは難しいと判断されますが、子供医療

費を中学生まで拡大したことや、将来給食費の無料化がほぼ約束されております。そういっ

たことから、町執行部の努力が随所に見られております。 
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  また、先ほど、７日の日ですか、監査委員からの監査報告書が配られました。その中でも

監査委員の意見として、やはりいろんな面において要望的なものもありますけれども、決算

に関していろんな証拠書類等をかみ合わせた結果、適正だと認められたということで報告書

が出されております。 

  そういうことから、平成27年度の一般会計決算について私は賛成いたします。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） ご苦労さまです。 

  ほかに討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、議案第47号 平成27年度大多喜町一般会計歳入歳出決算認定についてを採決し

ます。 

  本決算は、認定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（志関武良夫君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第47号 平成27年度大多喜町一般会計歳入歳出決算は認定することに決

定しました。 

  次に、日程第２、議案第48号 平成27年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計歳入歳

出決算認定についての質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、議案第48号 平成27年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計歳入歳出決算
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についての採決をします。 

  本決算は、認定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（志関武良夫君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第48号 平成27年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計歳入歳出決

算は認定することに決定しました。 

  次に、日程第３、議案第49号 平成27年度大多喜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定についての質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 国民健康保険の平均保険料は幾らぐらいでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） 平成27年度の１人当たり平均保険税というふうなことでお答

えさせていただきます。９万8,797円でございます。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 前年度比で幾らの増減があるんですか。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） 平成26年度、前年の平均保険税が10万2,900円でございます。

4,100円ほど減少しておるというふうなことでございます。 

○議長（志関武良夫君） 11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 減少の理由はどういうところにあると見られますか。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） まず、加入者の平均所得を見ますと、平成27年度が76万

1,600円ということで、こちらも前年よりも減少しております。また、さらにですね、軽減

の見直しがなされました。軽減対象の範囲を拡大したというふうなことで、そういう関係で

そちらが保険税の減少、引き下げの要因になっているとは思われます。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 
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  これから討論を行います。 

  討論ありませんか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 私は反対の立場から討論させていただきます。 

  一番はやっぱり何といっても保険税が高過ぎることです。今もお答えの中にもありました

ように、加入者の平均所得が76万1,000円で、その中から保険税が９万8,700円、１割以上取

られる。社会保険の方だったら半分を雇用者が持つということで、10パーセントを超えるこ

とはありません。多分多くても収入の７パーセントとかそのくらいどまりだろうと思われま

す。収入が少ない上に、この高過ぎる健康保険税はやっぱり残酷だと思うんです。 

  もちろん町は毎年3,500万の繰り入れをして大幅な値上がりを防いでいますけれども、や

はりそれでも足りません。もともとは国が国保への国の負担率をどんどん削っていくことに

原因があるんですけれども、そこを町が防波堤になってやることと、もう一つは保健活動を

もっと活発にして、病気にかからない健康なまちづくりを進めることだと思いますが、今の

この高い国保料をそのまま認めるわけにはいかないので、私の反対討論といたします。 

○議長（志関武良夫君） 反対者の討論がありました。 

  次に、賛成者の発言を許します。 

  吉野僖一君。 

○９番（吉野僖一君） 委員会でも慎重審議しまして、今国の政策いろいろありますけれども、

この辺は一応妥当ということで、賛成でお願いします。 

○議長（志関武良夫君） 次に討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、議案第49号 平成27年度大多喜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決します。 

  本決算は、認定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（志関武良夫君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第49号 平成27年度大多喜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算は認定

することに決定しました。 
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  次に、日程第４、議案第50号 平成27年度大多喜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定についての質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、議案第50号 平成27年度大多喜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを採決します。 

  本決算は、認定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（志関武良夫君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第50号 平成27年度大多喜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算は認

定することに決定しました。 

  次に、日程第５、議案第51号 平成27年度大多喜町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついての質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 27年度は第６期ですか、保険料の改定があったと思います。介護保

険の保険料は３年を一区切りとして上げられるわけですけれども、この27年度の上げ幅はど

のくらいになりましたか。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） 保険料の上げ幅ということでございますけれども、先ほど議

員がおっしゃいましたとおり、介護保険の場合３年を１期としております。第５期が平成24

年から平成26年、その保険料の基本額が一月4,300円となっております。次の第６期が、27

年から29年までが６期となります。その保険料の基準額が4,500円となります。したがいま
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して、上げ幅といいますと4.65の上昇ということになります。 

○議長（志関武良夫君） ほかに。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 若い世代からの支援金がありますよね、国民健康保険とか社会保険

から介護保険への支援金、それの値上げはありましたか。 

○議長（志関武良夫君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（市原和男君） 確かに各保険者から介護保険のほうに納付金というふうな形

で、例として介護保険の50パーセントを国・県・市町村で持って、２割を加入者が持って、

残り３割を例えば国保とかそういう保険者が持つというふうな制度のことだと思いますけれ

ども、そちらのことでよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○税務住民課長（市原和男君） 特に27年度につきましては、介護納付金というふうな形でお

支払いしているのがですね、国民健康保険から7,600万ほど出ております。前年と比べ、前

年が8,400万というふうなことで、若干納付する金額自体は下がっておりますけれども、こ

れにつきましては介護の給付金の額が基準になるのはもとよりですね、そのほかに前々年度

の精算金とかそういう複雑な社会保険診療支払基金のほうで計算した納付額となりますので、

一概には上がっている、下がっているとはちょっと言えない状態でございます。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 27年度は介護保険のサービス給付にかなりの変更があったと思いま

す。その27年度の給付変更について説明してください。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） 27年度に制度改正があったものについてということでござい

ますけれども、まず一つ目がですね、利用者負担割合の負担割合が１割から２割になったこ

とが追加されております。それと、高額介護サービスの利用者負担段階に、現役世代という

ことでそれが加わっております。あと、施設入所の食事及び居住に係る利用者負担額の判定

要件に、世帯分離している配偶者の住民税が非課税であること、それが条件に加わりました。

それとあと、本人及び配偶者の預貯金の合計が2,000万、単独では1,000万の条件が加わって

おります。それとですね、特別養護老人ホームの入所要件が介護認定の３から要介護３以上

になった、その辺が27年度に変わったところでございます。 



－251－ 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 所得階層を分離することによって、一部利用者にとっては値上がり、

保険者にとっては給付金の減少というのがあったと思いますけれども、その額、その程度と

いうのはわかるんですか。 

○議長（志関武良夫君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（永嶋耕一君） 下がった金額というか、それはちょっと調べていないんです

が、ただ、この条件に該当になった方が平成27年度には13名おりますので、その方が一応こ

の該当でそういう制度が使えなくなったということがあります。ですから、その金額がどの

くらい下がったというのはちょっと把握しておりません。申しわけありません。 

（「わかりました」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ありますか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） 介護保険が導入されて６期目に入っているので16年目になると思い

ますけれども、年々利用者の負担がふえています。そして、特に27年度の場合は、現役並み

所得がある者ということですけれども、４つの分野にわたって利用料の引き上げがあり、そ

してもう一つは特別養護老人ホームへの入居制限を始めたことです。大多喜町の特養は今ま

でいる人についてはもうそのままという答弁を以前聞いたことがありますけれども、だんだ

ん、今資料をなくしてしまったんですが、要介護１の方の入所除外が始まっています。 

  お金がある人は、高い特養でないところもいろいろ入れると思いますけれども、低所得者

にとってはやはり特養は命綱で、そういう点で消費税で社会保障をやると言いながら、消費

税を上げてもこうやってどんどん社会保障を削っていく、介護保険に端的に27年度はあらわ

れたのではないでしょうか。一般会計の反対討論でも言いましたけれども、税の所得の再配

分という思想からすれば、やはり特養から要介護１、２を減らすというのは許せることでは

ないと思います。そういう点で、私は27年度の介護保険の特別会計に反対いたします。 
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○議長（志関武良夫君） 反対討論がありました。 

  次に、賛成者の発言を許します。 

  ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 賛成の立場から行います。 

  監査委員長の報告にもありましたが、介護保険の特別会計は適正に予算執行されていると

思います。また、介護保険の特別会計には4,395万3,000円の積み立てができました。 

  よって、介護保険特別会計予算につきましては賛成でございます。 

○議長（志関武良夫君） ほかに討論ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、議案第51号 平成27年度大多喜町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

を採決します。 

  本決算は、認定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（志関武良夫君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第51号 平成27年度大多喜町介護保険特別会計歳入歳出決算は認定する

ことに決定しました。 

  日程第６、議案第52号 平成27年度大多喜町水道事業会計決算認定についての議事を続け

ます。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 討論なしと認めます。 
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  これで討論を終わります。 

  これから、議案第52号 平成27年度大多喜町水道事業会計決算の認定についてを採決しま

す。 

  本決算は、認定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（志関武良夫君） 挙手全員です。 

  したがって、議案第52号 平成27年度大多喜町水道事業会計決算は認定することに決定し

ました。 

  日程第７、議案第53号 平成27年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計決算認定につい

ての議事を続けます。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ございませんか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 決算書の７ページの事業報告書の下段のところで、施設運営に関して

は一層のサービス向上を図りとあります。一層のサービス向上とは具体的にどのようなこと

を重点的にサービス向上を行おうとしていたのか。 

  それと、そのサービスの一環だと思いますけれども、もう一つこの決算審査意見書の最後

のところに、自然災害や火災等有事を想定した訓練を計画的に実施し、入所者の安全確保に

努めるべきだとあります。27年度はどのような形でこういった訓練を行ったんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 特別養護老人ホーム所長。 

○特別養護老人ホーム所長（君塚道朋君） サービスの向上に関しましては、介護職員の数を

確保しまして利用者の安全を図るということを推進してまいりました。 

  防災訓練につきましては、火災の訓練に関して年４回、避難訓練２回、伝達訓練、あと放

水訓練を実施しているところでございます。近年、岩手県でありましたような水害の災害が

ございましたので、次年度におきましてはですね、どういう形で実施するか、具体的にはま

だ考えておりませんが、実施していきたいと考えております。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） サービスの向上の件ですけれども、今、人的に十分人員を確保してい

るという答弁がありました。いろんな説明を聞いていると、人員の確保はなかなか難しいと
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いうことも聞いています。そうすると、人員が少ない中でも一層のサービス向上を何らかの

形で図るべきであると。 

  それとあと、災害の訓練についてですね、前に私も言ったと思うんですけれども、以前、

地元の消防団とか地元の区長さんたちとですね、一緒に避難訓練をやったことがあろうかと

思います。年に１回か２回かだったと思いますけれども、そうすると万一災害があったとき

にですね、当然最初に駆けつけるのは地元の消防団とか地元の人たちだと思うんです。そう

いう人たちと最近は訓練を一緒にやっていないような気がするんですけれども、27年度にお

かれましても、当然そういった地元の消防団とか、当然と言ったら申しわけない、やってい

るかもわかりませんので、地元の消防団とか地元の住民との避難訓練は行ったんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 特別養護老人ホーム所長。 

○特別養護老人ホーム所長（君塚道朋君） 27年度につきましては、当ホームの職員にも消防

の役員の方がおりまして、いろいろお話をしてちょっと検討したんですけれども、今やって

いる訓練においてはなかなか、実施できるような、地元の消防団や住民の方と実施できるよ

うな訓練が行えないということで、27年度につきましては実施はしておりません。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 27年度は、地元区のほうには、それとも訓練とか大々的なものじゃな

くてですね、こういったところにこういった施設があって、ここは階段になっていて、非常

扉がこういったところだよと、要は、万が一災害のときにはここにこういった車椅子がある

からこういったふうに手助けしてもらいたいとかですね、そんな大げさなことじゃなかった

んですよ。ですから、いざ行っても館内がどのようになっているのか、どこに何があるのか

を、やっぱり地元の人たち、地元の消防団がわかっていないと何もできないと思うんですね。

いざというときにはこういったところにあるので、極力災害が起きたときには協力してもら

いたいという要請を常に行っていくことが大事ではないかと思われますので、今後はそのよ

うな形を進めていってもらいたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 特別養護老人ホーム所長。 

○特別養護老人ホーム所長（君塚道朋君） 災害時の対応を含めまして、これから実施をして

いきたいと考えております。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 
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  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、議案第53号 平成27年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計決算認定につい

てを採決します。 

  本決算は、認定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（志関武良夫君） 挙手全員です。 

  したがって、議案第53号 平成27年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計決算について

は認定することに決定しました。 

  以上で各会計決算の審議が全て終了しました。 

  ここで、途中ですが休憩をとります。 

  午後１時からの再開にしたいと思います。この間に昼食をお願いいたします。 

（午後 零時０１分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（志関武良夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎日程の追加 

○議長（志関武良夫君） 議員の皆さんにお諮りします。 

  町長から議案第54号が提出されております。 

  この議案を本日の日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題としたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第54号を日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題とすることに決定し

ました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第５４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 本案について提出者の説明を求めます。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（西郡栄一君） 議案第54号 平成28年度大多喜町一般会計補正予算（第４

号）の説明をさせていただきます。 

  初めに、提案理由を説明させていただきます。 

  駐日メキシコ合衆国のカルロス・アルマーダ大使ご夫妻が大多喜お城まつりの前日に、大

多喜町に宿泊されることとなりました。また、お城まつりには、昨年よりも多くのメキシコ

大使館関係者が来町していただく予定のため、その関係経費を予算措置させていただくもの

でございます。 

  それでは、本文の説明をさせていただきます。１ページをお開きください。 

  平成28年度大多喜町一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。第１条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ25万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ63億6,090万3,000円とするものです。 

  第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によることを定めるものでございます。 

  次に、事項別明細書の２歳入及び３歳出により補正予算の説明をさせていただきますので、

６ページ、７ページをお開きください。 

  ２、歳入の款19繰越金、項１繰越金、目１繰越金25万円の増額補正は、収支の均衡を図る

ため歳入補正予算に計上しました。 

  次のページをお開きください。 

  ３、歳出、款２総務費、項１総務管理費、目６企画費25万円の増額補正は、アルマーダ大

使ご夫妻、通訳者及び運転手の宿泊費及び歓迎会の経費15万7,000円と、お城まつりにメキ

シコ大使館関係者40名が来町される見込みのため、今までの中型バスから大型バスに変更す

る経費として４万3,000円、また、交流会参加者が増員する見込みのため、その関係経費と

して５万円を見込み、合計で25万円を国際交流協会補助金として計上させていただきました。 

  以上で一般会計補正予算（第４号）の提案説明とさせていただきます。よろしくご審議く

ださるようお願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 
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  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  11番野中眞弓君。 

○１１番（野中眞弓君） お城まつりのメキシコとの交流会関係、総額で幾らになりますか。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（古茶義明君） 予定額といたしまして70万4,000円を見込んでおります。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

  １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） お城まつりを兼ねてメキシコの大使が国際交流も兼ねてこちらに来る

経費ということです。それで、例年よりたくさんの方がお見えになられるということで、こ

れはお城まつり実行委員会さんのほうとも十分な打ち合わせができていて、当然来賓席とか

いろいろな設備が例年より多くなると準備等いろんな打ち合わせも多くなってくるんじゃな

かろうかと思いますけれども、お城まつり実行委員会のほうとは十分な打ち合わせができて

いるんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（古茶義明君） 昨日、お城まつりの班長会議というのがありまして、その場

で担当者レベルでは話はしてあります。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 今言った班長会議とは役場の職員の会議ということだと思うんですけ

れども、お城まつり実行委員会は民間のほうで主導的にやっているものだと思います。そち

らのほうとの話し合いとかが十分できているのかと、対応についてですね。その辺がいつも

結構、国際交流をやると、お城まつり実行委員会のほうとの対応がなかなかスムーズにいか

ない面があってあたふたする面があるんだけれども、お城まつり実行委員会のほうとの話し

合いが十分できているのかという質問です。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（古茶義明君） きのうの班長会議も、お城まつり実行委員会の中の、たまた

まその中の従事者が役場の職員であって、業務についてはお城まつり実行委員会として私の

ほうは認識しております。 

○議長（志関武良夫君） １番根本年生君。 

○１番（根本年生君） 私もお城まつり実行委員会の総務委員長をやらせていただいています。



－258－ 

私のところには一切そういった話は、実行委員長のほうに言っているのかどうかわかりませ

んけれども、総務委員会の委員長の立場とするとですね、全体的に総括、全体を見るという

形に職務的にはなっております。だから、そういった観点から話してですね、お城まつり実

行委員会のほうとは十分連携がとれているんですかと。もし連携がとれているのであれば、

私は総務委員長をやらせていただいていますので、私のところにも何らかの話があるべきで

はないかと、そのような認識でおります。だから、その辺がどうなのかということで質問さ

せていただいています。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（古茶義明君） 申しわけありません。委員長さんとはお話ししておりません

でした。 

○議長（志関武良夫君） そういうことは余り好ましくないので、きちんとしておいてくださ

いよ。 

  ほかに質疑ありますか。 

  10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） こちらの通訳者の方と運転手の方はメキシコ大使館関係の方がつか

れるんでしょうか。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（古茶義明君） メキシコ大使館の職員として通訳の方と運転手が同行すると

いうことでございます。 

○議長（志関武良夫君） 10番山田久子君。 

○１０番（山田久子君） 宿泊予定地もしくは１泊の金額というものはどの程度を考えていら

っしゃるのか、もし決まっていればお願いいたします。 

○議長（志関武良夫君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（古茶義明君） ４名の宿泊といたしまして、11万7,000円を見込んでおりま

す。場所はもちの木でございます。 

○議長（志関武良夫君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 
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  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから、議案第54号を採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（志関武良夫君） 挙手全員です。 

  したがって、議案第54号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎日程の追加 

○議長（志関武良夫君） お諮りします。 

  ただいま麻生勇君外４名から、指定難病以外の難病・疾病対策の充実を求める意見書の提

出について発議案が提出されました。 

  この発議案を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  よって、提出された発議案を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。 

  事務局職員から議案を配付いたします。 

（議案配付） 

○議長（志関武良夫君） 議案配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 配付漏れなしと認めます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎発議第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（志関武良夫君） 追加日程第２、発議第３号 指定難病以外の難病・疾病対策の充実

を求める意見書の提出についてを議題とします。 

  事務局職員をもって、議案を朗読させます。 

  議会事務局長。 

○議会事務局長（渡辺八寿雄君） それでは発議案を朗読いたします。 
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  発議第３号 指定難病以外の難病・疾病対策の充実を求める意見書の提出について 

  上記の議案を、大多喜町議会会議規則第14条の規定により別紙のとおり提出します。 

  平成28年９月16日。 

  大多喜町議会議長、志関武良夫様。 

  提出者、大多喜町議会議員、麻生勇議員、賛成者、大多喜町議会議員、野中眞弓議員、賛

成者、同、野村賢一議員、賛成者、同、吉野一男議員、賛成者、同、山田久子議員。 

  １枚めくっていただきたいと思います。 

  指定難病以外の難病・疾病対策の充実を求める意見書（案） 

  平成26年５月に「難病の患者に対する医療等に関する法律（難病法）」が成立し、平成27

年１月から施行された。医療費助成の対象は、これまでの56疾患から、第１次、第２次実施

分を加えると306疾患へと指定が広がることとなり、対象人口も従来の78万人から150万人へ

と倍増する見通しとなった。昨年秋からは、第３次実施分の検討が始まり、新制度に基づく

更なる対策の充実が求められているところである。 

  しかしながら、今回の難病法においても、繊維筋痛症など、人口割合で0.1％以上の疾病

や診断基準が明確でない疾病等は、医療費助成の対象とされておらず、障害者施策の対象に

もなりにくいなど、「制度の谷間」に置かれた指定難病以外の難病・疾病への支援措置はい

まだ不十分なのが現状である。 

  よって、国におかれては、指定難病以外の難病・疾病対策の充実を図るため下記事項に取

り組まれるよう強く要望する。 

  記。 

  １、指定難病となっていない難病・疾病を抱える患者に対して救済措置を講じること。特

に重症化し、日常生活が困難な患者に対しては、自己負担額軽減措置や、障害者手帳の交付

など目に見える形での支援を積極的に実施すること。 

  ２、繊維筋痛症など検査数値に現れにくい疾病の患者については、確定診断を得られるま

で病院を次々に変えなければならない場合も多いため、スムーズに適切な医療を受けられる

よう情報を周知するほか、医療現場のみならず、社会的認知及び理解の向上を図ること。 

  ３、財政措置を含め、難病患者への就労支援の充実、強化を行うこと。 

  ４、制度設計に当たっては、地方自治体に対する速やかな情報提供や意見交換の機会の確

保を徹底し、地方自治体からの意見を十分に反映させること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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  平成28年９月 日 

  千葉県大多喜町議会。 

  裏面へと続きますが、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、

財務大臣、厚生労働大臣宛て。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 次に、提案理由について提出者の説明を求めます。 

  ４番麻生勇君。 

○４番（麻生 勇君） 発議第３号について、提案理由の説明を申し上げます。 

  このことにつきましては、平成28年７月27日に、千葉県大網白里市柳橋890番地の斎藤勝

氏から議会議長宛てに、指定難病以外の難病・疾病対策の充実に関して、国等への意見書の

提出を求める陳情書が提出されました。 

  陳情内容は、ただいま事務局長が朗読されました意見書（案）のとおり、難病の患者に対

する医療等に関する法律（難病法）が成立し、平成27年１月から施行された。この法律によ

り、難病指定が56疾患から306疾患まで指定が広がることになり、対象人口も78万人から150

万人へと倍増する見通しとなりましたが、それでもなお医療費助成の対象にならない、制度

の谷間に置かれた指定難病以外の難病・疾病への支援措置はいまだ不十分であり、国におい

ては、指定難病以外の難病・疾病対策の充実を図られたいとする内容であります。 

  そこで、意見書を衆参両院議長と内閣総理大臣を初めとする関係大臣に提出されたいとす

るものであります。 

  この陳情書の取り扱いについて、去る８月26日に開催された議会運営委員会で協議した結

果、難病に苦しむ人たちに対し手を差し伸べることは国の重要な責務であると判断し、意見

書の提出を前提に、発議案を議会に上程しようとする結論に達しました。これを、議会運営

委員会の議を経て、福祉経済常任委員会において協議した結果、異論はなく、同委員会委員

の連署をもって発議案を提出するものであります。 

  どうか可決賜りますようよろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（志関武良夫君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 



－262－ 

○議長（志関武良夫君） 質疑なしと認めます。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  これから、発議第３号を採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（志関武良夫君） 挙手全員です。 

  したがって、発議第３号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎休会について 

○議長（志関武良夫君） 以上で本日の日程は全て終了しました。 

  お諮りいたします。 

  本定例会は、議事の都合により、あす17日から本年12月31日まで休会としたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（志関武良夫君） 異議なしと認めます。 

  よって、あす17日から本年12月31日までを休会とすることに決定しました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（志関武良夫君） 本日はこれをもって散会とします。 

  長期間にわたりご苦労さまでした。 

  なお、この後、全員協議会を開催しますので、この会場にお集まりください。 

（午後 １時２０分） 
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